
★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち

１　生きる力を育む教育・保育をめざします

（１）　就学前教育・保育の充実

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

すくすく子育
て課

子ども審議会を年３回開催し、「子ども・子育て支援事
業計画」の取り組み状況の評価と、第2期計画策定に
向けた市民アンケート調査の内容について審議した。

アンケート結果は、教育・保育をはじめと
する各事業の今後の需要見込みを算出
するための基礎資料となった。今後、これ
らの結果をもとに、令和2年度からの量の
見込みを算出し、それに対応できる確保
方策を検討していく必要がある。

10月からの幼児教育無償化を
視野に入れた量の見込みを算
出し、幼保が連携した確保方策
を構築する。

子ども審議会を年５回開催し、第2期子ども・子育て支
援事業計画の策定した。

第2期子ども・子育て支援事業計画によ
る、教育・保育をはじめとする各事業の今
後の需要見込みに対応できる確保方策
を検討していく必要がある。

第2期子ども・子育て支援事業
計画に基づき、幼保が連携した
確保方策を構築する。

保育振興課

私立幼稚園や保育所に対し認定こども園への移行に
向けて制度説明等を行った。

今後とも引き続き移行に向けた取り組み
を進めていく。

私立幼稚園や保育所に対し認定こども園への移行に
向けて制度説明等を行った。

令和２年４月に私立幼稚園１園が認定こ
ども園に移行

認定こども園数（4月） 6園 8園 8園 9園 １１園 １１園

幼児教育振
興課

三田市立学校園のあり方審議会を全5回開催し、三田
市立幼稚園のあり方について、審議会より答申を得
た。
その答申を尊重し、三田市立幼稚園のあり方基本方針
（案）策定し、市民意見（パプリックコメント）に対する市
の考え方等について公表するとともに、平成３１年１
月、三田市立幼稚園のあり方基本方針を策定し、公表
した。

審議会、答申、パブリックコメントを経て、
予定どおり、年度内に基本方針を策定
し、公表することができた。

組織改正により、平成31年度か
ら幼稚園の所管が市長部局に
移管されたが、教育委員会が策
定した基本方針に基づき、望ま
しい集団の確保とあわせて、３
歳児保育の実施や市立幼稚園
の認定こども園化など、今後、
市長部局において、具体的な計
画の策定に向けた取り組みを進
めていく。

幼児教育・保育無償化に伴う3歳児保育の需要の高ま
りに対応するため、先行して三田・三輪幼稚園で3歳児
保育導入に向けた準備を行い、R2年4月より２園で3歳
児保育を開始した。

公表から入園受付までの期間が短かった
が、HP,広報等で周知を図るとともに幼稚
園との調整等を密に行い、混乱すること
なく受け入れに伴う手続きを行うことがで
きた。

３歳児保育の成果等を検証しな
がら、今後は幼稚園再編計画
の中で３歳児保育の方向性を示
していく。

幼保一体化等の推進

－ －

第2期教育
振興基本計
画策定

審議会開催
（小中学校）

第1次答申
（小中学校）

審議会開催
（幼稚園）
第2次答申
（幼稚園）
基本方針策
定

3歳児保育
の実施に向
けた準備及
び保護者等
への周知

保育振興課
幼児教育振
興課

・幼稚園教諭の三田保育所研修(2日間)を3回実施。
・幼稚園、保育所職員の交流研修会実施。
・人事交流実施。

・保育所の役割や取り組みについて理解
を深めることができた。
・テーマに沿った意見交流を行い、相互
理解を図ることができた。

・継続した研修機会の設定。 ・幼稚園教諭の三田保育所研修(2日間)を２回実施。
・保育士の幼稚園研修(2日間)を１回実施。
・幼稚園、保育所職員の交流研修会実施。
・人事交流実施。

・実際に現場で保育を体験することによ
り、互いのスキルを高め合うことができ
た。

継続

研修回数
参加者数

2日間×3回
実施
9名(3名×3
回)

2日間×3回
実施
8名参加

2日間×3回
実施
７名参加

4
保育所地域活
動事業

保育所入所
児童

各保育所

5
幼稚園元気アッ
プ共育事業

市立幼稚園
幼児教育振
興課

園の教育目標達成にむけ、地域・外部の人材をいか
し、直接的な体験活動を実施（野菜の栽培活動、昔あ
そび等）

園と地域とのつながりが深まり、幼稚園
教育への理解が深まるとともにさまざまな
協力を得ることが出来た。

様々な活動が地域を知る機会
や地域との連携のきっかけにな
るよう、「幼稚園元気アップ共育
事業」等を通じた地域との連携
を推進していく。

園の教育目標達成にむけ、地域・外部の人材をいか
し、直接的な体験活動を実施（野菜の栽培活動、昔あ
そび等）

地域の方々と園児が直接的な関わりを通
して互いが親しみをもつことができ、互恵
性のある活動となっている。

継続 実施園数１０園 10園 10園 10園 10園 ９園（母子
休園）

10園

6
保育課題サ
ポート事業

保育所 保育振興課

市立幼稚園、私立幼稚園1園以外の全施設を対象とし
て実施。（対象施設数：25施設)

各施設が抱える課題に対して、決め細や
かな相談及び指導をすることができた。
更に、保育課題サポート事業が各施設に
浸透し、有効に活用されている。

保育課題の分類を行い、必要
性の高い事案を重点的に実施
することと、、各施設の巡回だけ
でなく資質向上を目指し研修会
を実施する。

市立幼稚園、私立幼稚園1園以外の全施設を対象とし
て実施。（対象施設数：26施設)

保育課題サポート事業が各施設に浸透
し、有効に活用されている。また、各施設
の巡回だけでなく資質向上を目指し研修
会を実施した。

保育課題の分類を行い、必要
性の高い事案を重点的に実施
することと、各施設の巡回だけ
でなく資質向上を目指し研修会
を実施する。

保育課題サポート件数（実
人数、訪問回数)

延べ58件
（41人、27
回）

延べ128件
（103人、57
回）

延べ161件
（107人、62
回）

延べ243件
（177人、74
回）

延べ220件
（147人、72
回）

延べ242件
（186人、75
回）

7 各種研修事業
幼稚園
認定こども園
保育所

保育振興課
幼児教育振
興課

・保育内容に関する研修会(「幼児教育と小学校教育と
の接続」「絵画・表現」)実施。

・保育実践に即活用できる内容の研修と
なった。

幼児教育の今日的な課題に対
応できる研修内容を工夫する

・保育内容に関する研修会(「養護」「危機管理」)実施。 子どもを取り巻く社会問題、保育現場で
の事故等の実態を学び、園の安全対策、
危機管理意識を高めることができた。

さまざまな研修の機会を設け教
師の資質向上を図る。

研修会参加者数 「運動あそ
び」46名
「絵画・表
現」57名

「幼児教育
振興・小接
続」86名
「絵画・表
現」45名

「養護」50名
「危機管理」
45名

保育所、幼
稚園、認定こ
ども園

保育振興課

三田保育所において、小修繕を実施した。 予算の範囲内で必要箇所の修繕を行っ
た。

優先順位をつけ、必要度の高い
修繕から順次行っていく。

三田保育所において、小修繕を実施した。 予算の範囲内で必要箇所の修繕を行っ
た。

優先順位をつけ、必要度の高い
修繕から順次行っていく。

幼児教育振
興課

不具合に対し小規模修繕により対応した。
全幼稚園の保育室に空調設備設置工事を進めた。

当面の安全性を確保している。
空調設備設置工事の発注を行うことがで
きた。

各園とも:建築又は前回大規模
改修から20年以上経過しており
大規模改修工事が必要である
が、少子化に伴う利活用など年
次計画や改修の範囲や内容の
計画を立てる必要がある。

不具合に対し小規模修繕により対応した。
前年度に発注した全幼稚園の保育室の空調設備設置
工事が完了した。

当面の安全性を確保している。
当該工事の完了により、保育室における
熱中症対策が実施できた。

各園とも:建築又は前回大規模
改修から20年以上経過しており
大規模改修工事が必要である。
幼稚園の再編を見据えながら、
大規模改修の時期や改修内容
など、長期的な計画の策定が必
要である。

園庭芝生化事業

手すりの設置

空調機設置

３園（全10園完了）

1園（全10園
完了）

10園(全10
園完了)

（２）　保幼小中の連携強化

取り組み内容 取り組みの評価 改善すべき点と改善策 取り組み内容 取り組みの評価 改善すべき点と改善策 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

9
保幼小中連携
推進事業

保育所
幼稚園
認定こども園
市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課
保育振興課
幼児教育振
興課

・年１回の全体会
・学校園連携に係る研修会
・各中学校区による連絡会の運営
・活動報告集の作成
・活動報告をHPに掲載

中学校区の管理職が中心となり、連絡会
を主体的に運営し、それぞれの中学校区
の課題にそった具体的な取組が進められ
ている。

・連絡会が主体的に運営されて
いることから、年1回の全体会の
内容を充実させる必要がある。
・保幼小中が系統的な活動を展
開するために、さらなる明確な
目標の共有が必要である。

・年１回の全体会
・学校園連携に係る研修会
・各中学校区による連絡会の運営
・活動報告集の作成
・活動報告をHPに掲載

中学校区の管理職が中心となり、連絡会
を主体的に運営し、それぞれの中学校区
の課題にそった具体的な取組が進められ
ている。

・連絡会が主体的に運営されている
ことから、年1回の全体会の内容を
充実させる必要がある。
・幼児教育振興課の独立により、今
後一層の連携を図っていくことが必
要である。
・保幼小中が系統的な活動を展開す
るために明確な目標の共有が必要
である。

合同研修会 2回 ２回 ２回 １回 １回

令和元年度の取り組み

令和元年度の取り組み

施設設備の整
備・充実

8

番号 項   目 対  象

就学前施設

平成30年度にて事業完了

平成30年度の取り組み

市立保育所
市立幼稚園

令和元年度の取り組み

平成30年度の取り組み

就学前施設

一定の成果が見られたため、今
年度にて終了とする。

・発達段階に応じた保育者の役割や支援
等について共通理解する機会となった。

平成28年度より事業完了

担当課

乳幼児期の心の発達に関する講演会実施。

2

就学前施設

保育振興課
幼児教育振
興課

就学前保育・教
育スタンダード
カリキュラム作
成事業

就学前教育・保
育の推進

保育振興課
幼児教育振
興課

3
幼保一体化等
の推進

平成30年度の取り組み
番号 項   目 対  象 担当課

1

配布・活用

事業実績等

117名 159名 280名

平成28年度より事業完了

研修会参加者数

完成

事業実績等

別 途 照 会別 途 照 会

1



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

（３）　学校教育の充実

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

10 学力向上事業
市立小中学
校・特別支援
学校

教育研修所

①全国学力・学習状況調査結果を受け、三田市学力
向上推進委員会の開催及び、結果・改善点等のHP等
での公表
②学びの力サポート教員の配置、ひょうごがんばりタイ
ム指導員の配置等による学力向上への取組
③学校司書の配置及び第３期「三田市子どもの読書活
動推進計画」策定に向けた読書活動の整理
④ICT教育の推進

・全国学力・学習状況調査では、開始以
来すべての教科で全国平均を上回る。
・学びの力サポート教員を、小学校1校、
中学校1校に配置、がんばりタイム指導員
を小学校14校、中学校8校に配置。校内
研究と関連付けながら算数・数学を中心
とした少人数学習を推進した。また、放課
後の学力補充等により、個に応じた学力
向上の推進と児童生徒の基本的な学習
習慣の育成に取組むことができた。
・学校司書をモデル校19校（H29:15校）に
チーフ1名を含む計10名（H29:8名）配置
し、読書環境の充実を図ることができた。
・第３期三田市 子どもの読書活動 推進
計画の策定に向け、新学習指導要領が
目指す教科等横断的な視点に立った資
質・能力を育む学校図書館の役割につい
て整理を進めた。
・新たにタブレットパソコンとセットにした
大型モニターを小学校に41台増設し、小
学校3～6年の全教室に配置した。英語の
デジタル教材等の活用に向け、ICT環境
の充実を図った。また、全中学校で英語
科に加え社会科（地理、歴史）のデジタル
教科書を整備し、ＩCT教育を推進した。

・各校作成の学力向上指導改
善プランを基に、「個に応じたき
め細やかな指導の充実」、「『主
体的・対話的で深い学び』の実
現に向けた授業改善の推進」な
ど、校内研究の充実を支援
○学校司書の増員と第３期三
田市子どもの読書活動推進計
画に沿った学校図書館機能の
充実
○ICT機器（タブレットパソコン、
大型モニター等）を活用した指
導の推進

①全国学力・学習状況調査結果を受け、三田市学力
向上推進委員会の開催及び、結果・改善点等のHP等
での公表
②学びの力サポート教員の配置、ひょうごがんばりタイ
ム指導員の配置等による学力向上への取組
③学校司書の配置及び第３期「三田市子どもの読書活
動推進計画」に基づく読書活動の推進
④ICT教育の推進

・全国学力・学習状況調査では、開始以
来すべての教科で全国平均を上回る。
・学びの力サポート教員を、小学校1校、
中学校1校に配置、がんばりタイム指導員
を小学校15校、中学校8校に配置。校内
研究と関連付けながら算数・数学を中心
とした少人数学習を推進した。また、放課
後の学力補充等により、個に応じた学力
向上の推進と児童生徒の基本的な学習
習慣の育成に取組むことができた。
・学校司書を全小学校20校にチーフ1名を
含む計11名（H30:10名）配置し、読書環境
の充実を図ることができた。
・第３期三田市 子どもの読書活動 推進
計画に基づき、新学習指導要領が目指
す教科等横断的な視点に立った資質・能
力を育む学校図書館を活用した学習を推
進した。
・新たに大型モニタ一式（タブレット、無線
LAN・AP含む）を35セットを中学校に追
加、また、中学校PCルームのパソコン全
320台を2in1型パソコンに更新すること
で、ICT機器環境の充実を図り、ICT機器
を効果的に活用した授業づくりを推進し
た。
中学校では、英語と社会のデジタル教科
書を継続して導入し、デジタル教材を有
効活用した授業の推進を図った。

・全国学力・学習状況調査の分
析等を基に、各校で学力向上指
導改善プランを作成し、「個に応
じたきめ細やかな指導の充
実」、「『主体的・対話的で深い
学び』の実現に向けた授業改善
の推進」を図るなど、校内研究
のPDCAサイクルの確立を支
援。
・学校司書の増員と第３期三田
市子どもの読書活動推進計画
に沿った情報活用能力の育成
に向けた学校図書館の活用
・プログラミング教育など情報教
育の推進に向け、ICT機器（タブ
レットパソコン、大型モニター等）
を効果的に活用した指導の充
実を図る。

全国学力・学習状況調査結
果（全国比）

<小学6年>
国語A：+5.0
国語B：+2.3
算数A：+3.7
算数B：+6.0
<中学3年>
国語A：+3.4
国語B：+7.1
数学A：+6.8
数学B：+8.5

<小学6年>
国語A：+3.8
国語B：+4.6
算数A：+4.0
算数B：+6.3
<中学3年>
国語A：+6.1
国語B：+6.2
数学A：
+10.4
数学B：+9.4

<小学6年>
国語A：+6
国語B：+4
算数A：+4
算数B：+4
<中学3年>
国語A：+4
国語B：+6
数学A：+9
数学B：+9

<小学6年>
国語A：+2
国語B：+4
算数A：+2
算数B：+5
<中学3年>
国語A：+4
国語B：+6
数学A：+9
数学B：+8

<小学6年>
国語A：+2
国語B：+4
算数A：+2
算数B：+5
理科　：+3
<中学3年>
国語A：+5
国語B：+6
数学A：+11
数学B：+11
理科　：+6

<小学6年>
国語：+2
算数：+4
<中学3年>
国語：+6
数学：+7
英語：+8

*H31年度よ
り、A問題、
B問題という
区分が見直
され、知識・
活用を一体
的に問う問
題

11
英語教育の推
進

市立幼稚園
市立小中学
校・特別支援
学校

教育研修所

①就学前から１１年間を見通した英語教育を推進
②英語教育推進委員会の開催（年３回）
③新学習指導要領に基づく対応、教材・教具の充実
④子ども英語教室の実施( ４日間）
⑤第６回中学校英語暗唱大会の開催（11月）
⑥教員の資質向上
　・小学校外国語教育夏季研修会（夏季休業中に小学
校
　　全教職員を対象に各校で市指導主事による研修会
を
　　実施。全１９回）
　・「三田の英語教育」（小中担当者研修会：年３回）
　・大学と連携した英語指導力向上事業5日間の伝達
講習会
　　（小中担当者及び希望者：１回）
　・英語教育推進リーダー研修に係る阪神地区研修参
加
　　（各　小学校・中学校から1名ずつ参加）
　・小学校外国語教育推進リーダー研修（年４回）
　・外国語自主研修講座「STEP」（年９回）
　・外国語活動サポーターの資質向上：研修会を２回開
催

①新規ALTを１名増員し、各保幼小中学
校にALT及び外国語活動サポーターを配
置し、児童生徒に英語に触れる機会の充
実を図った。
②市内県立高等学校2校から英語教育推
進委員会に2名の教員が委員として参
加。小中高連携の充実を図るための手立
て等を協議した。
③小学校では、担任が進める英語の授
業づくりを推進、授業研究会を実施した。
また、移行期２年目に向けた三田市年間
指導計画（ベーシックプラン）と授業指導
計画（ティーチングプラン）を作成した。
④「夏休み子ども教室」応募者多数
⑤暗唱大会では２４名の中学生が参加
し、参加者のレベルの向上が見られた。
ゆりのき台小児童４名とALTによるデモス
トレーションや、三田祥雲館高校ESS部生
徒によるステージパフォーマンスが発表さ
れ、小中高連携に繋がる取組となった。
⑥夏季休業中に小学校全教職員を対象
に市指導主事による研修会を各校で実施
した。自主研修講座STEPの回数を９回に
増やし、小学校教員を中心に英語指導力
向上に努めた。

・2020年度の新学習指導要領
全面実施（小学校）に向けて、小
学校教員の英語指導力向上を
図るため、小学校全教職員を対
象とした研修会を平成30年度に
引き続き実施する。また、授業
研究会等の実践的な研修の充
実を図る。
・小中高の学びの接続を目指
し、Can-do List（小中）の作成に
向けて情報収集等を行い、小中
高連携の充実を図る。

①就学前から１１年間を見通した英語教育を推進
②英語教育推進委員会の開催（年３回）
③市指定研究：狭間小（英語・外国語活動）
④県新学習システムによる小学校英語専科教員を2名
配置(H30：1名）
⑤子ども英語教室の実施( ４日間）
⑥第７回中学校英語暗唱大会の開催（11月）
⑦英検IBA試験の実施（10月）
⑧教員の資質向上
　・小学校外国語教育夏季研修会（全１８回）
　・「三田の英語教育」（小中担当者研修会：年３回）
　・大学と連携した英語指導力向上事業5日間の伝達
講習会（小中担当者及び希望者：１回）
　・小学校外国語教育推進リーダー研修（年４回）
　・外国語自主研修講座「STEP」（年５回）
　・外国語活動サポーターの資質向上（研修会１回）

①新規JET-ALTを１名増員し、各保幼小
中学校にALT及び外国語活動サポーター
を配置し、児童生徒に英語に触れる機会
の充実を図った。
②市内県立高校2校から2名の教員が英
語教育推進委員会に参加。英語教育推
進委員会提言を作成。
③研究発表会を実施（１１月）。市内外の
教員が参加。
④小学校５校に２名（兼務）の英語専科教
員を配置。高学年を中心に授業を担当。
⑤「夏休み子ども教室」応募者多数
⑥「暗唱大会」市内８中学校２４名が参
加。小学生４名とALTによる英語スキット
プレイや、高校生1名によるスピーチが実
演され、小中高連携に繋がる取組となっ
た。
⑦市８中学校全学年を対象に、英検IBA
試験を実施。市が半額補助（２５０円）。
⑧夏季休業中に小学校全教職員を対象
に、市指導主事及びJET-ALTによる研修
会を各校で開催。自主研修講座STEPで
は、市直接雇用ALTが講師を務め、小学
校教員や外国語活動サポーター、JET-
ALTら延べ９８名が参加した。小・中学校
の授業研究会には、教育長名で市内県
立高校に案内を送付。各高校から参加い
ただいた。

・令和元年度英語教育推進委
員会からの提言を受け、学習指
導要領に対応した授業づくりの
推進及び小中高連携の充実を
図る。
・ALTを各校に配置し、児童生徒
が英語に多く触れることができ
るよう小中学校の英語教育の充
実を図る。
・県新学習システムによる英語
専科教員を配置し、専門性を生
かした外国語授業を進めるとと
もに、その成果を検証し、各校
での外国語指導に生かす。
・三田市指定研究事業におい
て、狭間小学校と連携し、小学
校外国語(英語)教育の研究を
進める。

①子ども英語教室（4日間）
②中学校英語暗唱大会（11
月開催）

124名参加 124名参加 196名参加 ①183名参
加
②24名参加

①174名参
加
②24名参加

12
理科教育の推
進

市立小中学
校・特別支援
学校

教育研修所

①さんだサイエンスフェスティバルの開催：8月18日　ま
ちづくり協働センター
②三田市小中学校理科・生活科作品奨励賞の贈呈：
表彰式12月1日　ウッディタウン市民センター
③受賞作品については、12月１日～３日にウッディタウ
ン市民センター、１月15日～18日に三田市役所1Ｆロ
ビーにて展示会を開催した。

　自然科学に触れる機会として実施した
サイエンスフェスティバルに約850人が参
加した。
　理科作品奨励賞(教育長賞・実行委員
長賞・審査員特別賞)を励みとして小中学
生の理科・生活科作品の質が毎年向上し
ている。

　三田市小中学校理科作品奨
励事業は、小・中学校理科担当
者会と連携をしながら継続実施
し、理科教育の更なる充実を図
る。
　子どもたちが自然科学に触れ
る機会の確保や、自然科学へ
の関心を幅広くするために実施
してきた「さんだサイエンスフェス
ティバル開催事業」については、
教育研修所がサイエンスフェス
ティバル実行委員会に委託事
業として開催する。

①さんだサイエンスフェスティバルの開催：8月3日　まち
づくり協働センター
②三田市小中学校理科・生活科作品奨励賞の贈呈：
表彰式11月30日　ウッディタウン市民センター
③受賞作品については、11月30日～2日にウッディタウ
ン市民センターにて展示会を開催した。

　自然科学に触れる機会として実施した
サイエンスフェスティバルに約850人が参
加した。
　理科作品奨励賞(教育長賞・実行委員
長賞・審査員特別賞)を励みとして小中学
生の理科・生活科作品の質が毎年向上し
ている。

　三田市小中学校理科作品奨
励事業は、小・中学校理科担当
者会と連携をしながら継続実施
し、理科教育の更なる充実を図
る。
　子どもたちが自然科学に触れ
る機会の確保や、自然科学へ
の関心を幅広くするために実施
してきた「さんだサイエンスフェス
ティバル開催事業」については、
今後も事業を継続していくが、
所管の在り方について市長部
局と検討を進めている。

全国正答率との差異

理科推進員配置校数

子ども科学教室開催回数

さんだサイエンスフェスティ
バル参加者数

実施なし

19校

9回

960人

小　+3.4
中　+6.0

19校

9回

1022人

実施なし

19校

9回

960人

実施なし

事業廃止

5回

1000人

小：+3
中：+6

事業廃止

健やか育成
課に移管
850人

実施なし

事業廃止

健やか育成
課に移管
850人

13 環境体験事業
市立小学校・
特別支援学
校（3年生）

教育研修所

　命の営みやつながり、命の大切さを実感させるプログ
ラムを実施する。テーマ性をもち計画的に環境体験事
業を実施する。子どもたちの成長を捉え、系統性のある
体験活動を行う。環境体験事業と他の教育活動との関
連を図る取組とする。保護者や地域住民と子どもたち
の学びや成長を共有し、参画を得る取組とする。

　各校の自然環境を生かし、地域の方々
の協力を得ながら農作物を栽培し収穫す
る一連の体験や、自然体験施設で昆虫
の生態について学ぶことで、自然や命の
大切さに気づくことができた。課題を明確
にし、体験を通して課題を解決すること
が、興味・関心を持ちながらの自発的な
学びにつながっている。地域や施設のゲ
ストティーチャーからの専門的な話を聞く
ことで、より学びを深めることができてい
る。５年生の自然学校との関連性を考
え、見通しを持った内容の見直しが必要
である。

　地域の方や地域の特徴を生
かし「ふるさと教育」とのつなが
りを意識していく。自分の住んで
いる地域の良さに気づき、「もっ
と知りたい」「もっと調べたい」と
探究心につながる取組を工夫す
る。自然の中での命の営みやつ
ながり、命の大切さを学ぶととも
に、子どもたちに「ふるさと意識」
を育み醸成していく。

　命の営みやつながり、命の大切さを実感させるプログ
ラムを実施する。テーマ性をもち計画的に環境体験事
業を実施する。子どもたちの成長を捉え、系統性のある
体験活動を行う。環境体験事業と他の教育活動との関
連を図る取組とする。保護者や地域住民と子どもたち
の学びや成長を共有し、参画を得る取組とする。

　各校の自然環境を生かし、地域の方々
の協力を得ながら農作物を栽培し収穫す
る一連の体験や、自然体験施設で昆虫
の生態について学ぶことで、自然や命の
大切さに気づくことができた。課題を明確
にし、体験を通して課題を解決すること
が、興味・関心を持ちながらの自発的な
学びにつながっている。地域や施設のゲ
ストティーチャーからの専門的な話を聞く
ことで、より学びを深めることができてい
る。５年生の自然学校との関連性を考
え、見通しを持った内容の見直しが必要
である。

　地域の方や地域の特徴を生
かし「ふるさと教育」とのつなが
りを意識していく。自分の住んで
いる地域の良さに気づき、「もっ
と知りたい」「もっと調べたい」と
探究心につながる取組を工夫す
る。自然の中での命の営みやつ
ながり、命の大切さを学ぶととも
に、子どもたちに「ふるさと意識」
を育み醸成していく。

実施校
三田市小学校

２０校 ２０校 ２０校 ２０校 20校 20校

番号 対  象項   目 担当課
平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 事業実績等

2



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

14
自然学校推進
事業

市立小学校・
特別支援学
校（5年生）

教育研修所

　豊かな自然、地域の人々との出会いを通して、学校
では経験できない感動体験の機会とする。学校での学
習を生かした探究的・問題解決的な豊かな学びの場と
する。自主的・実践的な活動を生かした連帯感を深め
る集団活動の場とする。家庭や学校を離れた長期宿泊
体験を社会的自立へのステップとする。

　各校で、事前・事後の学習を行い、自然
学校での体験に見通しと価値づけをする
ことができている。ねらい・振り返りも位置
づけられている。活動を通した学びを地
域や保護者、他学年の児童へと発信する
ことができた。「調べる」「計画する」「活動
する」「知る」「気づく」「発信する」など、学
習活動は多岐にわたり、各教科と連携し
た取り組みをすることができた。警報発令
時の対応等は、事前に施設側とも打ち合
わせをすることで対応していく。救急医療
員や指導補助員の人材を紹介してもらう
など、確保する工夫が必要である。

　自然の営みやふるさとの良さ
といった観点から、３年生から連
続した取り組みと実践が必要で
ある。環境体験事業・自然学校
推進事業説明会当で呼びか
け、継続した学びを積極的に構
築する。中学校以降における体
験活動、トライやるウィークとの
系統性やキャリア教育の視点を
取り入れ、効果的な活動となる
ようにする。

　豊かな自然、地域の人々との出会いを通して、学校
では経験できない感動体験の機会とする。学校での学
習を生かした探究的・問題解決的な豊かな学びの場と
する。自主的・実践的な活動を生かした連帯感を深め
る集団活動の場とする。家庭や学校を離れた長期宿泊
体験を社会的自立へのステップとする。

　各校で、事前・事後の学習を行い、自然
学校での体験に見通しと価値づけをする
ことができている。ねらい・振り返りも位置
づけられている。活動を通した学びを地
域や保護者、他学年の児童へと発信する
ことができた。「調べる」「計画する」「活動
する」「知る」「気づく」「発信する」など、学
習活動は多岐にわたり、各教科と連携し
た取り組みをすることができた。警報発令
時の対応等は、事前に施設側とも打ち合
わせをすることで対応していく。救急医療
員や指導補助員の人材を紹介してもらう
など、確保する工夫が必要である。

　自然の営みやふるさとの良さ
といった観点から、３年生から連
続した取り組みと実践が必要で
ある。環境体験事業・自然学校
推進事業説明会当で呼びか
け、継続した学びを積極的に構
築する。中学校以降における体
験活動、トライやるウィークとの
系統性やキャリア教育の視点を
取り入れ、効果的な活動となる
ようにする。

実施校
三田市小学校

２０校
母子小学校
は少人数の
ため、小野
小学校と連
合で実施。

２０校
母子小学校
は少人数の
ため、小野
小学校と連
合で実施。
ひまわり特
別支援学校
より１名参
加（富士小
学校に同
行）

２０校
母子小学校
は少人数の
ため、小野
小学校と連
合で実施。

２０校
母子小学校
は少人数の
ため、小野
小学校と連
合で実施。

20校
母子小学校
と小野小学
校は少人数
のため、２
校連合で実
施。

20校
母子小学
校、小野小
学校。志手
原小学校は
少人数のた
め、3校連
合で実施。
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「トライやる・ウ
イーク」推進事
業

市立中学校・
特別支援学
校（2年生）

学校教育課

推進協議会や検討委員会を開催し、事業改善への意
見を受けるとともに、事業の趣旨や意義等を啓発する
ためのリーフレットを２種類作成し、生徒、保護者、地
域、事業所等に配布し周知を図った。事業終了後に
は、「成果と課題」を冊子にまとめ、次年度の方向性を
明確にした。

参加生徒の約９割が満足度を抱き、保護
者・地域・事業所の活動に対する評価も
高い。
生徒の主体的な実践活動「トライやる」ア
クションへも取り組めた。
関係者と学校との連携が求められてい
る。活動をサポートしてくれる人材を確保
する。

校区推進委員会を活性化する
ことにより、より一層保護者や地
域、事業所に対して事業の意義
や趣旨を啓発し、地域ぐるみで
子どもを育てる体制づくりを推進
する。
市全体への広報・啓発を積極的
に行う。

推進協議会や検討委員会を開催し、事業改善への意
見を受けるとともに、事業の趣旨や意義等を啓発する
ためのリーフレットを２種類作成し、生徒、保護者、地
域、事業所等に配布し周知を図った。事業終了後に
は、「成果と課題」を冊子にまとめ、次年度の方向性を
明確にした。

参加生徒の約９割が満足度を抱き、保護
者・地域・事業所の活動に対する評価も
高い。
校区を中心とした活動を進めるために、
新たに１０か所以上の活動場所から協力
が得られた。
関係者と学校との連携が求められてい
る。活動をサポートしてくれる人材を確保
する。

校区推進委員会を活性化する
ことにより、より一層保護者や地
域、事業所に対して事業の意義
や趣旨を啓発し、地域ぐるみで
子どもを育てる体制づくりを推進
する。
市全体への広報・啓発を積極的
に行う。

のべ活動事業所数 448か所 462か所 444か所 422か所 444か所 410か所

16
部活動振興事
業

市立中学校・
特別支援学
校

学校教育課

運動部活動、文化部活動に88.0%の生徒が入部し、集
団社会における自己の向上を図った。
三田市部活動の在り方検討委員会を年3回開催し、
①少子化に対応した「三田市の部活動」の方向性、小
規模中学校でもできる部活動の在り方に関すること
②三田市部活動ガイドラインに関すること
③部活動指導員に関すること
を協議した。

88.0%の生徒が部活動に入部し、意欲的
に活動することができた。
三田市部活動の在り方検討委員会にお
いて、複数合同チーム編成に係る支援を
継続して行うことができた。
また、部活動ガイドラインの策定、及び部
活動指導員制度を構築し、周知が図れ
た。

部活動ガイドラインの周知、徹
底と、部活動指導員配置事業の
拡充。

運動部活動、文化部活動に86.7%の生徒が入部し、集
団社会における自己の向上を図った。
三田市部活動の在り方検討委員会を年1回開催し、
①少子化に対応した「三田市の部活動」の方向性、小
規模中学校でもできる部活動の在り方に関すること
②三田市部活動ガイドラインに関すること
③部活動指導員の成果と課題
を協議した。

86.7%の生徒が部活動に入部し、意欲的
に活動することができた。
三田市部活動の在り方検討委員会にお
いて、複数合同チーム編成に係る支援を
継続して行うことができた。
部活動指導員を配置し、部活動指導の質
的向上、、教職員の負担軽減が図られ
た。

部活動ガイドラインの周知、徹
底と、部活動指導員配置事業の
拡充。

いきいき運動部活動支援
事業実施校

運動部活動活性化推進事
業

部活動指導員配置事業

２校 １校 ２校

1校

事業打ち切り

事業打ち切り

４校

17 体力向上事業
市立小中学
校・特別支援
学校

教育研修所

①「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果をも
とに、全国と三田市及び各小中学校における体力の比
較・分析を行い、各小中学校における体力向上の取組
に活かした。
②「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果をも
とに、課題を改善するための対策として、「さんだっ子
元気アッププログラム」を推進するとともに、体力アップ
サポーターを希望する学校に派遣し、子どもたちのス
ポーツや運動に対する愛好度を高めるとともに体力の
向上に努めた。
③子どもたちの体幹を育てるためのキッピー体操の
DVDを配布し、円滑に実施ができるよう努めた。

①三田市各小中学校における全国との
比較・分析において、各小中学校におけ
る体育授業の傾向や体力向上について
の改善ポイントを明らかにすることができ
た。
研究グループにおいて、授業用の指導資
料を作成したことにより、授業改善が図れ
た。
②県・市の体力アップサポーターを６小学
校１中学校に派遣し、水泳や器械運動の
指導を行った。
③キッピー体操を７校（５１学級）で取り組
むことができた。

学校生活全般において、児童生
徒の体力や運動能力の向上に
向けたさらなる取り組みを行う。
体育授業の充実に向けて、県・
市のサポーターの派遣を行う。
キッピー体操の周知及び活用を
推進する。

①「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果をも
とに、全国と三田市及び各小中学校における体力の比
較・分析を行い、各小中学校における体力向上の取組
に活かした。
②「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果をも
とに、課題を改善するための対策として、「さんだっ子
元気アッププログラム」を推進するとともに、体力アップ
サポーターを希望する学校に派遣し、子どもたちのス
ポーツや運動に対する愛好度を高めるとともに体力の
向上に努めた。
③子どもたちの体幹を育てるためのキッピー体操の
DVDを配布し、円滑に実施ができるよう努めた。

①三田市各小中学校における全国との
比較・分析において、各小中学校におけ
る体育授業の傾向や体力向上について
の改善ポイントを明らかにすることができ
た。
研究グループにおいて、授業用の指導資
料を作成したことにより、授業改善が図れ
た。
②県・市の体力アップサポーターを６小学
校に派遣し、水泳や器械運動の指導を
行った。
③キッピー体操を４校（２６学級）で取り組
むことができた。

学校生活全般において、児童生
徒の体力や運動能力の向上に
向けたさらなる取り組みを行う。
体育授業の充実に向けて、県・
市のサポーターの派遣を行う。
キッピー体操の周知及び活用を
推進する。

県・体力アップサポーター
派遣校

市・元気アップサポーター
派遣事業

キッピー体操の実施

１校

２校

１校

２校

２校

１校

３校

１校

４校（３４学
級）

５校

２校

７校（３５学
級）

6校

2校

4校（２６学
級）

18
学校元気アップ
共育事業

市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課

各学校・幼稚園が教育目標の実現を目指して、地域人
材や外部人材を活用しながら、さまざまな体験活動を
活性化するとともに、さらに積極的な情報発信等を通し
て地域に信頼される学校づくりをめざしている。

各校園において、多くの外部人材の協力
により、充実した活動に取り組むことで学
びが深まった。地域・家庭と連携した活動
を通じて、生徒が地域に支えられているこ
と、地域の一員であることを実感できる機
会となった。

農業体験、環境学習、文化活動
等特色ある取り組みを継続し、
一層の充実を図るために、新た
な地域人材の協力を得ながら、
より円滑な連携体制づくりを進
める。

各学校が教育目標の実現を目指して、地域人材や外
部人材を活用しながら、さまざまな体験活動を活性化
するとともに、さらに積極的な情報発信等を通して地域
に信頼される学校づくりをめざしている。

各校において、多くの外部人材の協力に
より、充実した活動に取り組むことで学び
が深まった。地域・家庭と連携した活動を
通じて、児童生徒が地域に支えられてい
ること、地域の一員であることを実感でき
る機会となった。

農業体験、環境学習、文化活動
等特色ある取り組みを継続し大
きな成果を上げている。一層の
充実を図りより円滑な連携を進
めるために、新たな地域人材等
の確保が課題となる。

実施校数 ２８校 全２９校 全２９校 全２９校 全２９校 全２９校

19
オープンスクー
ルの実施

市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課

各学校・幼稚園が開かれた学校づくりの一環として、積
極的な情報発信とともに、家庭や地域に学校を開く
オープンスクールに取り組み、子どもの教育に対する
地域住民の関心や理解を深めるとともに、地域で子ど
もを育む体制づくりを進めた。

積極的な情報提供により、学校の姿勢が
地域に広がることで、子どもや保護者の
安心感や信頼関係につながっている。

オープンスクールを通して、学校
と地域のより円滑で効果的な連
携体制を推進し、活力にあふれ
た信頼される学校づくりに取り
組む。、

各学校が開かれた学校づくりの一環として、積極的な
情報発信とともに、家庭や地域に学校を開くオープンス
クールに取り組み、子どもの教育に対する地域住民の
関心や理解を深めるとともに、地域で子どもを育む体
制づくりを進めた。

積極的な情報提供等により、子どもの姿
や学校の取り組みについての理解が地
域に広がり、子どもや保護者の安心感、
学校と地域の信頼関係と円滑な連携につ
ながっている。

オープンスクールを通して、学校
と地域のより円滑で効果的な連
携体制を推進し、活力にあふれ
た信頼される学校づくりに取り
組む。、

実施校数 全３８校園 全３９校園 全３９校園 全３９校園 全３８校園 全２９校

20
学校評価の実
施

市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課

各学校において、内部評価・学部評価の結果をもとに
して、学校運営の充実に向けた取り組みにつなげる。

児童生とや保護者によるアンケートも参
考にしながら、適切に評価を行い、学校
教育活動の改善につなぐ取り組みが定着
している。

学校教育活動への理解や関心
を高めるために、学校評価結果
の効果的な公表を進める。

各学校において、内部評価・学部評価の結果をもとに
して、学校運営の充実に向けた取り組みにつなげる。

自己評価と児童生徒や保護者によるアン
ケートをもとに学校教育活動の評価を行
い、改善につなぐ取り組みが定着してい
る。また、学校HPでの公表により、取組へ
の理解も広がっている。

学校教育活動の継続的な改善
と家庭・地域のの理解や関心を
高めるために、評価結果の効果
的な公表を進める。

実施校数 全３８校園 全３９校園 全３９校園 全３９校園 全３９校園 全２９校

21
教職員資質向
上事業

市立幼稚園
市立小中学
校・特別支援
学校

教育研修所

以下の研修・講座等を実施（人数は延べ人数）
●法定研修・・・24名
　　初任者研修、中堅教諭等資質向上研修　等
●共通研修・・・1077名
　　三田市生徒指導研修会、小学校外国語教育夏季研修会
等
     ＊教職員全体研修会は当日警報のため中止
●職能研修・・・410名
　　管理職研修、教務主任、主幹教諭研修、研究推進担当者
研修、学校事務職員研修会、学校指導員研修、拠点校指導員
研修会、２・３年次研修　等
●職務研修・・・1259名
　　学校園所連携推進に係る連絡会、保育園所・認定こども
園・幼稚園連携推進に係る合同研修会、保育内容合同研修
会、英語教育に係る研修会、道徳教育研修会、福祉教育担当
者研修、学校保健研修、学校司書研修、子どものサポーター
連絡会及び研修会、スクールカウンセラー研修会、教育相談
担当者研修会、特別支援教育に係る各担当者研修会、事務
職員研修会　等
●自主研修・・・1175名
　　夏季授業づくり、特別講座、コンプライアンス研修、自主研
修講座、研究グループ交流会、特別支援教育に係る各種講座
等
●学校指導員派遣（延べ54回）

・校内における管理職、ミドルリーダー、若手教員な
ど、それぞれのニーズや必要性を考えた研修会を
開催した。特に要望があった特別支援教育や幼稚
園教員対象の口座の充実に取り組んだ。
・今日的な教育課題や日々の学習指導に直結する
内容を実施し、意識改革と具体的な指導力育成な
ど教職員の資質向上に寄与することができた。今後
も継続して、多様化する教育課題に対応した研修
内容、研修方法の検討が必要である。また、学力向
上に向けた校内研修や小中連携等の研修を考えて
いく必要がある。
・より実践的な学びの場として、学校指導員による
夏季授業づくり講座を12回、夏季特別講座を2回実
施するなど、若手教員の指導力向上を図る取組を
進めることができた。
・小学校外国語の教科化、特別の教科道徳、プログ
ラミングの導入に向けた自主研修を併せて12回開
催し、これからの教育に係る研修を進めていった。
・学校指導員の派遣は延べ54回を数え、各校での
活用、授業づくりの推進を図ることができた。
・自主研修として、学校経営に係る研修を15回実
施。特に事例研修では、学校での諸問題等への法
的な対応、解釈などについて実践的な研修を進め
ることができた。

自主研修講座として、特別支援
教育に係る研修講座、ＩＣＴ機器
の活用に関する講座、新学習指
導要領に係る講座、学級経営講
座、生徒指導講座、カウンセリン
グマインド講座などの実施を進
める。

以下の研修・講座等を実施（人数は延べ人数）
●法定研修・・・24名
　　初任者研修、中堅教諭等資質向上研修
●共通研修・・・1690名
　　三田市生徒指導研修会、教職員全体研修会
　　小学校外国語教育夏季研修会
●職能研修・・・406名
　　管理職研修、教務主任、主幹教諭研修、２・３年次研修、
　　特別支援教育研修講座、指導補助員研修、
　　拠点校指導教員研修会、学校事務職員研修会　等
●職務研修・・・1219名
　　学校園所連携推進に係る連絡会、研究推進担当者研修、
　　特別支援教育に係る各研修、事務職員研修、
　　国際理解教育担当者研修、人権教育担当者研修、
　　教育相談担当者研修、教科書事務実務研修、
　　英語教育に係る研修、道徳教育研修、学校司書研修　等
●自主研修・・・1031名
　コンプライアンス研修、夏季授業づくり、特別講座、自主研修
講座、研究グループ交流会、特別支援教育に係る各種講座
等
●学校指導員派遣（延べ33回）

・今日的な教育課題や日々の学習指導に直結
する内容を実施し、意識改革と具体的な指導
力育成など教職員の資質向上に寄与すること
ができた。
・多くの研修会で、新学習指導要領の趣旨に
沿った内容をとりあげ、研修を深めることがで
きた。
・若手の訪問指導は、3年次までを中心に、年１
～2回（延べ63名分）実施し、授業力向上を中
心に、若手教員の資質の向上を図った。
・教育研修所に関するアンケート結果を受け、
外国語、道徳、情報教育などに関する自主研
修講座を実施、教職員の自主研修の充実を
図った。（11講座11回、延べ131名参加）
・学校指導員の派遣は延べ33回を数え、各校
での活用、授業づくりの推進を図ることができ
た。
・自主研修として、学校経営に係る研修を10回
実施。特に事例研修では、学校での諸問題等
への法的な対応、解釈などについて実践的な
研修を進めることができた。

・夏季休業期間短縮に伴い、夏
季休業中の全体研修を同一日
（半日）で開催。
・学習指導要領の完全実施に向
けて各教科・領域等の研修を進
める。
・今後も継続して、多様化する教
育課題に対応した研修内容、研
修方法の検討を進める。
・各研修において、校種間連携
を意図した内容等も組み入れて
いく必要がある。

各種研修会への出席者数 延べ4152人 延べ3856人 延べ3939人 延べ4370人

22
施設設備の整
備・充実

市立小中学
校

教育総務課

中学校への空調設置を完了し、小学校、幼稚園に空調
を設置するための設計を行い、一部工事に着手した。
三田小学校、ゆりのき台小学校の増築工事を行った。
けやき台中学校の大規模改修設計及び、けやき台小
学校エレベーター設置工事設計を行い、平成３１年度
に工事を予定している。

市の財政が厳しい中、国の補正予算等を
活用し、効果的で迅速な対応を行うことが
できた。

大規模改修等については、改修
の内容、範囲について精査しつ
つ、計画的に、を予定していく。

小学校普通教室の空調設備設置工事を完了し、けや
き台中学校の大規模改修（第Ⅰ期）を行った。
また、けやき台小学校エレベータの設置工事及び小学
校特別教室他の空調設備設置工事設計に着手した。

市の財政が厳しい中、国の補正予算等を
活用し、効果的で迅速な対応を行うことが
できた。

大規模改修等については、改修
の内容、範囲について精査しつ
つ、計画的に、を予定していく。

大規模改修工事
特別支援学校整備

小学校体育館天井改修
手すりの設置

教室への空調設備設置

校舎の増築
トイレの改修

狭間中学校
ひまわり特
別支援学校
小学校10校
小学校5校
中学校1校

小学校7校

小学校10校
小学校5校
中学校2校

小学校1校

小学校5校
中学校2校

幼稚園1園

中学校8校

小学校1校
中学校1校
幼稚園1園

小学校2校

中学校１校

小学校20校
幼稚園10園

3



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

23
コミュニティ・ス
クール推進事
業

市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課

三田の実情に応じた三田型コミュニティ・スクールのあ
り方を検討し、学校の運営に保護者、地域住民が参画
できるしくみづくりを進める。

中学校４校、小学校１１校において、学校
地域運営協議会を設置し、学校と地域が
連携しながら、特色ある取り組みを進める
ことができた。

平成31年度に中学校２校、小学
校５校が新たに運営協議会を設
置する予定であり、2020年度末
には全小中学校でコミュニティス
クールを開設する。

三田の実情に応じた三田型コミュニティ・スクールのあ
り方を検討し、学校の運営に保護者、地域住民が参画
できるしくみづくりを進める。

中学校６校、小学校１６校において、学校
地域運営協議会を設置し、学校と地域が
連携しながら、特色ある取り組みを進める
ことができた。地域学校協働活動との一
体的推進の具体化が進んだ。

令和２年度に中学校２校、小学
校１校、特別支援学校１校が新
たに学校地域運営協議会を設
置し、令和３年度末に全小中学
校で設置完了する予定である。

実施校　小学校

　　　　　 中学校

４校

１校

5校

2校

9校

3校

11校

４校

16校

6校

24

みんなで育てる
三田の教育
フォーラム推進
事業

市立幼稚園
市立小中学
校・特別支援
学校
市民

教育研修所

平成29年度から教職員向けの研修会に移行 出席者 630名 680名 479名
（教職員の
み対象）

25
ありがとう！三
田っ子応援寄
附

子ども
まちのブラン
ド観光課

ふるさと納税ポータルサイトにて三田市ふるさと納税の
ＰＲを行った。返礼品のリニューアルを6月に実施した。

寄附件数、寄附金額ともに減少したが、こ
れまでの寄附金を基金に積み立ててお
り、子育てに関する事業の財源として一
定額を充当することはできた。しかし、総
務省通知により、一定の制約が設けられ
たため、返礼品に頼った寄附募集に限界
がある。

訴求効果を高めるため、寄附者
へのお礼などを兼ねた三田市
の事業報告や、PR書面の送付
を行う。

寄附額増加を目指し、寄附者がより希望の金額に寄附
できるように、また事業者が新たな返礼品を提案しやす
いように、寄附金額設定を細分化し、ふるさと納税ポー
タルサイトの追加を行った。また、寄附者へお礼を兼ね
たPR書面の送付、市ホームページにて事業報告行い
訴求効果を高めた。

寄附件数、寄附金額ともに減少したが、こ
れまでの寄附金を基金に積み立ててお
り、子育てに関する事業の財源として一
定額を充当することはできた。しかし、返
礼品の大幅な増加、新規事業者の獲得
には至らなかった。

返礼品と取扱事業者の拡充、
ポータルサイトのさらなる追加に
より寄附額増加を図る。

三田っ子応援寄附件数 10,336件 14,653件 11,888件 9,119件 3,560件 3,225件

２　子どもの豊かな成長を支える環境づくりを進めます

（１）　安全・安心な子どもの居場所づくりの推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

放課後子ども
総合プランの推
進（放課後子ど
も教室）

小学生
健やか育成
課

13小学校区で年間1,314日開催し、29,497人が参加し
た。
実施校区代表者によるネットワーク会議を開催し、校区
間の情報交換や各校区の課題共有の機会とした。
また、学校支援ボランティアコーディネーターやコミュニ
ティスクール関係者との研修会を実施し、学校と地域
の連携をより推進するための学習と交流の機会とし
た。
そして、保護者向けの参加啓発チラシを作成・配布し
た。
さらに、市広報の60周年特集記事により、子ども教室
の活動を広く市民にPRした。

実施校区が1小学校区減少したが、未実
施校区7小校区のうち、3小学校区で31年
度実施に向けて調整できた。（31年度実
施予定　16小学校区）

市ホームページ等広報活動を
強化し、放課後子ども教室の実
施状況を周知し、子どもの参加
者、大人の協力者の増加をめざ
す。

16小学校区で年間1,481日開催し、26,520人が参加し
た。
学校支援ボランティアコーディネーターやコミュニティス
クール関係者との研修会を実施し、学校と地域の連携
をより推進するための学習と交流の機会とした。
また、保護者向けの参加啓発チラシを作成・配布した。

実施校区が3小校区増加した。
残りの未実施校区のうち１小校区も関係
者と実施に向け検討する機会をもった。

市ホームページ等広報活動を
強化し、放課後子ども教室の実
施状況を周知し、子どもの参加
者、大人の協力者の増加をめざ
す。

放課後子ども教室利用者
数

30,406人 34,118人 38,775人 35,469人 29,497人 26,520人

放課後子ども
総合プランの推
進（放課後児童
クラブ）

放課後に家
庭や地域社
会において適
切な保護を受
けることがで
きない市内小
学校等の児
童

健やか育成
課

1か所の新規児童クラブの開設と、空きのある児童クラ
ブへの送迎対応により、待機児童の発生を防止した。
また、平成31年度からの指定管理者制度の一部導入
に向け、事業者の指定、協定の締結及び業務引継ぎ
等を行った。

待機児童の解消を図ることができたほ
か、平成31年度からの指定管理者制度
導入に向け、事業者との詳細な調整・業
務引継ぎを行うことができた。

直営施設と指定管理者制度導
入施設が共存し、各々で特色あ
る運営を行うことができるよう、
サービスの向上をめざす。

1か所の新規児童クラブを開設した。また、定員を超過
した児童クラブから空きのある児童クラブへの送迎対
応により、待機児童の発生を防止した。
H31.4.1から指定管理者制度を導入(１校区（４クラブ）)
し、安定した運営体制を確保した。

新施設開設と送迎対応により、待機児童
の発生を抑えることができた。また指定管
理者制度を導入したことで、継続的・安定
的な運営、市直営クラブを含めた保育の
質の向上に努めることができた。

児童クラブの開設や送迎対応に
より待機児童の発生防止に努
める。
直営施設と指定管理者制度導
入施設が共存し、各々で特色あ
る運営を行うことができるよう、
サービスの向上をめざす。

放課後児童クラブ登録数
年間平均利用児童数

25クラブ
565人

25クラブ
678人

27クラブ
741人

30クラブ
839人

31クラブ
881人

32クラブ
906人

27
多世代交流館
「シニア・ユース
ひろば」の充実

中学生
高校生
シニア世代

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

自由に利用・交流できる居場所を提供し、ボランティア
を巻き込みながら多世代交流を目的として事業展開を
行った。
特に高校・大学生ボランティアが小学生と勉強したり
ケームをする夏休み企画「ふらっとチャレンジ」では１３
１人が参加し、活発に交流した。
音楽スタジオの利用増を目的として、ポスターやチラシ
の作成、スタジオ自由見学等を実施した。

昨年に続き、小学生の企画・開催による
卓球大会、巨大ジェンガ大会など、利用
者の発案を積極的に支援することで、新
たなこどもの居場所づくり・多世代交流を
図ることができた。

各世代ともに個人の趣味や次
週など利用目的が明確で世代
間交流に関心がなく、事業にも
参加しない傾向は継続してお
り、さらに利用者を巻き込む仕
掛けづくり、工夫が必要である。

自由に利用・交流できる居場所を提供し、ボランティア
を巻き込みながら多世代交流を目的として事業展開を
行った。
特に高校・大学生ボランティアが小学生と勉強したり
ケームをする夏休み企画「ふらっとチャレンジ」では１３
１人が参加し、活発に交流した。
音楽スタジオの利用増を目的として、ポスターやチラシ
の作成、スタジオ自由見学等を実施した。

昨年に続き、小学生の企画・開催による
卓球大会、巨大ジェンガ大会など、利用
者の発案を積極的に支援することで、新
たなこどもの居場所づくり・多世代交流を
図ることができた。

各世代ともに個人の趣味や次
週など利用目的が明確で世代
間交流に関心がなく、事業にも
参加しない傾向は継続してお
り、さらに利用者を巻き込む仕
掛けづくり、工夫が必要である。

シニア・ユースひろば
来館者数

88,044人 85,632人 86,533人 83,554人 81,898人 62,143人

（２）　遊びや学び、体験活動の場の充実

取り組み内容 取り組みの評価 改善すべき点と改善策 取り組み内容 取り組みの評価 改善すべき点と改善策 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

28

有馬富士自然
学習センター：
園内ガイド・
バックヤードツ
アー

全世代

文化スポー
ツ課（有馬富
士自然学習
センター）

季節のテーマに即したワークショップを四半期毎に企
画・実施した。

小型のワークショップを定期的に行うこと
で、幼少期の参加者が増加している。

季節の企画が２巡したため、新
しいプログラム開発により、さら
に魅力的なワークショップをめざ
す。

子どもの発達段階別にグレードを設定し、それぞれに
対応した季節のテーマに即したワークショップを四半期
毎に企画・実施した。

新たなワークショップに加え、過去のテー
マや素材を扱うことで、これまでに開発し
たワークショップを活用、改良して実施で
きた。

子どもの発達段階に対応したプ
ログラムをより発展させていく。

たんぽぽさんぽ、セミナリ
エ、どんぐりまつり、化石み
つけ、あさムシ！など

21回155人
12回166人

6回38人
12回193人

186回
6021人

213回
11,493人

196回
11,381人

29

有馬富士自然
学習センター：
利用情報提供
事業

全世代

文化スポー
ツ課（有馬富
士自然学習
センター）

毎月、全児童・生徒に「ありまふじイベント情報」を学校
園を通して配布するほか、市内公共施設にも配架して
いる。

常に一定の来館者数に結びついており、
30年度は前年度比増となった。

近郊市外の学校等からの利用
もあるため、市外への情報発信
の手段を検討する。

年４回の季節企画に合わせ、すべてのイベントを掲載
した「キッピー山のラボ　とっておき！たいけんガイド」
を市内保育所・幼稚園・小学校・市内外博物館などの
関係施設に配布。

一定の来館者数に結びついている。 乳幼児向けのイベント情報を発
信する手段として「SUNだっこア
プリ」への掲載を検討する。

発行回数 12回 12回 12回 12回 12回 4回

30

有馬富士自然
学習センター：
スクールサポー
ト事業、キッ
ピー山の生態
学実習（キッズ
研究員講座）

市内小学生

文化スポー
ツ課（有馬富
士自然学習
センター）

幼稚園から大学まで、各校種にわたり、有馬富士来園
者への対応のだけでなく、学校を訪問しての対応も多く
行った。

30年度は特に学校教育支援事業に注力
し、回数、参加者とも大幅に増加した。

実施回数、参加人数については
一定の成果が得られたため、次
期はより効果的に子どもたちの
自然環境への興味を深められ
るよう内容を見直していく。

小学校から大学まで各校種にわたり、学校支援プログ
ラム（自然環境学習）を実施した。
また、幼稚園・保育所にも事業拡大し、幼児向け「しぜ
ん・たいけんプログラム」を企画・試行した。

前年度に引き続き、学校教育支援事業に
注力し、新たなプログラムの開発につな
がった。

幼児向け「しぜん・たいけんプロ
グラム」を定着させていく。

開催回数
・
参加人数（延べ）

12回
・
144人

12回
・
168人

47回
・
2078人

61回
・
2,099人

72回
・
6,329人

42回
・
3,242人

31
野外活動セン
ター管理運営
事業

全世代
文化スポー
ツ課

指定管理者の自主事業により、魚のつかみ取り、野菜
の収穫体験、天体観望会等のプログラムを実施した。

来館者数が前年度に比べ795人下回る結
果となった。毎年好評の日帰りキャンプ
は、天候不良のため中止するなど週末の
天候不順が大きな原因であった。アン
ケートでおおむね満足されている結果と
なった。

毎年恒例の事業だけでなく、新
規事業について指定管理者と
検討を進める。

指定管理者の自主事業により、魚のつかみ取り、竹馬
作り体験、天体教室等のプログラムを実施した。

天候不順やコロナウイルス感染予防対策
による臨時休所により、来場者数が前年
度から大幅に下回った。しかしながら、利
用者アンケートでは全体的に高評価を得
ており、利用者満足度は高くなっている。

施設の特性や地域性を生かし
た新たな事業の企画や、学校・
園など子どもたちに向けた魅力
ある体験プログラムの開発につ
いて、指定管理者と検討する。

施設利用者数 28,634人 33,566人 36,260人 33,798人  33,003人 31,075人

32

子ども会連絡
協議会、ボーイ
スカウト、ガー
ルスカウト等社
会教育関係団
体補助

子ども
健やか育成
課

子ども会１事業、ボーイスカウト１事業に対し、各事業
経費の1/2を補助金として支出した。

少子化に伴う会員数の減少や、役員等の
担い手不足等により、各団体の活動が縮
小傾向にある。補助対象となった事業も
前年度より減少した。

従来通りの団体だけでなく、子
ども対象事業に対して広く公平
に補助をすべく、公募型事業補
助への移行を検討する。

子ども会１事業、ボーイスカウト１事業に対し、各事業
経費の1/2を補助金として支出した。

少子化に伴う会員数の減少や、役員等の
担い手不足等により、各団体の活動が縮
小傾向にある。

三田市生涯学習審議会の検討
を踏まえて見直しする。

子ども会連絡協議会、ボー
イスカウト、ガールスカウト
の会員数の合計

1,225人 こども会865
人
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ72
人
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ50
人

こども会714
人
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ
72人
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
50人

子ども会
671人
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ
58人
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
49人

子ども会
633人
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ
46人
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
46人

子ども会
633人
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ
38人
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
50人

番号 項   目

番号 対  象 担当課項   目
平成30年度の取り組み

平成30年度の取り組み

26

担当課対  象
事業実績等

令和元年度の取り組み 事業実績等

令和元年度の取り組み

4



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

33
緑の少年団活
動支援事業

市内小学生
里山のまち
づくり課

少年団活動
4月：募金活動 5月：森の手入れ 6月：農業体験 8
月：デイキャンプ 11月：ひょうご森のまつり(福崎町)
12月：登山ﾊｲｷﾝｸﾞ　1月：森の手入れ　2月：野鳥観察

活動は、市内ボランティア団体等の協力
を受け、自然の中で遊びながら森や生き
物について学べる内容ができ、概ね評価
できる。
企画から準備を事務局（市）が行っている
状況であり、団長が活動の下準備を一部
行っているが、独立した市民団体として機
能していない状況である。
また、現団長以外に活動を総括できる人
材がいないため、現団長不在時に団をま
とめられる人材の育成が必要。

市主導の運営の在り方から、自
主的な活動や運営へ移行を図
るため、現団長以外に団をまと
めることのできる人材の育成及
び、他のボランティア団体とのこ
れまで以上の連携。
今後は、団員の保護者に団運
営に関わってもらえる人材の育
成が必要である。

少年団活動
4月：募金活動、少年団の集い 5月： 少年団森の手入
れ、木の伐採見学と利活用体験 6月：皿池湿原観察
会 7月：昆虫観察会 9月：緑の少年団活動発表会
10月：キノコの観察会 11月：ひょうご森のまつり 12
月：里山暮らし体験 2月：少年団森の手入れ、卒団
式、少年団の集い

活動は、市内ボランティア団体等の協力
を受け、自然の中で遊びながら森や生き
物について学べる内容ができ、概ね評価
できる。
また、令和元年度においては、緑の少年
団活動発表会にて、県下での最優秀賞を
受賞している。
企画から準備を事務局（市）が行っている
状況であり、団長が活動の下準備を一部
行っているが、独立した市民団体として機
能していない状況である。
また、現団長以外に活動を総括できる人
材がいないため、現団長不在時に団をま
とめられる人材の育成が必要。

市主導の運営の在り方から、自
主的な活動や運営へ移行を図
るため、現団長以外に団をまと
めることのできる人材の育成及
び、他のボランティア団体とのこ
れまで以上の連携。
今後は、団員の保護者に団運
営に関わってもらえる人材の育
成が必要である。

活動回数

団員数

15回

19人

6回

15人

6回

10人

11回

23人

8回

24人

9回

18人

34
環境教育推進
事業

全市民 環境創造課

環境について考え、行動するきっかけとして、環境セミ
ナーを開催した。
○親子エコクッキング
○水源で親子水生生物観察会

両企画とも夏の自由研究に使えるという
ことで、例年通り多くの応募があった。エ
コクッキングは料理という身近な所から環
境について考えてもらえるいい機会に
なった。水生生物観察会は、申し込みは
多かったものの連日の猛暑でキャンセル
が多かったが、参加された方のアンケー
トからは満足されていることが伺えた。

リピーターが多いため継続実施
はもちろん、広報を工夫すること
で新規参加者増加を狙う。

環境について考え、行動するきっかけとして、環境セミ
ナーを開催した。
○親子エコクッキング
○水源で親子水生生物観察会

両企画とも環境について考えてもらえる
いい機会になった。アンケートからは子供
達だけでなく、親子で参加できることもあ
り、保護者からも満足されていることが伺
えた。エコクッキングは、市外（大阪市）で
開催しているため、三田市内での開催を
検討し、実施する。

両企画とも大変人気があり、毎
年応募が多く、引き続き今後も
実施していく。また、両企画以外
で、三田市内で開催できる環境
学習を検討し、実施する。

○親子エコクッキング

○水源で親子水生生物観

察会

３回 2回 １回 　22名

１回　７６名

１回 　26名

１回　中止

1回 　20名

1回　15名

1回 　24名

1回　12名

環境教育推進
事業

全市民
里山のまち
づくり課

市の指定天然記念物である皿池湿原の貴重な生態系
を観察し、自然環境のすばらしさ、保全の重要性につ
いて学ぶ。

〇皿池湿原見学会

季節ごとに観察できる植物が違うため、
見学会を6月、8月の２回開催した。
希少動植物が観察できる時期が5月中旬
から8月下旬に限られるため、実施回数を
増やし難い状況である。

現在、市が主導し見学会を開催
しているが、今後は保全ボラン
ティアから現地案内ができる人
材を育成し、実施回数を増やし
ていく。

市の指定天然記念物である皿池湿原の貴重な生態系
を観察し、自然環境のすばらしさ、保全の重要性につ
いて学ぶ。

〇皿池湿原見学会

季節ごとに観察できる植物が違うため、
見学会を6月、8月の２回開催した。
　6月の見学会については、平成３０年度
が親子対象での募集であったものを、令
和元年はだれでも参加できることとし間口
を広げた。また、参加定員を広げること
で、広くかつたくさんの市民に皿池湿原の
貴重な生態系を知ってもらうことができ
た。

現在、市が主導し見学会を開催
しているが、今後は保全ボラン
ティアから現地案内ができる人
材を育成し、実施回数を増やし
ていく。

○皿池湿原見学会 １回　４０名 １回　４４名 2回　６９名 2回　118名

35
クールアース・
デー実施事業

全市民 環境創造課

地球温暖化問題を考えるきっかけとして、毎月行われ
る市庁舎ロビーコンサートでキャンドルを並べて行う
キャンドルナイトコンサートを計画していたが、当日の
天候が雨天だったため室内でコンサートを行った。
地球温暖化防止をテーマとしたポスターを募集し、展示
した。また、入賞者は「市庁舎ロビーコンサート」におい
て表彰した。

室内での開催となり、地球温暖化問題と
コンサートとの関連性が薄かったように感
じる。　　　　　　　　　　　　　　　ポスター展
は表彰をロビーコンサートの場を借りて行
うことで、ロビーコンサートを見に来た方
にも地球温暖化問題について考えていた
だくきっかけを与える事ができた。

悪天候により室内で開催する場
合でも、企画の趣旨が伝わるよ
う企画を考える。

小学5、6年生及び中学生を対象に地球温暖化防止を
テーマとしたポスターを募集した。小学生部門、中学生
部門それぞれで最優秀賞１名、優秀賞2名を選考し、入
賞者は10月の市庁舎ロビーコンサート前に表彰式を
行った。また、入賞者の作品を本庁舎1階ロビーとフラ
ワータウン市民センターで展示会を行った。

地球温暖化をテーマにしたポスターを募
集することで、小中学生に地球温暖化問
題に目を向けるきっかけ作りになった。

地球温暖化だけでなく、「レジ袋
削減」や「クールチョイス」などさ
まざまな環境問題をテーマにし
たポスターも募集し、より一層地
球温暖化や環境問題に関心を
もってもらう。

地球温暖化防止ポスター
応募数

小学生の部
78点
中学生の部
137点
合計
215点

小学生の部
72点
中学生の部
113点
合計
185点

小学生の部
62点
中学生の部
128点
合計
190点

小学生の部
51点
中学生の部
173点
合計
224点

小学生の部
56点
中学生の部
170点
合計
226点

小学生の部
33点
中学生の部
126点
合計
159点

36
三田の歴史と
文化財普及啓
発支援事業

全市民
文化スポー
ツ課

学校教育と連携しながら、文化財施設中心に市所蔵資
料等を用いた体験学習や展示、出前講座を行った。

市民や子どもたちが地域の歴史や伝統、
文化に対する関心や理解を深められるよ
う、遺跡及び実物資料等に触れ、学ぶ機
会を提供した。

学校では、教科書の単元にあわ
せた学習支援資料の内容検討
とプログラム開発を図ることが
必要である。

文化財施設における学校連携の体験学習や展示、市
の所蔵の文化財資料等を活用した出前授業や貸出体
験事業を行った。

前年度に引き続き、市内遺跡の出土品や
市民から寄贈された昔の道具などの実物
資料等に触れ、子どもたちが地域の歴史
や伝統、文化に対する関心や理解を深め
る場を提供した。

学校で学ぶ単元にあわせた学
習支援プログラムや資料の作
成、郷土発見を育む学習プログ
ラムの開発について、指定管理
者と引き続き検討していく。

・体験学習・展示
・地域の文化遺産を活用
・学校教育や地域との連携
・出前講座・授業

各施設の
実績(ｱｳﾄr-
ﾁ含む）を参
照

各施設の利
用者数
26,196人

各施設の利
用者数
25,162人

各施設の利
用者数
30,065人

各施設の利
用者数
31,611人

各施設の利
用者数
27,605人

37
三輪明神窯史
跡園「やきもの
体験学習」

全市民
文化スポー
ツ課（三輪明
神窯史跡園）

文化遺産である史跡　三輪明神窯跡群と三田焼周知
のため、三田焼の展示や焼き物体験学習を実施した。
特にアウトリーチでの体験学習は学校に定着し、小学
生を中心として、三田焼きの伝統技術学ぶ授業を行っ
た。

体験学習を通し、地域の特性を知ること
ができたと感じる。体験学習参加者が前
年度に比べ11％増となった。市民をはじ
め、幼児から児童・生徒まで参加者の増
加が認められた。

情報収集によって参加者のニー
ズを知り、他の施設や市民団体
と協働し、新たな企画を検討す
る。地域の特性を活かした展開
を検討したい。

市の文化遺産である史跡三輪明神窯跡群で伝統工芸
品「三田焼」の展示や焼き物体験学習に引き続き取り
組んだ。

前年度に引き続き、体験学習を通し、伝
統文化や焼き物つくりを知ることができた
と評価する参加者が増加している。アウト
リーチとして取り組んだ学校等訪問の体
験学習は延べ51回を実施した。

参加者のニーズを情報収集しつ
つ、市内の他の施設や市民団
体と協働を検討しながら、今後
も地域の伝統工芸を知り、作る
喜びを伝える講座を展開してい
く。

・やきもの体験学習）
・展示
・陶芸家による講座
・アウトリーチ

体験学習
89回
参加者
1,318人

体験学習
126回
参加者
2,004人

体験学習
73回
参加者
2,249人

体験学習
133回
参加者
3,351人

体験学習
153回
参加者
3,738人

体験学習
104回
参加者
1,350人

38
文化・芸術の普
及・育成事業

就学前の子
ども～高校生

文化スポー
ツ課（総合文
化センター
「郷の音ホー
ル」）

文化センターの普及・育成事業として、親子鑑賞事業
で人形劇や、子ども向けワークショップ、アウトリーチ・
出張コンサート活動（21回）などを実施。

小学校への出張コンサート事業は、昨年
よりも多く18校で実施し、子ども達が良質
な音楽に触れる機会を増やすことができ
た。親子鑑賞事業は9回目の開催となり、
毎回完売の企画となった。

いずれも人気企画ではあるが、
さらに学校や子ども、保護者、
ファミリーのニーズを知り、参加
しやすく深みのある企画を提供
して行きたい。

文化センターの普及・育成事業として、親子鑑賞事業
の人形劇、子ども向けワークショップ、バックステージツ
アー、アウトリーチ・学校等出張コンサート活動などを
実施した。

小学校への出張コンサート事業は、昨年
よりも多く19校（のべ22回）の実施となっ
た。親子鑑賞事業を含め、子ども達に良
質な音楽等の芸術文化に触れる機会を
増やす取り組みとなった。

引き続き学校や子ども、保護
者、ファミリーのニーズを知り、
子どもたちが芸術文化に触れる
入口の事業として、参加しやすく
深みのある企画を提供してい
く。

文化センター利用者数 199,887人 211,113人 198,313人 185,399人 157,809人 188,615人

39 ガラス工芸教室 小学生～
文化スポー
ツ課（ガラス
工芸館）

民間のノウハウを活用し、入門者から上級者まで広く
楽しんでもらえる講座コースの提供や各種イベントを実
施した。

来館者数が前年度に比べて約20％増と
なった。より魅力的なイベントを積極的に
開催するなど、新規利用者の開拓に努め
ている。

アンケートを利用し、子どもたち
のニーズを捉え、新鮮味のある
体験・イベントや講座を開催し、
施設の来館者数増を目指す必
要がある。

入門者から上級者まで広く楽しんでもらえる講座コース
の提供や各種イベントを実施した。

指定管理者の更新にあわせて、魅力的な
イベントを積極的に開催するなど、新規利
用者の開拓に努めた。

子どもたちや体験初心者の視
点やニーズを捉え、親しみやす
く工芸や創作意欲を醸成する講
座や体験学習を提供する取り組
みを続けていく。

ガラス工芸館来館者数 7,914人 11,745人 9,690人 9,214人 11,154人 11,271人

40
地域スポーツ
活動支援事業

全市民
文化スポー
ツ課

スポーツクラブ２１三田市推進委員会で、各スポーツ関
連団体や学校関係者が子どもの体力の向上について
意見交換を行った。また、市内スポーツクラブ21さんだ
連絡協議会において、活動を紹介する広報紙を作成
し、PRを強化した。

全20小学校区に設立されている「スポー
ツクラブ21」を中心に、各クラブの状況に
応じて活発にスポーツ活動が展開され
た。

子どもの体力向上に向け、各種
会議などを活用しながら、ス
ポーツ関連団体の連携を深め
取り組みを強化していく。

スポーツクラブ２１三田市推進委員会で、各スポーツ関
連団体や学校関係者が子どもの体力の向上について
意見交換を行った。スポーツクラブ21さんだ連絡協議
会では、認知度向上の方法について検討した。また。
阪神地区交流フェスタを開催し市内外の交流を行っ
た。

全20小学校区に設立されている「スポー
ツクラブ21」を中心に、各クラブの状況に
応じて活発にスポーツ活動が展開され
た。

子どもの体力向上と、市民のス
ポーツ実施率の向上を図るた
め、各種会議などを活用しなが
ら、スポーツ関連団体の連携を
深める取り組みを強化していく。

スポーツクラブ21会員数 13,629人 14,193人 14,326人 14,355人 13,712人 12,819人

41
スポーツ学習
講座等の開催

小学生
文化スポー
ツ課

初心者向けの市民スポーツ教室（12種目）や派遣型ス
ポーツスクールにより、小学生を含む市民がスポーツ
に触れる機会を提供した。派遣型については、小学校
の学年活動での活用も見られた。

各教室とも小学生を含む参加者の技術
力の向上を図れた。

PRを工夫するとともに、より多く
の人が参加しやすい開催方法
を考える。

初心者向けの市民スポーツ教室（11種目）や派遣型ス
ポーツスクールにより、小学生を含む市民がスポーツ
に触れる機会を提供した。派遣型については、小学校
の学年活動での活用も見られた。

各教室とも小学生を含む参加者の技術
力の向上を図れた。

PRを工夫するとともに、より多く
の人が参加しやすい開催方法
を考える。

スポーツ教室参加者数 367人 404人 341人 582人 556人 635人

42 移動図書館
子どもとその
家庭
市内学校

文化スポー
ツ課（図書
館）

定期巡回（3コース10ステーション）に加え、地域・学校、
市民センターまつりに移動図書館車を出張した。

多世代にわたる地域住民のニーズを踏ま
えながら、館外においても子どもへの読
書への支援活動を展開することができ
た。

定期巡回以外のアウトリーチ活
動について、周知する。

定期巡回（3コース10ステーション）に加え、学校、地域
イベント、高齢者施設に移動図書館車で出張し、おは
なし会も行った。

多世代にわたる地域住民のニーズを踏ま
えながら、館外においても子どもへの読
書への支援活動を展開することができ
た。

定期巡回以外のアウトリーチ活
動について、引き続き周知す
る。

５つの小学校を含む１０か
所のステーションを巡回

延べ1,606
人、8,169冊
貸出

延べ1,339
人、7,617冊
貸出

延べ1,142
人、7,082冊
貸出

延べ886
人、5,328冊
貸出

延べ829
人、4,031冊
貸出

延べ1,012
人、4,248冊
貸出

43
図書の団体貸
出

市内学校
読書活動団
体

文化スポー
ツ課（図書
館）

１団体につき２００冊を上限に本の貸出を実施した。 小中学校の図書担当者の先生が集まる
図書担当者会に図書館と行政から参加
し、事前の利用申し込みや活用方法など
について情報提供したことにより、利用に
繋がった。

引き続き、小中学校の図書担当
者会等で周知する。

１団体につき２００冊を上限に本の貸出を実施した。 小中学校の図書担当者の先生が集まる
図書担当者会に図書館と行政から参加
し、事前の利用申し込みや活用方法など
について情報提供したことにより、利用に
繋がった。

引き続き、小中学校の図書担当
者会等で周知する。

利用団体数及び貸出冊数 延べ473団
体、13,953
冊貸出

延べ484団
体、14,492
冊貸出

延べ493団
体、15,740
冊貸出

延べ552団
体、17,708
冊貸出

延べ560団
体、14,495
冊貸出

延べ646団
体、13,296
冊貸出

44
おはなし会（絵
本のよみきか
せ）

幼児
児童

文化スポー
ツ課（図書
館）

ボランティアと職員による定例のおはなし会や職員によ
るお話会を実施した。また、本館だけでなくウッディタウ
ン分館や藍分室においてもお話会を実施した。

定例のお話会が定着しており、固定客も
多くなっている。

ウッディタウン分館や藍分室で
の子育てイベントの開催回数に
ついて、指定管理者と検討を進
める。

ボランティアと職員による定例のおはなし会や職員によ
るお話会を実施した。また、本館だけでなくウッディタウ
ン分館や藍分室においてもお話会を実施した。

本館においては定例のお話会が定着し
ており、固定客も多くなっている。

ウッディタウン分館や藍分室で
のおはなし会について、定着に
向け周知に努める。

おはなし会実施回数と参加
者数

140回
2,232人参
加

127回
1,876人参
加

139回
1,928人参
加

141回
2,169人参
加

128回
1,559人参
加

45

多世代交流館
「シニア・ユース
ひろば」での交
流機会の提供

就学前の子
どもとその保
護者
中学生
高校生等

すくすく子育
て課（多世代
交流館）
社会福祉協
議会

市内の高校に、子育て交流ひろばと合わせてボラン
ティア登録を呼びかけ、乳幼児との交流を通じた子育
て体験機会を提供した。

市内の高校生に対し、身近に子育てを体
感できる機会を提供することができた。
特に「ふらっとフェスティバル」では、保育・
幼児教育を志す学生もボランティアとして
参加しており、学校の学びでは得られな
い体験を積むことができた。

シニア・ユースひろばの利用促
進と合わせて、利用者企画の運
営支援及び子ども向けイベント
の定期実施の中で、子育て体験
機会の創出を図る。

市内高校、専門学校、大学等にボランティア登録を呼
びかけ、シニア・ユースひろばで実施する「ふらっとチャ
レンジ」「ふらっとフェスティバル」への参加を呼びかけ、
交流の機会を提供した。
また、「ふらっとチャレンジ」ではボランティアに対し、事
前に講習会を開催した。
また、高校の部活の一環として邦楽部の演奏会を開催
した。

ボランティア講習会を開催することで、は
じめてのボランティア活動へもスムーズに
入ることができた。また、世代を超えたボ
ランティア同士での交流の場を提供する
ことができた。
定例会への参加メンバーが固定されてお
り、新規メンバーが入りにくい現状があ
る。

年々、少なくなっているボラン
ティア登録への呼びかけをボラ
ンティア通信、メール等で継続し
て行っていく。
部活の一環として、シニア・ユー
スひろばの活用が広がっていく
よう周知に努める。

シニア・ユースひろば
来館者数

88,044人 85,632人 86,533人 83,554人 81,898人 62,143人

（３）　次代の親の育成

5



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

46
ボランティア体
験の推進

小学生から
高校生等

社会福祉協
議会

○ボランティアまつりの開催
　ボランティアまつりを通じボランティア活動を知る「きっ
かけづくり」を目的に、ボランティア活動の体験に重きを
おいたイベント開催を行った。

日頃目にすることのない、活動に触れる
ことで、あらゆる活動が生活を支えていく
ことへの気づきへとつながることができ
た。また、親と子が共に体験することで、
家庭内で学びの共有ができたことは、ボ
ランティア活動に対する理解が深まり、活
動を始めるための心のハードルが下がる
ことが見込まれる。

より多くの体験を実施し、ボラン
ティア活動を知るとともに、活動
者との出会いの場を設けること
で、ボランティア活動をはじめる
きっかけづくりへとつなげてい
く。

○ボランティアまつりの開催（第19回）
　ボランティアまつりを通じボランティア活動を知る「きっ
かけづくり」を目的に、ボランティア活動の体験に重きを
おいたイベント開催を行った。

テーマ：「誰でもできるよ　笑顔でワクワク」

参加者：600名

・ボランティア体験コーナー、ボランティア
活動紹介パネル展示の他に、屋台、フ
リーマーケットを開催し、家族で楽しめる
イベントとした。
・障害当事者（知的障害）の講師によるハ
ロウィングッズつくりコーナーを設け、障害
者と接する機会を設けた。また、特技を活
かし記録係として障害者がスタッフとな
り、共生社会への取り組みができた。
・ボランティア活動者の高齢化が進んで
おり、準備等への負担が生じてきている。

・ボランティアグループによる活
動を啓発するとともに、生徒・学
生やボランティアに関わりのな
い人が様々な体験・出会いを通
じ、福祉への関心を高めていく
ようにする。

参加者数
■ボラメン・ボラガール養成
講座
■こどもボランティアチャレ
ンジ

【令和元年度】
■ボランティアまつり開催
参加者：600名

・延べ29名

・活動場所：
24か所
・活動日数：
34日
・活動人数：
93人
・実人数：14
人

・延べ29名

・活動場所：
25か所
・活動日数：
35日
・活動人数：
93人
・実人数：14
人

・事業なし

・活動場所：
10か所
・活動日数：
14日
・活動人数：
42人
・実人数：13
人

・事業なし

・事業なし

・事業なし

・事業なし

・まつり参加
者690人

・事業なし

・事業なし

・まつり参加
者600人

47
福祉学習の支
援

小学生から
高校生
各学校等

社会福祉協
議会

学校における福祉学習への取り組み支援を行っている。
〇相談・調整件数41件
〇福祉学習推進研修会
講　演
第一回「福祉のこころを育む福祉学習のあり方」
第二回「福祉学習の振り返りと来年度に向けて」
〇福祉学習推進事業助成➡　★平成29年度事業終了

各施設・団体が提供できる交流機会や、
講話、疑似体験などのメニューを一冊の
冊子にまとめ学校等へ活用提案をすす
めた。循環型福祉学習に取り組んだ学校
については、明らかな効果が見らている。
しかし体験で終わる従来型の学習に取組
む学校が多く、生活の中で高い効果がみ
られる循環型福祉学習への転換が図りに
くい状況がある。

学校が、より質の高い福祉学習
の機会づくりに取り組めるよう、
できるだけ負担感を解消した。.
また効果をわかりやすい形で伝
えていくことで、循環型福祉学習
へと転換を図る学校の増加を目
指し、児童・生徒のとって、生活
の中に「活きる」学びの促進を図
る。

地域共生社会実現に向けて、当事者を取り巻く課題につ
いて、活動者だけでなく、次世代を担う子どもたちの福祉
観の育成と地域福祉への積極的な参画に向けて、学校
への働きかけを地域住民や当事者団体とともに行った。
それにより、福祉学習推進サポート事業の枠を超え、ま
た今までにない新たなプログラムに取り組む学校も生ま
れ始めた

福祉学習サポート事業は全ての学校が
利用していないが、冊子（福祉学習プログ
ラム、施設団体等との福祉学習プログラ
ム）を活用したプログラムやオリジナルプ
ログラムの提供および提案を行った。

障害当事者の強み（ストレング
ス）を意識し、地域や団体へ働
きかけを行うことで、当事者がボ
ランティア活動の「受け手」では
なく、「活動者」として相互理解を
図り、関係構築がなされるなど、
共生社会実現に向けた人材育
成と福祉観の醸成へとつなげ
る。

調整件数
助成数

サポート事業実施校　【新
規】

・97件
・16校

・61件
・16校

・41件
・18件

・33件
・21校

・41件
・助成廃止

・14件

・36件

・16校

48
地域交流事業
の推進

児童・生徒等
と地域住民

社会福祉協
議会

市内9地区に設置されているふれあい活動推進協議会
において、地域の実情に応じながら、多世代交流イベ
ントや、子育てサロンなど、取り組みを進められている。

地域イベントの広報手段のひとつに、学
校を通じて児童・生徒にチラシを配布して
もらうなど、地域活動への理解と協力を
得ている。

身近な地域における子どもが安
心して参加できる物理的、心理
的空間の創出。

市内9地区に設置されているふれあい活動推進協議会
において、地域の実情に応じながら、多世代交流イベ
ントや、子育てサロンなど、取り組みを進められている。
子育てサロンへの助成、状況の聞き取りを行った。

地域イベントの広報手段のひとつに、学
校を通じて児童・生徒にチラシを配布して
もらうなど、地域活動への理解と協力を
得ている。

身近な地域における子どもが安
心して参加できる物理的、心理
的空間の創出。
新型コロナウイルスの影響で地
域子育て拠点が臨時休館となる

地域福祉団体、学校などへ
の働きかけ

（４）　不安や悩み、不登校、問題行動等への対応

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

50
いじめ防止の
取組の推進

市立幼稚園
小中学校・特
別支援学校

学校教育課

①「いじめ防止対策推進法」、「三田市いじめ防止基本
方針」に基づく、いじめの実態把握やいじめの防止、適
切な対応について各校に周知するとともに、いじめ撲
滅に向けた児童生徒による主体的な取り組みを推進し
た。
②「いじめ問題対策連絡協議会」や「いじめ問題対策
ネットワーク会議」を開催し、校種間や関係機関との連
携を強化した。

①「三田市いじめ防止基本方針」「学校い
じめ防止基本方針」に基づく取組を進め
る中で、各校における課題を明確にする
ことができた。
②「いじめ問題対策ネットワーク会議」等
で関係機関と生徒指導上の問題と取組を
共有することができた。

課題：更なる家庭や地域、関係機関と連
携した取り組みが重要な課題となってい
る。

各校において、子どもたちの自
主的・主体的ないじめ防止の取
り組みを推進するとともに、家庭
や地域、関係機関との連携を
図っていく。

①「いじめ防止対策推進法」、「三田市いじめ防止基本
方針」に基づく、いじめの実態把握やいじめの防止、適
切な対応について各校に周知するとともに、いじめ撲
滅に向けた児童生徒による主体的な取り組みを推進し
た。
②「いじめ問題対策連絡協議会」や「いじめ問題対策
ネットワーク会議」を開催し、校種間や関係機関との連
携を強化した。

①「三田市いじめ防止基本方針」「学校い
じめ防止基本方針」に基づく取組を進め
る中で、各校における課題を明確にする
ことができた。
②「いじめ問題対策ネットワーク会議」等
で関係機関と生徒指導上の問題と取組を
共有することができた。

課題：更なる家庭や地域、関係機関と連
携した取り組みが重要な課題となってい
る。

各校において、子どもたちの自
主的・主体的ないじめ防止の取
り組みを推進するとともに、家庭
や地域、関係機関との連携を
図っていく。

51
教育相談の充
実

市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを
はじめ、子どものサポーター、関係機関、保護者との連
携により、児童生徒の悩みを積極的に受け止める校内
の教育相談体制の充実を図る。

スクールカウンセラー、スクールソーシャ
ルワーカーの連絡会や子どものサポー
ター研修会、教育相談担当者の研修会
等を実施し、資質向上を目指した。
スクールソーシャルワーカーを2名増員
し、8中学校区のうち6中学校区に配置で
きた。

スクールソーシャルワーカーを
全中学校に配置する。

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを
はじめ、子どものサポーター、関係機関、保護者との連
携により、児童生徒の悩みを積極的に受け止める校内
の教育相談体制の充実を図る。

スクールカウンセラー、スクールソーシャ
ルワーカーの連絡会や子どものサポー
ター研修会、教育相談担当者の研修会
等を実施し、資質向上を目指した。
スクールソーシャルワーカーを、全8中学
校区に配置できた。

スクールソーシャルワーカー
スーパーバイザーを配置し、ス
クールソーシャルワーカーへの
指導、助言をすることで、資質の
向上を図っていく。

・市費スクールカウンセラー
配置時間
・三田市スクールソーシャ
ルワーカー配置時間

・700時間 ・700時間 ・840時間
・465時間

・840時間
・1085時間

・840時間
・1627.5時
間

・833時間
・2159.5時
間

52
不登校対策の
充実

市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課

適応指導教室（あすなろ教室）を運営し、カウンセリング
や適切なサポート等によって、不登校児童生徒の学校
復帰支援を行う。
不登校等問題対策員会を年２回開催し、三田市内の
現状把握や課題の共有、今後の方向性について協議
する。

適応指導教室（あすなろ教室）への通級
生の多様なニーズに対応することができ
た。
不登校等問題対策委員会において「三田
市児童生徒理解・教育支援シート」を協
議し、活用に向けて準備を進めた。

不登校の未然防止に向けた取
組を推進する。

適応指導教室（あすなろ教室）を運営し、カウンセリング
や適切なサポート等によって、不登校児童生徒の学校
復帰支援を行う。
不登校等問題対策員会を年１回開催し、三田市内の
現状把握や課題の共有、今後の方向性について協議
する。

適応指導教室（あすなろ教室）への通級
生の多様なニーズに対応することができ
た。
不登校等問題対策委員会において「三田
市児童生徒理解・教育支援シート」の活
用を全小中学校で進めることができた。。

不登校の未然防止に向けた取
り組みと、社会的な自立に向け
た取り組みを推進する。

・不登校出現率 （小）0.21％
（中）2.34％

（小）0.25％
（中）2.55％

（小）0.30％
（中）3.02％

（小）0.31％
（中）3.31％

（小）0.27％
（中）3.55％

（小）0.58％
（中）3.34％

53
帰国・外国人児
童生徒への支
援

市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課

国籍や民族の違いを認め合い、共に生きる意欲や態
度を育む教育を推進する。また、母語及び日本語によ
るコミュニケーションを支援するため、語学指導員を派
遣する。

教職員を対象にした研修会の実施によ
り、国際理解教育への意識が高まった。
語学指導員の派遣により、母語及び日本
語によるコミュニケーションの支援ができ
た。

研修の充実とともに、ニーズに
応じた語学指導員の派遣を行
う。

国籍や民族の違いを認め合い、共に生きる意欲や態
度を育む教育を推進する。また、母語及び日本語によ
るコミュニケーションを支援するため、語学指導員を派
遣する。
日本語指導の支援を要する児童への対応について国
際理解教育担当者研修会を実施した。

教職員を対象にした研修会の実施によ
り、国際理解教育への意識、日本語指導
の支援の在り方の理解が深まった。語学
指導員の派遣により、母語及び日本語に
よるコミュニケーションの支援ができた。

研修の充実とともに、ニーズに
応じた語学指導員の派遣を行
う。

外国語学指導員派遣校数
（回数）

・小学校2校
（10回）
・中学校1校
（20回）

・小学校2校
（23回）
・中学校1校
（26回）

・小学校2校
（52回）
・中学校1校
（10回）
・幼稚園１
園
（6回）

・小学校2校
（64回）
・中学校1校
（19回）

54
少年補導等非
行防止事業

主に小・中・
高校生

健やか育成
課（青少年育
成センター）

青少年非行の未然防止と早期発見のために、青少年
補導員が、学校・警察・PTA 等関係機関・団体と連携
し、各地域の状況にあった街頭補導を実施する等、青
少年の健全育成に努めた。

207名の青少年補導員が、警察や学校等
と連携を密にしながら、各地域の状況に
あった街頭補導活動を展開し、適切な指
導や注意を行った。
特に登下校指導や見守りについては、補
導員・地域・学校関係等が多数参加し、
多くの声掛け等を実施した。

青少年補導員の学校訪問によ
り地域ごとの実情と学校のニー
ズ把握を進め、学校との協力・
連携を強化する。
青少年問題協議会と関係機関
との連携強化についても引き続
き進めていく。

青少年非行の未然防止と早期発見のために、青少年
補導員が、学校・警察・PTA 等関係機関・団体と連携
し、各地域の状況にあった街頭補導を実施する等、青
少年の健全育成に努めた。

211名の青少年補導員が、警察や学校等
と連携を密にしながら、各地域の状況に
あった街頭補導活動を展開し、適切な指
導や注意を行った。
特に登下校指導や見守りについては、補
導員・地域・学校関係等が多数参加し、
多くの声掛け等を実施した。

青少年補導員の学校訪問によ
り地域ごとの実情と学校のニー
ズ把握を進め、学校との協力・
連携を強化する。
また、地域の関係団体等との連
携を強化し、引き続き青少年の
非行防止活動を実施する。

青少年補導員の活動回数 957回 920回 939回 850回 876回 938回

55

各地区青少年
健全育成連絡
協議会補助事
業

青少年
健やか育成
課（青少年育
成センター）

各地区における青少年健全育成活動の推進を図るた
めに、地域青少年健全育成協議会等が主体となって実
施する健全育成啓発活動、健全育成講演会、学習会
等に要する経費の一部補助などにより支援を行った。

青少年の健全育成を推進するため、各地
区の青少年健全育成連絡協議会と自治
会、PTA等地域と連携し活動した。
また、啓発活動、講演会、学習会等の活
動も引き続き実施した。

青少年健全育成連絡協議会と
地域等との連携をさらに深め、
各地域に密着した活動を行うこ
とで青少年非行の未然防止、青
少年健全育成を図っていく。

各地区における青少年健全育成活動の推進を図るた
めに、地域青少年健全育成協議会等が主体となって実
施する健全育成啓発活動、健全育成講演会、学習会
等に要する経費の一部補助などにより支援を行った。

青少年の健全育成を推進するため、各地
区の青少年健全育成連絡協議会は自治
会、PTAの地域団体等と連携し活動し
た。
また、青少年健全育成連絡協議会が実
施する啓発活動、講演会、学習会等につ
いても引き続き支援した。

青少年健全育成連絡協議会と
地域等との連携をさらに深め、
各地域に密着した活動を行うこ
とで青少年非行の未然防止、青
少年健全育成を図っていく。

青少年健全育成協議会の
設置数

6団体 6団体 6団体 6団体 6団体 ６団体

平成30年度の取り組み 事業実績等
担当課

青少年活動支
援の仕組みづく
り

項   目 対  象

引き続き国や県が実施する人
材育成事業の周知を図る

社会の担い手としての意識が高く、国際
性豊かで、地域社会に貢献する青年リー
ダーを育成する「青年洋上大学海外養成
塾」などの人材育成事業の周知啓発を継
続して行った。

次代を担う青年が兵庫県の友好都市を訪問し、現地青
年との交流をはじめとする多様な体験活動を通して、
国際性を備えた青年リーダーとしての意識醸成を図る
とともに、地域・職場・団体の中核となって地域社会に
貢献する若い力、新しい力を育成することを目的とした
「青年洋上大学海外養成塾」などの国や県が実施する
事業の推進を支援した。

健やか育成
課（青少年育
成センター）
文化スポー
ツ課

中学生
高校生等

令和元年度の取り組み

引き続き国や県が実施する人
材育成事業の周知を図る。

社会の担い手としての意識が高く、国際
性豊かで、地域社会に貢献する青年リー
ダーを育成する「青年洋上大学海外養成
塾」などの人材育成事業の周知啓発を継
続して行った。

次代を担う青年が東南アジア等の都市を訪問し、現地
青年との交流をはじめとする多様な体験活動を通し
て、国際性を備えた青年リーダーとしての意識醸成を
図るとともに、地域・職場・団体の中核となって地域社
会に貢献する若い力、新しい力を育成することを目的と
した「青年洋上大学海外養成塾」などの国や県が実施
する事業の推進を支援した。

番号

49

6



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

56 環境浄化事業 青少年
健やか育成
課（青少年育
成センター）

有害図書雑誌、DVD 等を「家庭まで持ち込まない、青
少年の目に触れさせない運動」として、市内の鉄道駅９
箇所に白ポストを設置し、有害図書類の回収、処分を
行った。
また、有害図書類販売店、ビデオレンタル店等に対し
実態調査を行った。

白ポストにより有害図書雑誌、DVD 等を
1,955点回収、処分した。
また、市内の図書類販売店、ビデオレンタ
ル店等50店舗に対し、有害環境実態調
査を実施した。

青少年が安心して健全に育つ
環境づくりを推進するために、有
害図書類の回収、処分、販売店
舗への指導・協力依頼等は今
後も継続していく。

有害図書雑誌、DVD 等を「家庭まで持ち込まない、青
少年の目に触れさせない運動」として、市内の鉄道駅９
箇所に白ポストを設置し、有害図書類の回収、処分を
行った。
また、有害図書類販売店、ビデオレンタル店等に対し
実態調査を行った。

白ポストにより有害図書雑誌、DVD 等を
1,994点回収、処分した。
また、市内の図書類販売店、ビデオレンタ
ル店等50店舗に対し、有害環境実態調
査を実施した。

青少年が安心して健全に育つ
環境づくりを推進するために、有
害図書類の回収、処分、販売店
舗への指導・協力依頼等は今
後も継続する。

有害図書等の回収数 2,197点 2,589点 1,983点 3,074点 1,955点 1,994点

57
「少年を守る
店」加盟促進事
業

青少年
健やか育成
課（青少年育
成センター）

今年度は、青少年の良好な環境づくりを推進するため
に、「こども１１０番の家」の実態調査を行い、設置拡大
に向けた取り組みを重点的に行った。

こども110番の家の充実を図るため、プ
レートについては更新案内や在宅状況確
認等を行った。
のぼり旗は設置拡大を行った（H29：11箇
所、H30：87箇所）。

子どもの安全確保のため、「こ
ども110番の家」は引き続き拡充
を図るとともに、「少年を守る家」
の実態把握と登録の継続・拡大
を進める。

青少年の良好な環境づくりを推進するため、「こども１１
０番の家」の登録拡大に向け、自治会や関係団体等へ
の周知啓発を重点的に進めた。

プレート、のぼり旗の設置拡大を行った
（H29：11箇所、H30：87箇所、H31:113箇
所）。

子どもの安全確保のため、今後
も引き続き「こども110番の家」
の登録拡大に向けた周知啓発
を図るとともに、「少年を守る店」
の実態把握と登録の継続・拡大
を進める。

「少年を守る店」加盟店舗
数

111店 111店 102店 102店 102店 111店

３　青少年の心と身体の健康づくりを応援します

（１）　青少年の心と身体の健康づくりの推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

58 予防接種事業

小中学校・特
別支援学校・
高等学校の
児童・生徒等

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

二種混合、日本脳炎の未接種者に対して、はがきを送
付して接種勧奨を行った。また、市広報誌やラジオ放
送の機会も利用し、予防接種の期限について周知を
図った。

二種混合の接種率が向上していない。は
がきでの接種勧奨の時期を検討する。

はがき送付での接種勧奨を継
続する。今までは1月に送付して
いたが、予防接種を受けやすい
夏季前に送付するよう時期を検
討する。

二種混合、日本脳炎の対象者に対して、夏季に個別ハ
ガキを送付し接種勧奨を行った。また、市広報誌やラジ
オ放送の機会も利用し、予防接種の期限について周知
を図った。

二種混合の接種率が向上した。 夏季に個別ハガキを送付し、接
種勧奨を継続する。

各予防接種接種率と接種
割合

名称･人数
日本脳炎2
期：709人日
本脳炎特例
1期：546人
DT2期：658
人
HPV1回目：
9人

名称･人数
日本脳炎2
期：827人日
本脳炎特例
1期：411人
DT2期：642
人
HPV1回目：
3人

名称･人数
日本脳炎2
期：847人日
本脳炎特例
1期：284人
DT2期：779
人
HPV1回目：
１人

名称･人数
日本脳炎2
期：1028人
日本脳炎特
例1期：297
人
DT2期：727
人
HPV1回目：
6人

名称･人数
日本脳炎2
期：1,084人
日本脳炎特
例1期：336
人
DT2期：751
人
HPV1回目：
13人

名称･人数
日本脳炎2
期：1,127人
日本脳炎特
例1期：275
人
DT2期：882
人
HPV1回目：
21人

59 定期健康診断

市立幼稚園・
小中学校・特
別支援学校
の園児児童
生徒

教育支援課

幼稚園１０園、小学校２０校、中学校８校、特別支援学
校１校の園児児童生徒を対象に実施。健康診断項目
については、学校保健法施行規則第４条の検査項目
により実施。
①身体測定②視力検査③聴力検査④内科健診⑤歯
科健診⑥眼科健診⑦耳鼻咽喉科健診⑧結核健診⑨
心臓検診⑩尿検査⑪脊柱健診

健康診断の結果に基づき、保健管理及
び保健指導を行うことで、教育活動の円
滑な実施と児童生徒の健康の保持増進
が図られた。

健康診断の結果に基づき、適切
な措置をとることで、児童生徒
の健康の保持増進を図る。

小学校２０校、中学校８校、特別支援学校１校の児童
生徒を対象に実施。健康診断項目については、学校保
健法施行規則第４条の検査項目により実施。
①身体測定②視力検査③聴力検査④内科健診⑤歯
科健診⑥眼科健診⑦耳鼻咽喉科健診⑧結核健診⑨
心臓検診⑩尿検査

健康診断の結果に基づき、保健管理及
び保健指導を行うことで、教育活動の円
滑な実施と児童生徒の健康の保持増進
が図られた。

健康診断の結果に基づき、適切
な措置をとることで、児童生徒
の健康の保持増進を図る。

実施校園数 幼稚園１０
園、小学校
２０校、中学
校８校、特
別支援学校
１校

幼稚園１０
園、小学校
２０校、中学
校８校、特
別支援学校
１校

幼稚園９
園、小学校
２０校、中学
校８校、特
別支援学校
１校

小学校２０
校、中学校
８校、特別
支援学校１
校

60
就学時健康診
断

小学校就学
予定の幼児

学校教育課
→教育支援
課

就学予定者1008人に対し健康診断を実施。健康診断
項目については、学校保健法施行令第２条の検査項
目により実施
①内科健診②歯科健診

就学予定者の心身の状況を把握し、保健
上必要な勧告、助言を行うことで就学に
向けた準備が出来ている。

健診実施にあたり、学校及び関
係者への理解と協力を得ること
ができるよう調整を行っていく。

就学予定者10１７人に対し健康診断を実施。健康診断
項目については、学校保健法施行令第２条の検査項
目により実施
①内科健診②歯科健診

就学予定者の心身の状況を把握し、保健
上必要な勧告、助言を行うことで就学に
向けた準備が出来ている。

健診実施にあたり、学校及び関
係者への理解と協力を得ること
ができるよう調整を行っていく。

検診受診者数 965名 1035名 958名 975名

61 学校環境調査

市立幼稚園
市立小中学
校・特別支援
学校

学校教育課
→教育支援
課

環境調査結果を基に学校薬剤師の指導を受け、安全、
快適な学習環境の整備を行う。

健康で快適な学習環境を確保すること
で、学習効果の向上と心身の健康保持の
一助となっている。

学習効果の向上と心身の健康
保持のため、学習環境を確保す
るよう努める。

環境調査結果を基に学校薬剤師の指導を受け、安全、
快適な学習環境の整備を行う。

健康で快適な学習環境を確保すること
で、学習効果の向上と心身の健康保持の
一助となっている。

学習効果の向上と心身の健康
保持のため、学習環境を確保す
るよう努める。

学校教育課
→教育支援
課

防煙教育、薬物乱用防止教育を関係機関と連携して推
進した。

中学校全8校、小学校20校において薬物
乱用防止教室を実施した。

関係機関と連携した小学校での
薬物乱用防止教室の実施を推
進する。

防煙教育、薬物乱用防止教育を関係機関と連携して推
進した。

中学校全8校、小学校20校において薬物
乱用防止教室を実施した。

関係機関と連携した小学校での
薬物乱用防止教室の実施を推
進する。

薬物乱用防止教室実施校
数

中学校8
校、小学校
20校

中学校8
校、小学校
20校

中学校8
校、小学校
20校

中学校8
校、小学校
20校

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

予防接種等の案内を個別通知し周知に努めた。子宮
頸がん予防ワクチンについては現状の情報提供に努
め、必要に応じ保護者からの相談に対応した。

個別通知等の機会を活用することによ
り、効率的・効果的に実施できた。今後も
情報提供に努める必要がある。

今後も様々な機会を通じ、関係
機関と連携し啓発周知を継続実
施していく。

予防接種等の案内を個別通知し周知に努めた。子宮
頸がん予防ワクチンについては現状の情報提供に努
め、必要に応じ保護者からの相談に対応した。

個別通知等の機会を活用することによ
り、効率的・効果的に実施できた。今後も
情報提供に努める必要がある。

今後も様々な機会を通じ、関係
機関と連携し啓発周知を継続実
施していく。

子宮頸がん予防ワクチンに
ついての案内配布数

中1女子
752人（はが
き）

中1女子
496人（はが
き）

中1女子
486人（はが
き）

中1女子
511人（はが
き）

中1女子
442人（はが
き）

中1女子
521人（はが
き）

学校給食課

8月を除く毎月の学校給食予定献立表を発行して各家
庭へ配布し、学校へは給食時間の指導資料を配布し
た。(『ひとくちおしゃべりタイム』として活用)

また、学校からの要望に沿って給食を教材とした食育
指導を行った。行事としては、子どもや、その保護者等
を対象とした、体験教室「給食センター探検隊」、全世
代を対象とした食育フェスティバル、学校給食展を実施
した。

絵手紙コンクールをテーマ「自然豊かな三田の食材を
味わう喜びや楽しさを『絵』と『言葉』で伝えるメッセー
ジ」として実施した。
（応募点数　3,181点　　幼稚園　238点、小学校 1,384
点、中学校1,559点)

給食センターの親子での探検、調理場の見学、調理体
験を実施した。（ゆりのき台給食センター38人参加、清
水山給食センター32人参加）また、就学前親子対象に
給食試食親子体験を実施(有馬富士共生センター33人
参加)

学校給食への三田米の使用を継続するとともに、三田
の特産品（黒豆の枝豆、太ねぎ、うど等）を活用し、さら
に地場野菜の使用を進めた。

家庭、学校への配布資料は、学校給食、
食育に関する情報を掲載することができ
た。また、食に関する指導では学校給食
を教材として生かしながら、食習慣や食
べ物について子どもたちに学んでもらうこ
とができた。

また各行事を通じて、幅広い世代に食
育、学校給食について関心を持ってもらう
とともに、体験的な学びを通して食の大切
さを考える機会となった。なお、地場野菜
や三田の特産物(黒豆の枝豆、太ねぎ、う
どなど)を学校給食で食べることにより、子
どもたちのふるさと意識を醸成することが
できた。

地場野菜の使用品目が減ったため使用
率は減少。(31.4％)

学校園と連携した食の指導は一定の成
果を上げてきているが、中学校のカリキュ
ラムの中に食育を組み込むのは難しい面
がある。

特産品のうち、三田牛の価格高騰のた
め、給食の三田牛の使用がなくなった。

今後も学校園と協力し、引き続
き食育を実践していくことが必
要である。

また、地場野菜使用率の向上を
目指して、引き続き当課とＪＡ兵
庫六甲とが詳細に納入時期を
調整する必要がある。

・8月を除く毎月の学校給食予定献立表を発行し、各家
庭へ配布。学校へは給食時間の指導資料を配布。(『ひ
とくちおしゃべりタイム』として活用)
・学校からの要望に沿って給食を教材とした食育指導
を実施。
・食育の推進を目的とした行事として、体験教室「給食
センター探検隊」、学校給食展、絵手紙コンクール、調
理体験、令和元年度からの新たな取り組みとして給食
やさい収穫体験を実施。
・学校給食への三田米の使用を継続するとともに、三
田の特産品（黒豆の枝豆、太ねぎ、うど等）を活用し、さ
らに地場野菜の使用を推進。

・各取り組みを通じて、幅広い世代に食
育・学校給食について関心を持ってもらう
ことができ、食の大切さを考える機会と
なった。また、地場野菜の活用等により、
子どもたちのふるさと意識の醸成にもつ
なげることができた。
・学校園と連携した食の指導は一定の成
果を上げてきているが、中学校のカリキュ
ラムの中に食育を組み込むのは難しい面
がある。

今後も学校園と協力し、引き続
き食育を実践していくことが必
要である。

また、地場野菜使用率の向上を
目指して、引き続き当課とＪＡ兵
庫六甲とが詳細に納入時期を
調整する必要がある。

・総合、家庭、社会等で指
導

・試食会

・夏休み子ども料理教室
　（～Ｈ27年度）
・食育ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（R1から食
育フェア）

・料理コンテスト（～H28年
度）
・絵手紙コンクール

・給食ｾﾝﾀｰ探検隊（H29～
ミニ探検・試食H30給食試
食親子体験も実施）

・地場使用率

幼・小・中合
計
102クラス
　(2906人)

59回(1310
人)
　
107人参加

約1000人

37組40作品

1645作品の
応募

25.48％

幼・小・中合
計
3735人
　

50回(1137
人)

79人参加

約1500人

75組77作品

2177作品の
応募

30人

28.57％

幼・小・中合
計
  3749人

35回　(895
人)

―

約1000人

23組23作品

2945作品の
応募

19組46人

31.3％

幼・小・中合
計
  4398人

62回(1314
人)

―

約1200人

―

2882作品の
応募

14組32人
ミニ探検・試

食14組37人

34.6％

幼・小・中合
計
　4914人

63回(1177
人)

―

約1000人
親子料理教
室14組35人

―

3181作品の
応募

13組32人
ミニ探検・試
食14組38人・
親子体験9組
33人

31.4％

幼・小・中合
計
　5696人

64回(1,131
人)

―

約1000人

―
 
3113作品の
応募

15組32人
ミニ探検・試
食14組35人・
親子体験11
組36人

31.4％

学校教育課
幼児教育振
興課

「三田市の学校・園における食育推進計画」に基づき、
各校において食に関する指導計画（全体・年間）を作
成、実施。
食育担当者と栄養教諭が連携し、児童生徒の状況に
応じた食に関する指導を実施。
生活科・理科・家庭科等の各教科や総合的な学習の時
間に、野菜の栽培・収穫体験や調理活動を実施。
「三田市の学校・園における食育推進計画～プラス1の
食育～（2019年度～2023年度）」の策定。

食育担当者の研修会において、市及び
市教委の「食育推進計画」の周知を図り、
各学校園作成の「食に関する指導計画」
に実態や状況に応じて反映し、取り組め
た。
食に関する指導や体験活動を通して、食
べることの楽しさを感じたり、食べ物に感
謝したりする心情を育てられた。
「さんだっ子　食べチャオ！食育推進計画
概要版」を作成し、市内小学１年生に配
布して、保護者へ啓発できた。

策定した食育推進計画（2019年
度～2023年度版）の周知・活用
のため、食育担当者会・研修会
を開催し、各学校園作成の「食
に関する指導の計画」の追加・
修正を行い、実践につなげる。

「三田市の学校・園における食育推進計画」に基づき、
各校において食に関する指導計画（全体・年間）を作
成、実施。
食育担当者と栄養教諭が連携し、児童生徒の状況に
応じた食に関する指導を実施。
生活科・理科・家庭科等の各教科や総合的な学習の時
間に、野菜の栽培・収穫体験や調理活動を実施。
「三田市の学校・園における食育推進計画～プラス1の
食育～（2019年度～2023年度）」の策定。

食育担当者の研修会において、市及び
市教委の「食育推進計画」の周知を図り、
各学校園作成の「食に関する指導計画」
に実態や状況に応じて反映し、取り組め
た。
食に関する指導や体験活動を通して、食
べることの楽しさを感じたり、食べ物に感
謝したりする心情を育てられた。
「さんだっ子　食べチャオ！食育推進計画
概要版」を作成し、市内小学１年生に配
布して、保護者へ啓発できた。

策定した食育推進計画（2019年
度～2023年度版）の周知・活用
のため、食育担当者会・研修会
を開催し、各学校園作成の「食
に関する指導の計画」の追加・
修正を行い、実践につなげる。

食育担当者会・研修会参加
者数

食に関する指導計画（全
体・年間）作成校園数

42人

全39校園

45人

全39校園

45人

全38校園（1
園休園）

42人

全39校園

事業実績等

62

食に関する指
導、啓発事業

青少年への健
康づくりの啓発

番号 担当課対  象
平成30年度の取り組み

項   目
令和元年度の取り組み

青少年

63

市立小中学
校・特別支援
学校等の児
童生徒及び
その保護者

7



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

64
食事セミナー、
調理講座の開
催

小学生・中高
校生等

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

多世代交流館子育て交流ひろばでは小学生クッキング
（防災食、手打ちうどん２回、パンケーキ）、シニア･ユー
スひろばでは多世代交流を念頭に置いた季節行事「お
芋をたべよう」を実施した。
小学生を中心とした食育では、対象者を小学3年生以
上とそれ以下にわけ、JAから提供を受けた食材を利用
しながら身近なメニューを実食した。

子どもの作りやすさや季節感を考慮した
メニューを工夫することで、家庭で継続し
て食育に取り組むきっかけづくりができ
た。
季節行事では正月行事など地域の食文
化を伝え、多世代が交流する機会を提供
することができた。

JAとの連携のもと、緑豊かな三
田で子どもたちが季節を感じな
がら成長できるよう、地産地消
による食育を継続していく。

多世代交流館子育て交流ひろばでは小学生クッキング
（防災食、手打ちうどん２回、パンケーキ）、シニア･ユー
スひろばでは多世代交流を念頭に置いた季節行事「お
芋をたべよう」を実施した。
小学生を中心とした食育では、対象者を小学3年生以
上とそれ以下にわけ、JAから提供を受けた食材を利用
しながら身近なメニューを実食した。

子どもの作りやすさや季節感を考慮した
メニューを工夫することで、家庭で継続し
て食育に取り組むきっかけづくりができ
た。
季節行事では正月行事など地域の食文
化を伝え、多世代が交流する機会を提供
することができた。

JAとの連携のもと、緑豊かな三
田で子どもたちが季節を感じな
がら成長できるよう、地産地消
による食育を継続していく。

小学生クッキング ４回５５人 ３回３７人

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

すくすく子育
て課

市内の保育園、認定こども園・幼稚園が実施している、
在宅で子育て中の親子を対象とする子育て支援事業を
まとめた案内チラシを毎月作成・配布し、就学前児童
及び保護者同士が交流や情報交換できる機会につい
ての広報・周知を図った。

各園が特色を活かしたプログラムを実施
しており、身近な場所にも地域での子育
て支援拠点があることが周知できた。通
常の運営以外に地域の親子を受け入れ
ているため、1回の事業で利用可能な人
数に限界がある。一方で、就学前の子育
て世代へ周知が行き届いているか把握
が必要である。

スマホアプリ、SNSの活用など、
情報発信の形態について研究
する。

市内の保育園、認定こども園・幼稚園が実施している、
在宅で子育て中の親子を対象とする子育て支援事業を
まとめた案内チラシを毎月作成・配布により、就学前児
童及び保護者同士が交流や情報交換できる機会につ
いての広報・周知を図った。

各園が特色を活かしたプログラムを実施
しており、身近な場所にも地域での子育
て支援拠点があることが周知できた。通
常の運営以外に地域の親子を受け入れ
ているため、1回の事業で利用可能な人
数に限界がある。一方で、就学前の子育
て世代へ周知が行き届いているか把握
が必要である。

スマホアプリ、SNSの活用など、
情報発信の形態について研究
する。

地域子育てステーション事
業実施園数(保育所)
（平成27年度より認定こど
も園を含む）

７園
年12回開催

保育園７園
認定こども
園５園
のべ222回
開催
（各園おお
むね12回開
催）

保育園７園
認定こども
園７園

保育園12園
認定こども
園9園
私立幼稚園
１園

保育園9園
認定こども
園11園
私立幼稚園
１園
小規模保育
施設
1園

保育園9園
認定こども
園10園
私立幼稚園
１園
小規模保育
施設
1園

教育支援課

地域子育てステーション事
業実施園数(認定こども園、
私立幼稚園)

6園 私立幼稚
園：1園

私立幼稚
園：1園

事業廃止

各保育所、
認定こども
園、私立幼
稚園

保育振興課

各園において定期的な開催がなされた、地域交流につ
いてもその内容が充実してきている。

定期開催が定着 今後とも各園の取り組みの周知
を図っていく。

各園において定期的な開催がなされた、地域交流につ
いてもその内容が充実してきている。

定期開催が定着 今後とも各園の取り組みの周知
を図っていく。

保育所11、
認定こども
園9、私立
幼稚園1

保育所9、
認定こども
園11、私立
幼稚園1

保育所9、
認定こども
園11、私立
幼稚園1

幼児教育振
興課

各園年間を通じて実施。芝生の園庭で遊んだり、保育
室を開放し、親子が集い遊べる場を提供。

同年齢の子どもやその保護者のつながり
をもつきっかけの場となっている。

継続的な芝生の維持管理に努
め、安全に遊べる場を提供す
る。

各園年間を通じて実施。芝生の園庭で遊んだり、保育
室を開放し、親子が集い遊べる場を提供。

芝生の心地よさを感じながら、安心して遊
べる場となり、地域の親子が集う場となっ
ている。

継続 実施回数(市立幼稚園合
計)

55回 52回 42回 39回

各保育所、
認定こども
園、幼稚園

幼児教育振
興課

子育て支援事業“げんき”実施　年間5回
対象は在宅乳幼児とその保護者
講師を招聘したリズム遊びや運動遊び等

事業が定着し、毎年楽しみに利用される
保護者もあり、親子が集う場を提供するこ
とができた。

内容の工夫を図る 子育て支援事業“げんき”実施　年間5回
対象は在宅乳幼児とその保護者
講師を招聘したリズム遊びや運動遊び等

内容を工夫し乳幼児期の発達に応じた遊
びを提供することができた。

継続 地域子育て支援推進事業
実施園数（市立幼稚園）

10園 9園・10回 9園・10回 9園・10回 ５園・５回 ５園・５回

市立幼稚園

68
地域子育て支
援センター事業

就学前の子
どもとその保
護者

すくすく子育
て課

子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点施設であ
る＜みな・とっちひろば＞では、子育て世代の交流の場
として、「子育て応援団」の開催、保護者の仲間づくりの
サポート、子育て講座、子育て相談など、高等教育機
関が持つノウハウを活かした子育て支援を行った。ま
た、子育て支援の拠点施設として、多世代交流館や子
育て支援活動団体との連携に努め、定期的に意見交
換を行い、情報共有や資質の向上を図った。

継続的な広報と魅力あるプログラムの充
実により、利用者の増加を図る必要があ
る。

継続して高等教育機関の特性
を活かした事業展開を図り、プ
ログラムの充実によりリピーター
の増加に努める。

子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点施設であ
る＜みな・とっちひろば＞では、子育て世代の交流の場
として、「子育て応援団」の開催、保護者の仲間づくりの
サポート、子育て講座、子育て相談など、高等教育機
関が持つノウハウを活かした子育て支援を行った。ま
た、子育て支援の拠点施設として、多世代交流館や子
育て支援活動団体との連携に努め、定期的に意見交
換を行い、情報共有や資質の向上を図った。

新型コロナウィルス対策によるセンター閉
鎖による利用者減となった。また、継続的
な広報と魅力あるプログラムの充実によ
り、利用者の増加を図る必要がある。

人数の制限等の新型コロナウィ
ルス感染対策を行いながら、安
全性を確保し、継続して高等教
育機関の特性を活かした事業
展開を図る。

地域子育て支援センター利
用者数

4,289人 3,926人 5,928人 6,392人 6,239人 5,059人

69
子育て交流ひ
ろばの運営

就学前の子
どもとその保
護者

すくすく子育
て課

・市内4か所の子育て交流ひろば及び出張型ひろば
で、運営団体の特色を活かした親子のふれあいや相
談の場を提供した。
（多世代交流館子育て交流ひろば、駅前子育て交流ひ
ろば、駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば、地域子育て
支援センター）
・新たに2団体が駒ケ谷運動公園子育て交流ひろばの
運営に参画した。
市内4子育て交流ひろば　利用者数計：108,835人

各子育て交流ひろばとも、市街地や
ニュータウンからの利用が多く、農村地域
からの利用が少ない傾向が続いている。
また、少子化、共働き家庭の増加、保育
施設の充実等の影響により全体的に利
用者数は微減となった。

サービス提供地域が市域南部、
ニュータウン地区に集中してい
るため、北部や西部への出張型
ひろばを充実させることをめざ
す。
また担い手となる子育て支援団
体の育成を継続する。

・市内4か所の子育て交流ひろば及び出張型ひろば
で、運営団体の特色を活かした親子のふれあいや相
談の場を提供した。
（多世代交流館子育て交流ひろば、駅前子育て交流ひ
ろば、駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば、地域子育て
支援センター）

市内4子育て交流ひろば　利用者数計：87,973人

各子育て交流ひろばとも、市街地や
ニュータウンからの利用が多く、農村地域
からの利用が少ない傾向が続いている。
また、、少子化、共働き家庭の増加、保育
施設の充実等の影響に加え、新型コロナ
ウィルス感染対策によるセンター閉鎖に
より利用者減となった。

人数の制限等の新型コロナウィ
ルス感染対策を行いながら、安
全性を確保し、継続して事業を
継続する。また担い手となる子
育て支援団体の育成を継続す
る。

多世代交流館子育て交流
ひろば利用者数

駅前子育て交流ひろば
開設日数と利用者数

駒ケ谷運動公園子育て交
流ひろば
開設日数と利用者数

100,222人

　
206日
8,160人

147日
6,835人

103,172人

206日
8,207人

146日
5,958人

103,600人

206日
8,713人

146日
7,195人

89,367人

205日
8,122

146日
6,423人

88,454人

205日
7,852人

146日
6,290人

70,361人

189日
7,284人

134日
5,269人

（２）　わかりやすい子育て関連情報の提供

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

子育て情報冊
子の発行（「さ
んだ子育てハン
ドブック」の発
行）

主に市内の
小学校低学
年までの子ど
もの保護者

すくすく子育
て課

市民ボランティアによる子育てハンドブック編集委員会
との協働により、6月に平成30年度版子育てハンドブッ
クを発行した。
平成30年度～3年間の公民共同発行事業者をプロ
ポーザル方式により選定した。おでかけマップや仲間
づくり情報、保育施設や相談先情報など、子育て中の
保護者に有益な情報をまとめた。公民協働事業によ
り、発行と配布の経費を事業者が集める広告収入で賄
うことができた。

今後も子育て家庭に必要な情報を充実さ
せるとともに、携帯端末等での公開などよ
り便利な情報提供を図る必要がある。

冊子以外にもインターネット環境
を利用した利便性の高い情報
提供について研究していく。

市民ボランティアによる子育てハンドブック編集委員会
との協働により、6月に令和元年度版子育てハンドブッ
クを発行した。
おでかけマップや仲間づくり情報、保育施設や相談先
情報など、子育て中の保護者に有益な情報をまとめ
た。公民協働事業により、発行と配布の経費を事業者
が集める広告収入で賄うことができた。

今後も子育て家庭に必要な情報を充実さ
せるとともに、携帯端末等での公開などよ
り便利な情報提供を図る必要がある。

令和２年度よりハンドブックが子
育て中の保護者に有益な情報
となるよう公民共同発行事業者
をプロポーザル方式により選定
する。また冊子、以外にもイン
ターネット環境を利用した利便
性の高い情報提供について研
究していく。

さんだ子育てﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
8,000部印刷
子育て情報ガイド
7,000部印刷

発行なし
さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

子育て情報冊
子の発行（「社
協だより」・「ドレ
ミふぁみりー」等
子育てに関する
情報発信）

全市民
社会福祉協
議会

活動助成を行っているサロン・グループや地域で活動
しているサロンも併せて紹介した。

こんにちは赤ちゃん訪問等で転入された
家庭に地域の情報を伝えることができて
いる。

ホームページ上での変更は可
能なので、随時更新できる体制
づくりを行っていきたい。

情報誌の発行：活動助成を行っているサロン・グループ
や地域で活動しているサロンも併せて紹介した。
チラシの設置：活動しているグループ・サロンのチラシ
を保健センター情報ボードに掲示した。

こんにちは赤ちゃん訪問等で転入された
家庭に地域の情報を伝えていくことを継
続して行った。

冊子では活動内容の変更時、
対応が難しいため変更に対応
できるよう、ホームページにカ
ラー版を掲載した。

情報誌の発行部数 2,000部 2,200部 2,300部 2,100部 冊子
2,300部
チラシ
200部

冊子
1,200部
チラシ
1,000部

H29年度をもって事業（補助金）を廃止

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

就学前の子
どもとその保
護者

担当課

担当課

対  象

67

園庭・園内開放

項   目番号

対  象番号

70

市立幼稚園
市立幼稚園地
域子育て支援
推進事業

就学前の子
どもとその保
護者

地域子育てス
テーション事業

66

65

事業実績等令和元年度の取り組み
項   目

平成30年度の取り組み

8



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

子育て情報冊
子の発行（さん
だ子育てハンド
ブック（小児救
急編）配布」

子育て家庭
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

作成部数 1,200部 1200部 1200部 1200部 事業廃止

71
「さんだっこ
CLUB」の発行

就学前から
中学生まで
の子どもとそ
の保護者及
び妊婦とパー
トナー

文化スポー
ツ課

 発行回数
 ・
 発行部数

 年２回
 ・
 各号
 12,600号

 年２回
 ・
 各号
 12,600号

72

子育て応援メー
ル「SUNだっこ
メール」配信事
業

妊婦、就学前
の子どもの保
護者

すくすく子育
て課

妊娠中の人や就学前の子育て家庭を対象に、子育て
支援情報やイベント情報をEメールで配信して情報提供
を行った。

妊娠期に役立つ情報や子どもの成長に
応じた子育て情報は本当に必要な時期に
ピンポイントで発信することができた。ま
た、子育てイベント情報についても定期的
に配信することができた。今後、読者が本
当に知りたいと考えている子どもの月齢
や年齢に応じた子育て関連情報を適時に
配信する必要がある。

スマホアプリ、SNSなどインター
ネット環境を活用した情報提
供、双方向の情報提供について
研究する。

妊娠中の人や就学前の子育て家庭を対象に、子育て
支援情報やイベント情報や配信、予防接種スケジュー
ルなど管理できるスマホアプリ（SUNだっこアプリ）を令
和元年11月に開始し情報提供を行った。

アプリの導入により妊娠期に役立つ情報
や子どもの成長に応じた子育て情報は本
当に必要な時期にピンポイントで発信す
ることができた。また、子育てイベント情
報についても定期的に配信することがで
きた。今後、読者が本当に知りたいと考え
ている子どもの月齢や年齢に応じた子育
て関連情報を適時に配信する必要があ
る。

インターネット環境を活用した情
報提供、双方向の情報提供に
ついて研究する。

登録件数 963件 1,141件 1,349件 1,543件 1,734件 852件

73
多世代交流館
での情報提供

就学前の子
どもとその家
庭、中学生、
子育て支援と
その支援に
関心をもつ市
民

すくすく子育
て課

市内子育て支援拠点の中心施設として、子育てに関す
る情報を網羅的に収集及び発信した。
特に情報ひろばを子育て情報の発信拠点として位置づ
け、市ホームページのイベントカレンダーでの案内等の
きめ細かな情報提供を行い、また施設には持ち帰り用
のチラシや掲示物を多数揃えて掲示した。認定こども
園や保育園、幼稚園についての情報（園情報）を求め
る人へ向け、全園の案内と写真を掲示し、また各園で
実施する地域子育てステーション事業のチラシも設置
することで有効な情報提供を行い、子育て家庭のニー
ズに応えた。

子育て中の世帯が必要とする各種情報を
さらに幅広く、迅速に提供できるように努
める。

スマホアプリ、SNSなどの情報
通信を活用した新たな情報発信
なども研究する。

市内子育て支援拠点の中心施設として、子育てに関す
る情報を網羅的に収集及び発信した。
特に情報ひろばを子育て情報の発信拠点として位置づ
け、市ホームページのイベントカレンダーでの案内等の
きめ細かな情報提供を行い、また施設には持ち帰り用
のチラシや掲示物を多数揃えて掲示した。認定こども
園や保育園、幼稚園についての情報（園情報）を求め
る人へ向け、全園の案内と写真を掲示し、また各園で
実施する地域子育てステーション事業のチラシも設置
することで有効な情報提供を行い、子育て家庭のニー
ズに応えた。

子育て中の世帯が必要とする各種情報を
さらに幅広く、迅速に提供できるように努
める。

スマホアプリ、SNSなどの情報
通信を活用した新たな情報発信
なども研究する。

74

子ども関連の
ホームページ
作成、情報提
供

妊婦・出産期
から小学校
入学のころの
子どものある
家族

すくすく子育
て課

子育て世代の方が必要とする情報をタイムリーに発信
できるよう、子育て関連ページを随時更新した。

関係部署や子育て機関との連携を図り、
情報を正確に分かりやすく提供する必要
がある。

新たな制度の周知など、関連部
署との連携を図りながら、分かり
やすい子育て情報の迅速な提
供に努める。

子育て世代の方が必要とする情報をタイムリーに発信
できるよう、子育て関連ページを随時更新した。

関係部署や子育て機関との連携を図り、
情報を正確に分かりやすく提供する必要
がある。

新たな制度の周知など、関連部
署との連携を図りながら、分かり
やすい子育て情報の迅速な提
供に努める。

（３）　子育てに関する相談体制の充実

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

75 家庭児童相談
子どもの養育
に困難を抱え
る家庭

子ども家庭
課（家庭児童
相談室）

昨年度に引き続き、妊娠期からの支援を強化した。
ケースが複雑化している為、川西こども家庭センターに
指示を仰ぎ、場合によっては個別ケース会議を開催し
て関係機関の役割や今後の方針を決めることができ
た。

家庭児童相談室としての組織対応、川西
こども家庭センター等との連携を強化す
る。相談員の資質向上も図る。

子ども家庭総合支援拠点を中
心とした、妊娠期からの支援体
制を確立させていく必要があ
る。

家庭児童相談員を配置し、子育てに関する相談を受
け、継続した支援や見守りを行っている。
また、虐待通報について、現認確認等情報収集を行
い、こども家庭センターと連携を図りながら対応してい
る。

関係機関との連携を図り、支援対象児童
等の早期発見・適切な支援に取り組ん
だ。
関係機関とのさらなる連携・情報共有を
図っていく必要がある。

子ども家庭総合支援拠点とし
て、チャッピーサポートセンター
との連携を深め、養育支援の必
要な家庭に対する早期の支援
体制の構築を図っていく。

家庭児童相談件数

※（　　）は虐待相談の再計

423件
（176）

581件
（192）

614件
(218)

758件
(248)

756件
(287)

776件
(299)

76
多世代交流館
での相談

就学前の子
どもの保護者

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

子どもを遊ばせながら、気軽に相談できる環境を常に
整えている。
軽易なものはその場で回答するほか、実施している講
座を案内したり、子育てサークルを紹介したり、専門機
関につないだり、多様な解決方法を提示し、相談者の
不安を解消できるよう努めた。
チャッピーサポートセンターの保育士が交流ひろばで
相談を受けるおけかけチャッピーサポートセンターを開
催した。

育児に不安や疑問を持つ保護者が交流
ひろばを利用しながら、気軽に相談がで
きるように、職員が来館者に対し常に目
配りし、対応する必要がある。
チャッピーサポートセンターとの連携と他
の子育て支援サービスの情報収集をさら
に強化していく必要がある。

相談対応技術の向上に向けて、
専門研修の受講や職場内研
修、相談内容と対応の共有化の
機会を設ける。
子育て交流ひろばにおいて子育
て支援情報を効率よく収集発信
する。

子どもを遊ばせながら、気軽に相談できる環境を常に
整えている。
軽易なものはその場で回答するほか、実施している講
座を案内したり、子育てサークルを紹介したり、専門機
関につないだり、多様な解決方法を提示し、相談者の
不安を解消できるよう努めている。
チャッピーサポートセンターの保育士が交流ひろばで
相談を受けるおけかけチャッピーサポートセンターを開
催した。

育児に不安や疑問を持つ保護者が交流
ひろばを利用しながら、気軽に相談がで
きるように、職員が来館者に対し常に目
配りし、対応する必要がある。
チャッピーサポートセンターとの連携と他
の子育て支援サービスの情報収集をさら
に強化していく必要がある。

相談対応技術の向上に向けて、
専門研修の受講や職場内研
修、相談内容と対応の共有化の
機会を設ける。
子育て交流ひろばにおいて子育
て支援情報を効率よく収集発信
する。

相談件数 427件 381件 330件 344件 339件 326件

211

チャッピーサ
ポートセンター
(子育て世代包
括支援セン
ター)

妊産婦・乳幼
児とその家族

すくすく子育
て課

・妊娠期から子育て期（就学まで）の保健師による総合
相談を実施した。
　また、市内の公共施設等での出張相談を拡充した
（H29：6回⇒H30：11回）。
・妊娠届け出時に妊婦面談を実施して、必要な助言を
行った（妊婦面談率94.6％）
・庁内や関係機関と連携をとりながら、地区担当保健
師によるフォローを行い、早期に必要な支援につなげる
よう努めた。

計画的に実施できた。
妊娠期から親子カルテを作成し、支援に
活用している。

安心して子育てできるように情
報提供など相談機能の強化や
よりよい支援のために庁内外の
連携体制を今後も推進してい
く。

・妊娠期から子育て期（就学まで）の保健師による総合
相談を実施した。
　また、市内の公共施設等での出張相談を実施。
（R1:19回）
・妊娠届け出時に妊婦面談を実施し「mamaと赤ちゃん
のハッピープラン」を活用し情報提供や助言を行った。
（妊婦面談率92.4％）
・庁内や関係機関と連携をとりながら、地区担当保健
師によるフォローを行い、早期に必要な支援につなげる
よう努めた。

出張相談の機会や母子保健事業、子育
て拠点等で相談窓口の周知に努めた。主
に電話で相談を受けることが多かった。
妊娠期からの実態把握に努め未面談の
方へは、電話等で状況把握を行った。又
面談時「mamaと赤ちゃんのハッピープラ
ン」を活用しアドバイスを行った。要フォ
ロー妊婦へは、妊婦電話や訪問等地区
保健師と連携しながら支援を行った。

安心して子育てできるように情
報提供や寄り添った支援など相
談機能強化に努め、よりよい支
援のために庁内外の連携体制
を今後も推進していく。

妊婦面談件数
電話・窓口相談合計件数

442件
186件

744件
140件

755件
197件

677件
463件

77
子育て支援相
談

乳幼児の保
護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

育児不安、こどもの発達等について心理士と保健師に
よる相談を行い、状況によって関連サービスの情報提
供を行っている。

継続して相談者（保護者）に相談利用して
いただくことと地区担当フォロー、関連機
関との連携により育児支援につながって
いる。相談内容が多様深刻化している傾
向がある。

相談が必要な対象者がスムー
ズに利用できるよう努める。

育児不安、こどもの発達等について心理士と保健師に
よる相談を行い、状況によって関連サービスの情報提
供を行っている。

継続して相談者（保護者）に相談利用して
いただくことと地区担当フォロー、関連機
関との連携により育児支援につながって
いる。

相談が必要な対象者がスムー
ズに利用できるよう努める。

相談回数
相談人数

24回
実：60人
延：64人

23回
実：56人
延：58人

25回
実:62人
延:64人

2４回
実:62人
延:6２人

24回
実：58人
延：65人

23回
実：64人
延：66人

78 育児電話相談
乳幼児の保
護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

乳幼児健診や相談の事後で必要のある人や、希望の
ある人に対し、保健師が電話で育児についての相談を
行っている。合わせて関連サービスの情報提供を行っ
ている。

随時、相談対応できている。
また、広報・ホームページや乳幼児健診
等の機会を利用し、小児救急医療電話相
談等の周知啓発ができた。相談内容は、
育児のみならず複雑な家族関係等を背
景に、より多様化している。

多様化するニーズに対応し継続
的な支援につなげるため、連携
会議等を実施して、関係機関と
の連携を強化する。

乳幼児健診や相談の事後で必要のある人や、希望の
ある人に対し、保健師が電話で育児についての相談を
行っている。合わせて関連サービスの情報提供を行っ
ている。

随時、相談対応できている。
また、広報・ホームページや乳幼児健診
等の機会を利用し、小児救急医療電話相
談等の周知啓発ができた。

必要時は継続的な支援につな
げるため、関係機関との連携を
強化する。

電話相談件数
一般相談
発達相談
新生児相談
合計

4,838件
　633件
　689件
6,160件

4,872件
　743件
　613件
6,228件

4,820件
　603件
　721件
6,144件

2,921件
729件
613件
4,263件

2,930件
911件
748件
4,589件

3,671件
798件
-
4,469件

79
新生児・乳児電
話相談

新生児・乳児
の保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

妊娠期からの切れ目ない支援の一環として出生連絡
票の提出がなかった者及び訪問希望のなかった者に
も、訪問勧奨と併せて電話相談を行った。保健師・助産
師が電話で育児の相談を行い、必要に応じて情報提供
をしている。

訪問希望が無い者への利用勧奨や育児
相談・予防接種の案内を行った。

乳児家庭全戸訪問事業の目的
達成に向け、利用の動機付けと
なる役割を果たすことが必要と
なる。

妊娠期からの切れ目ない支援の一環として出生連絡
票の提出がなかった者及び訪問希望のなかった者に、
訪問勧奨と併せて電話相談を行っていたが、訪問率の
低下や電話不在者がいるという背景より、電話支援を
個別郵送通知による再勧奨に変更し実施した。

実施方法を検討し、変更実施することで、
訪問率が93.6％と前年度比6.3％上昇で
きた。

現行方法を基本に社会情勢(新
型コロナウイルス感染症流行
等)に応じた方法で継続。

新生児電話相談件数 689件 613件 721件 613件 748件 なし
訪問率
93.6％

80
乳幼児健康相
談

乳幼児とその
保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

相談内容の主なものは、①誕生から１歳すぎまでの成
長確認 ②継続しての育児相談 ③乳幼児健診後の体
重などの経過観察 ④離乳の進み具合の確認　などで
ある。支援が必要なケースと判断した場合には、地区
担当保健師及び栄養士が継続的に相談支援してい
る。実施回数の見直しを行い２か月に１回の実施とし
た。

継続した課題であった、一人当たりの相
談時間が長くなるケースが増えている件
に関しては、別日で地区担当保健師が相
談支援するほか、相談会等も案内し、待
ち時間削減につながっている。

継続的な関わりを持っていける
ように実施していく。

相談内容の主なものは、①誕生から１歳すぎまでの成
長確認 ②継続しての育児相談 ③乳幼児健診後の体
重などの経過観察 ④離乳の進み具合の確認　などで
ある。支援が必要なケースと判断した場合には、地区
担当保健師及び栄養士が継続的に相談支援してい
る。また同会場内で、親子同士の交流広場である「お
しゃべりサロン」を試行的に実施した。
新型コロナウィルス感染症の影響により、実施回数が

「おしゃべりサロン」を企画・実施すること
で、以前より市民からのニーズの高かっ
た子育て期の親子同士の交流を専門職
が見守り・サポートする中で自然に実施
し、育児支援を充実させた。かつ、現行の
事業やスタッフを活用して追加予算なく実
施できた。おしゃべりサロンの利用者数は
乳幼児健康相談利用数の約半数を占め

市民の状況・ニーズにあった事
業内容を適宜見直し、展開を継
続する。

乳児期早期～就学前まで
の、育児相談件数（身体計
測、栄養相談、保健相談）。

10回
732件

10回
642件

10回
703件

10回
573件

6回
327件

5回
228件

平成29年度をもって事業廃止

H27年度をもって事業廃止

平成30年度の取り組み
番号

事業実績等
項   目

令和元年度の取り組み
担当課対  象

9



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

81
青少年相談事
業

青少年とその
保護者

健やか育成
課（青少年育
成センター）

青少年期における友人関係や学校生活、進路、親子
関係等の悩みについて、その解決に向けての相談業
務を行った。

相談件数はほぼ横ばいで推移。
全体として来所相談よりも電話相談の割
合が高い。
継続的に相談する者も多く、関係機関と
連携し、多様な課題の解決に向け支援を
行った。

学校などの関係機関との連携を
深め、多様化する相談の解決に
向けた体制づくりを強化する。

青少年期における友人関係や学校生活、進路、親子
関係等の悩みについて、その解決に向けての相談業
務を行った。

継続的に相談していた者の進学や卒業
等により、相談件数は減少したが、関係
機関等との連携により、多様な課題の解
決に向け支援した。
また学校の担当者会等への定期的な参
加により、情報共有を行い、連携を強化し
た。

学校等関係機関との連携をより
密にし、多様化する相談内容に
対処するため、より充実した体
制づくりを進める。

青少年相談の件数 413件 439件 384件 390件 417件 217件

82
女性のための
相談

女性
まちづくり協
働センター

夫婦のこと、子育てや親との関係、職場での人間関係
など、さまざまな悩みを抱える女性に対する相談事業を
実施。

子育てに関しては、まだまだ女性が担うこ
とが多いため、女性の悩みを傾聴するこ
とで、間接的にその子どもの生活を守る
ことができた。相談内容によっては、相談
者自身の利益と子どもの利益が相反する
事例もあり、対応に苦慮することがある。

引き続き、児童虐待につながる
恐れのある相談などについて
は、相談者に寄り添いながら信
頼関係を築くと同時に関係機関
との連携を取ることに努める。ま
た、ＤＶ被害者については、専
門性の高い「配偶者暴力相談
支援センター」へつなぐことで、
早期解決を図っていく。

夫婦のこと、子育てや親との関係、職場での人間関係
など、さまざまな悩みを抱える女性に対する相談事業を
実施。

子育てに関しては、まだまだ女性が担うこ
とが多いため、女性の悩みを傾聴するこ
とで、間接的にその子どもの生活を守る
ことができた。相談内容によっては、相談
者自身の利益と子どもの利益が相反する
事例もあり、対応に苦慮することがある。

引き続き、児童虐待につながる
恐れのある相談などについて
は、相談者に寄り添いながら信
頼関係を築くと同時に関係機関
との連携を取ることに努める。ま
た、ＤＶ被害者については、専
門性の高い「配偶者暴力相談
支援センター」へつなぐことで、
早期解決を図っていく。

相談件数 576件 444件 336件 333件 260件 322件

83
民生委員・児童
委員による相談

就学前の子
どもとその保
護者等

地域福祉課

「4か月健診」「乳幼児健康相談」における親子への声
かけや子育てに関する情報提供を行ったほか、子育て
中の保護者や支援者に向けた公開講座「子育てエッセ
ンス」をこども支援課と共催した。また、要対協が実施し
ている児童虐待防止啓発活動に協力した。

毎年開催している公開講座「子育てエッ
センス」の参加者が過去最高であった。
今後も多数の市民に参加してもらえる講
師や企画を検討していかなければならな
い。

今後も様々な機会を利用し、民
生委員・児童委員及び主任児
童委員の活動PRや、児童健全
育成に取り組む。

前年度に引き続き、「4か月健診」「乳幼児健康相談」に
おける親子への声かけや子育てに関する情報提供を
行ったほか、子育て中の保護者や支援者に向けた公
開講座「子育てエッセンス」を子ども家庭課と共催した。
また、要保護児童対策地域協議会が実施している児童
虐待防止啓発活動に協力した。

毎年開催している公開講座「子育てエッ
センス」の参加者が少なかった。今後は、
新しい生活スタイルに合わせた方法等を
検討していかなければならない。

今後も様々な機会を利用し、民
生委員・児童委員及び主任児
童委員の活動PRや、児童健全
育成に取り組む。

・4か月健診リーフレット配
布人数
・子育てエッセンス参加者

・4か月健診
773人
・エッセンス
参加者146
人

・4か月健診
796人
・エッセンス
参加者91人

・4か月健診
769人
・エッセンス
参加者224
人

・4か月健診
793人
・エッセンス
参加者176
人

・4か月健診
743人
・エッセンス
参加者240
人

・4か月健診
636人
・エッセンス
参加者109
人

84 心配ごと相談 全市民
社会福祉協
議会

相談開催日
　　■心配ごと相談
　　　　・一般相談
　

　　■こころの相談

50日

46日

48日

45日

50日

49日

・事業なし

・事業なし

（４）　子育てに要する経済的な負担の軽減

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

85
子育て支援（乳
幼児・こども）医
療費助成事業

０歳から中学
３年生までの
子ども

国保医療課

・対象者：0歳～中学3年生までのこども
外来
　０歳～小学校入学前は一部負担なし
　小学１年生～中学３年生は１医療機関等ごとに２割
負担で１日400円上限、月２回まで（３回目以降は無料）
　低所得者は一部負担金なし
入院：全年齢一部負担なし

※受給者証交付数　15,714件（0才～中学3年生）（※平
成31年3月末時点）

・こどもの医療費の一部を助成することに
より、対象者は安心して医療が受けること
ができ、福祉の増進を図ることができた。

・制度改正の検証、効果測定を着実に
行っていくことが課題である。

・継続的に実施していく。 ・対象者：0歳～中学3年生までのこども
外来
　０歳～小学校入学前は一部負担なし
　小学１年生～中学３年生は１医療機関等ごとに２割
負担で１日400円上限、月２回まで（３回目以降は無料）
　低所得者は一部負担金なし
入院：全年齢一部負担なし

※受給者証交付数　15,457件（0歳～中学3年生）（※令
和2年3月末時点）

・こどもの医療費の一部を助成することに
より、対象者は安心して医療が受けること
ができ、福祉の増進を図ることができた。

・令和2年7月から制度改正あり。一定所
得以上の対象者の一部負担金を800円に
引き上げる。
・丁寧な制度周知と、制度改正の検証、
効果測定を着実に行っていくことが課題
である。

・継続的に実施していく。 受給者証交付数 15,998 15,927 15,933 15,808 15,714 15,457

86
母子、父子、遺
児医療費助成
事業

母子家庭の
母子及び父
子家庭の父
子、遺児

国保医療課

・対象者：　母子・父子家庭の母及びその児童並びに遺
児等
・一部負担金：　一般　　　通院800円　入院3,200円
　　　　　　　　　　低所得　　通院400円　入院1,600円
※通院一部負担は月２回まで（３回目以降は無料）
・所得制限：　児童の監護者又は扶養義務者、養育者
の職が児童扶養手当一部支給基準未満
・受給者証交付数：　875人（平成31年3月末時点）

・母子・父子・遺児等の家庭に対して医療
費の一部を助成することにより、対象者
は安心して医療が受けることができ、福
祉の増進を図ることができた。

・継続的に実施していく。 ・対象者：　母子・父子家庭の母・父及びその児童並び
に遺児等
・一部負担金：　一般　　　通院800円　入院3,200円
　　　　　　　　　　低所得　　通院400円　入院1,600円
※通院一部負担は月２回まで（３回目以降は無料）
・所得制限：　児童の監護者又は扶養義務者、養育者
の所得が児童扶養手当一部支給基準未満
・受給者証交付数：　835人（令和2年3月末時点）

・母子・父子・遺児等の家庭に対して医療
費の一部を助成することにより、対象者
は安心して医療が受けることができ、福
祉の増進を図ることができた。

・継続的に実施していく。 受給者証交付数 1,154 977 926 885 875 835

87
重度心身障害
者（児）医療費
助成事業

身体障害者
手帳１～３
級・療育手帳
A判定・精神
障害者手帳１
級

国保医療課

・対象者：　 身体障害者手帳1～3級
　　　　　　　　精神障碍者手帳1級
　　　　　　　　療育手帳A
・一部負担金：　一般　　　通院600円　入院2,400円
　　　　　　　　　　低所得　　通院400円　入院1,600円
※通院一部負担は月２回まで（３回目以降は無料）
・所得制限：　本人、配偶者、扶養義務者の市町村民
税所得税額23万5千円未満
・受給者証交付数：　1,099人（平成31年3月末時点）

・重度障害者に対して医療費の一部を助
成することにより、対象者は安心して医療
が受けることができ、福祉の増進を図るこ
とができた。

・継続的に実施していく。 ・対象者：　 身体障害者手帳1～3級
　　　　　　　　精神障害者手帳1級
　　　　　　　　療育手帳A
・一部負担金：　一般　　　通院600円　入院2,400円
　　　　　　　　　　低所得　　通院400円　入院1,600円
※通院一部負担は月２回まで（３回目以降は無料）
・所得制限：　本人、配偶者、扶養義務者の市町村民
税所得税額23万5千円未満
・受給者証交付数：　1,115人（令和2年3月末時点）

・重度障害者に対して医療費の一部を助
成することにより、対象者は安心して医療
が受けることができ、福祉の増進を図るこ
とができた。

・継続的に実施していく。 受給者証交付数 1,155 1,128 1,116 1,117 1,099 1,115

88
助産施設委託
事業

妊産婦（低所
得者に限る）

子ども家庭
課

保健上必要があるにもかかわらず､経済的理由により
入院できない、妊産婦の方を対象に、助産施設で出産
していただくための制度である。平成３０年度対象者は
０件。

対象者がいる場合は、関係機関と連携
し、安心した出産、出産後の生活を想定
した支援を行う必要がある。

対象者がいる場合は、対象者・
関係機関と十分な連携を図る。

児童福祉法に基づき、妊産婦が、保健上必要があるに
も関わらず、経済的な理由により入院助産を受けること
ができない場合において、助産施設へ措置を行うもの
であるが、利用者はなかった。

対象者がいる場合は、チャッピサポートセ
ンター等関係機関と連携し、安心した出
産、出産後の生活を想定した支援を行う
必要がある。

継続して実施していく。 対象者数 1人 0人 1人 1人 0人 0人

89
妊婦健康診査
助成事業

妊婦
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

助成券及び償還払いによる二つの方式の併用により、
受診者の負担軽減を図っている。助成額の上限は
85,000円（5,000円券14枚、1,000円券15枚、1回の健診
での利用枚数制限なし）

妊娠届出のあった人のうち、ほとんどの
人が助成事業を利用している。妊婦健康
診査費の助成について、周知を継続して
いく必要がある。

妊婦健診の現状や動向につい
て情報収集しつつ、継続実施し
ていく。

助成券及び償還払いによる二つの方式の併用により、
受診者の負担軽減を図っている。助成額の上限は
85,000円（5,000円券14枚、1,000円券15枚、1回の健診
での利用枚数制限なし）

妊娠届出のあった人のうち、ほとんどの
人が助成事業を利用している。妊婦健康
診査費の助成について、周知を継続して
いく必要がある。

妊婦健診の現状や動向につい
て情報収集しつつ、継続実施し
ていく。

利用件数 助成券申請
者数
854人
償還払件数
249件

助成券申請
者数
825人
償還払件数
454件

助成券申請
者数
902人
償還払件数
281件

助成券申請
者数
795人
償還払件数
235件

助成券申請
者数
803人
償還払件数
225件

助成券申請
者数
718人
償還払件数
151件

90
私立幼稚園就
園奨励事業

私立幼稚園
幼児教育振
興課

私立幼稚園の入園料・保育料にかかる保護者の経済
的負担の軽減を図るため、保護者の所得に応じた就園
奨励費を私立幼稚園に交付する。

国庫補助基準以上の補助を行っており、
保護者の経済的負担の軽減に繋がって
いる。

2019年10月からの幼児教育の
無償化に対応していく。

私立幼稚園の入園料・保育料にかかる保護者の経済
的負担の軽減を図るため、保護者の所得に応じた就園
奨励費を私立幼稚園に交付する。

国庫補助基準以上の補助を行っており、
保護者の経済的負担の軽減に繋がって
いる。

幼児教育・保育の無償化によ
り、令和元年１０月に本事業を
廃止した。

私立幼稚園を通じて、補助
金の申請、交付決定、交付
を実施。

満3歳児69人
3歳児514人
4歳児574人
5歳児605人
補助金額計
209,793,510
円

満3歳児17人
3歳児121人
4歳児169人
5歳児139人
補助金額計
64,710,050円

満3歳児25
人
3歳児106人
4歳児159人
5歳児170人
補助金額計
68,108,120
円

満3歳児16
人
3歳児96人
4歳児81人
5歳児102人
補助金額計
43,288,000
円

満3歳児29
人
3歳児67人
4歳児103人
5歳児87人
補助金額計
41,803,100
円

満3歳児12
人
3歳児64人
4歳児70人
5歳児102人
補助金額計
18,829,800
円

平成30年度の取り組み

平成28年度にて本事業終了

番号
令和元年度の取り組み

項   目
事業実績等

担当課対  象
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

91
要保護・準要保
護児童生徒就
学援助事業

経済的理由
により就学が
困難な市立
小中学校・特
別支援学校
に在籍してい
る児童・生徒
の保護者

学校教育課
→教育支援
課

義務教育における各種支給を行い、教育の機会均等
の保障を図り、就学を支援した。

対象の児童生徒の保護者負担の軽減を
図ることができた。

国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

義務教育における各種支給を行い、教育の機会均等
の保障を図り、就学を支援した。

対象の児童生徒の保護者負担の軽減を
図ることができた。

国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

（小中学校別）
該当児童数／支給金額

444人／
26,366,367
円（小学校）
266人／
24,472,869
円（中学校）

442人／
25,184,286
円（小学校）
265人／
24,957,524
円（中学校）

452人／
25,909,767
円（小学校）
243人／
22,558,399
円（中学校）

434人／
25,526,241
円（小学校）
235人／
22,013,580
円（中学校）

入学準備金
57人／
2,314,200円
（小学校）
77人／
3,649,800円
（中学校）

448人／
25,299,485
円（小学校）
233人／
19,202,538
円（中学校）

入学準備金
47人／
1,908,200円
（小学校）
68人／
3,223,200円
（中学校）

530人／
26,139,973
円（小学校）
275人／
21,390,697
円（中学校）

入学準備金
58人／
2,354,800円
（小学校）
71人／
3,365,400円
（中学校）

92
遠距離通学・通
園費補助事業

市立幼稚園、
小中学校の
遠距離通学
（園）する園
児児童生徒
の保護者

学校教育課
→教育支援
課

遠距離通学費補助（定期）については幼稚園、小学
校、中学校とも100％補助を実施
遠距離通学費補助（用品）については補助上限額小学
校5,000円、中学校10,000円

保護者負担の軽減を達成 国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

遠距離通学費補助（定期）については幼稚園、小学
校、中学校とも100％補助を実施
遠距離通学費補助（用品）については補助上限額小学
校5,000円、中学校10,000円

保護者負担の軽減を達成 国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

助成額（該当者数） 19,270,984
円（417人）

17,488,670
円（397人）

17,505,618
円（376人）

16,074,339
円（354人）

16,043,268
円（332人）

15,894,523
円（340人）

93
特別支援教育
就学奨励事業

市立小中学
校・特別支援
学級、市立特
別支援学校
に在籍してい
る児童、生徒
の保護者

学校教育課
→教育支援
課

各種支給を行い、特別支援教育の普及奨励と円滑な
義務教育の実施を図った。

対象の児童生徒の保護者負担の軽減を
図ることができた。

国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

各種支給を行い、特別支援教育の普及奨励と円滑な
義務教育の実施を図った。

対象の児童生徒の保護者負担の軽減を
図ることができた。

国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

（小中学校別）
該当児童数／支給金額

69人／
2,103,645円
（小学校）
22人／
1,080,257円
（中学校）

67人／
2,100,361円
（小学校）
26人／
1,197,044円
（中学校）

68人／
2,023,486円
（小学校）
24人／
950,924円
（中学校）

82人／
2,371,523円
（小学校）
25人／
1,190,007円
（中学校）

96人／
3,065,830円
（小学校）
26人／
1,183,958円
（中学校）

109人／
3,087,727円
（小学校）
30人／
1,256,776円
（中学校）

94
高等学校等奨
学金貸与事業

保護者が市
内に居住する
高等学校・高
等専門学校
在籍者で、経
済的理由等
により修学が
困難な人

学校教育課
→教育支援
課

認定人数(学校数）
奨学金貸付金額

12人（9校）
1,740,000円

9人（7校）
1,260,000円

12人（9校）
1,740,000円

5人（4校）
535,000円

平成29年度
をもって事
業終了

215
高等学校等入
学支援金

三田市立中
学校等を卒
業した年度の
翌年度に高
等学校等の
第1学年に在
籍している者
の保護者で、
所得基準等
の要件を満
たす者

学校教育課
→教育支援
課

入学支援金として63,200円を支給(返還不要)する。 入学支援金を支給することで、僅かでは
あるが就学支援の一助となったと考える。

国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

入学支援金として63,200円を支給(返還不要)する。 入学支援金を支給することで、僅かでは
あるが就学支援の一助となったと考える。

国や他市町村の動向を注視し
ながら、制度の充実に向けた検
討を進める。

支給人数
支給金額

　 　 　 　 38人
2,401,600円

22人
1,390,400円

95 児童手当
中学３年生ま
での児童

子ども家庭
課

0歳から中学校修了前の子どもを養育している人に児
童手当を支給する。

児童手当支給により、子どもの健やかな
育ちを支援することができた。
申請に必要書類が不備のまま滞ることが
ないよう、申請者に督促をし、支給するこ
とができた。

引き続き市民課との連携を図る
とともに、広報・ホームページ等
によりさらなる周知を図る。

0歳から中学校修了前の子どもを養育している人に児
童手当を支給する。

二重振り込みの事案が発生した。（過誤
払い分は全額回収済）

再発防止策を徹底する。 受給者数（各年度末） 8,565人
（児童手当）

8,343人
（児童手当）

8,261人
（児童手当）

8,117人
（児童手当）

7,982人
（児童手当）

7,829人
（児童手当）

96 児童扶養手当

父または母と
生計を共にで
きない18歳ま
での児童を養
育している家
庭

子ども家庭
課

ひとり親家庭等の子どもを養育している人に児童扶養
手当を支給する。

支給事務やそれに伴う審査、調査等が適
正に行えた。また、制度の周知が不十分
であることについては、引き続き課題であ
る。

引き続き市民課との連携を図り
制度案内を徹底するとともに、
広報・ホームページ等によりさら
なる周知を図る。

ひとり親家庭等の子どもを養育している人に児童扶養
手当を支給する。

申請受付や現況確認等の窓口におい
て、支援相談もあわせて、一人ひとりの状
況を聴きながら対応できた。

継続して実施していく。 受給者数（各年度末） 592人 599人 604人 571人 559人 544人

97
特別児童扶養
手当

20歳未満の
障害のある
児童を養育し
ている家庭

子ども家庭
課

20歳未満の障害のある子どもを養育している人に特別
児童扶養手当を支給する。

認定請求書等の受付、兵庫県への書類
進達、認定通知書や手当証書等の交付
業務を、滞りなく事務が行うことができた。
また、制度の周知が不十分であることに
ついては、引き続き課題である。

引き続き障害福祉課や関係機
関との連携を図るとともに、広
報・ホームページ等により、さら
なる周知を図る。

20歳未満の障害のある子どもを養育している人に特別
児童扶養手当を支給する。

認定請求書等の受付、兵庫県への書類
進達、認定通知書や手当証書等の交付
業務を、滞りなく事務が行うことができた。

継続して実施していく。 受給者数（各年度末） 258人 260人 273人 267人 263人 249人

98
母子父子寡婦
福祉資金貸付
金

ひとり親家庭
及び寡婦、父
母のない子ど
も

子ども家庭
課

パンフレットにより貸付制度の情報提供を行った。貸付
希望者に対し、充分な聞き取りを行い、貸付審査会で
決定につなぐことができた。

自助努力や親族の支援、奨学金等他制
度の優先を指導。対象者の困窮状況を
理解し、貸付及び貸付以外の方法の提
示等による支援をした。
審査内容が厳しいため貸付までに至らな
いケースについて、資金を必要とししてい
る相談者に如何に対応するかが課題であ
る。

引き続きホームページ等によ
り、制度の周知と貸付制度を真
に必要とする対象者への貸付
の促進を図る。

ひとり親家庭の父母等の経済的自立と生活意欲の助
長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的と
して、修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸
付制度の活用を支援する。

貸付希望者に対し、充分な聞き取りを行
い、貸付以外の方法の提示等も行いなが
らより良い支援策の相談に応じた。

継続して実施していく。 制度利用者 1人 4人 4人 4人 5人 15人

99
障害児福祉手
当

障害児 障害福祉課

重度障害児が経済的に安心して健やかな生活ができ
るよう支給を行えた。

国の制度に基づき、適正に審査し支給で
きた。

今後も国の制度に基づき、適正
に審査支給を行う。

重度障害児が経済的に安心して健やかな生活ができ
るよう支給を行えた。

国の制度に基づき、適正に審査し支給で
きた。

今後も国の制度に基づき、適正
に審査支給を行う。

支給延べ人数 977 930 903 892 819 770

100
重度心身障害
者（児）介護手
当支給事業

重度心身障
害者（児）の
介護者

障害福祉課

介護者が安心して介護できるよう、適正な制度運営、
啓発に努めた。

国の制度にもとづき、障害要件及び福祉
サービス等の利用状況等を確認し、適正
に支給できた。

今後も国の制度にもとづき、障
害要件及び福祉サービス等の
利用状況等を確認し適正に支
給を行う。

介護者が安心して介護できるよう、適正な制度運営、
啓発に努めた。

国の制度にもとづき、障害要件及び福祉
サービス等の利用状況等を確認し、適正
に支給できた。

今後も国の制度にもとづき、障
害要件及び福祉サービス等の
利用状況等を確認し適正に支
給を行う。

支給延べ人数 8 6 4 3 3 3

平成29年度をもって事業終了 平成29年度をもって事業終了
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

101
市民福祉金支
給事業（障害者
福祉金）

障害児（者） 障害福祉課

市単独事業
　1月1日から11月1日まで
引き続き本市に住民登録し
ている在宅の住民税非課
税世帯に支給
　1級・A　28,000円/年、2
級・B1　23,100円/年、3級
18,200円/年、4級　14,000
円/年
（所得制限あり）

1301 1370 1365 1,342 事業廃止

102

重度障害者外
出支援（タク
シーチケット）事
業

在宅の重度
心身障害児
（者）

障害福祉課

施設入所者等を除く、在宅重度障害者の外出支援を目
的として、今後も継続して実施する。

市単独事業として、障害要件や入所状況
を適正に審査し、申請案内や交付を行い
外出支援を行えた。

特になし 施設入所者等を除く、在宅重度障害者の外出支援を目
的として、今後も継続して実施する。

市単独事業として、障害要件や入所状況
を適正に審査し、申請案内や交付を行い
外出支援を行えた。

特になし 市単独事業
在宅の重度障害者に対し、
タクシーチケットを交付
1ヶ月４枚（年間48枚）

1277 1335 1353 1,328 1,328 1312

103
認可外保育施
設利用補助事
業

認可外保育
施設を利用
する保護者

保育振興課

認可保育所等の入所を待ちながら、認可外保育施設を
利用する就学前の児童の保護者に対し、認可保育所
等を利用した場合の保育料と施設利用料との差額を補
助（月額最大6万円）し、待機者への経済的援助を実施
している。

入所待ちとなっている子どもが認可外保
育施設を利用することで、待機児童の解
消に一定の効果が期待できる。

今後とも制度周知を図っていく。 認可保育所等の入所を待ちながら、認可外保育施設を
利用する就学前の児童の保護者に対し、認可保育所
等を利用した場合の保育料と施設利用料との差額を補
助（月額最大6万円）し、待機者への経済的援助を実施
している。

入所待ちとなっている子どもが認可外保
育施設を利用することで、待機児童の解
消に一定の効果が期待できる。

今後とも制度周知を図っていく。 補助対象延べ月数（年間） ２４２か月 ２８９か月 ２６１か月 １８２か月 １０９か月 １４２か月

２　仕事と家庭の両立を応援します

（１）　多様な教育・保育サービスの充実

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

104 通常保育事業
保育が必要
な就学前の
子ども

保育振興課

保育所・認定こども園に定員の弾力化により受け入れ
児童の拡大を図った。また、特に保育需要が高いウッ
ディタウン地域で小規模保育施設を平成31年４月に開
設するよう取り組みを進めた。

平成31年４月にコスモチャイルド保育園
三田園が開園予定である。

子ども・子育て支援事業計画の
中間見直しの内容に基づき、小
規模保育事業の整備や送迎保
育支援事業等により供給量の
確保を図り、待機児童解消に向
けた施策を推進する必要があ
る。

保育所・認定こども園に定員の弾力化により受け入れ
児童の拡大を図った。また、特に保育需要が高いウッ
ディタウン地域で小規模保育施設１園が開園した。また
私立幼稚園の認定こども園移行を支援した。

平成31年4月にコスモチャイルド保育園三
田園が開園、令和２年４月に親和幼稚園
が認定こども園に移行。

子ども・子育て支援事業計画の
中間見直しの内容に基づき、小
規模保育事業の整備や送迎保
育支援事業等により供給量の
確保を図り、待機児童解消に向
けた施策を推進する必要があ
る。

保育所等の待機児童数(4
月)

33人 48人 47人 25人 28人 35人

105 延長保育事業
保育が必要
な就学前の
子ども

保育振興課

保護者の就労の多様化、勤務・通勤時間等の関係で、
通常の保育時間内では送迎できない場合、一定の要
件のもと、延長保育を実施し、保護者の就労支援を
図っている。

延長保育の実施により、保護者が必要な
保育サービスを受けることができている。

今後とも保育施設全園で延長
保育を実施し、保護者の就労支
援を図る。

保護者の就労の多様化、勤務・通勤時間等の関係で、
通常の保育時間内では送迎できない場合、一定の要
件のもと、延長保育を実施し、保護者の就労支援を
図っている。

延長保育の実施により、保護者が必要な
保育サービスを受けることができている。

今後とも保育施設全園で延長
保育を実施し、保護者の就労支
援を図る。

延長保育実施園所数(年度
末）

利用者数（実園児数）

・9か所

・386人

・17か所

・861人

・21か所

・938人

・25か所

・1066人

・25か所

・1,070人

・26か所

・1,234人

106
一時預り事業
（一般型）

就学前の子
ども

保育振興課

保護者の就労の多様化、急病や育児疲れ解消などの
ため、一時的に預かりが必要となる小学校入学前の児
童を対象に一時預かり事業を実施。

認定こども園1施設、認可保育所2施設の
計3施設で実施。様々な事由で一時預か
り保育の必要な保護者の需要に応えるこ
とができた。

一時預かり事業（一般型）を実
施し、保護者のニーズに対応し
ていく。

保護者の就労の多様化、急病や育児疲れ解消などの
ため、一時的に預かりが必要となる小学校入学前の児
童を対象に一時預かり事業を実施。

認定こども園1施設、認可保育所2施設の
計3施設で実施。様々な事由で一時預か
り保育の必要な保護者の需要に応えるこ
とができた。

一時預かり事業（一般型）を実
施し、保護者のニーズに対応し
ていく。

延べ利用児童数(年間)
（実施園数）
１日あたりの定員

4,167人
(3園)
23人/日

4,480人
(4園)
29人/日

4,121人
（４園）
29/日

4,252人
（４園）
29/日

4,379人
（３園）
23/日

4,491人
（３園）
23/日

107
一時預り事業
（幼稚園型）

就園児童 保育振興課

通常の保育時間前後及び土曜日、長期休業日等に保
育を実施する（兵庫県から助成）。

一時預かり事業（幼稚園型）の実施によ
り、保護者に必要な保育サービスの提供
が図れた。

一時預かり事業（幼稚園型）を
実施し、保護者のニーズに対応
していく。

通常の保育時間前後及び土曜日、長期休業日等に保
育を実施する（兵庫県から助成）。

一時預かり事業（幼稚園型）の実施によ
り、保護者に必要な保育サービスの提供
が図れた。

一時預かり事業（幼稚園型）を
実施し、保護者のニーズに対応
していく。

108
私立幼稚園の
預かり保育

就園児童
幼児教育振
興課

通常の保育時間前後に保育をし、土曜日、長期休業日
等にも保育を行う。（兵庫県から助成）
※時間、保育料等は各園により異なる。
●実施場所
私立幼稚園

保護者のニーズに対応し、利用数が多
い。

特になし 通常の保育時間前後に保育をし、土曜日、長期休業日
等にも保育を行う。（兵庫県から助成）
※時間、保育料等は各園により異なる。
●実施場所
私立幼稚園

保護者のニーズに対応し、利用数が多
い。

R2認定こども園へ移行 実施園数（私立） ２園 ２園 １園 １園 １園

109
預かり保育事
業

市立幼稚園
幼児教育振
興課

三田・三輪幼稚園　週3回実施
その他７園　　　　週2回実施
実施時間　14：00～16：30

保護者の諸用、兄姉の学校行事、弟妹の
通院等保護者が必要としているときに利
用。少子化による放課後の子どもの遊び
場を目的としての利用も多く、子ども同士
の人間関係づくりの場となっている。

特になし 三田・三輪幼稚園　週3回実施
母子幼稚園　　週１日実施
その他７園　　　　週2回実施
実施時間　14：00～16：30

保護者の諸用等で希望のあった幼児が
利用している。
園によって利用度に差がある。
幼児教育・保育無償化により新２号子ど
もは保育料無償。

幼稚園再編計画の中で今後の
方向性を示す。

実施園数 10園 10園 10園 ９園 ９園 １０園

110
病児病後児保
育事業

概ね生後6か
月～小学校
までの子ども

保育振興課

病気やけがの治療中または回復期などに、家庭や集
団での保育が困難な児童を一時的に預かる。保育所
等入所者への事業案内、市広報・ホームページなどに
定期的に掲載した他、各保育園を巡回し制度周知を
図った。

家庭や集団での保育が困難な児童を一
時的に預かることで、保護者の支援を行
うことができた。

病児病後児保育事業について
保護者に啓発を行っていく。

病気やけがの治療中または回復期などに、家庭や集
団での保育が困難な児童を一時的に預かる。保育所
等入所者への事業案内、市広報・ホームページなどに
定期的に掲載した他、各保育園を巡回し制度周知を
図った。

家庭や集団での保育が困難な児童を一
時的に預かることで、保護者の支援を行
うことができた。

病児病後児保育事業について
保護者に啓発を行っていく。

年間延べ利用件数

１日あたりの定員

319人

4人/日

384人

4人/日

318人

4人/日

264人

4人/日

266人

4人/日

202人

4人/日

111
ファミリー・サ
ポート・センター
事業

小学校6年生
までの児童

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

協力会員養成講座、体験保育「ドレミ」、地域交流会、
会員交流会を実施した。
活動内容は、習い事の送迎や保育施設への送迎のほ
か、保育施設の休園、時間外の預かりの利用が多い。
コーディネーターによるきめ細かいマッチング作業によ
り、円滑な市民同士の自助活動が実施できた。

習い事の送迎が増加することにより車を
使用する活動へのニーズが高い傾向に
ある。一方、協力・両方会員の中には車
を使用した活動を敬遠する傾向があり、
マッチングが難しい。

講習会等を通じて安全面に配慮
した活動について啓発するとと
もに、リスク管理を徹底して円滑
な事業運営を図る。

協力会員養成講座、体験保育「ドレミ」、地域交流会、
会員交流会を実施した。
活動内容は、習い事の送迎や保育施設への送迎のほ
か、保育施設の休園、時間外の預かりの利用が多い。
コーディネーターによるきめ細かいマッチング作業によ
り、円滑な市民同士の自助活動が実施できた。

習い事の送迎が増加することにより車を
使用する活動へのニーズが高い傾向に
ある。一方、協力・両方会員の中には車
を使用した活動を敬遠する傾向があり、
マッチングが難しい。

講習会等を通じて安全面に配慮
した活動について啓発するとと
もに、リスク管理を徹底して円滑
な事業運営を図る。

年間活動件数 2,249件 2,054件 2,919件 2,207件 2,220件 2,273件

112
養育支援訪問
事業

家庭の事情
等により、育
児や家事が
困難な状況と
なっている家
庭

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

出産前後の急な体調不良などで育児や家事が困難な
家庭に対し、夢サポーター養成講座を修了したさん
だっ子幸せ・夢サポーターを派遣し、子育て家庭の負
担の軽減を図った。相談内容により夢サポーターだけ
ではなく、ファミリーサポ―トセンターや他の相談窓口と
も連携してなどを紹介し、支援が必要な家庭の負担軽
減と孤立化の防止を図った。

急な依頼の場合に対応できるサポーター
の確保とコーディネートが課題である。

事業の広報周知に努めるととも
に養成講座の内容・募集方法の
検討を行う。

出産前後の急な体調不良などで育児や家事が困難な
家庭に対し、夢サポーター養成講座を修了したさん
だっ子幸せ・夢サポーターを派遣し、子育て家庭の負
担の軽減を図った。相談内容により夢サポーターだけ
ではなく、ファミリーサポ―トセンターや他の相談窓口と
も連携してなどを紹介し、支援が必要な家庭の負担軽
減と孤立化の防止を図った。

急な依頼の場合に対応できるサポーター
の確保とコーディネートが課題である。

事業の広報周知に努めるととも
に養成講座の内容・募集方法の
検討を行う。

夢サポート訪問件数 51件 59件 50件 51件 83件 72件

113
子育て家庭
ショートステイ
事業

一時的に養
育が困難と
なった家庭の
子ども

子ども家庭
課

保護者の育児疲れ、兄弟の入院で一時的に児童の養
育が困難となった際に、必要に応じて児童養護施設・
乳児院において対象児童を養育した。

一時的に養育が困難となった家庭に対し
て、支援をすることができた。
保護者が希望する日程と施設の空き状
況が合わず、日程調整が難しい場合があ
る。

昨年度と比較すると問い合わ
せ、利用者共に減。ホームペー
ジを更新し、事業概要・費用等
を掲載した。
家庭状況は複雑化している為
状況に応じて事業の実施をはか
る。

保護者が疾病や育児疲れ等の理由により、家庭にお
ける養育が一時的に困難となった場合に、緊急一時的
に児童養護施設等において養育を行う。

支援が必要な家庭に対して、養育をする
ことができたが、保護者が希望する日程
と施設の空き状況が合わず、日程調整が
難しい場合がある。

必要な時サービスが利用できる
よう調整に努める。

利用人数（延べ） 7人 1人 3人 7人 2人 3人

平成30年度の取り組み

平成29年度より事業廃止 平成29年度より事業廃止

令和元年度の取り組み
項   目 対  象 担当課番号

事業実績等
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

放課後子ども
総合プランの推
進（放課後子ど
も教室）

小学生
健やか育成
課

13小学校区で年間1,314日開催し、29,497人が参加し
た。
実施校区代表者によるネットワーク会議を開催し、校区
間の情報交換や各校区の課題共有の機会とした。
また、学校支援ボランティアコーディネーターやコミュニ
ティスクール関係者との研修会を実施し、学校と地域
の連携をより推進するための学習と交流の機会とし
た。
そして、保護者向けの参加啓発チラシを作成・配布し
た。
さらに、市広報の60周年特集記事により、子ども教室
の活動を広く市民にPRした。

実施校区が1小学校区減少したが、未実
施校区7小校区のうち、3小学校区で31年
度実施に向けて調整できた。（31年度実
施予定　16小学校区）

市ホームページ等広報活動を
強化し、放課後子ども教室の実
施状況を周知し、子どもの参加
者、大人の協力者の増加をめざ
す。

16小学校区で年間1,481日開催し、26,520人が参加し
た。
学校支援ボランティアコーディネーターやコミュニティス
クール関係者との研修会を実施し、学校と地域の連携
をより推進するための学習と交流の機会とした。
また、保護者向けの参加啓発チラシを作成・配布した。

実施校区が3小校区増加した。
残りの未実施校区のうち１小校区も関係
者と実施に向け検討する機会をもった。

市ホームページ等広報活動を
強化し、放課後子ども教室の実
施状況を周知し、子どもの参加
者、大人の協力者の増加をめざ
す。

放課後子ども教室利用者
数

30,406人 34,118人 38,775人 35,469人 29,497人 26,520人

放課後子ども
総合プランの推
進（放課後児童
クラブ）

放課後に家
庭や地域社
会において適
切な保護を受
けることがで
きない市内小
学校等の児
童

健やか育成
課

1か所の新規児童クラブの開設と、空きのある児童クラ
ブへの送迎対応により、待機児童の発生を防止した。
また、平成31年度からの指定管理者制度の一部導入
に向け、事業者の指定、協定の締結及び業務引継ぎ
等を行った。

待機児童の解消を図ることができたほ
か、平成31年度からの指定管理者制度
導入に向け、事業者との詳細な調整・業
務引継ぎを行うことができた。

直営施設と指定管理者制度導
入施設が共存し、各々で特色あ
る運営を行うことができるよう、
サービスの向上をめざす。

1か所の新規児童クラブを開設した。また、定員を超過
した児童クラブから空きのある児童クラブへの送迎対
応により、待機児童の発生を防止した。
H31.4.1から指定管理者制度を導入(１校区（４クラブ）)
し、安定した運営体制を確保した。

新施設開設と送迎対応により、待機児童
の発生を抑えることができた。また指定管
理者制度を導入したことで、継続的・安定
的な運営、市直営クラブを含めた保育の
質の向上に努めることができた。

児童クラブの開設や送迎対応に
より待機児童の発生防止に努
める。
直営施設と指定管理者制度導
入施設が共存し、各々で特色あ
る運営を行うことができるよう、
サービスの向上をめざす。

放課後児童クラブ登録数
年間平均利用児童数

25クラブ
565人

25クラブ
678人

27クラブ
741人

30クラブ
839人

31クラブ
881人

32クラブ
906人

（２）　仕事と家庭を両立しやすい環境づくり

事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

114
就業雇用促進
事業

市内の求職
者及び労働
者

産業政策課

ハローワーク三田、さんだ若者サポートステーション等
の関係団体と連携し、就職支援セミナーと合同就職面
接会をそれぞれ2回開催した。

合同面接会を通じて数十名が企業に採
用された。
また、面接会と同時開催で専門機関等に
よる相談会を実施し、利用者から好評を
得た。

今後は、年齢層や職種等、ター
ゲットを絞った合同就職面接会
など、より効果的な実施方法に
ついて検討していく。

ハローワーク三田、さんだ若者サポートステーション等
の関係団体と連携し、就職支援セミナーと合同就職面
接会をそれぞれ2回開催した。

若者と市内企業のマッチングを目的に若者就職応援企
業見学バスツアーを開催した。

合同面接会を通じて数十名が企業に採
用された。
また、面接会と同時開催で専門機関等に
よる相談会を実施し、利用者から好評を
得た。

地元企業と若者を繋げる良い機会となっ
た

今後は、年齢層や職種等、ター
ゲットを絞った合同就職面接会
など、より効果的な実施方法に
ついて検討していく。

合同就職面接会の参加者
数

若者就職応援企業見学バ
スツアーの参加者数

252人 318人 330人 174人 173人 150人

23人

115 創業支援事業

市内で創業し
ようとする人
及び創業間
もない人

産業政策課

関係機関（市商工会、金融機関、大学等）と連携して創
業支援事業に取り組んでいる。
創業支援セミナー、実践創業塾は各年2回開催。
創業つながりカフェは年2回開催。

創業支援セミナー、創業つながりカフェ、
実践創業塾ともに、多数の受講者があ
り、創業へつながった。

創業希望者の掘り起しや創業
者への継続支援を図り、創業件
数の増加につなげる。

関係機関（市商工会、金融機関、大学等）と連携して創
業支援事業に取り組んでいる。
創業支援セミナー、実践創業塾は各年2回開催。
創業つながりカフェは年2回開催。

起業家育成を目的に海外インターンシップを開催した。

創業支援セミナー、創業つながりカフェ、
実践創業塾ともに、多数の受講者があ
り、創業へつながった。

市内在住または在学の学生４名をアメリ
カニューメキシコ大学へ派遣し、参加者に
とって創業がより現実的なものになった。

創業希望者の掘り起しや創業
者への継続支援を図り、創業件
数の増加につなげる。

創業支援セミナーの参加者
数、実践創業塾（全4回）の
延べ参加者数

創業支援セ
ミナー　24
人
実践創業塾
延べ　82人

創業支援セ
ミナー　20

人
実践創業塾

延べ　217
人

創業支援セ
ミナー　23

人
実践創業塾

延べ　129
人

創業支援セミ
ナー　11人

実践創業塾
延べ　47人
起業家育成

海外インター
ンシップ事業
参加者　4人

116
企業誘致促進
事業

市内工場適
地に立地また
は増設しよう
とする事業所

産業政策課

北摂三田第二テクノパークにおいて、平成30年度は1
社が操業を開始し、1社の進出が決定するなど、着実に
成果が現れている。

兵庫県、ひょうご産業活性化センター、開
発事業者と協力しながら、企業誘致のＰ
Ｒと進出決定企業への支援を行い、新た
な企業進出につながった。

今後も第二テクノパークの完売
に向けて企業誘致を進める。

北摂三田第二テクノパークにおいて、令和元年度は1
社が操業を開始し、着実に成果が現れている。

兵庫県、ひょうご産業活性化センター、開
発事業者と協力しながら、企業誘致のＰ
Ｒと進出決定企業への支援を行い、新た
な企業進出・操業開始につながった。

今後も第二テクノパークの完売
に向けて企業誘致を進める。

第二テクノパークへの企業
立地件数

1社操業
2社進出

2社操業
1社進出

1社操業
2社進出

4社操業
2社進出

1社操業
1社進出

1社操業

まちづくり協
働センター

女性相談働き方セミナーや、「三田イクボス共同宣言」
の実施と併せ、イクボス記念講演会を開催し、市内事
業者へ参加を呼び掛けた。

男性の育児参加促進、仕事と家庭の両
立支援のため、ダイバーシティやイクボス
の存在が重要性であることを啓発でき
た。

市内事業所へ女性活躍やワー
ク・ライフ・バランスの必要性を
理解してもらうため、関連する
リーフレット・チラシの発送やイ
クボス宣言の参画事業所の拡
大。

女性相談働き方セミナーやワークライフバランス、介護
離職防止など男女とも働きやすい職場環境づくりに繋
がる講座を市内事業者へ参加を呼び掛けた。イクボス
宣言企業間でのイクボス推進のための勉強会を開催し
た。

仕事と家庭の両立の在り方を考える機会
を提供できた。イクボス宣言企業間でイク
ボスの存在の重要性や効果的な活用に
ついて意見交換できた。

市内事業所へ女性活躍やワー
ク・ライフ・バランスの必要性を
理解してもらうため、啓発チラシ
等の発送やイクボス宣言事業
所の拡大を図る。

参加者数 56人 83人 83人 64人 164人 70人

産業政策課

関係機関と連携して、ワークライフバランス支援セミ
ナーを開催した。
また、そのセミナーについての案内を企業に送付し、参
加呼びかけを行った。

仕事と生活の充実を実現するためのワー
クライフバランスを学び、仕事と生活の質
の相乗効果について啓発することができ
た。

関係機関と連携を図りながら、
企業におけるワークライフバラ
ンスの重要性、メリットを学ぶた
めの研修を行うとともに、出来る
だけ多くの企業へ参加呼び掛け
を行っていく。

関係機関と連携して、ワークライフバランス支援セミ
ナー等を開催した。
また、そのセミナーについての案内を企業に送付し、参
加呼びかけを行った。

仕事と生活の充実を実現するためのワー
クライフバランスを学び、仕事と生活の質
の相乗効果について啓発することができ
た。

関係機関と連携を図りながら、
企業におけるワークライフバラ
ンスの重要性、メリットを学ぶた
めの研修を行うとともに、出来る
だけ多くの企業へ参加呼び掛け
を行っていく。

ワークライフバランスセミ
ナー等の企業の参加者数

10 10 34 26 55 59

すくすく子育
て課

パンフレットを窓口に設置し、情報提供を行った。 一定の情報提供を行うことができた。 パンフレット等について、窓口で
の設置し、情報提供を行う

パンフレットを窓口に設置し、情報提供を行った。 一定の情報提供を行うことができた。 パンフレット等について、窓口で
の設置し、情報提供を行う

118
市の特定事業
主行動計画の
推進

市職員及び
その家族

人事課

●人事課主催の階層別研修において、男女共同参
画、ワーク・ライフ・バランスの講義を実施。また、１１月
１日にイクボス宣言を行い、市役所における具体的な
取組みを公表した。まちづくり協働センター主催研修に
おいては、男女共同参画推進職員研修を実施した。
●長時間勤務解消に向けた取組として、ノー残業デー
における始業前、業務終了後の１８時完全退庁の館内
放送や終礼等による時間外勤務命令の徹底管理を推
奨。午後８時以降の一斉消灯を実施。
●臨床心理士による「こころの健康相談」や長時間勤
務が続く職員への産業医の面接指導等の相談業務に
ついて引き続き職員に周知。

研修やイクボス宣言を通じて、ワークライ
フバランスの重要性と働きやすい職場づ
くりの意識向上を図り、全体として時間外
勤務の縮減や休暇取得日数の増加する
ことができたが、一部の部署では、目標を
達成できていないところもあり、今後も当
該計画の推進に向け、働き方改革の取り
組みに対する職員の意識をさらに向上さ
せ、実践につなげていく必要がある。

働き方改革にかかる職員アン
ケートの結果に基づき取組項
目・指針の項目を設定し、推進
していく。

●平成３０年度に実施した働き方改革にかかる職員ア
ンケート結果を受け、階層別研修において、市の働き
方改革の取組みと受講者自身の働き方に関するワー
クショップの時間を設けた。また、まちづくり協働セン
ター主催の研修では、H30.11.1のイクボス宣言を行った
市内事業所の担当者が集まり、それぞれの取組みに
ついてワークショップを行った。
●長時間勤務解消に向けた取組として、毎週月曜日の
朝の庁内リレー放送での働き方改革についての組織
的な取組みを紹介するとともに、昨年度に引き続きノー
残業デーにおける始業前、業務終了後の１８時完全退
庁の館内放送や終礼等による時間外勤務命令の徹底
管理を推奨。午後８時以降の一斉消灯を実施。
●臨床心理士による「こころの健康相談」や長時間勤
務が続く職員への産業医の面接指導等の相談業務に
ついて引き続き職員に周知。

研修やイクボス宣言を通じて、ワークライ
フバランスの重要性と働きやすい職場づ
くりの意識向上を図ることができ、前年度
を上回る削減ができた（△4,106h）。今後
も当該計画の推進に向け、働き方改革の
取り組みに対する職員の意識をさらに向
上させ、実践につなげていく必要がある。

働き方改革本部会議で目標を
設定するとともに、働き方改革
に重点を置いた研修を行う等取
組みを推進していく。

特定事業主行動計画の推
進

第2期計画
の最終年度

第3期計画
の策定
▽策定・実
施委員会設
置
▽委員会・
作業部会に
よる計画策
定
▽法令等に
基づく情報
公表
▽女性管理
職の割合が
13.1％

第3期計画
の公表及び
職員への周
知

▽女性管理
職の割合が
16.4％

▽昨年度比
3,183hの時
間外削減
▽年休休暇
（夏季休暇
含む）、時
差出勤取得
の増加
▽女性消防
職員を１名
採用（Ｈ３１
新規採用）

▽昨年度比
4,106hの時

間外削減
▽在宅勤務
制度試行（8

件）
▽振替勤務
制度本格実

施

まちづくり協
働センター

・固定的な性別役割分担に縛られない生き方を考える
講座や男性と子どもがが楽しめる講座などを実施し
た。

固定的な性別役割分担や、男女共同参
画を考えたり、男性の育児参加を考える
機会となった。男性の家事・育児参加を
促進するためには、男性の働き方自体を
見直す必要がある。

親子で協力して子育てすること
で、女性だけでなく男性が育児
をより楽しく感じられるような講
座開催やPRをしていく。

・固定的な性別役割分担に縛られない生き方を考える
講座や男性と子どもがが楽しめる講座などを実施し
た。

多様性や男女共同参画を考えたり、男性
の家事・育児参加を考える機会となった。
男女共同参画を進めていくには、男性の
働き方自体の意識改革が必要でり、継続
的に啓発していくことが必要である。

親子が協力して、楽しく子育て
等ができるような講座やPRを通
じて、引き続き男女共同参画や
男性の家事・育児参加の意識
啓発を図っていく。

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

男性が家事に参加し、親子の絆をさらに深めるきっか
けづくりとなるよう、父子で参加する料理教室やイクメン
についての講座を開催した。

男性の家事・育児参加のきっかけづくりを
行うことができた。

引き続き、夏休み期間等に親子
で参加できる料理教室等を開催
する。

男性が家事に参加し、親子の絆をさらに深めるきっか
けづくりとなるよう、父子で参加する料理教室を開催し
た。

男性の家事・育児参加のきっかけづくりを
行うことができた。

今後も土曜日にお父さんと子ど
もで参加できる料理教室「おとう
さんとつくろう！」等を開催する。

平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み
項   目 担当課番号

26
再掲

仕事と家庭の
両立支援のた
めの啓発講座
の開催、情報
提供

各種講座の開
催

119

市内事業所

対  象

全市民

117

13



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

（１）　ひとり親家庭への支援の充実

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

120
ひとり親家庭等
自立支援事業

ひとり親家庭
及び寡婦

子ども家庭
課

児童扶養手当と就労支援を主として支援した。また、児
童扶養手当の現況時に無職の届出があった者につい
て、受付窓口で生活状況及び就業状況の聞き取り等を
行った。
ひとり親相談システムを活用し、ケース管理や統計処
理等について効率化を図った。

ひとり親相談に対する処遇会議を行い、
個々の問題解決に対応することができ
た。また、経済的な問題がある中、母子
の精神的なケア等も含め支援していくこと
について、他の福祉制度等との連携が必
要である。

個々の状況に応じた対応が必
要であるため、ひとり親自立支
援員の能力向上も図りながら、
他制度の内容についても資料
等を収集し、情報提供できるよう
努める。

ひとり親自立支援員を配置し、児童扶養手当の申請時
や現況届時に、生活状況及び就業状況の聞き取り等
を行ないながら、支援が必要なケースに対し、各種支
援制度の活用も提示しながら寄り添い型の支援を行
う。

困難ケースについては、処遇会議も行
い、個々の問題解決に取り組んだ。
養育に係る課題を抱えているケースも多
く、家庭児童相談室との連携による継続
的支援や見守りが必要である。

継続した見守り支援を行ってい
く。

ひとり親相談件数 333件 470件 799件 355件 260件 278件

121
母子生活支援
施設事業

母子家庭
子ども家庭
課

昨年度から継続した2世帯と、新規1世帯の支援を行っ
た。平成30年度中に全世帯が退所し、自立した。

自立に向けて各関係機関と連携すること
ができた。施設の支援員と密な連携が必
要であることを再認識した。

入所措置が必要な場合は、施
設調整・連携を行い、対象者に
ついては自立に向けた支援計
画を立て、継続的な支援をして
いく。

児童福祉法第23条の規定に基づき、経済的理由やDV
による一時保護など、母子世帯の生活の安定と児童の
健全な育成を図るため、母子生活支援施設において保
護を行う。

DVによる一時保護により、１世帯の入所
措置を行った。
関係機関と連携し、自立に向けた支援が
必要である。

継続した自立支援を行っていく。

入所措置数 1世帯2人

4～1月1世
帯2人
2～3月2世
帯5人

4月2世帯5
人
5～9月1世
帯3人
10～3月2世
帯5人

4～3月
2世帯5人

4月～6月
2世帯5人
7月3世帯8
人
8月～10月
2世帯5人
11月～2月
1世帯2人

1世帯2人

122
ひとり親家庭自
立支援教育訓
練給付金

ひとり親家庭
の母または
父

子ども家庭
課

介護職員初任者研修講座の受講者2名の支給を行っ
た。

児童扶養手当現況届の案内に制度概要
を同封したため、電話・窓口でも数件の問
い合わせがあった。また、児童扶養手当
受給者のうち未就職者に対し、合同就職
者面接会の案内とともに当制度を含む自
立支援制度の案内を行い、制度利用促
すことができた。

引き続き、児童扶養手当申請時
や現況届時等に「ひとり親家庭
支援ハンドブック」や自立支援
制度の案内を配布し、更なる啓
発を行っていく。

ひとり親家庭の親の自立を促進するため、就職やキャ
リアアップのために、あらかじめ指定されている教育訓
練講座を受講した場合、受講に要した経費の60％（上
限20万円）の支給を行う。

介護福祉士実務者研修等5件の支給を
行った。
制度利用の促進を図っていく必要があ
る。

児童扶養手当申請時や現況届
時に、生活状況等の相談のな
かで、制度の活用等啓発を行っ
ていく。

対象者数 2名 0名 １名 ３名 ２名 5名

123
母子等自立支
援プログラム策
定事業

児童扶養手
当受給資格
者

子ども家庭
課

引き続き国による相談窓口強化事業を活用し、就業支
援専門員を配置して、ハローワークと連携を図り支援を
行った。また、児童扶養手当現況届期間中にハロー
ワーク主催の就労支援臨時窓口を開設し、ひとり親の
就労支援を行った。

ハローワークの担当者との連携により、
就労支援に関する様々な事業について
の情報提供もあり、ひとり親家庭に啓発
することもできた。また、児童扶養手当受
給者のうち未就職者に対し、合同就職者
面接会の案内とともに当制度を含む自立
支援制度の案内を行い、制度利用促すこ
とができた。

就職を希望する場合、当課を通
さず直接ハローワークに出向く
ケースが多いため、引き続き、
児童扶養手当申請時や現況届
時等に「ひとり親家庭支援ハンド
ブック」や自立支援制度の案内
を配布し、更なる啓発を行って
いく。

児童扶養手当受給資格者の生活状況や就労に対する
ニーズ等に応じて、公共職業安定所等関係機関と連携
しながら、受給者の経済的自立及び就業支援の推進を
図っていく。

ひとり親支援員を配置して、ハローワーク
と連携を図り支援を行った。また、児童扶
養手当現況届期間中にハローワーク主
催の就労支援臨時窓口を開設し、ひとり
親の就労支援を行った。
プログラム策定を行う継続的な支援の利
用はなかった。

児童扶養手当申請時や現況届
時に、生活状況等の相談のな
かで、制度の活用等啓発を行っ
ていく。

対象者数 1名 0名 0名 0名 0名 0名

124
ひとり親家庭等
日常生活支援
事業

ひとり親家庭
及び寡婦

子ども家庭
課

125

ひとり親等ファ
ミリ－・サポー
ト・センター援
助活動利用料
助成事業

ひとり親の
ファミリー・サ
ポート・セン
ター援助活動
利用者

子ども家庭
課

平成30年度は3件の新規利用登録申請があり、延163
日間の利用があった。

利用者の大半が、保育園の送迎後や放
課後児童クラブ後の食事提供の支援など
であり、日中勤務している保護者の育児
負担の軽減の役割を担っている。

引き続き、児童扶養手当申請時
や現況届時等に「ひとり親家庭
支援ハンドブック」を配布し、更
なる啓発を行っていく。

ひとり親及び養育者の就労の支援及び育児の負担の
軽減を図るため、ひとり親及び養育者に対し、援助活
動（ファミリーサポートセンター）の利用料の一部を助成
を行う。

保育園等の送迎等の支援などの利用が
多く、日中勤務している保護者の育児負
担の軽減を担った。

児童扶養手当申請時や現況届
時に、生活状況等の相談のな
かで、制度の活用等啓発を行っ
ていく。

ひとり親家庭のファミリーサ
ポートセンター利用者数
（利用日数）

10人（245
日）

12人（248
日）

11人（199
日）

7人（67日） 8人（163日） 10人（263
日）

126
母子福祉団体
（三田市婦人共
励会）活動事業

ひとり親家庭
及び寡婦

子ども家庭
課

（２）　障害のある子どもへの支援の充実

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

127
乳幼児健診事
後指導教室

1歳6か月か
ら就学までの
子どもとその
保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

なかよし教室は4月当初欠員状態になりやすいため実
施回数の見直しを行い、年間15回の実施にした。親と
子の遊びを通じて、親自身が子どもへの接し方を学ぶ
ことで、子どもの健全な発育発達を支援している。教室
を通して専門職(心理士・保育士・保健師)の視点から参
加者の発達や母子関係等を把握し、必要時、療育施設
などの関連機関の情報提供を行い、連携を図る。関連
機関につながらない場合は、地区担当保健師がフォ
ローを行い、継続支援を行う。

引き続き、関係機関と連携しながら必要
な方には療育を紹介できた。待機者や教
室を継続できない方への対応は個別支
援で対応できた。1歳6か月児健診後のふ
れあい教室は、ことばの遅れや多動、偏
食など母の悩みも多く参加希望者が多
い。ふれあい教室へのタイムリーな利用
に向けて、両教室の参加者を担当間で話
し合いながら決めていく必要がある。

両教室の人数バランスと、個々
の参加希望者の背景をみなが
ら、効果的な親子での集団体験
を提供できるよう、必要に応じて
教室の企画の変更も検討する。

なかよし教室は4月当初欠員状態になりやすいため実
施回数の見直しを行い、年間15回の実施にした。親と
子の遊びを通じて、親自身が子どもへの接し方を学ぶ
ことで、子どもの健全な発育発達を支援している。教室
を通して専門職(心理士・保育士・保健師)の視点から参
加者の発達や母子関係等を把握し、必要時、療育施設
などの関連機関の情報提供を行い、連携を図る。関連
機関につながらない場合は、地区担当保健師がフォ
ローを行い、継続支援を行う。

引き続き、関係機関と連携しながら必要
な方には療育を紹介できた。待機者や教
室を継続できない方への対応は個別支
援で対応できた。1歳6か月児健診後のふ
れあい教室は、ことばの遅れや多動、偏
食など母の悩みも多く参加希望者が多
い。相談会後のフォロー場所として意義を
発揮できた。希望者が多く、ふれあい教
室へのタイムリーで適切な利用に向け
て、両教室の参加者を担当間で話し合い
ながら決めていく必要がある。最終クール

新型コロナウイルス感染予防に
配慮した実施方法の検討が必
要であり、保育士や心理士と内
容を検討していく必要がある。ま
た希望者が増加傾向であり、ふ
れあい教室の実施方法や対象
者の選定など研究していく必要
がある。

ふれあい教室（1歳6か月健
診後～）
参加者数

なかよし教室（3歳児健診後
～）
参加者数

23回
実45人
延261人

24回
実35人
延226人

20回
実36人
延193人

20回
実21人
延124人

20回
実35人
延188人

20回
実29人
延131人

20回
実36人
延203人

20回
実28人
延142人

20回
実29人
延175人

15 回
実21人
延123人

19回
実35人
延207人

14回
実 26人
延 118 人

128
ことばと育児の
相談会

ことばが遅い
等、発達に課
題をもつ子ど
もとその保護
者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

保健師による成育歴聴取、必要に応じて心理士による
発達検査、行動観察、医師による診断、保護者への助
言を行っている。

対象者の状況に合わせて、健診後事後
指導教室の案内・療育機関の紹介・就学
相談会・発達外来の紹介を行うことがで
きている。また、幼稚園在籍児・保育所在
籍児に対しては、保護者を通し、先生の
同席を勧め、連携強化に努めた。

幼稚園・保育園との連携の強
化。保護者支援や継続的な見
守りが必要なケースについて、
各関係機関と連携して支援す
る。

保健師による成育歴聴取、必要に応じて心理士による
発達検査、行動観察、医師による診断、保護者への助
言を行っている。

対象者の状況に合わせて、健診後事後
指導教室の案内・療育機関の紹介・就学
相談会・発達外来の紹介を行うことがで
きている。また、幼稚園在籍児・保育所在
籍児に対しては、保護者を通し、先生の
同席を勧め、連携強化に努めた。

幼稚園・保育園との連携の強
化。保護者支援や継続的な見
守りが必要なケースについて、
各関係機関と連携して支援す
る。

ことばと育児の相談利用者
数

24回
実55人
延57人

24回
実51人
延58人

24回
実58人
延65人

24回
実56人
延62人

24回
実60人
延65人

22回
実54人
延54人

児童発達支援
事業「すくすく教
室」

０歳～就学前
の障害児

障害福祉課

指定管理制度を効率的に運用するともに、サービスの
向上を図る。

指定管理事業として、就学前の障害のあ
る子どもの発達の基礎作りのために、親
子通園により小集団での療育と保護者へ
の助言等を行い、障害児の発達を支援す
ることができた。

特になし 指定管理制度を効率的に運用するともに、サービスの
向上を図る。

指定管理事業として、就学前の障害のあ
る子どもの発達の基礎作りのために、親
子通園により小集団での療育と保護者へ
の助言等を行い、障害児の発達を支援す
ることができた。

発達経過観察教室として、今後
も検診後の受け皿となり、療育
の場としての役割を果たす。

延べ利用人数 1888 1932 2110 1,888 1,120 1,179

児童発達支援
事業「かるがも
園」

０歳～就学前
障害児

障害福祉課

指定管理制度を効率的に運用するともに、サービスの
向上を図る。

指定管理事業として、就学前の障害のあ
る子どもの発達の基礎作りのために、単
独通園による専門的な療育訓練と小集団
による保育を行い、障害児の発達を支援
することができた。

特になし 指定管理制度を効率的に運用するともに、サービスの
向上を図る。

指定管理事業として、就学前の障害のあ
る子どもの発達の基礎作りのために、単
独通園による専門的な療育訓練と小集団
による保育を行い、障害児の発達を支援
することができた。

今後も専門的かつ総合的な療
育の場として、障害のある子ど
もの発達を支援する。

延べ利用人数 5686 5758 5237 5,581 5,726 5,871

児童発達支援
事業「児童発達
支援」

就学前の障
害児

障害福祉課

日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必
要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための
訓練を提供した。

障害者自立支援制度に基づき、障害児
の発達を支援することができた。

特になし 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必
要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための
訓練を提供した。

障害者自立支援制度に基づき、障害児
の発達を支援することができた。

個々の事業所の特性を生かし
た様々な療育の場を提供する。

延べ利用人数 9334 11808 11009 11,206 11,059 13,224

130
地域療育等支
援事業

知的障害児
（者）とその保
護者

障害福祉課

地域の障害児（者）への訓
練指導・生活支援を総合的
にコーディネートする。

平成30年度の取り組み

平成27年度より事業廃止

事業廃止

平成30年度の取り組み

平成27年度より事業廃止

事業実績等令和元年度の取り組み

令和元年度の取り組み 事業実績等
対  象番号 項   目 担当課

129

対  象項   目 担当課

３　様々な状況にある子どもや家庭をサポートします

番号

14



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

131
障害児保育事
業

障害児の受
入を円滑に
推進し実施す
る保育所

保育振興課

特別支援が必要な児童の受入を円滑に進めるため、
保育所における人員配置に対する補助を実施してい
る。

特別支援の必要な障害児の受入が円滑
に行われてており、人員体制の充実が図
れている。

引き続き特別支援が必要な児
童の受入を円滑に進めるため
の障害児保育事業を推進して
いく。

特別支援が必要な児童の受入を円滑に進めるため、
保育所における人員配置に対する補助を実施してい
る。

特別支援の必要な障害児の受入が円滑
に行われてており、人員体制の充実が図
れている。

引き続き特別支援が必要な児
童の受入を円滑に進めるため
の障害児保育事業を推進して
いく。

障害児保育実施園数 5 6 9 9 9 9

132
私立幼稚園特
別支援教育振
興助成事業

心身に障害
のある園児、
発達に課題
のある園児
が在籍する
市内の私立
幼稚園

幼児教育振
興課

園生活において特別な支援を要する幼児への職員配
置や職員研修、環境整備等に係る補助を行う。

幼児の実態、園の取り組み等を観察し、
必要に応じた補助を行った。

R２認定こども園へ移行 就学相談会
教育支援委員会
就学説明会

4回
4回
1回

4回
4回
1回

4回
4回
1回

4回
4回
1回

133
特別支援教育
にかかる教育
支援事業

心身に障害
のある幼児・
児童・生徒、
発達に課題
のある幼児・
児童・生徒、
その保護者・
家族、学校・
幼稚園・保育
所職員

学校教育課
→教育支援
課

　早期から就学後にわたって、障害のある子どもの教
育的ニーズと必要な支援について把握し、医療、福祉
等の関係機関と連携し、特別支援教育の推進に関わ
る教育支援委員会を開催する。
教育支援委員、教育相談支援チーム相談員の専門性
を活かした就学相談、就学指導、相談支援等を行う。
 就学説明会、学校見学会を早期に実施。

適正な就学に向けて、ひまわり特別支援
学校及び市内県立特別支援学校のセン
ター的機能を活用し、相談体制の充実に
努め、幼児、児童、生徒の実態把握をす
るとともに、アセスメントに基づいた支援、
就学指導を実施することができた。早期
の情報提供により保護者も見通しを持っ
て考えることができた。特別支援教育へ
の保護者、本人のニーズの高まりととも
に、多様な相談が増加し、委員や相談員
との日程の調整が難しくなっている。

関係するケースについて、子ど
も・未来部及び福祉共生部の関
係課からの相談員に、就学相談
への参加を依頼し、幅広い専門
性を活かした相談を行う。

早期から就学後にわたって、障害のある子どもの教育
的ニーズと必要な支援について把握し、医療、福祉等
の関係機関と連携し、特別支援教育の推進に関わる
教育支援委員会を開催した。
教育支援委員、教育相談支援チーム相談員の専門性
を活かした就学相談、就学指導、相談支援等を行っ
た。

適正な就学に向けて、ひまわり特別支援
学校及び市内県立特別支援学校のセン
ター的機能を活用し、相談体制の充実に
努め、幼児、児童、生徒の実態把握をす
るとともに、アセスメントに基づいた支援、
就学指導を実施することができた。
早期の情報提供により保護者も見通しを
持って考えることができた。
特別支援教育への保護者、本人のニー
ズの高まりとともに、多様な相談が増加
し、委員や相談員との日程の調整が難し
くなっている。

関係するケースについて、子ど
も・未来部及び福祉共生部の関
係課からの相談員に、就学相談
への参加を依頼し、幅広い専門
性を活かした相談を行う。
保護者だけでなく、本人に対し
て十分な情報提供を行えるよ
う、体験入級等の取組が必要で
ある。

就学相談会
教育支援委員会
就学説明会

4回
4回
1回

4回
4回
1回

4回
4回
1回

4回
4回
1回

6回
3回
1回

134

就学状況に応
じた介助員（自
立支援員）等の
配置

市立学校に
在籍する特
別な支援が
必要な児童・
生徒

教育総務課

学校への自立支援員（介助員)、指導員について、対象
児童生徒、各学校の実情を把握し、適正な配置を行う
ことにより、個に応じた指導の充実を図った。

特別な支援が必要な児童生徒に対し、自
立支援員（介助員）、指導員の配置を行う
ことにより、教育の充実並びに安全等の
確保を図ることができた。

特になし 学校への自立支援員（介助員)、指導員について、対象
児童生徒、各学校の実情を把握し、適正な配置を行う
ことにより、個に応じた指導の充実を図った。

特別な支援が必要な児童生徒に対し、自
立支援員（介助員）、指導員の配置を行う
ことにより、教育の充実並びに安全等の
確保を図ることができた。

特になし 居住地校の充実
①居住地校への指導員配
置
②居住地校への7.5時間介
助員の配置
センター校の移行期間対応
③市費加配教員の配置
④移行期間の指導員配置

①8人
②9人

③4人
④16人

①12人
②19人

③3人
④10人

①22人
②16人

③2人
④7人

①35人
②34人

③2人
④5人

①31人
②36人

③1人
④5人

①27人
②29人

③1人
④3人
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障害児療育
キャンプ事業補
助

市立小中学
校・特別支援
学校の障害
のある児童・
生徒

学校教育課
→教育支援
課

実施回数
小低・高・・中　各1回

低・高・中学
各１回

低・高・中学
各1回

低・高・中学
各1回

低・高・中学
各1回

平成29年度
をもって事
業終了

学校教育課
→教育支援
課

福祉との連携の必要性の高まりより、相談支援事業所
の相談支援専門員の参加を図った。
個別の教育支援計画の新様式作成。

教育と福祉、お互いについての情報が非
常に少ないことが明確になった。ヨコの連
携を進めていくための施策を打っていく必
要がある。

サポートファイルのヨコ連携へ
の拡大運用の開始。
通所支援事業所を含めた会の
開催。
新規作成の個別の教育支援計
画を運用で活用。

サポートファイルをもとに、個別の指導計画や個別の
教育支援計画を作成・活用し、医療や保健、福祉等の
関係者と連携して、個に応じた指導の充実を図った。
サポートファイルの新様式を作成し、縦横連携に活用
を開始した。個別の教育支援計画の新様式の活用及
び合理的配慮についての記載も開始した。

特別支援教育コーディネーター等ネット
ワーク会議において、初めて通所支援事
業所・高等学校全日制が参加し、全体で
サポートファイルについて共有し、顔の見
える関係が構築できた。
新様式の個別の教育支援計画により、各
校で保護者と支援の方向性を共有して進
めていくことが増えた。

個別の教育支援計画において、
子どもの困り感にもとづいた配
慮が明記できるように支援する
とともに、作成時にサポートファ
イルにより関係機関の情報を共
有することの徹底が必要。
放課後デイサービスと学校との
連携のための一連の流れを構
築する必要がある。

サポートファイル保有者数 394名 472名 540名

学校教育課
→教育支援
課

研修講座を一覧で提示し、希望するものを選択しやす
い状況を作る。
各関係機関と連携し、研修内容を調整。

多様な研修を設定することができ、各
ニーズにあったものとなった。
福祉機関においても研修する機会は重
要であるとともに、福祉機関で行っている
研修を教育から受けることもあってもよい
が、うまく連携ができていない。

業務負担にならないようにしな
がらも、福祉関係者と合同の研
修会を実施できる方向で考え
る。

教員や特別支援教育支援員等の専門性の向上を図る
ため、特別支援教育研修講座の受講対象を広げ、職
種に応じた、より実践的な内容の研修を実施した。

初任者を対象とした基礎研修、中核を担
う教員の育成をめざしたコーディネーター
研修・コンサルテーション研修及び教育相
談研修等、経験に応じた講座を開催した
ことにより、それぞれが必要とする能力の
向上が図られ、校内体制の充実にもつな
がった。
選択課題別研修では、多様なニーズに対
応した講座を開催したことにより、教員だ
けでなく特別支援教育支援員等の参加も
あり、専門性の向上を図ることができた。
全小学校において、特別支援教育の視
点からの授業改善の校内研修会が実施
できた。

各学校園のニーズを把握し、よ
り実践的で体系的な研修講座を
計画・実施する。
教員等一人ひとりの資質向上を
図るだけでなく、校内支援体制
の整備や各学校園の特別支援
教育の推進につながるように、
研修の効果を検証するとともに
講座の種類や内容を再考し、さ
らなる充実に努める。
中学校においても、特別支援教
育の視点からの授業改善校内
研修会を実施する

受講者
特別教育に関する研修の
実施

125人 109人 92人 124人 381人（延べ
人数）

344人（延べ
人数）

学校教育課
→教育支援
課

兵庫教育大学と連携して、相談員の対学校・特別支援
教育コーディネーターへのコンサルテーションの在り方
について年間の活動を踏まえて研修を行う。
各校から複数の相談員配置を可能とする。

相談員の資質の向上が図られた。また、
複数配置の中で次の世代の相談員の育
成が可能となった。
相談希望の増加に対応するための相談
員の確保が課題。

　 発達障害等により通常の学級において特別な支援を
要する子どもに対し、校内支援体制を整備するととも
に、特別支援教育指導補助員による教育的支援や通
級指導教室における自立に向けた指導の充実を図っ
た。

定期的な連絡会や研修会を実施すること
により、学校生活支援教員及び特別支援
教育指導補助員の資質向上が図られ、
校内支援の連携体制の整備及び個に応
じた指導・支援の実施が推進できた。
学校生活支援教員の県からの配置が2名
増となり、通級指導の拠点校が小学校に
2校増え、特に小学校において通級指導
対象の人数増を図ることができた。

より個に応じた適切な指導・支
援の実施のために、各校の校
内支援体制整備の推進をサ
ポートするための相談等事業の
充実に努める。
通級指導を必要とする児童生徒
が多く、配置人数が足りない状
態である。今後も、県教育委員
会に対して、増員配置を様々な
機会に要望していく。

学校生活支援教員連絡会 3回 3回 6回

学校教育課
→教育支援
課

巡回相談、自立活動相談、教育相談、就学相談それぞ
れの相談の機能を周知する。
相談対象の枠を限定する。

より適切な内容の相談が行われるととも
に、想定内の相談回数で収まる。
相談を申し込んでから実施までの時間が
短縮できる方法を考えていく必要がある。

随時の相談に対応できるよう、
専門性の高い相談員を配置し、
専用受付電話を機能させる。

就学に関する早期からの相談等、より多様な相談に対
応すべく、ひまわり特別支援学校等の教員の専門性を
活用しながら、「特別支援教育相談室」や「三田市教育
相談支援チームによる巡回相談」等の相談の充実を図
る。
新規事業として、電話相談を実施した。

電話相談において、保護者からの不安な
思い等に対して直接的に聞くことができた
が、解決にまで至らないこともあった。
就学説明会や教育相談、就学先校にお
ける見学会・個別相談等を丁寧に実施す
ることにより、保護者不安の軽減が図ら
れた。

共生社会推進プログラムに基づ
き、特別支援教育サポートセン
ターを開設し、コーディネーター
を配置する。
簡易的な検査のできる面接相
談や電話相談が随時実施でき、
課題により学校への訪問支援も
可能となるようにする。

教育相談件数 117件 148件 149件 139件 113件 107件
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特別な支援を
要する児童生
徒に配慮した施
設設備の整備・
充実

市立学校に
在籍する特
別な支援が
必要な児童・
生徒

教育総務課

ゆりのき台小学校の増築に合わせて、エレベーターを
設置した。

支援の必要な児童に対応する設備の整
備を図った。

今後も、大規模改修等に合わせ
てエレベーターの設置を図って
いく、。

小学校１校へのエレベータの設置工事に着手しta.、支
援の必要な児童に対する環境整備を進めた。

、支援の必要な児童に対する環境整備を
進めた。

今後も、大規模改修等に合わせ
てエレベーターの設置を図って
いく。

空調設備設置

シャワー施設
エレベーター設備設置

中学校1校
小学校4校
中学校1校
中学校1校

小学校2校

小学校1校
中学校1校

小学校1校 小学校１校

138
障害児一時預
かり事業

０歳～就学前
の障害児

障害福祉課

他の預かり事業との整合性を図りながら、保護者の
ニーズに合わせ、預かり事業を実施した。

市単独事業として、未就学児を預かって
一時保育を行い、保護者の緊急の場合
の支援や介護の負担軽減等を図ることが
できた。

特になし 他の預かり事業との整合性を図りながら、保護者の
ニーズに合わせ、預かり事業を実施した。

市単独事業として、未就学児を預かって
一時保育を行い、保護者の緊急の場合
の支援や介護の負担軽減等を図ることが
できた。

引き続き預かり事業を実施す
る。

延べ利用人数 174 239 232 122 33 15

補助実績なし

平成29年度をもって事業廃止。 各中学校区ごとの交流会を実施している。

特別支援教育
推進事業

平成29年度をもって事業廃止。 各中学校区ごとの交流会を実施している。

保育所
幼稚園
認定こども園
市立小中学
校・特別支援
学校
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

210
保育所等訪問
支援事業

障害児 障害福祉課
必要な対象児に対して決定を行い、保育所等を訪問
し、集団生活への適応のための専門的な支援を行え
た。

保育所等を訪問し、集団生活への適応の
ための専門的な支援を行うことができた

特になし
必要な対象児に対して決定を行い、保育所等を訪問
し、集団生活への適応のための専門的な支援を行え
た。

保育所等を訪問し、集団生活への適応の
ための専門的な支援を行うことができた

対象児童が通学しやすいよう、
引き続き支援を行う。

延べ利用人数 0 5 7 22 35 23

139 居宅介護事業 障害児（者） 障害福祉課

国の制度（法）に基づき、身体介護、家事援助、通院介
助の決定を行い障害児（者）の生活を支援することがで
きた。

国の制度（法）に基づき、区分及び個々
のサービス量について、区分認定審査会
での意見及び本人の利用意向を尊重し
ながら慎重に決定することができた。

特になし 国の制度（法）に基づき、身体介護、家事援助、通院介
助の決定を行い障害児（者）の生活を支援することがで
きた。

国の制度（法）に基づき、区分及び個々
のサービス量について、区分認定審査会
での意見及び本人の利用意向を尊重し
ながら慎重に決定することができた。

引き続き支援を行う。 ホームヘルパー（有資格
者）を対象家庭等に派遣
し、身体介護、家事援助、
通院介助等のサービスを
行う。
延べ利用人数

979 959 998 991 941 1,010

140 短期入所事業 障害児（者） 障害福祉課

国の制度（法）に基づき、短期間の入所を必要とする障
害児（者）等に入浴・排泄・食事の介護その他の必要な
支援の決定を行い、障害児（者）の生活を支援すること
ができた。

国の制度（法）に基づき、区分及び個々
のサービス量について、区分認定審査会
での意見及び本人の利用意向を尊重し
ながら慎重に決定する。

特になし 国の制度（法）に基づき、短期間の入所を必要とする障
害児（者）等に入浴・排泄・食事の介護その他の必要な
支援の決定を行い、障害児（者）の生活を支援すること
ができた。

国の制度（法）に基づき、区分及び個々
のサービス量について、区分認定審査会
での意見及び本人の利用意向を尊重し
ながら慎重に決定する。

引き続き支援を行う。 保護者の疾病等の理由に
より、児童福祉施設等に短
期間入所し、必要な支援を
行う。
延べ利用人数

697 735 808 772 791 808

141
ボランティアの
派遣による支援

子育て支援
に関するボラ
ンティアニー
ズをもつ市民
セルフヘルプ
グループ等

社会福祉協
議会

当事者生徒に対して、授業中の情報保障を確保するた
め、要約筆記の活動者による支援を行った。

既存のボランティアグループによる、当事
者支援の活動を調整した。調整において
は、当事者や当事者家族の思いに寄り添
いながら、当事者への情報保障とともに、
周りの子どもたちが、聞こえにくい状態へ
の理解や配慮について、よい影響を与え
ることができた。

ＵＤトーク（主に聴覚障害者との
コミュニケーションを、パソコンや
携帯電話を使って行うためのソ
フトウェア）の導入が決定してお
り、今後はボランティアによる支
援から、施策としての支援へと
転換される

当事者生徒に対して、授業中の情報保障を確保するた
め、要約筆記の活動者による支援を行った。
年度途中よりＵＤトーク（主に聴覚障害者とのコミュニ
ケーションを、パソコンや携帯電話を使って行うための
ソフトウェア）の導入され、ボランティアによる派遣は終
了した。

施策としての支援となり、情報保障が充
実されたと言える。

制度の狭間で公的支援を受け
られないニーズに対して、ボラン
ティア活動や地域による生活支
援活動を展開させていくととも
に、公的なサービスへの働きか
けをしていく

調整回数 0回 67回 120回 171回 187回 14回

142 移動支援事業 障害児（者） 障害福祉課

国の制度（法）に基づき、移動支援を必要とする障害児
(者)等に決定を行い、外出支援を行えた。

国の制度（法）に基づき、地域生活支援
事業として、利用目的や必要性、サービ
ス量等について、本人の利用意向を尊重
しながら慎重に決定することができた。

介護保険制度に外出支援がな
く、65歳以上の利用者が増加し
ている。

国の制度（法）に基づき、移動支援を必要とする障害児
(者)等に決定を行い、外出支援を行えた。

国の制度（法）に基づき、地域生活支援
事業として、利用目的や必要性、サービ
ス量等について、本人の利用意向を尊重
しながら慎重に決定することができた。

介護保険制度に外出支援がな
く、65歳以上の利用者が増加し
ている。

屋外での移動が困難な障
害児（者）についてヘル
パーを派遣し、外出を支援
する。
延べ利用人数

991 1,124 1,223 1,299 1,160 1,264

143
日中一時支援
事業

障害児（者） 障害福祉課

国の制度（法）に基づき、障害児(者)等に決定を行い、
短期入所事業所や日中一時支援施設等で、見守り、介
助等を行い、家族(介護者)の就労支援や介護負担の
軽減を図れた。

国の制度（法）に基づき、地域生活支援
事業として、利用目的や必要性、サービ
ス量等について、本人の利用意向を尊重
しながら慎重に決定することができた。

特になし 国の制度（法）に基づき、障害児(者)等に決定を行い、
短期入所事業所や日中一時支援施設等で、見守り、介
助等を行い、家族(介護者)の就労支援や介護負担の
軽減を図れた。

国の制度（法）に基づき、地域生活支援
事業として、利用目的や必要性、サービ
ス量等について、本人の利用意向を尊重
しながら慎重に決定することができた。

引き続き支援を行う。 障害児（者）の日中活動の
場所を確保し、介護者の負
担軽減を図る。
延べ利用人数

641 780 747 608 579 700

144
放課後等デイ
サービス事業

小学１年～高
校３年生まで
の就学中の
障害児

障害福祉課

国の制度（法）に基づき決定を行い、放課後等において
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進等を図ることができた。

国の制度（法）に基づき、サービス量につ
いて、本人の利用意向を尊重しながら慎
重に決定することができた。

特になし 国の制度（法）に基づき決定を行い、放課後等において
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進等を図ることができた。

国の制度（法）に基づき、サービス量につ
いて、本人の利用意向を尊重しながら慎
重に決定することができた。

引き続き支援を行う。 延べ利用人数 929 1244 1575 1,978 2,441 2,774

145
サービス等利
用計画相談支
援事業

障害児 障害福祉課

国の制度（法）に基づき決定を行い、障害児通所サー
ビス等の利用を希望する障害児の総合的な援助方針
や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組
み合わせ等について検討し、作成することができた。

国の制度（法）に基づき、全てのサービス
利用者に対し、障害児相談支援の決定を
することができた。

サービス等利用計画の質の向
上と、今後の対象者の増加に伴
う相談員の数の確保が必要で
ある。市委託事業との連携と業
務分担の整理も求められる。

国の制度（法）に基づき決定を行い、障害児通所サー
ビス等の利用を希望する障害児の総合的な援助方針
や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組
み合わせ等について検討し、作成することができた。

国の制度（法）に基づき、全てのサービス
利用者に対し、障害児相談支援の決定を
することができた。

サービス等利用計画の質の向
上と、今後の対象者の増加に伴
う相談員の数の確保が必要で
ある。市委託事業との連携と業
務分担の整理も求められる。

延べ利用件数 271 496 595 689 820 930

146
自立支援医療
（育成医療）

18歳未満の
身体上の障
害がある児
童等

障害福祉課

身体障害児や放置すると将来障害を残すと認められる
疾患がある児童が、手術等の治療を受けることにより、
身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるよ
うになる場合、指定自立支援医療機関における治療等
を受けるときに要する医療費の一部を助成した。

医療費の一部を助成することにより、対
象者は安心して医療が受けることがで
き、福祉の増進を図ることができた。

特になし 身体障害児や放置すると将来障害を残すと認められる
疾患がある児童が、手術等の治療を受けることにより、
身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるよ
うになる場合、指定自立支援医療機関における治療等
を受けるときに要する医療費の一部を助成した。

医療費の一部を助成することにより、対
象者は安心して医療が受けることがで
き、福祉の増進を図ることができた。

引き続き適正な制度運用を行
う。

医療費の一部を助成するこ
とにより、対象者は安心し
て医療が受けることがで
き、福祉の増進を図る。

224 745 294 264 620 30

147
障害児通所支
援の多子軽減
措置

幼稚園、認定
こども園、保
育所に通って
いる就学前
の児童が複
数いる世帯

障害福祉課

児童福祉法施行令に基づき、保護者負担の軽減を
図った。

保護者負担の軽減を図ることができた。 特になし 児童福祉法施行令に基づき、保護者負担の軽減を
図った。

保護者負担の軽減を図ることができた。 引き続き適正な制度運用を行
う。

障害児通所支援を利用して
いる、または、幼稚園等に
通う児童が、同じ世帯に2
人以上いる場合に、障害児
通所支援の利用者負担額
を軽減する。

16 14 25 15 41 31

（３）　児童虐待防止への取組強化

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 H31年度

148
オレンジリボン
キャンペーン

全市民
子ども家庭
課

以下の事業を実施した。
①関係機関対象の研修会、②街頭啓発及びイベントで
の啓発グッズ配布、③横断幕、のぼり旗掲揚、④啓発
バナー設置、⑤市広報誌・ホームページ・ハニーＦＭで
の啓発、⑥市指定ごみ袋を利用した啓発、⑦神姫バス
車内ニコパチャンネルでの啓発、⑧湊川短期大学の学
生が作成した啓発ポスターの掲示など。

児童虐待防止推進月間である11月を中
心に啓発を行っているが、月間に留まら
ず、啓発をしていく必要がある。

今後も更に啓発・周知に努め
る。新たな啓発の方法、手段に
ついても検討していく。

子ども虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを活用
し、行政はじめ関係機関・団体が、11月の児童虐待防
止推進月間を中心とした、児童虐待防止運動（オレン
ジリボンキャンペーン）に取組を行う。

以下の事業を実施した。
①研修会②街頭啓発及びイベント啓発
グッズ配布③横断幕・のぼり旗掲揚・バ
ナー設置、④市広報紙・ホームページ・ハ
ニーＦＭでの啓発⑤市指定ごみ袋を利用
した啓発⑥神姫バス車内ニコパチャンネ
ルでの啓発⑦湊川短期大学の学生が作
成した啓発ポスターの掲示など。

新たな啓発の方法、手段につい
ても検討し、今後も更に啓発・周
知に努める。

149
要保護児童対
策地域協議会

児童福祉法
に規定する要
保護児童

子ども家庭
課

昨年度と同様アドバイザーを派遣し、実務者会議の機
能強化及びケース検討・評価を行うことができた。

要保護児童対策地域協議会設置により
連携は取れつつあるが、更に研修を行
い、知識や技術、対応力を養っていくこと
が必要である。

実務者会議の機能強化を図る
ため、前年度に引き続き実務者
会議開催前に事前検討会議を
開催していく。有識者を招き研
修の機会を設ける。

児童福祉法第25条の2の規定に基づき、関係機関によ
る要保護児童対策地域協議会を設置し、要支援児童
及びその保護者又は特定妊婦の適切な保護並びに支
援を行う。

要保護児童対策地域協議会に登録して
いる支援対象児童及び特定妊婦につい
て、実務者会議において、状況の変化の
把握及び支援方針について検討・評価を
行うことができた。

関係機関との情報共有を深め、
実務者会議の機能強化を図っ
ていく。

75
再掲

家庭児童相談
子どもの養育
に困難を抱え
る家庭

子ども家庭
課（家庭児童
相談室）

昨年度に引き続き、妊娠期からの支援を強化した。
ケースが複雑化している為、川西こども家庭センターに
指示を仰ぎ、場合によっては個別ケース会議を開催し
て関係機関の役割や今後の方針を決めることができ
た。

家庭児童相談室としての組織対応、川西
こども家庭センター等との連携を強化す
る。相談員の資質向上も図る。

子ども家庭総合支援拠点を中
心とした、妊娠期からの支援体
制を確立させていく必要があ
る。

家庭児童相談員を配置し、子育てに関する相談を受
け、継続した支援や見守りを行っている。
また、虐待通報について、現認確認等情報収集を行
い、こども家庭センターと連携を図りながら対応してい
る。

関係機関との連携を図り、支援対象児童
等の早期発見・適切な支援に取り組ん
だ。
関係機関とのさらなる連携・情報共有を
図っていく必要がある。

子ども家庭総合支援拠点とし
て、チャッピーサポートセンター
との連携を深め、養育支援の必
要な家庭に対する早期の支援
体制の構築を図っていく。

家庭児童相談件数

※（　　）は虐待相談の再計

423件
（176）

581件
（192）

614件
(218)

758件
(248)

756件
(287)

776件
(299)

（４）　新たな課題への対応

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

213
様々な状況に
ある子どもや家
庭の支援

様々な状況
にある子ども
や家庭
地域での子
どもの居場所
づくりに関心
のある市民

すくすく子育
て課

・子どもの居場所づくりとして、地域人材の発掘と支
援、ネットワーク作りを推進した。
子育て世帯の経済・生活実態調査（H29実施）報告会
（17回）
子どもの居場所づくり運営に向けた講演会（3回のべ
111人）
運営プラン作り講義（2回のべ45人）
市内居場所の見学・交流会（4か所）

子どもの居場所づくりに興味関心のある
市民の存在を把握できたとともに、市内４
カ所で新たに子ども関連食堂の実施を検
討する動きが出てきた。

今後、社会的孤立を予防し、困
難を抱える家庭に必要な支援を
届けるためのネットワークを構
築しつつ、支援者が必要な情報
や共通課題の集約を行い、居
場所運営の輪を広げていく。

・子どもの居場所づくりとして、地域人材の発掘と支
援、ネットワーク作りを推進した。
・多世代交流館子どもの居場所づくり事業（3回のべ73
人）を行った。
・市内小中学校訪問し、子どもと学校の様子、課題等
の聞き取りを小学校20校、中学校8校に行い、様々な
状況にある子どもたちの状況把握を行った。

子どもの居場所づくりに興味関心のある
市民の存在を把握できたとともに、市内６
カ所で子ども関連食堂の実施されてい
る。

今後、社会的孤立を予防し、困
難を抱える家庭に必要な支援を
届けるためのネットワークを構
築しつつ、支援者が必要な情報
や共通課題の集約を行い、居
場所運営の輪を広げていく。

　 　 　 　 　

　

平成30年度の取り組み
担当課

令和元年度の取り組み 事業実績等
項   目 対  象番号

事業実績等
番号 項   目 対  象 担当課

平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み

16



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

基本目標Ⅲ　地域で子どもと共に育ちあうまち

１　家庭や地域の子育て力の向上をめざします

（１）　子どもの権利擁護に関する理解促進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

150
子どもの人権
やいのちの大
切さの啓発

全市民 人権推進課

人権さんだでは児童虐待について取り上げ、社会全体
で子育てをしていくことの大切さについて掲載した。ま
た、啓発講座・企画講座・三田幸せプロジェクトにおけ
る「子どもの人権について考える分科会」では子どもた
ちがおかれている現状（貧困・不登校など）について学
び、子どもたちのために何ができるか考える機会を設
けた。ほかにも、人権を考える市民のつどいでは、小・
中・高校生による人権作文の発表会を実施したほか、
市内全小・中学生に対し、子ども相談カードを配布し、
様々な悩みに対応する相談電話番号を啓発した。
人権擁護委員による活動では、人権教室やスマホ人権
教室の開催による啓発やSOSミニレターなどにおける
救済活動を行った。

人権さんだでは全市民に対して広く啓発
することができた。啓発講座等について
は、子どもたちがおかれている現状を学
ぶことで、自分たちにできることは何かを
改めて考えることができた。子ども相談
カードは昨年に引き続いての配布となる
が、子どもたちが気軽に相談できるよう、
難しい表現は避けて作成した。
関係団体とも連携して啓発活動等、様々
な事業に取り組むことができた。

今後も引き続き、講座を開催す
ることにより子どもたちが安心し
て暮らせる社会となるよう、啓発
するとともに、子どもたち自身に
も学びの場を設け、人権につい
て考える機会を作っていく。

人権さんだでは里親制度について取り上げ、社会全体
で子育てをしていくことの大切さについて掲載した。ま
た、啓発講座・企画講座・三田幸せプロジェクトにおけ
る「子どもの人権について考える分科会」では子どもた
ちがおかれている現状（里親・発達障害・虐待・不登校
など）について学び、子どもたちのために何ができるか
考える機会を設けた。ほかにも、人権を考える市民の
つどいでは、小・中・高校生による人権作文の発表会を
実施したほか、市内全小・中学生に対し、子ども相談
カードを配布し、様々な悩みに対応する相談電話番号
を啓発した。
人権擁護委員による活動では、人権教室やスマホ人権
教室の開催による啓発やSOSミニレターなどにおける
救済活動を行った。

人権さんだでは全市民に対して広く啓発
することができた。啓発講座等について
は、子どもたちがおかれている現状を学
ぶことで、自分たちにできることは何かを
改めて考えることができた。子ども相談
カードは昨年に引き続いての配布となる
が、子どもたちが気軽に相談できるよう、
難しい表現は避けて作成した。
関係団体とも連携して啓発活動等、様々
な事業に取り組むことができた。

今後も引き続き、人権さんだで
の啓発や講座を開催することに
より子どもたちが安心して暮ら
せる社会となるよう、啓発すると
ともに、子どもたち自身にも学び
の場を設け、人権について考え
る機会を作っていく。

幸せﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ延べ参加者
数

啓発講座等延べ参加者数

631人

476人

562人

718人

532人

593人

526人

454人

485人

668人

504人

815人

子ども家庭
課

以下の事業を実施した。
①関係機関対象の研修会、②街頭啓発及びイベントで
の啓発グッズ配布、③横断幕、のぼり旗掲揚、④啓発
バナー設置、⑤市広報誌・ホームページ・ハニーＦＭで
の啓発、⑥市指定ごみ袋を利用した啓発、⑦神姫バス
車内ニコパチャンネルでの啓発、⑧湊川短期大学の学
生が作成した啓発ポスターの掲示など。

児童虐待防止推進月間である11月を中
心に啓発を行っているが、月間に留まら
ず、啓発をしていく必要がある。

今後も更に啓発・周知に努め
る。新たな啓発の方法、手段に
ついても検討していく。

子ども虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを活用
し、行政はじめ関係機関・団体が、11月の児童虐待防
止推進月間を中心とした、児童虐待防止運動（オレン
ジリボンキャンペーン）に取組を行う。

以下の事業を実施した。
①研修会②街頭啓発及びイベント啓発
グッズ配布③横断幕・のぼり旗掲揚・バ
ナー設置、④市広報紙・ホームページ・ハ
ニーＦＭでの啓発⑤市指定ごみ袋を利用
した啓発⑥神姫バス車内ニコパチャンネ
ルでの啓発⑦湊川短期大学の学生が作
成した啓発ポスターの掲示など。

新たな啓発の方法、手段につい
ても検討し、今後も更に啓発・周
知に努める。

学校教育課

答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童
生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う「考える道
徳」、「議論する道徳」の充実を図ることで、児童生徒の
道徳的実践力を育成した。また、同和教育に関する研
修会を開催し、学校、家庭、地域の連携による人権教
育を推進することで、教職員の人権意識の高揚と指導
力向上を図った。

自己を見つめたり、、多様な意見や考え
を受け止めることを大切にした道徳教
育、人権教育を推進することで、他者と共
によりよく生きるための基盤となる道徳性
を育む授業実践が充実した。

　人権について正しい知識を学
び、人権意識の高揚を自己の
生き方につなげていく教職員研
修を継続的に開催することが求
められる。
　児童生徒が自己を見つめ、自
他の権利や生命を尊重する感
性や実践力の育成につながる
道徳教育、人権教育の一層の
授業改善が必要である。

答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童
生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う「考える道
徳」、「議論する道徳」の充実を図ることで、児童生徒の
道徳的実践力を育成した。また、同和教育の視点を大
切にした「人権を基軸とした「道徳教育」に関する研修
会、在住外国人教育等の取組について理解を深める
研修会を開催し、学校、家庭、地域の連携による人権
教育を推進することで、教職員の人権意識の高揚と指
導力向上を図った。

自己を見つめたり、、多様な意見や考え
を受け止めることを大切にした道徳教
育、人権教育を推進することで、他者と共
によりよく生きるための基盤となる道徳性
を育む授業実践が充実した。
教職員の人権意識の高揚、指導力の向
上を図る取り組みの推進ができた。

　人権について正しい知識を学
び、人権意識の高揚を自己の
生き方につなげていく教職員研
修を継続的に開催することが求
められる。
　児童生徒が自己を見つめ、自
他の権利や生命を尊重する感
性や実践力の育成につながる
道徳教育、人権教育の一層の
授業改善が必要である。

・人権教育担当者研修会参
加者数

60人 479人 74人 62人

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

妊娠期から乳幼児期を通して、切れ目ない支援や虐待
防止の取り組みを通して、間接的にではあるが命の大
切さの啓発に取り組んでいる。

妊娠期の教室に参加された人は、出産・
育児に前向きに取り組む気持ちを持つこ
とができていると思われる。
乳幼児健診では、児童虐待の早期発見と
予防が行えるよう、関係他機関とも密な
連携をとり、実施した。

母子保健事業の中で「子どもの
人権やいのちの大切さ」の啓発
を継続する。

妊娠期から乳幼児期を通して、切れ目ない支援や虐待
防止の取り組みを通して、間接的にではあるが命の大
切さの啓発に取り組んでいる。

妊娠期の教室に参加された人は、出産・
育児に前向きに取り組む気持ちを持つこ
とができていると思われる。

母子保健事業の中で「子どもの
人権やいのちの大切さ」の啓発
を継続する。

マタニティ教室参加者数
プレ・パパママ教室参加者
数

122人
158人

108人
150人

99人
130人

78人
128人

53人
124人

50人
120人

149
再掲

要保護児童対
策地域協議会

児童福祉法
に規定する要
保護児童

子ども家庭
課

昨年度と同様アドバイザーを派遣し、実務者会議の機
能強化及びケース検討・評価を行うことができた。

要保護児童対策地域協議会設置により
連携は取れつつあるが、更に研修を行
い、知識や技術、対応力を養っていくこと
が必要である。

実務者会議の機能強化を図る
ため、前年度に引き続き実務者
会議開催前に事前検討会議を
開催していく。有識者を招き研
修の機会を設ける。

児童福祉法第25条の2の規定に基づき、関係機関によ
る要保護児童対策地域協議会を設置し、要支援児童
及びその保護者又は特定妊婦の適切な保護並びに支
援を行う。

要保護児童対策地域協議会に登録して
いる支援対象児童及び特定妊婦につい
て、実務者会議において、状況の変化の
把握及び支援方針について検討・評価を
行うことができた。

関係機関との情報共有を深め、
実務者会議の機能強化を図っ
ていく。

（２）　親育ちへの支援強化

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

151
子育てフォーラ
ム子育て講座
の開催

子育て中の
保護者・祖父
母、子育てと
その支援に
関心をもつ人

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

さんだ子育てフォーラム参
加人数

約300人 約370人 468人 272人

152
家庭教育充実
事業

小学生の保
護者

健やか育成
課

16小学校区で69講座、延べ5,328人が参加して、お金
のお話講座や救急処置法講習会など、様々なテーマで
学習した。講座の中には、市外への校外学習や、市が
主催するこうみん未来塾の活用など、新たな開催方法
も実施することができた。また、市内全校区を対象とし
た合同フォーラム（2回）では延べ193人が参加して校区
を超えた学習と交流を行った。

各校区で保護者同士の学びや交流を深
めることができた。総講座数は減少した
が、延べ参加者数は前年より大きく増加
した。また、合同フォーラム等では、助産
師による子育て講和や、食材を実際に使
用した企画を実施し、これまでにない新た
な学びを生み出した。
課題は、少子化による児童数の減少や保
護者の就労の増加により、運営主体であ
るPTA活動や家庭教育学級活動に負担
感を抱く保護者が増えていることである。

保護者やＰＴＡの現状を踏まえ、
さらなる事業見直しを行う。例え
ば、報告書類等の事務負担軽
減や、各学級が学校で活動しや
すい雰囲気作りの手助けするな
ど、バックアップを図る。また、各
学級を巡回訪問し、日頃から悩
みを把握するなど、連携を密に
して課題解決を図る。

15小学校区で65講座、延べ4,794人が参加して、ネット
モラルの講習や性教育など、様々なテーマで学習し
た。市が主催するこうみん未来塾の活用も増加し、保
護者だけでなく親子での交流も深めることができた。ま
た、市内全校区を対象とした合同フォーラム（2回）では
延べ158人が参加して校区を超えた学習と交流を行っ
た。

学級数が１校減ったことから、総講座数
は減少したが、各校区で保護者同士の学
びや交流を深めることができた。
また、運営主体である保護者の負担軽減
を図るため、補助金交付要綱の改正や、
報告書等の事務手続きの簡素化に取り
組んだ。
一方で、講座内容が保護者の学びに、よ
り直結するような講座へつなげる仕掛け
づくりが今後の課題である。

講座の企画を考える上でのアド
バイスや各学級が学校で活動し
やすい雰囲気作りの手助けする
など、バックアップを図る。また、
家庭養育学級が未開設の校区
においても、学級開設に向けて
働きかけていく。

家庭教育学級実施学校数・
参加者数（延べ）

17校区
5,073人

17校区
4,910人

16校区
4,466人

16校区
5,417人

16校区
5,328人

15校区
4,794人

153
子育てグルー
プの支援

就学前の子
どもとその親

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

・多世代交流館では、登録子育てグループの結成・活
動支援を行うとともに、グループ間の交流を促進した。
活動支援：講師派遣調整・備品の貸し出し、グループ
連絡会やリーダー研修会
交流事業：親子クッキングなどのふれあい活動、団体
交流会、運動会、クリスマス会)
・平成30年度は、新しく４グループが活動を開始し、１５
グループ（親子139組）が286回延べ4,607人が参加し
た。

年間を通じ、グループの活動を支援した
が、子どもの成長、通園開始にともない
抜けるメンバーが多いため、継続的なメ
ンバーの獲得に工夫が必要である。
昨年度立ち上げ支援を行った多胎児の
親のグループ（TWINS）が自主活動を始
め、他に新規３グループが登録、活動を
開始した。

子育てグループは、子どもの成
長にともないメンバーが入れ換
わり、２～４年で少人数化してい
くことが多い。もともと会員の少
ないグループは継続維持できな
い場合があるので、次期リー
ダーの養成等が必要になる。

・多世代交流館では、登録子育てグループの結成・活
動支援を行うとともに、グループ間の交流を促進した。
活動支援：講師派遣調整・備品の貸し出し、グループ
連絡会やリーダー研修会。
交流事業：親子クッキングなどのふれあい活動、団体
交流会、（運動会、クリスマス会)。
・令和元年度は、１３グループ（親子２86人）が２４８回
活動して延べ３，１７６人が参加した。

年間を通じ、子育てグループの紹介等の
広報や各グループへの活動支援を行っ
たが、子どもの成長、通園開始にともない
抜けるメンバーが多く、継続的なメンバー
の獲得に工夫が必要である。今年度は、
２つのグループが活動を休止した。

子育てグループは、子どもの成
長にともないメンバーが入れ換
わり、２～４年で少人数化してい
くことが多い。もともと会員の少
ないグループは継続維持できな
い場合がある。メンバーの獲得
だけでなく、次期リーダーの養
成等も必要になる。

多世代交流館登録子育て
グループ数、登録組数（親
子で１組）、親子活動参加
人数（延べ）

13グループ
205組
7,547人

13グループ
184組
6,656人

13グループ
141組
6,277人

11グループ
120組
4,979人

15グループ
139組
4,607人

13グループ
115組
3,176人

154
三田市家族の
日推進事業

全市民 協働推進課

・各地域イベントへの参加
地域イベント（３か所）で、PRブースを設置。家族で楽し
める遊びや、ペーパークラフト、ステッカーの配布など
を行った。
・啓発活動
のぼり旗の掲示、広報紙・HP、市既存事業による啓発
活動を行った。

・地域イベントでは、PRブースの企画・運
営を大学生に依頼し、遊びなどを通じて
家族や地域の人との交流ができる場を作
ることができた。また、啓発グッズとして
ペーパークラフトを用意し、家族で楽しめ
る工夫をした。

既存事業との連動等、より効果
的な啓発を検討し、多くの方にＰ
Ｒできるよう工夫する。

・各地域イベントへの参加
地域イベント（２か所）で、PRブースを設置。家族で楽し
める遊びや、ペーパークラフトの配布などを行った。
・啓発活動
のぼり旗の掲示、広報紙・HP、市既存事業による啓発
活動を行った。

・地域イベントでは、PRブースの企画・運
営を大学生に依頼し、遊びなどを通じて
家族や地域の人との交流ができる場を作
ることができた。また、啓発グッズとして
ペーパークラフトを用意し、家族で楽しめ
る工夫をした。

既存事業との連動等、より効果
的な啓発を検討し、多くの方にＰ
Ｒできるよう工夫する。

・市民センターまつり家族
の日ＰＲブース参加者数

・「三田市家族の日」市民連
携事業数

約890人
（4か所）

実施無

約948人
（4か所）

実施無

約870人
（3か所）

14イベント
（11団体）

約355人
（4か所）

21イベント
（13団体）

約310人
（３か所）

実施無

約310人
（２か所）

実施無

150
子どもの人権
やいのちの大
切さの啓発

全市民

番号 項   目 担当課

項   目 対  象 担当課

対  象

令和元年度の取り組み

令和元年度の取り組み

事業実績等

事業実績等

平成29年度で事業終了

平成30年度の取り組み

平成30年度の取り組み
番号

17



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

２　地域の人と親子がかかわりをもちやすい環境づくりを進めます

（１）　地域におけるふれあい・助けあいの推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

155
地域福祉ふれ
あい活動推進
事業

地域住民 地域福祉課

各地区において、主に未就学園児とその保護者を対象
とした子育てサロンや親子あそび、多世代交流事業と
いった子育て支援事業が実施されており、その活動の
財政支援を行っている。

子育て支援事業がふれあい活動推進協
議会の一事業として定着しているが、運
営スタッフへの負担増大が課題である。

今後も子育て支援事業や多世
代間交流事業等を行うふれあい
活動推進協議会の活動に対す
る財政支援を引き続き行ってい
く。

主に未就学園児とその保護者を対象とした子育てサロ
ンといった子育て支援事業が各地区のふれあい活動
推進協議会の活動として実施されており、その活動の
財政支援を引き続き行っている。

ふれあい活動推進協議会の活動の一部
として子育て支援事業は実施されている
が、ボランティア活動を支える担い手が不
足しており、担い手を増やしていく必要が
ある。

活動を支える担い手を増やしな
がら、今後も子育て支援事業等
の活動に対する財政支援を引き
続き行っていく。

ふれあい活動推進協議会
９地区のうち子育てサロン
等子育て支援事業に取り
組んでいる地区

7地区 7地区 7地区 7地区 7地区 7地区

212
こうみん未来塾
の開催

小学生・中学
生
地域住民

健やか育成
課

13小学校区で14団体の地域団体と協働して「こうみん
プログラム」を実施した。
地域版は38回開催し、1,250人が参加、全市版は6回開
催し、967人が参加した。（合計：44回開催、2,217人参
加）
プログラムについては、30年度中に企業を含め2団体
の新規プログラムを追加し、31年度に向けて3団体の
新規プログラムを調整できた。

プログラム実施団体について、PTAや家
庭教育学級など幅が広がった。
サイエンスフェスティバルやサイエンスカ
フェを利用して、講師の交流の機会や、プ
ログラムのブラッシュアップの機会とでき
た。

地域での定期的な開催を促す
ため、また、プログラム実施の
偏りを見直すため、各プログラ
ムを関連付けて「シリーズ化」を
提案し、プログラム実施の掘り
起こしと、連続した学びの提供
に取り組む。
また、講師同士のネットワーク
化を視野に、交流の機会を作
る。

13小学校区で18団体の地域団体と協働して「こうみん
プログラム」を実施した。
地域版は48回開催し、1,559人が参加、全市版は12回
開催し、2,139人が参加した。（合計：60回開催、3,698人
参加）
プログラムについては、企業の工場見学プログラムな
どを追加し、21団体から65のプログラムとなった。

参加者のニーズに対応するため、親子対
象や大規模人数に対応できるプログラム
などを新たに設定し、利用の幅を広げた。

地域での定期的な開催を促す
ため、また、プログラム実施の
偏りを見直すため、各プログラ
ムを関連付けて「シリーズ化」を
提案し、プログラム実施の掘り
起こしと、連続した学びの提供
に取り組む。
また、講師同士のネットワーク
化を視野に、交流の機会を作
る。

こうみん未来塾参加者数

２６３人 ７１７人 2,217人 3,698人

156
三田市達人録
（生涯学習人材
バンク）

グループ、地
域、学校等で
活動を行う市
民

文化スポー
ツ課

 利用件数
 ・
 講師登録者数

 0件
 ・
 28人

 0件
 ・
 28人

157
生涯学習サ
ポートクラブ支
援事業

幼児～小学
生

いきいき高齢
者支援課

三田市生涯学習サポートクラブ（略SSC）はさんだ生涯
学習カレッジ（旧高齢者大学）在学生・卒業生で組織す
る学習ボランティアグループである。子ども向け体験学
習カモン・キッズの開催（年間13回)や、市民交流施設・
小学校などの要請に基づき、地域において伝承遊びの
出前講座を実施し、世代間交流を行っている。

アクティブチームやクッキングチームなど
を編成し会員研修を強化した。これまで
外部の講師に依頼していた教室を会員が
指導できるよう技術向上に努め、料理教
室などは好評を得た。

内容がパターン化している。参
加者のニーズを的確につかみ、
魅力的なプログラムを提供でき
るよう他団体などとの交流や情
報収集をおこなうとともに、参加
しやすい開催日、開催場所など
を見直す。

三田市生涯学習サポートクラブ（略SSC）はさんだ生涯
学習カレッジ（旧高齢者大学）在学生・卒業生で組織す
る学習ボランティアグループである。子ども向け体験学
習カモン・キッズの開催（年間13回)や、市民交流施設・
小学校などの要請に基づき、地域において伝承遊びの
出前講座を実施し、世代間交流を行っている。

会員が指導できるよう技術向上に努め、
料理教室、サマーイベント等は好評を得
た。また、いきがい応援プラザ～HOT～と
も連携し、会員を講師として招いた。

内容によって参加者数に差が生
じている。参加者のニーズを的
確につかみ、魅力的なプログラ
ムを提供できるよう関係機関と
の連携しながらプログラム内容
や開催方法等について見直す。

カモンキッズ(体験学習型プ
ログラム等）
参加者数

391人 324人 255人 296人 273人 253人

協働推進課

・会場内にお楽しみ広場というコーナーを設け、折り紙
等を学生スタッフと一緒にする「子どものあそび場」を
行った。また、会場内でのアルコール販売を禁止し、子
どもでも楽しめる雰囲気づくりに努めた。
・公募によるステージイベントや、総おどりへの参加を
積極的に呼びかけるなど、幅広い世代が参加できる催
しを行った。

子どもたちも多く来場しており、様々な世
代の市民が多数参加し、楽しんでいた。

幅広い世代の参加が見込める
よう、学生がまつりの企画に参
加する等、実行委員会で検討を
行っていく。

・会場内にお楽しみ広場というコーナーを設け、折り紙
等を学生スタッフと一緒にする「子どものあそび場」を
行った。また、会場内でのアルコール販売を禁止し、子
どもでも楽しめる雰囲気づくりに努めた。
・公募によるステージイベントや、総おどりへの参加を
積極的に呼びかけるなど、幅広い世代が参加できる催
しを行った。

子どもたちも多く来場しており、様々な世
代の市民が多数参加し、楽しんでいた。

幅広い世代の参加が見込める
よう、学生がまつりの企画に参
加する等、実行委員会で検討を
行っていく。

夢創造ステージ出演組数 11組
（内1組雨天
により出演
中止）

11組 13組
(内2組雷雨
により出演
中止)

12組 14組
（内3組はプ
レステージ
に出演）

7組

産業政策課

市民参加による様々な催しや総おどり（ふれあい部
会）、花火の打ち上げ（花火部会）、出店（にぎわい部会
等）を行った。また、市民ボランティアによる清掃活動を
行った。
特に花火については、「さんだ夢花火」として、市内の
小学１年生を対象に「家族で見たい。私の夢花火」を
テーマに募集したデザインを当日花火として打ち上げ
た。

三田市総合文化センター駐車場をメイン
会場として開催。約７万2千人の来場者で
賑わった。
また、メイン会場内において33の地域団
体、市民団体に出店していただいた。

より効果的、持続的な実施方法
を検討していく。

市民参加による様々な催しや総おどり（ふれあい部
会）、花火の打ち上げ（花火部会）、出店（にぎわい部会
等）を行った。また、市民ボランティアによる清掃活動を
行った。
特に花火については、引き続き「さんだ夢花火」として、
市内の小学１年生を対象に「家族で見たい。私の夢花
火」をテーマに募集したデザインを当日花火として打ち
上げた。令和元年度には、新たに「メッセージ花火」も
打ち上げた。

三田市総合文化センター駐車場をメイン
会場として開催。約７万5千人の来場者で
賑わった。
また、メイン会場内において32の地域団
体、市民団体に出店していただいた。

より効果的、持続的な実施方法
を検討していく。

※令和２年度からまちのブラン
ド観光課へ移管

三田まつりへの来場者数 60千人 68千人 65千人 70千人 72千人 75千人

159
子育てサロン・
グループ助成
事業

就学前の子
どもとその保
護者

社会福祉協
議会

子育て中の親が不安やストレスを感じながら地域で孤
立しないよう気軽に参加できる場となる子育てグルー
プ・サロンが安定した活動ができるよう活動費の助成を
行った。

子育てに関する相談・情報を共有するこ
とで地域での孤立の予防となり、仲間づく
り、情報交換、役割づくりを「行うことがで
きる。

子育てグループ、サロンの活動
の状況の把握に努め、助成を適
切に活用できるよう支援してい
く。

子育て中の親が不安やストレスを感じながら地域で孤
立しないよう気軽に参加できる場となる子育てグルー
プ・サロンが安定した活動ができるよう活動費の助成を
行った。
また、グループ・サロンの活動場所へ出向き直接メン
バーからの声を聴くことができた。

子育てに関する相談・情報を共有するこ
とで地域での孤立の予防となり、仲間づく
り、情報交換、役割づくりを「行うことがで
きる。
聞き取りの中で子どもの参加が少なくなっ
てきたという声が多くあり、特にグループ
は継続が難しいところもあことからサロ
ン、グループの情報を多くの人が得られ

引き続き子育てグループ、サロ
ンを訪問し活動の状況の把握に
努め、助成を適切に活用できる
よう支援していく。

子育てサロ
ン
4か所
子育てグル
―プ
16か所

子育てサロ
ン
5か所
子育てグ
ループ
13か所

子育てサロ
ン
6か所
子育てグ
ループ
13か所

子育てサロ
ン
8か所
子育てグ
ループ
11か所

子育てサロ
ン
7か所
子育てグ
ループ
13か所

子育てサロ
ン
7か所
子育てグ
ループ
12か所

160
民生委員・児童
委員活動

地域住民 地域福祉課

市内各地区協議会において、小学校・中学校と懇談会
を実施している。主任児童委員部会定例会では毎月家
児室担当職員と情報交換を行っている他、年1回三田
警察にも参加してもらい少年犯罪の現状について話を
してもらっている。

現場の担当者の声を聞くことで、民生委
員・児童委員として相談・支援活動を行う
際の参考になった。

関係機関に対し、民生委員・児
童委員の役割・身分（非常勤の
地方公務員・守秘義務有等）を
知ってもらう。

前年度に引き続き、主任児童委員部会定例会では毎
月家庭児童相談室担当職員と情報交換を行っている
他、年1回三田警察にも参加してもらい少年犯罪の現
状について話をしてもらっている。

現場の担当者の声を聞くことで、民生委
員・児童委員として相談・支援活動を行う
際の参考になっている。

関係機関と連携をとり、情報共
有等を行っていく。

・懇談会開催回数 家庭児童相
談室12回
三田警察1
回

家庭児童相
談室12回
三田警察1
回

家庭児童相
談室12回
三田警察1
回

家庭児童相
談室12回
三田警察1
回

家庭児童相
談室12回
三田警察1
回

家庭児童相
談室11回
三田警察1
回

161
おもちゃライブ
ラリー運営事業

就学前の子
どもとその保
護者

社会福祉協
議会

参加者数 こども
482人
保護者
374人
ボランティア
135人

こども
309人
保護者
257人
ボランティア
138人

（２）　子育て・子育ち支援への参加促進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

162
多世代交流館
でのボランティ
アの養成・育成

子育てとその
支援に関心
のある人

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

・多世代交流館を登録ボランティアとの協働により運営
した。
（受付、事業企画から月例事業の実施、講座の講師ま
で）

子育て交流ひろば登録ボランティア：一般（120人）、学
生（26人）

職員と市民との協働による活発な館運営
と事業展開が出来ており、他自治体から
の視察対象にもなっている。

高校生、大学生など若者のボラ
ンティア活動への参加をすすめ
ていく。

・多世代交流館を登録ボランティアとの協働により運営
した。
（受付、事業企画から月例事業の実施、講座の講師ま
で）

子育て交流ひろば登録ボランティア：一般130人、学生
30人

職員と市民との協働による活発な館運営
と事業展開が出来ており、他自治体から
の視察対象にもなっている。

高校生、大学生など若者のボラ
ンティア活動への参加をすすめ
ていく。

交流ひろばの登録ボラン
ティア
一般
学生

123人
21人

120人
26人

110人
30人

163
子どもの読書
活動支援講座

子育てとその
支援に関心
のある人

文化スポー
ツ課（図書
館）

講座「本はキラキラ万華鏡」
子育て支援に関心のある図書館ボランティアとの共催
事業として、ストーリーテリング、手遊び、エプロンシア
ター、絵本の読み聞かせ等を実施。普段から取り組ん
でいる学びの発表の場ともなった。

定例の読み聞かせを実施しているボラン
ティア団体のおはなし会ということもあり、
多くの親子連れの受講者があった。

学校や子育て施策との連携を
深め、児童やその保護者も視野
に入れながら、就学前から小学
生まで切れ目のない読書推進
に向けた取組みが必要である。

講座「本はキラキラ万華鏡」
子育て支援に関心のある図書館ボランティアとの共催
事業として、ストーリーテリング、手遊び、絵本の読み聞
かせ等を実施。普段から取り組んでいる学びの発表の
場ともなった。

例年に比べ、参加者数が少なかった。他
施設のイベントと重なったことも一因と考
えられ、開催時期検討の際、考慮が必
要。

学校や子育て施策との連携を
深め、児童やその保護者も視野
に入れながら、就学前から小学
生まで切れ目のない読書推進
に向けた取組みが必要である。

受講者数
 ■親子で楽しむ”読み聞かせ”の
 コツ講座
 ■うちの子ちいさいのかな～子ど
 もの発育について学んでみよう～
 ■読み聞かせ会

「ブックトー
クを始めよ
う」 2月5日
(29名)・19日
(33名)実施

「親子で楽
しむ子育て
応援講座 」
6月6日実施
28人（大人
18人、子ど
も10人）

H28年8月
20日（土）83
名参加
H29年2月4
日（土）80名
参加

講座『本は
キラキラ万
華鏡』
H29年9月
23日（土）
57名参加

講座『本は
キラキラ万
華鏡』
H30年9月
29日（土）
59名参加

講座『本は
キラキラ万
華鏡』
R1年9月21
日（土）
23名参加

平成30年度の取り組み

H27年度をもって事業廃止

Ｈ27年度で事業終了

番号 対  象

担当課

三田まつりの開
催

全市民

事業実績等
担当課

平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み

事業実績等
番号

令和元年度の取り組み
項   目 対  象

項   目

158

別 途 照 会別 途 照 会別 途 照 会別 途 照 会

18



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

164
市民活動支援
事業

公益的、継続
的、かつ非営
利で市民活動
を行う組織・
団体等。市民
活動をはじめ
ようとする人、
市民活動を支
援する関係機
関

協働推進課

・市民活動推進プラザによる情報の提供や相談対応
・市民活動に関する交流会等啓発事業の開催
・市民活動団体を対象に講座の開催

市民活動推進プラザを拠点に各種市民
活動情報を発信するとともに、活動に対
する相談に応じることで、市内の市民活
動団体を支援した。
また、市民活動団体が自主運営を図るに
おいて、重要となる財源獲得などの講座
を開催した。
市民活動団体の後継者や新たな活動団
体の発足に関わる活動の担い手を長期
的に育成することが必要である。

公益的な活動を行う市民活動団
体の育成や発展、活動の継続
をサポートすることで、協働のま
ちづくりの推進を図る。

・市民活動推進プラザによる情報の提供や相談対応
・市民活動に関する交流会等啓発事業の開催
・市民活動団体を対象に講座の開催

市民活動推進プラザを拠点に各種市民
活動情報を発信するとともに、活動に対
する相談に応じることで、市内の市民活
動団体を支援した。
また、市民活動団体が自主運営を図るに
おいて、重要となる財源獲得などの講座
を開催した。
市民活動団体の後継者や新たな活動団
体の発足に関わる活動の担い手を長期
的に育成することが必要である。

公益的な活動を行う市民活動団
体の育成や発展、活動の継続
をサポートすることで、協働のま
ちづくりの推進を図る。

まちづくり活動支援事業助
成金採択事業数
（28年度で事業終了）

11事業 8事業 6事業 実施なし 実施なし 実施なし

214
協働事業提案
制度

公益的、継続
的、かつ非営
利で市民活動
を行う組織・
団体等。市民
活動をはじめ
ようとする人、
市民活動を支
援する関係機
関

協働推進課

市と市民活動団体が連携・協力し、地域の課題や社会
的な課題を効果的に解決するために、市と協働で取り
組む事業を募集する。

提案募集に際して、説明会を開催し周知
を図るとともに、申込期間の延長を行うこ
とで申込みが1件あった。
また、申込書類の見直しについては、市
附属機関の「協働のまちづくり推進委員
会」で検討し行った。

提案団体が少なく、制度が活用
されていないため、31年度以降
については募集を休止し、市民
団体との協働のまちづくりの仕
組みを再検討する。

市と市民活動団体が連携・協力し、地域の課題や社会
的な課題を効果的に解決するために、市と協働で取り
組む事業を募集する。

提案事業は休止中
地域コミュニティ育成を視野に入れた制
度を検討する。

成熟の地域コミュニティ育成を
視野に入れた制度の再構築を
行う。

採択事業数 　 　 　 1 1
（採択はさ
れたが、提
案団体の事
情により取
り下げ）

実施なし

165
ボランティア活
動センターによ
る支援

登録ボラン
ティアグルー
プ、全市民

社会福祉協
議会

○ボランティアステップアップ研修会
ボランティア活動者のスキルを向上することで、ボラン
ティア活動の促進につなげることを目的に研修会を実施
した。
「知的障害疑似体験」
　

〇当事者支援ボランティア養成講座
知的障害者の余暇活動の充実が課題となっている。親
の助けがないと外出が難しい場合が多く、散歩などで時
間を潰す当事者も多い。その中で日常の楽しみとしてカ
ラオケに行く当事者がいるが、ヘルパーの時間数の問題
や同年代のヘルパーがいないなどで十分に楽しめてい
る状況ではない。そのような状況の中で三田市において
知的障害者の余暇活動、特に一緒にカラオケを楽しむこ
とを支援する団体、支援者が求められている。そこで、気
軽にカラオケを通じて交流することのできる支援者を養成
することを目的として開催した。

○ボランティアステップアップ研修会
当事者からの見え方、聞こえ方、感じ方
などを体験することで、寄添い支援を行う
ために不可欠な、当事者の立場を学ぶ機
会となった。

○当事者支援ボランティア養成講座
参加人数は多くなかったものの、カラオケ
という趣味をテーマにした募集であったた
め参加者のモチベーションは高く、講座後
の活動に前向きに取り組みはじめてい
る。

当事者に寄り添った実践活動の
展開支援。

○ボランティアステップアップ研修会
ボランティア活動者のスキルを向上することで、ボラン
ティア活動の促進につなげることを目的に研修会を実施
した。
「足湯ボランティア研修会」
　

〇当事者支援ボランティア養成講座
平成３０年度実施した「おでかけボランティア」（知的障害
者の余暇活動支援）の受講者のグループ化に向け、当
事者を交えた実践企画を行った。

・近年災害が頻発しており、平時のボラン
ティア活動が災害時のボランティア活動と
して実践できるよう、全国的に行われてい
る足湯ボランティアについて学ぶ機会を
設けた。

・障害当事者への支援として、ともに活動
していくことを大切にしつつ、障害当事者
のストレングスに働きかけ、支えられる側
でなく、新たな活動者として発掘・育成を
行った。

地域共生社会実現に向けて、活
動者だけでなく、次世代を担う子
どもたちの福祉間の育成と地域
福祉への積極的な参画に向け、
福祉学習と連動したボランティ
ア発掘・育成を進めていく

参加者数
■三田YMCA
■三田青年フロンティアグ
ループ
▲ステップアップ研修会
▲登録ボランティア会員養
成講座
▲当事者支援ボランティア
養成講座

・7人
 
・240人

・7人
 
・240人

・11人
・延べ26人
・延べ57人

・16人
・各グルー
プで実施
・延べ29人

ステップアッ
プ　30人

当事者支援
延べ20人

ステップアッ
プ　18名

当事者支援
延べ20名

まちづくり協
働センター

まちづくり協働センターの運営
・市民活動推進プラザ（協働推進課所管）
・人権・男女共同参画プラザ
・国際交流プラザ
・いきがい応援プラザ（いきいき高齢者支援課所管）
の運営を通じた市民活動の支援

市民活動の拠点施設として定着してきて
いるが、利用者の固定化の傾向にある。

・まちづくり協働センターの認知
度を図るため、広報紙やホーム
ページなど様々な媒体を通じ
て、更に広くPRしていくなど、活
性化していく必要がある。

まちづくり協働センターの運営
・市民活動推進プラザ（協働推進課所管）
・人権・男女共同参画プラザ
・国際交流プラザ
・いきがい応援プラザ（いきいき高齢者支援課所管）
の運営を通じた市民活動の支援

市民活動の拠点施設として定着してきて
いるが、利用者の固定化の傾向にある。

・まちづくり協働センターの認知
度を図るため、広報紙、ホーム
ページ、SNSなど様々な媒体を
通じたより幅広いPRの活性化
が必要である。市民活動推進プ
ラザ（協働推進課）及びいきが
い応援プラザ（いきいき高齢者
支援課）担当と連携して取り組

まちづくり協働センター来館
者数

346,656人 351,996人 353,684人 325,668人 305,130人 401,986人

文化スポー
ツ課

利用件数
利用者数
登録グループ数

5,655件
91,358人
88ｸﾞﾙｰﾌﾟ

5,587件
91,493人
85ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2,073件
33,798人
80ｸﾞﾙｰﾌﾟ

（8月までの
数値）

協働推進課

様々な市民活動の場の提供と住民相互の交流を促進
する拠点として各市民センターの運営を行うとともに、
各地域における市民グループの活動などの生涯学習
をサポートすることで、市民がいきいきと暮らしやすい
地域となるよう支援する。

各市民センター等において、様々な市民
の自主的なサークル活動等に対する場
所の提供や、活動拠点として発表の機会
を支援することができた。
場所の提供については、長期的な施設維
持の観点から減免制度を使用料の見直
しとともに検討する。

地域の拠点施設として、生涯学
習の支援を引き続き図るととも
に、多くの市民活動団体や市民
が利用しやすい施設の管理及
び運営を引き続き検討し、推進
していく。

様々な市民活動の場の提供と住民相互の交流を促進
する拠点として各市民センターの運営を行うとともに、
各地域における市民グループの活動などの生涯学習
をサポートすることで、市民がいきいきと暮らしやすい
地域となるよう支援する。

各市民センター等において、様々な市民
の自主的なサークル活動等に対する場
所の提供や、活動拠点として発表の機会
を支援することができた。
場所の提供については、長期的な施設維
持の観点から減免制度を使用料の見直
しとともに検討する。

地域の拠点施設として、生涯学
習の支援を引き続き図るととも
に、多くの市民活動団体や市民
が利用しやすい施設の管理及
び運営を引き続き検討し、推進
していく。

利用件数
利用者数
登録グループ数

29,086件
405,385人
303ｸﾞﾙｰﾌﾟ

29,351件
398,990人
283ｸﾞﾙｰﾌﾟ

31,485件
405,436人
341ｸﾞﾙｰﾌﾟ

34,195件
454,893人
338ｸﾞﾙｰﾌﾟ

34,333件
452,417人
334ｸﾞﾙｰﾌﾟ

31,530件
440,559人
330ｸﾞﾙｰﾌﾟ

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

多数のボランティアによる館運営の協働という効果が
ある。また市民の自主活動の拠点として、自己表現を
実施する場と機会の提供ができている。

意欲あるボランティアが定着しており、自
主組織であるボランティア定例会も安定し
て運営がなされている。

登録ボランティア対象の養成講
座や広報を通じてさらにボラン
ティア活動を支援していく。

多数のボランティアによる館運営の協働という効果が
ある。また市民の自主活動の拠点として、自己表現を
実施する場と機会の提供ができている。

意欲あるボランティアが定着しており、自
主組織であるボランティア定例会も安定し
て運営がなされている。

登録ボランティア対象の養成講
座や広報を通じてさらにボラン
ティア活動を支援していく。

交流ひろばの登録ボラン
ティア
一般
学生

130人
29人

129人
38人

127人
16人

123人
21人

120人
26人

110人
30人

基本目標Ⅳ　子どもを生み育てることに安心感をもてるまち

１　乳幼児期までの親と子の心と身体の健康づくりを応援します

（１）　妊娠・出産期の心と身体の健康づくりの推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

167 マタニティ教室 妊婦
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

妊婦が妊娠中の不安や悩みを軽減して過ごせるよう
に、医師・助産師・栄養士・保健師による教室を実施。
赤ちゃん人形を使ったデモ等行い、妊婦参加型の教室
を実施。

妊婦参加型の教室にすることで、妊婦の
ニーズに沿った内容を実施できた。妊婦
同士も意見交換を実施し、不安や悩みの
共有ができた。

特になし 妊婦が妊娠中の不安や悩みを軽減して過ごせるよう
に、医師・助産師・栄養士・保健師による教室を実施。
赤ちゃん人形を使ったデモ等行い、妊婦参加型の教室
を実施。

妊婦参加型の教室にすることで、妊婦の
ニーズに沿った内容を実施できた。妊婦
同士も意見交換を実施し、不安や悩みの
共有ができた。

近年、産科医療機関での同内
容の教室が充実してきている背
景より、市としては市民の状況
やニーズを分析して、教室の対
象者や内容を検討する。

マタニティ教室
参加者数(延べ)

20回
122人

18回
108人

18回
99人

18回
78人

6回
53人

6回
50人

168
プレパパママ教
室

妊婦とその配
偶者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

これから親となる夫婦が子育てについて考え、妊娠中
の生活や出産後の育児を安心して取り組んでいけるよ
うに援助することを目的に実施。
平日３回及び土曜日３回の年６回実施。

参加者の満足度は高い。 土日の参加希望が多かったた
め、日曜開催を検討。

これから親となる夫婦が子育てについて考え、妊娠中
の生活や出産後の育児を安心して取り組んでいけるよ
うに援助することを目的に実施。
平日３回及び土曜日３回と日曜日2回の年8回実施予
定であったが、新型コロナウイルス感染症流行のた
め、土曜日が2回となり計7回の実施となる。。

参加者の満足度は高い。 日曜日を増設したが、想定して
いたより参加者がおらず、来年
度は平日3回と土曜日3回にして
実施継続。

プレ・パパママ教室
参加者数

6回
158人

6回
150人

6回
130人

6回
128人

6回
124人

7回
120人

169
母子健康手帳
交付

妊婦
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

チャッピーサポートセンターをはじめとする相談窓口及
び制度内容の周知するとともに、状況に応じて、地区担
当保健師等が相談支援をしている。

手帳交付による妊娠、出産、子育ての知
識普及は実施できている。交付の際の妊
婦面談の実施により、知識普及に加え、
リスクが予想される妊婦の把握につなが
り、実際に妊娠期からの支援につなげる
ことができた。

今後も引き続き、11箇所での交
付を行っていく。

チャッピーサポートセンターをはじめとする相談窓口及
び制度内容の周知するとともに、状況に応じて、地区担
当保健師等が相談支援をしている。

手帳交付による妊娠、出産、子育ての知
識普及は実施できている。交付の際の妊
婦面談の実施により、知識普及に加え、
リスクが予想される妊婦の把握につなが
り、実際に妊娠期からの支援につなげる
ことができた。

今後も引き続き、11箇所での交
付を行っていく。また現在保健
センターでのみで妊婦面談を実
施しているが、本庁など面談実
施場所の拡張など検討していく
とともに、新型コロナウイルス感
染予防に対応した方法を検討し

妊娠届出者数 802人 774人 828人 748人 747人 679人

170
妊婦電話・訪問
相談

妊婦
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

妊婦健康診査費助成券交付時に妊婦面談を実施し、
継続して相談支援が必要な妊婦に対し調整、電話相談
及び訪問相談を実施した。

未面談の場合はアンケート送付し電話で
の状況把握に努めた。要支援の妊婦フォ
ローなど地区担当保健師との連携で継続
支援につながった。

今後もより良い支援を行えるよ
う、関係機関の連携を図る。

妊婦健康診査費助成券交付時に妊婦面談を実施し、
継続して相談支援が必要な妊婦に対し調整、電話相談
及び訪問相談を実施した。

未面談の場合はアンケート送付し電話で
の状況把握に努めた。要支援の妊婦フォ
ローなど地区担当保健師との連携で継続
支援につながった。

今後もより良い支援を行えるよ
う、関係機関の連携を図る。

妊婦電話相談件数 38人 72人 133人 140人 19７人 288人

平成28年9月公民館の市民センター化に伴い、中央公民館は協働推進課へ移管

公益的、継続
的かつ非営
利で市民活
動を行う組
織・団体等。
市民活動を
はじめようと
する人、市民
活動を支援
する関係機
関

番号 項   目 対  象 担当課
平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 事業実績等

166

公益的、継続
的かつ非営
利で市民活
動を行う組
織・団体等。
市民活動を
はじめようと
する人、市民
活動を支援
する関係機
関

市民活動拠点
施設の運営

166
市民活動拠点
施設の運営

19



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

171
マタニティサロ
ン

妊婦
すくすく子育
て課（多世代
交流館）

平成30年度は6回実施。
専門職の助産師が講師として参加し、専門知識が聞け
るほか、妊婦さん同士が気軽に話をしたり、情報交換
ができる場となっている。
また、育児に対しての気持ちの準備が、次第に高まる
ようにプログラムを充実している。

妊娠期から交流・相談できる機会を設け
ることで、出産・育児への不安や疑問を解
消し、正しい知識とマタニティ同士の仲間
づくりによる安心感を提供した。

継続して実施する。 令和元年度は５回実施。
専門職の助産師を講師に招き、専門知識を聞いて自
由に質問もできる。また、妊婦さん同士が気軽に話をし
たり、情報交換ができる場となっている。
また、育児に対しての気持ちの準備が、次第に高まる
ようにプログラムを充実している。

妊娠期から交流・相談できる機会を設け
ることで、出産・育児への不安や疑問を解
消し、正しい知識とマタニティ同士の仲間
づくりによる安心感を提供した。

継続して実施する。 実施回数 12回 12回 8回 6回 ６回 ５回

（２）　乳幼児期の子どもと保護者の健康づくりの推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

172
４か月児健康
診査

４か月児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも連携体制を確立
できた。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも連携体制を確立
できた。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 実施回数
受診者数
受診率

24回
773人
95.9％

24回
796人
98.9％

24回
769人
97.5％

24回
793人
99.2％

24回
743人
100.4％

22回
637人
97.4％

173
９か月児健康
診査

９か月児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも関連課とも連携
体制を確立できた。。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも関連課とも連携
体制を確立できた。。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 実施回数
受診者数
受診率

24回
839人
97.2.%

24回
842人
96.5％

24回
774人
96.9％

24回
797人
98.4％

23回（台風
で１回中止）
797人
99.0％

22回
687人
97.6％

174
１歳６か月児健
康診査

１歳６か月児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、遊びのひろばを集団で実施している。
未受診訪問の実施方法を関連課とも再協議し、見直し
をした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、遊びのひろばを集団で実施している。
未受診訪問の実施方法を関連課とも再協議し、見直し
をした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 実施回数
受診者数
受診率

24回
859人
94.8％

24回
844人
95.9％

22回
832人
96.1％

24回
824人
99.5％

24回
829人
97.9％

22回
749人
96.0％

175
３歳児健康診
査

３歳２か月児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、を集団で実施。未受診児対策を継続実施してい
る。
未受診児訪問の実施方法を関係課とも再協議し、見直
しをした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、を集団で実施。未受診児対策を継続実施してい
る。
未受診児訪問の実施方法を関係課とも再協議し、見直
しをした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 3歳児健康診査
受診者数・受診率

24回
925人
97.9％

24回
913人
96.6％

24回
950人
97.6％

24回
941人
98.0％

24回
931人
99.7％

22回
785人
98.7％

176
３歳児視聴覚
健康診査

３歳児健康診
査受診後必
要及び希望
のある児

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

３歳児健診後、必要な児または希望の児に対して、集
団で耳鼻科健診及び眼科健診を実施している。視聴覚
に関する二次健診の機会を提供し、必要時医療機関
への紹介を行った。

3歳児健診の問診における視聴覚健診ア
ンケート確認時、必要のある対象者への
視聴覚健診案内と病院受診案内を徹底
して行うことができた。今後も、必要な児
がスムーズに受診できるように、啓発を行
う必要がある。

引き続き、3歳児健診時の啓発
を徹底する。

３歳児健診後、必要な児または希望の児に対して、集
団で耳鼻科健診及び眼科健診を実施している。視聴覚
に関する二次健診の機会を提供し、必要時医療機関
への紹介を行った。

3歳児健診の問診における視聴覚健診ア
ンケート確認時、必要のある対象者への
視聴覚健診案内と病院受診案内を徹底
して行うことができた。今後も、必要な児
がスムーズに受診できるように、啓発を行
う必要がある。

引き続き、3歳児健診時の啓発
を徹底する。

3歳児視聴覚健康診査
受診者数

4回
４０人

4回
27人

4回
6人

4回
10人

4回
16人

4回
18人

177
５歳児発達相
談事業

年度中に５歳
になる子ども
とその保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

3歳児健診時点において衝動性・多動性・対人関係性
などは把握が困難なことがある。保育所・幼稚園等の
集団生活を経験していく5歳時点で、子どもの発達確認
や個性を理解する機会を設けることで、保護者の育児
不安軽減や就学に向けて子どもの発達に応じた支援を
継続することにつなげる。
実施方法としては、すべての対象者に相談の案内を郵
送し、児の発達が気になる保護者からの予約制で専門
家（医師・心理士・保健師）による来所相談を実施。

時期設定について、タイムリーに就学相
談会につなげられるよう配慮できた。個別
通知については、保護者の気づきを強化
するため、県ガイドラインのチェック項目を
全て掲載した。使用する相談表について
も、保護者が記入しやすいチェック式にし
ている。今後も、保護者の育児不安軽減
や就学に向けて子どもの発達に応じた支
援を継続する必要がある。

園所を通じての発達相談票の
配布回収、保育者のチェックリ
スト記入について、園所と相談
し、協力をお願いする等、実施
方法を検討する

3歳児健診時点において衝動性・多動性・対人関係性
などは把握が困難なことがある。保育所・幼稚園等の
集団生活を経験していく5歳時点で、子どもの発達確認
や個性を理解する機会を設けることで、保護者の育児
不安軽減や就学に向けて子どもの発達に応じた支援を
継続することにつなげる。
令和元年度より実施方法を変更し、すべての対象者
に、所属園所を通して、もしくは郵送にて「５歳児子育て
相談票」の配布・回収を行った。相談票の内容等を総
合的に判断して対象者を抽出し、専門家（医師・心理
士・保健師）による来所相談を案内した。また相談来所
者については、保護者の同意のうえ、所属園所による
集団用の子育て相談票の記入を実施した。

時期設定について、タイムリーに就学相
談会につなげられるよう配慮できた。また
対象者全員に子育て相談票（県ガイドラ
インのチェック項目を全て掲載）を配布
し、91％回収できた。市内の幼稚園、保
育所に在籍する児については、所属園所
を通して配布・回収を行うことや、相談予
約者については、園所による集団用の相
談票記入を実施することで、集団の様子
が把握しやすくなり、園所との連携支援
の強化ができた。相談希望者が多く、回
数は１７回に増設した。
今後も、保護者の育児不安軽減や就学
に向けて子どもの発達に応じた支援を継
続する必要がある。

今後も所属園所と連携支援の
強化ができるよう、継続して実施
していく。

5歳児発達相談
実施回数
参加者数

6回
15人

11回
25人

13回
28人

8回
19人

12回
31人

17回
44人

178
ブックスタート
事業

９か月児健診
の対象となる
乳児とその保
護者

すくすく子育
て課

9か月健診時に、絵本のプレゼントやボランティアによ
る絵本の読み聞かせを行うとともに、市子育て支援
サービスの情報提供を行った。健診参加者全てに絵本
を配布し、読み聞かせを体感してもらうことができた。

提供している絵本を既に所持している方
がいるため、絵本の選定方法に工夫が必
要である。健診に来ない方がいるため、
配布について周知が必要である。

絵本の選択幅を増やすととも
に、
広報紙等で広く情報提供を行っ
ていく。

9か月健診時に、絵本のプレゼントやボランティアによ
る絵本の読み聞かせを行うとともに、市子育て支援
サービスの情報提供を行った。健診参加者全てに絵本
を配布し、読み聞かせを体感してもらうことができた。

提供している絵本を既に所持している方
がいるため、絵本の選定方法に工夫が必
要である。健診に来ない方がいるため、
配布について周知が必要である。

絵本の選択幅を増やすととも
に、
広報紙等で広く情報提供を行っ
ていく。

実施回数
参加者数

24回
824人

24回
845人

24回
775人

24回
801人

23回
652人

22回
701人

179 各種健康教室

就学前の子
どもの保護
者、家族、地
域住民

すくすく子育
て課

保健師、栄養士による地域団体等への講義等を、開催
希望に応じて実施する。平成30年度は希望なく実施し
なかった。

地域の団体のニーズに対応した内容とな
るため、準備に時間がかかり、出務できる
保健師、栄養士の数が限られるため、現
状としては積極的な取り組みをしていな
い。

地域からの希望に応じて、可能
な範囲で実施する。

保健師、栄養士による地域団体等への講義等を、開催
希望に応じて実施する。令和元年度は希望なく実施し
なかった。

地域の団体のニーズに対応した内容とな
るため、準備に時間がかかり、出務できる
保健師、栄養士の数が限られるため、現
状としては積極的な取り組みをしていな
い。

地域からの希望に応じて、可能
な範囲で実施する。

実施回数
参加者数

　0回 ３回
６７人

　0回 1回　　8人 ０回 ０回

180 予防接種事業 乳幼児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

・各健診での予防接種歴の確認を行い、予防接種開始
(2か月児)・MR2期(年長)に個別通知。MR2期に関して
は、学校教育課（市内小学校）と連携し、11月の就学前
健診で予防接種勧奨のチラシを配布した。
また1月に未接種者に対し接種勧奨の通知を行った。

市内医療機関に対し、安定した予防接種
事業を実施するためにワクチン契約先と
情報共有を行った。

乳幼児健診の問診で予防接種
歴の確認を徹底する。未接種者
に対し接種勧奨の個別通知を
継続する。

・各健診での予防接種歴の確認を行い、予防接種開始
(2か月児)・MR2期(年長)に個別通知。MR2期に関して
は、学校教育課（市内小学校）と連携し、11月の就学前
健診で予防接種勧奨のチラシを配布した。
また12月に未接種者に対し接種勧奨の通知を行った。

市内医療機関に対し、安定した予防接種
事業を実施するためにワクチン契約先と
情報共有を行った。

乳幼児健診の問診で予防接種
歴の確認を徹底する。未接種者
に対し接種勧奨の個別通知を
継続する。

各予防接種接種と接種率 名称･人数
BCG806人
不活化ポリオ
468人
４種混合　3267
人　三種混合
182人
MR1期862人
MR2期：947人
日本脳炎2736
人
Hib3322人
肺炎球菌3307
人

名称･人数
BCG806人
不活化ポリオ
123人
４種混合
3,381人　三種
混合6人
MR1期823人
MR2期：957人
日本脳炎1期
2,510人
Hib3,250人
肺炎球菌3,253
人

名称･人数
BCG756人
不活化ポリ
オ 65人
４種混合
3,219人
MR1期811
人
MR2期：972
人
日本脳炎1
期2,835人
Hib3,143人
肺炎球菌
3,147人
水痘1,613
人
B型肝炎
1,249人

名称･人数
BCG817人
不活化ポリ
オ 33人
４種混合
3,115人
MR1期794
人
MR2期：981
人
日本脳炎1
期2,759人
Hib3,194人
肺炎球菌
3,190人
水痘1,542
人
B型肝炎
2,421人

名称･人数
BCG755人
不活化ポリオ
15人
４種混合
2,980人
MR1期829人
MR2期：959
人
日本脳炎1期
2,766人
Hib3,054人
肺炎球菌
3,069人
水痘1,643人
B型肝炎
2,233人

名称･人数
BCG733人
不活化ポリ
オ3人
４種混合
2,938人
MR1期744
人
MR2期：975
人
日本脳炎1
期2,630人
Hib2,863人
肺炎球菌
2,904人
水痘1,482
人
B型肝炎
2,113人

181 定期健康診断
市立保育所
の児童

保育振興課

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23
年厚生省令第63号）第12条第1項及び第2項の規定に
基づき学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規定
する健康診断に準じて嘱託医及び嘱託歯科医による
内科健診、歯科健診を年2回実施

計画どおり実施済 特になし 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23
年厚生省令第63号）第12条第1項及び第2項の規定に
基づき学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規定
する健康診断に準じて嘱託医及び嘱託歯科医による
内科健診、歯科健診を年2回実施

計画どおり実施済 特になし

担当課
平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 事業実績等

番号 項   目 対  象
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

182
新生児・乳児・
産婦訪問

生後４か月ま
での新生児・
乳児と産婦を
含む保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

妊娠期からの切れ目ない支援の一環として、新生児・
乳児訪問指導及びこんにちは赤ちゃん事業を実施し乳
児家庭全戸訪問の99.5％の訪問率を目指した。未利用
者への再勧奨通知と助産師等による電話訪問勧奨な
どを実施した。

全戸訪問率は87.3%(平成30年度）であっ
た。未利用者への手紙や電話勧奨に努
めた。

妊娠期からの啓発など新生児
訪問へつないでくことや未利用
者へ対策を検討しながら全戸訪
問を推進する。

妊娠期からの切れ目ない支援の一環として、新生児・
乳児訪問指導及びこんにちは赤ちゃん事業を実施し乳
児家庭全戸訪問の99.5％の訪問率を目指した。訪問率
が低下したことより、未利用者への再勧奨通知を見直
し、実施した。

実施方法を検討し、変更実施することで、
訪問率が93.6％と前年度比6.3％上昇で
きた。

妊娠期からの啓発など新生児
訪問へつないでくことや未利用
者へ対策を検討しながら全戸訪
問を推進する。
また新型コロナウイルス感染症
流行等の社会情勢に応じた対
策を検討する。

新生児訪問件数（H25～全
戸訪問健康増進課対応件
数）

405件 ３４８件 468件 560件 430件 378件

183 乳幼児訪問
乳幼児とその
保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

必要なケースについては、庁内外関係機関と同行訪問
やケースカンファレンスを実施した。

支援が必要なケースにワンストップでタイ
ムリーに対応できるチャッピーサポートセ
ンターと連携した体制の強化。

顔の見える関係づくりと連携会
議やケース会議の実施をしてい
く。

必要なケースについては、庁内外関係機関と同行訪問
をした。

支援が必要なケースにワンストップでタイ
ムリーに対応できるチャッピーサポートセ
ンターと連携した体制の強化。

関係機関と同行訪問をしてい
く。

乳幼児訪問件数 70件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（49＋361）
-405＋65＝
70

58件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（47＋323）
-348＋36＝
58

89件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（78＋415）
-449＋45＝
89

138件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（112＋
518）-560＋
68＝138

76件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（56＋420）
-430＋30＝
76

293件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（93＋519）
-378＋59＝
293

184
こんにちは赤
ちゃん事業

生後４か月ま
での乳児の
いる家庭

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

概ね出生4か月頃までの赤ちゃんのいる家庭を訪問
し、訪問員が、母親の子育て状況を把握し、子育てに
対する不安や悩みはないかなどを聞き取りし、必要に
応じて情報や機関連絡先等を紹介した。誕生記念とし
て、訪問時に赤ちゃんの足型と写真をとり、メッセージ
カードを入れたタイムカプセルを母親と一緒に作成して
プレゼントした。
９，４か月健診時に訪問員が未訪問家庭への啓発と申
請受付けを行った。健診時の啓発で未訪の方、転入者
の申し込みによる訪問が増加したほか、チャッピーサ
ポートセンターとの連携を図った。

対象者への連絡時期により、チャッピー
サポートセンターの電話による訪問案内
と、こんにちは赤ちゃん事業を受託する社
協による訪問員の啓発事業が重なる事
案が発生している。
助言や交流を求めず、自宅への来訪を
好まない保護者がある。

健康増進課と健やか育成課とで
定期的な連絡会を持つなど連
携強化と情報共有を進め、効果
的かつ対象者全戸の訪問に努
める。

概ね出生4か月頃までの赤ちゃんのいる家庭を訪問
し、訪問員が、母親の子育て状況を把握し、子育てに
対する不安や悩みはないかなどを聞き取りし、必要に
応じて情報や機関連絡先等を紹介した。誕生記念とし
て、訪問時に赤ちゃんの足型と写真をとり、メッセージ
カードを入れたタイムカプセルを母親と一緒に作成して
プレゼントした。
９，４か月健診時に訪問員が未訪問家庭への啓発と申
請受付けを行った。健診時の啓発で未訪の方、転入者
の申し込みによる訪問が増加したほか、チャッピーサ
ポートセンターとの連携を図った。

対象者への連絡時期により、チャッピー
サポートセンターの電話による訪問案内
と、こんにちは赤ちゃん事業を受託する社
協による訪問員の啓発事業が重なる事
案が発生している。
助言や交流を求めず、自宅への来訪を
好まない保護者がある。

二つの事業の連携強化と情報
共有を進め、効果的かつ対象
者全戸の訪問に努める。

訪問率
訪問件数 292件 284件 267件 187件 263件 241件

185
未熟児訪問指
導事業

低体重児（出
生時体重が
2,500グラム
未満の乳児）
等の乳児とそ
の保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

出生時体重が2500ｇ未満の低出生体重児について、
出生連絡票で把握し訪問等で支援を行っている。ま
た、出生病院等から支援依頼の連絡がある養育支援
ネットとの連携をはかり支援している。

未熟児については、身体面でも養育面で
もリスクが高く、密な支援が必要になるこ
とが多い。医療機関などの関係機関との
連携を図りながら、実施することができ
た。

顔の見える関係づくりと連携会
議やケース会議の実施をしてい
く。

出生時体重が2500ｇ未満の低出生体重児について、
出生連絡票で把握し訪問等で支援を行っている。ま
た、出生病院等から支援依頼の連絡がある養育支援
ネットとの連携をはかり支援している。

未熟児については、身体面でも養育面で
もリスクが高く、密な支援が必要になるこ
とが多い。今年度より、済生会病院との
定例的な連携会議に参加しこれまで以上
に顔の見える関係を構築することができ
た。

今後も顔の見える関係づくりと
連携会議やケース会議の実施
をしていく。

未熟児訪問件数 45件 ４２件 50件 42件 50件 60件

186
離乳食教室（も
ぐもぐ教室、か
みかみ教室）

もぐもぐ教室
（６～７か月
児と保護
者）、かみか
み教室（11～
12か月児と
保護者）

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

各教室を隔月で実施。離乳食の進め方の講話、作り
方、試食を実施。試食時は栄養士の個別相談を実施し
ている。かみかみ教室では歯科衛生士の講話があり、
う蝕や正しい口腔ケアについての啓発も行っている。ま
た、もぐもぐ教室でははじめに自己紹介をしてもらい、
保護者同士の交流の場としても機能している。

予約制ではないため、開催月によって参
加者数の差がある。保護者への関心度
は非常に高く、個別相談や保護者同士の
情報交換により、子育てへの不安の解消
につながっている。教室時間を終えた後
も、相談が続くこともあり、参加者の満足
度は高いと考えられる。また、保護者の
交流の場としても機能している。
講話だけでなく、保護者に離乳食を試食
していただくことで、離乳食を進める際に
不安要素として大きい固さや味付けにつ
いて、実際に保護者の口で確かめられ、
また保護者間の交流ができる、良い機会
となっている。

今後も継続して実施していく。
受講できるよう周知を図り、H３１
年度から予約制とし教室運営体
制を変更する。

各教室を隔月で実施。離乳食の進め方の講話、作り
方、試食を実施。試食時は栄養士の個別相談を実施し
ている。かみかみ教室では歯科衛生士の講話があり、
う蝕や正しい口腔ケアについての啓発も行っている。ま
た、もぐもぐ教室でははじめに自己紹介をしてもらい、
保護者同士の交流の場としても機能している。

令和元年度より予約制とした。また、総合
福祉保健センターの改修工事のため、4
か月間多世代交流館ふらっとで開催し
た。また、新型コロナウイルス感染症の影
響で、３月のかみかみ教室は中止となっ
た。９月より参加者アンケートを実施した
ところ、もぐもぐ教室では１００％の方が、
かみかみ教室では９５％の方が満足もし
くはおおむね満足と回答した。満足度の
理由としては試食ができたことと、ゆっくり
相談ができたことを挙げる方が多かった。
要望として、もぐもぐ教室でも歯のケアに
ついて知りたい、総合福祉保健センター
はアクセスが悪い、午後はお昼寝の時間
と重なるといったご意見があった。講話、
試食、相談等それぞれも参加者満足度
が高く、また、保護者同士の交流の場とし

今後も継続して実施していく。参
加者のニーズを踏まえ、実施体
制や内容について検討する。

参加親子数 もぐもぐ
127組
かみかみ
88組

もぐもぐ
111組
かみかみ
68組

もぐもぐ
100組
かみかみ
89組

もぐもぐ
73組
かみかみ
52組

もぐもぐ
91組
かみかみ
62組

もぐもぐ
101組
かみかみ
52組

保育振興課

保育所給食部会において、各施設の調理師・栄養士に
対して、統一献立を作成するなどし、栄養の給与量の
確保、栄養指導及び食育の啓発指導等を実施してい
る。

統一献立を作成し、提供することにより各
施設において給食の献立に活かすことが
できている。更に、食育の大切さ及び各
施設での取り組みに貢献している。

給食・食育指導、近年増加傾向
にあるアレルギー児への対応等
を綿密に行う体制づくりが必要
である。

保育所給食部会において、各施設の調理師・栄養士に
対して、統一献立を作成するなどし、栄養の給与量の
確保、栄養指導及び食育の啓発指導等を実施してい
る。

統一献立を作成し、提供することにより各
施設において給食の献立に活かすことが
できている。更に、食育の大切さ及び各
施設での取り組みに貢献している。

給食・食育指導、近年増加傾向
にあるアレルギー児への対応等
を綿密に行う体制づくりが必要
である。

　

幼児教育振
興課

各園で、野菜の栽培・収穫体験や調理活動を行い、食
べる喜びや楽しさを味わう取組の充実を図る。
地域人材の活用により、より豊かな栽培活動を実施す
る。

体験活動を通して食への興味関心を高
めることができた。子どもたちの活動の様
子を家庭や地域に伝え、ともに食育に取
り組む工夫がされるようになってきた。
また、地域人材の活用により、地域の関
心も深まりつつある。

各園の特性を生かし、食を通じ
た健やかや体の育成に向けた
取り組みを推進する。

各園で、野菜の栽培・収穫体験や調理活動を行い、食
べる喜びや楽しさを味わう取組の充実を図る。
地域人材の活用により、より豊かな栽培活動を実施す
る。

野菜を育てることによって親しみを持った
り、普段食べているものが多くの人の手
によってつくられていることに気づき、感
謝の気持ちを持つことにつながっている。

継続

学校給食課

8月を除く毎月の学校給食予定献立表を発行して各家
庭へ配布し、学校へは給食時間の指導資料を配布し
た。(『ひとくちおしゃべりタイム』として活用)
また、学校からの要望に沿って給食を教材とした食育
指導を行った。行事としては、子どもや、その保護者等
を対象とした、体験教室「給食センター探検隊」、全世
代を対象とした食育フェスティバル、学校給食展を実施
した。
絵手紙コンクールをテーマ「自然豊かな三田の食材を
味わう喜びや楽しさを『絵』と『言葉』で伝えるメッセー
ジ」として実施した。
（応募点数　3,181点　　幼稚園　238点、小学校 1,384
点、中学校1,559点)
給食センターの親子での探検、調理場の見学、調理体
験を実施した。（ゆりのき台給食センター38人参加、清
水山給食センター32人参加）また、就学前親子対象に
給食試食親子体験を実施(有馬富士共生センター33人
参加)
学校給食への三田米の使用を継続するとともに、三田
の特産品（黒豆の枝豆、太ねぎ、うど等）を活用し、さら
に地場野菜の使用を進めた。

家庭、学校への配布資料は、学校給食、
食育に関する情報を掲載することができ
た。また、食に関する指導では学校給食
を教材として生かしながら、食習慣や食
べ物について子どもたちに学んでもらうこ
とができた。
また各行事を通じて、幅広い世代に食
育、学校給食について関心を持ってもらう
とともに、体験的な学びを通して食の大切
さを考える機会となった。なお、地場野菜
や三田の特産物(黒豆の枝豆、太ねぎ、う
どなど)を学校給食で食べることにより、子
どもたちのふるさと意識を醸成することが
できた。
地場野菜の使用品目が減ったため使用
率は減少。(31.4％)
学校園と連携した食の指導は一定の成
果を上げてきているが、中学校のカリキュ
ラムの中に食育を組み込むのは難しい面
がある。
特産品のうち、三田牛の価格高騰のた
め、給食の三田牛の使用がなくなった。

今後も学校園と協力し、引き続
き食育を実践していくことが必
要である。

また、地場野菜使用率の向上を
目指して、引き続き当課とＪＡ兵
庫六甲とが詳細に納入時期を
調整する必要がある。

・8月を除く毎月の学校給食予定献立表を発行し、各家
庭へ配布。学校へは給食時間の指導資料を配布。(『ひ
とくちおしゃべりタイム』として活用)
・学校からの要望に沿って給食を教材とした食育指導
を実施。
・食育の推進を目的とした行事として、体験教室「給食
センター探検隊」、学校給食展、絵手紙コンクール、調
理体験、令和元年度からの新たな取り組みとして給食
やさい収穫体験を実施。
・学校給食への三田米の使用を継続するとともに、三
田の特産品（黒豆の枝豆、太ねぎ、うど等）を活用し、さ
らに地場野菜の使用を推進。

・各取り組みを通じて、幅広い世代に食
育・学校給食について関心を持ってもらう
ことができ、食の大切さを考える機会と
なった。また、地場野菜の活用等により、
子どもたちのふるさと意識の醸成にもつ
なげることができた。
・学校園と連携した食の指導は一定の成
果を上げてきているが、中学校のカリキュ
ラムの中に食育を組み込むのは難しい面
がある。

今後も学校園と協力し、引き続
き食育を実践していくことが必
要である。

また、地場野菜使用率の向上を
目指して、引き続き当課とＪＡ兵
庫六甲とが詳細に納入時期を
調整する必要がある。

・総合、家庭、社会等で指
導

・試食会

・夏休み子ども料理教室
　（～Ｈ27年度）
・食育ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（R1から食
育フェア）

・料理コンテスト（～H28年
度）
・絵手紙コンクール

・給食ｾﾝﾀｰ探検隊（H29～
ミニ探検・試食H30給食試
食親子体験も実施）

・地場使用率

幼・小・中合
計
102クラス
　(2906人)

59回(1310
人)
　
107人参加

約1000人

37組40作品

1645作品の
応募

25.48％

幼・小・中合
計
3735人
　

50回(1137
人)

79人参加

約1500人

75組77作品

2177作品の
応募

30人

28.57％

幼・小・中合
計
  3749人

35回　(895
人)

―

約1000人

23組23作品

2945作品の
応募

19組46人

31.3％

幼・小・中合
計
  4398人

62回(1314
人)

―

約1200人

―

2882作品の
応募

14組32人
ミニ探検・試

食14組37人

34.6％

幼・小・中合
計
　4914人

63回(1177
人)

―

約1000人
親子料理教
室14組35人

―

3181作品の
応募

13組32人
ミニ探検・試
食14組38人・
親子体験9組
33人

31.4％

幼・小・中合
計
　5696人

64回(1,131
人)

―

約1000人

―
 
3113作品の
応募

15組32人
ミニ探検・試
食14組35人・
親子体験11
組36人

31.4％

187
食に関する指
導、啓発事業

幼稚園、認定
こども園、保
育所の児童
及び保護者

21



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

各保育所、
認定こども
園、幼稚園

188
調理講座や食
育に関する講
演会の開催

子育て中の
保護者、就学
前の子ども

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

「離乳食講座」を年に３回、３歳～就学前の幼児が対象
となる「親子クッキング」を年に５回実施した。
これらの講座は、食に対する知識や食材の上手な選び
方、また、食生活の重要性などを楽しく学べる取組みと
して進めている。
食材については、パスカルさんだとの共催・協賛によ
り、地産地消に積極的に取り組んでいる。

調理講座の実施にあたっては、保護者に
も興味をもってもらえること、子どもに無
理なく作れること、季節の地元産の食材
を活用することなど、を考慮してメニュー
を立案しており、一過性のイベントとして
だけでなく、その後の食育成果につなが
るよう工夫をこらしている。

継続して実施する。 「離乳食講座」を年に３回、３歳～就学前の幼児が対象
となる「親子クッキング」を年に５回実施した。
これらの講座は、食に対する知識や食材の上手な選び
方、また、食生活の重要性などを楽しく学べる取組みと
して進めている。
食材については、パスカルさんだとの共催・協賛によ
り、地産地消に積極的に取り組んでいる。

調理講座の実施にあたっては、保護者に
も興味をもってもらえること、子どもに無
理なく作れること、季節の地元産の食材
を活用することなど、を考慮してメニュー
を立案しており、一過性のイベントとして
だけでなく、その後の食育成果につなが
るよう工夫をこらしている。

継続して実施する。 実施回数 10回 9回 9回 8回 ５回 ６回

（３）　小児医療体制の充実

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

189
母子保健研修
会

三田市内の
産婦人科医・
小児科医・保
健師・助産
師・看護師・
心理士等

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

乳幼児健診の場で活用する知識の向上を目指し、「精
神疾患のある妊産婦及び乳幼児の母親への具体的支
援」というテーマで医師に講話を依頼した。

予定通り、実施できた。引き続き母子保
健事業従事者間の連携強化と知識向上
のために、タイムリーなトピックスでの研
修会テーマを選定していく。

継続実施 乳幼児健診の場で活用する知識の向上を目指し、「乳
幼児健診や相談会での着目点と支援のポイント～１歳
６か月児健診から５歳児発達相談までの発達～」という
テーマで医師に講話を依頼した。

新型コロナ感染症流行のため、中止。引
き続き母子保健事業従事者間の連携強
化と知識向上のために、タイムリーなト
ピックスでの研修会テーマを選定してい
く。

継続実施 1回実施（平
成２６年12
月１日）「５
歳児の発達
について」

1回実施（平
成28年3月
18日）「発達
障がいのあ
る子ども達
～行動の見
立てと支援
の方法～」

1回実施（平
成29年2月3
日）「妊産婦
のこころの
ケア～切れ
目ない支援
のために
～」

1回実施（平
成29年12月
14日）「聴覚
言語障害の
診断と治
療」

1回実施（平
成30年11月
2日）「精神
疾患のある
妊産婦及び
乳幼児の母
親への具体
的支援」

中止（令和2
年3月5日）
「乳幼児健
診や相談会
での着目点
と支援のポ
イント～１歳
６か月児健
診から５歳
児発達相談
までの発達
～」

190
休日応急診療
センター運営事
業

全市民 健康増進課

日曜、祝日、年末年始の一次応急診療を提供した。 三田市医師会の協力により医師を確保で
きたことで、概ね安定した運営を行えた。

ニ次医療機関との連携強化 日曜、祝日、年末年始の一次応急診療を提供した。 三田市医師会の協力により医師を確保で
きたことで、概ね安定した運営を行えた。

ニ次医療機関との連携強化 利用者数
内小児数(15歳まで）

6,938人
3,822人

6,193人
3,631人

6,237人
3,559人

6,978人
4,023人

6,514人
3,638人

6，208人
3,322人

191
小児救急輪番
制事業

小児 健康増進課

小児救急の医療需要に対応するため、三田市医師会
の協力のもと、神戸市北区医療機関と連携し、小児救
急三田・神戸北病院輪番制による診療体制の確保に
努めた。

全国的な小児科医不足を背景に、医療機
関の受入体制が縮小されている中で、前
年度と同数の実施日が確保できた。

現行事業の継続 小児救急の医療需要に対応するため、三田市医師会
の協力のもと、神戸市北区医療機関と連携し、小児救
急三田・神戸北病院輪番制による診療体制の確保に
努めた。

全国的な小児科医不足を背景に、医療機
関の受入体制が縮小されている中で、前
年度以上の実施日が確保できた。

現行事業の継続 年間実施日数 197.5日 115日 97日 101日 101日 122日

192

適切な医療受
診の仕方、急
病・事故発生時
の家族での対
処方法の普及
啓発

子育て家庭 健康増進課

・「さんだ健康医療相談ダイヤル24」を設置し、24時間
365日、医師・看護師等専門職が症状に応じた医療機
関の案内や応急処置等のアドバイスを行う体制を確
保。また毎月のびゆく三田広報紙に掲載し、普及啓発
に努めた。　　　　　　　　　　・兵庫県が実施している「小
児救急医療電話相談♯8000」の周知啓発を行った。

・12歳以下の相談は、全相談の46.8%を占
める。また、21時から6時までの電話受付
も約25%あり、市民にとっていつでも相談
ができる安心感を提供できた。

・活用を促進することにより、適
正な医療受診を促し、救急医療
体制の円滑化を図る。
・様々な機会を活用し、「さんだ
健康医療相談ダイヤル24」や
「小児救急医療電話相談♯
8000」の普及啓発を行う。

・「さんだ健康医療相談ダイヤル24」を設置し、24時間
365日、医師・看護師等専門職が症状に応じた医療機
関の案内や応急処置等のアドバイスを行う体制を確
保。また毎月のびゆく三田広報紙に掲載し、普及啓発
に努めた。　　　　　　　　　　・兵庫県が実施している「小
児救急医療電話相談♯8000」の周知啓発を行った。

・12歳以下の相談は、全相談の44.1%を占
める。また、21時から6時までの電話受付
も約25%あり、市民にとっていつでも相談
ができる安心感を提供できた。

・活用を促進することにより、適
正な医療受診を促し、救急医療
体制の円滑化を図る。
・様々な機会を活用し、「さんだ
健康医療相談ダイヤル24」や
「小児救急医療電話相談♯
8000」の普及啓発を行う。

・「さんだ健康医療相談ダイ
ヤル24」相談件数（12歳以
下）

1,718件 2,318件 2,954件 5,152件
※一入電あ
たりの複数
相談の計数
方法の変更
による。

4,500件

２　子育て・子育ちにやさしい居住・生活環境の向上をめざします
（１）　子どもの犯罪や交通事故から守る環境づくりの推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30年度 R1年度

193 交通安全教室

市民（幼稚
園、認定こど
も園、保育
所、小学校、
中学校、特別
支援学校、子
育て学習
サークル等）

危機管理課

市が三田交通安全協会に委託し、交通指導員による
交通安全教室を実施。

自転車教室を含む交通安全教室を実施
することにより、交通安全意識の高揚に
寄与した。

平成30年度をもって委託を解消
し、今後は市直営で交通安全教
室を実施する。

令和元年度より三田市直営により、交通指導員による
交通安全教室を実施した。

交通安全教室は前年度同様に実施する
ことができ、交通安全意識の高揚に寄与
した。また、高齢者の免許証自主返納な
ど、問い合わせが増加している。

今後も交通安全教室を子どもた
ちから高齢者まで幅広く開催し
ていく。また、自転車教室や高
齢運転者事故防止対策などの
状況に応じた内容を検討してい
く。

･交通安全教室回数及び参
加人数
･保護誘導（通学の見守り）
日数及び回数
･自転車運転免許制度実施
回数及び人数（H24から）

教室
110回・
12,729人
保護
197日・334
回
免許
23幼小中・
1,475人

教室
111回・
14,096人
保護
194日・335
回
免許
25幼小中・
1,492人

教室
103回・
11,426人
保護
194日・325
回
免許
23幼小中・
1,449人

教室
105回・
1,1251人
見守り
186日・272
回
免許
24幼小中・
1,481人

教室
104回・
10,750人
免許
22小中・
1,381人

教室
78回・7,834
人
免許
25小中・
1,383人

194
自転車通学用
ヘルメット購入
費補助事業

三田市内中
学校へ自転
車通学してい
る生徒

危機管理課

助成校数及び人数 ７校・273人 ７校・270人 ７校・244人 事業廃止 事業廃止 事業廃止

195
交通安全施設
維持補修事業

市道を利用
する市民及
び通行車両

道路河川課

通学路の安全対策やカーブミラー等の設置、交通安全
施設の維持管理等を実施した。

交通安全対策の実施により、利用者の通
行の安全が向上した。

必要性、緊急性を精査した上で
設置個所を選定する。

通学路の安全対策やカーブミラー等の設置、交通安全
施設の維持管理等を実施した。

交通安全対策の実施により、利用者の通
行の安全が向上した。

必要性、緊急性を精査した上で
設置箇所を選定する。

196
防犯灯設置維
持管理事業

区・自治会等 危機管理課

平成29年度に移管した防犯灯の適正な維持管理。ま
た、当時移管しなかった自治会に対して、防犯灯の電
気代を補助。

夜間の歩行者の安全確保と犯罪発生を
防止し、住民生活の安全・安心を確保す
ることに寄与した。

防犯灯の移設や新設の検討
等、防犯灯の適正配置を実施
する。

区・自治会より移管した防犯灯を含め約8,400灯につい
て、適正に維持管理を行った。また、故障や不点灯へ
の対応や新規設置、自治会への防犯灯電気代補助金
の支出等を行った。

夜間の歩行者の安全確保と犯罪発生を
防止し、住民生活の安全・安心を確保す
ることに寄与した。

防犯灯の移設や新設の検討
等、防犯灯の適正配置を実施
する。

･区・自治会による補助金
申請件数
･区・自治会管理の防犯灯
電気代補助灯数

新設22灯
更新810灯
電気代7,863
灯

新設27灯
更新914灯
電気代7,943
灯

新設35灯
更新629灯
電気代
7,983灯

電気代補助
8,071灯

電気代補助
140灯

電気代補助
31灯
(R1年度ま
でで終了)

197
街路灯維持管
理事業

市道を利用
する市民及
び通行車両

道路河川課

道路照明灯のランプ交換等、維持修繕の他、照明灯設
置要望箇所についてLED灯設置工事を実施

街路灯の適正管理等により、通行の安全
が図られた。

現地確認等により、優先順位を
付けながら整備を進める。

道路照明灯のランプ交換等、維持修繕の他、照明灯設
置要望箇所についてLED灯設置工事を実施

街路灯の適正管理等により、通行の安全
が図られた。

現地確認等により、優先順位を
付けながら整備を進める。

198
「こども安全パ
トロール車」巡
回事業

子ども
健やか育成
課（青少年育
成センター）

登下校時の安全対策として、市内を3地域に分けてこど
も安全パトロールを実施した。

安全パトロールに加え、放課後児童クラ
ブの児童への声掛けや不審者事案の駆
け付けパトロールを強化し、子どもの安
全体制の充実を図った。

子どもの安全体制のさらなる充
実のため、関係機関と連携し、
地域を巻き込んだ見守り体制づ
くりへの検討を行う。

登下校時の安全対策として、市内を3地域に分けて定
期巡回パトロールを実施した。

定期巡回パトロールにあわせ、放課後児
童クラブの児童への声掛け、不審者事案
の駆け付けパトロールを実施するととも
に、地域での見守り体制の充実に向け取
り組んだ。

令和2年度から定期巡回パト
ロールは廃止するが、子どもの
安全安心のため、関係機関と連
携し、地域全体で子どもを見守
る体制づくりを進める。

パトロール中の指導回数 157回 123回 137回 130回 90回 73回

199
「さんだっこ110
番のくるま」運
行事業

子ども
健やか育成
課（青少年育
成センター）

犯罪の抑止と子どもたちの安全確保のため、市の公用
車に「さんだっこ１１０番のくるま」のステッカーを貼り付
け、市内を走行した。

公用車のステッカーの新規貼付、更新を
行った。
対応マニュアルは改訂し、対象の公用車
へ積載した。

公用車の新車導入時にはステッ
カーを貼付するとともに、汚損等
があるものは順次更新していく。
対応マニュアルについても周知
を継続していく。

犯罪の抑止と子どもたちの安全確保のため、引き続き
市の公用車に「さんだっこ１１０番のくるま」のステッカー
を貼付し、走行した。

公用車のステッカーの貼付により、犯罪
の抑止とともに子どもたちの安全安心な
環境づくりを進めた。

公用車の新車導入時にはステッ
カーを貼付するとともに、汚損等
があるものは順次更新する。
対応マニュアルについても周知
を継続していく。

ステッカー貼付け車両数 121台 121台 99台 98台 104台 104台

保育振興課

保育所、認定こども園、小規模保育施設において県警
ホットライン（緊急通報システム）を設置し、通報テストを
実施している。

新規小規模保育施設１施設で県警ホット
ラインの設置指導、確認、通報テストを実
施した。

新規園等に設置指導を行ってい
く。

保育所、認定こども園、小規模保育施設において県警
ホットライン（緊急通報システム）を設置し、通報テストを
実施している。

新規開設園がなかったため、設置指導は
実施していない。

新規園等に設置指導を行ってい
く。

事業廃止平成28年度をもって事業廃止

平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 事業実績等

担当課
平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 事業実績等

番号 項   目 対  象 担当課

番号 項   目 対  象
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

教育総務
課、幼児教
育振興課

通報テストについては、３年に１回の実施となっており、
平成３０年度に実施した。

通報テストを行い、通信状況を確認する
ことができた。

定期的に通信テストを実施する
中で改修等が必要な機器を検
討していく。

通報テストについては、３年に１回の実施となっており、
令和元年度に実施した。

通報テストを行い、通信状況を確認する
ことができた。

定期的に通信テストを実施する
中で改修等が必要な機器を検
討していく。

県警ホットラインの機器更
新

通報テストの実施（3年に1
回）

幼稚園10園
小学校20校
中学校8校

幼稚園7園
小学校18校
中学校8校

幼稚園3園
小学校2校

特支学校1
校

小学校16校
中学校8校

幼稚園10園
小学校4校

特支学校１校

健やか育成
課

新たに開設した放課後児童クラブに県警ホットライン装
置を設置するとともに放課後児童クラブ16施設の老朽
化した県警ホットライン装置の交換を行った。

今後も老朽化した県警ホットライン装置は
順次交換していく必要がある。

クラブの新設時に県警ホットライ
ン装置の設置を行うとともに、適
宜装置の交換を行っていく。

放課後児童クラブ4施設の老朽化した県警ホットライン
装置の交換を行った。

今後も老朽化した県警ホットライン装置は
順次交換していく必要がある。

クラブの新設時に県警ホットライ
ン装置の設置を行うとともに、適
宜装置の交換を行っていく。

201
さんだ防災・防
犯メール

三田市内の
緊急情報の
提供を希望
する（メール
登録者）

危機管理課

前年度と同様、市広報紙やＦＭラジオによる広報、学校
園の保護者への周知、出前講座や各種イベント時にお
けるチラシ配布し、登録の啓発活動を実施。

H30年度は災害が多発したことにより、登
録者が増加したと思われるが、台風時期
の終息とともに、登録を削除する利用者
がいる。風水害の為だけではないことを
伝えて、引き続き登録および継続の啓発
を行う。

上位階層のひょうご防災ネット
が5月末より新たにアプリの配信
を行う予定となっており、それに
合わせてチラシを作成し昨年同
様に啓発を行う。

前年度と同様、市広報紙やＦＭラジオによる広報、学校
園の保護者への周知、出前講座や各種イベント時にお
けるチラシ配布し、登録の啓発活動を実施。

R元年度は自然災害は数件みられたが、
避難情報等の情報伝達を行うツールとし
て定着しつつあることから、登録者が増
加している。今後も自然災害だけではな
く、安心・安全につながる様々な情報を伝
える媒体として、引き続き登録及び継続
の啓発を行う。

ひょうご防災ネットの新型アプリ
が導入され、積極的な登録の啓
発活動を実施していることから、
それに合わせてチラシを作成
し、昨年同様に啓発を行う。

さんだ防災・防犯メール加
入者数

14,126件 14,639件 14,765件 15,402件 16,479件 16,764件

202
「こども110番の
家」推進事業

子ども
健やか育成
課（青少年育
成センター）

子どもが危険を感じた場合、駆け込み、助けを求める
場所を確保するため、通学路周辺の家庭や店舗に「こ
ども110 番の家」の登録を推進した。

こども110番の家の充実を図るため、プ
レートについては更新案内や在宅状況確
認等を行った。
のぼり旗は設置拡大を行った（H29：11箇
所、H30：87箇所）。

学校、PTAと連携した取り組み
を進め、通学路周辺の家庭や
店舗の登録拡大を図る。
また、「のぼり旗」の周知、案内
も継続し、啓発活動を推進して
いく。

子どもが危険を感じた場合、駆け込み、助けを求める
場所の確保のため、通学路周辺の家庭や店舗に「こど
も110 番の家」の設置拡大を図るため、自治会や地域
団体等への周知啓発に取り組んだ。

110番の家の登録を拡大した（H30：804
軒、H31:852軒）。

通学路等への設置拡大に向
け、学校やPTAと連携し、関係
団体等への周知啓発に取り組
む。

「こども110番の家」登録軒
数

784軒 874軒 877軒 892軒 804軒 852軒

203
安全・安心（防
犯）まちづくり推
進事業

市民 危機管理課

各小学校区に設置された200台の防犯カメラが年度当
初より稼働しており、適正な運用が行われている。

設置していることで一定の犯罪抑止力が
あると思われる。三田警察署からの映像
提供依頼については一定のルールの下
に行っているが、件数や量によっては抽
出作業に職員1人が1日、かかる事もあ
り、方法改善が必要である。

区・自治会などでの設置につい
て、市の補助事業がないので、
設置希望があれば県の補助を
案内していく。

各小学校区の通学路に設置された200台の防犯カメラ
が稼働し、適正な運用が行われている。警察からの依
頼により、映像の提供を行った(794時間分)。

主に子どもたちの安全安心を見守る防犯
カメラ200台の適正な維持管理に努めた。
また、地域の防犯活動を支援するととも
に、防犯ニュースを年５回発行し、意識啓
発に努めた。

区・自治会などでの設置につい
て、市の補助事業がないので、
設置希望があれば県の補助を
案内していく。

･地域安全ニュース発行数
･区・自治会や三田防犯協
会による防犯カメラ設置台
数
 ※補助申請等により市が
把握するものに限る

地域安全
ニュース
3,600枚×11
か月
カメラ設置
6台

地域安全
ニュース
3,600枚×
11か月
カメラ設置
8台

地域安全
ニュース
3,880枚×
11か月
カメラ設置
4台

地域安全
ニュース
3,900枚×
11か月
カメラ設置
204台

地域安全
ニュース
3,770枚×5
回
カメラ設置
204台（市が
管理するも
の）

地域安全
ニュース
3,770枚×5
回
カメラ設置
204台（市が
管理するも
の）

204
幼年・少年・少
女消防クラブ育
成事業

幼稚園・認定
こども園・保
育所の児童、
小学生

消防本部

子どもの防火意識を高めるために園児や児童らを対象
とした消防イベントを実施した。
5月：防火こいのぼり会
8月：夏休み防火教室（園児～小学生）
10月:防火ハロウィン
11月:防火ハイキング
1月：防火おもちつき
1月：防火ポスターコンクール（小学校）
2月：防火節分会
3月：防火ティッシュ配り

イベントを通じて防火や命の大切さにつ
いて多数の園児らに伝えることができて
いる。また、ポスターの優秀作品は、カレ
ンダーに採用して配布するため市内の事
業所への防火意識向上に繋げることがで
きた。雨天時のイベントの扱い方や、子ど
もに周知するための新たな広報手段につ
いて企画していく必要がある。

今後も、保育所・認定こども園・
幼稚園を対象に、防火講話や消
防車の派遣等を積極的に行い
防火意識の向上を図っていく。

子どもの防火意識を高めるために園児や児童らを対象
とした消防イベントを実施した。
5月：防火こいのぼり会
７月：防火七夕
8月：夏休み防火教室（園児～小学生）（台風により中
止）
10月:防火ハロウィン
1月：防火ポスターコンクール（小学校）
2月：防火節分会

幼稚園、保育園児を中心にイベントを通じ
て防火防災意識や命の大切さを伝えるこ
とができている。

新型コロナウイルス感染拡大防
止により園児らに対して直接指
導する機会が減ることが懸念さ
れる。継続して防火意識の向上
を図っていく工夫が必要と感じ
る。

幼年消防クラブ結成団体
数：24団体
内訳：公立幼稚園　10園
　　　 私立幼稚園　10園
　　　 私立保育園　 4園

取り組み内
容・実施イ
ベントどおり
職員派遣
幼稚園等
23件
小学校　5件

取り組み内
容・実施イ
ベントどおり
職員派遣
幼稚園等28
件
小学校 8件

取り組み内
容・実施イ
ベントどおり
職員派遣
幼稚園等31
件
小学校5件

取り組み内
容・実施イ
ベントどおり
職員派遣
幼稚園等36
件
小学校10件

取り組み内
容・実施イ
ベントどおり
職員派遣
幼稚園等29
件
小学校7件

取り組み内
容・実施イ
ベントどおり
職員派遣
幼稚園等24
件
小学校5件

（２)　子育て・子育ちにやさしい居住・生活環境づくりの推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

205 道路新設改良
市道を利用
する市民及
び通行車両

道路河川課

市道清楽寺尼子線において、バイパス工事に着手し
た。バイパス部には新設の歩道を設置した。

歩行者等の安全を図るための事業の推
進が図られた。

完了 市道下相野広野線において、道路拡幅工事に着手し
た。

歩行者等、道路利用者の安全を図るため
の事業の推進が図られた

継続事業

206
福祉のまちづく
り条例推進事
業

公共公益施
設の利用者

審査指導課

バリアフリー法及び兵庫県福祉のまちづくり条例に基
づき、申請者及び届出者に助言、指導を行った。

評価は、対象となる建築物についてバリ
アフリー化され、施設利用の利便性及び
安全性の向上を図ることができた。
課題は、義務化対象とならない既存建築
物においての整備実効性があげられる。

申請者及び届出者に助言、指
導を行う中で、法及び条例等の
主旨の説明等とともに引き続き
啓発活動を行う。

バリアフリー法及び兵庫県福祉のまちづくり条例に基
づき、申請者及び届出者に助言、指導を行った。

評価について、対象となる建築物におい
てバリアフリー化され、施設利用の利便
性及び安全性の向上を図ることができ
た。
課題について、義務化対象とならない小
規模建築物においての整備があげられ
る。

特に義務化対象とならない小規
模建築物において、申請者及び
届出者に対し、法及び条例等の
主旨を踏まえ、適合できるよう助
言及び指導を行う。

確認申請（民間含む）及び
届出件数における適合比
率

適合率84％ 適合率96％ 適合率81％ 適合率
100％（ただ
し、届出部
分に限る）

適合率
100％（ただ
し、届出部
分に限る）

適合率66％
（ただし、届
出部分に限
る）

207
赤ちゃんの駅
設置事業

乳幼児とその
保護者

すくすく子育
て課

赤ちゃんの駅の登録への周知、啓発を行った。全施設
の点検を行い、ステッカー更新等メンテナンスを行っ
た。新たな登録施設はなかったが、乳幼児連れ親子の
外出支援を推進することができた。

赤ちゃんの駅への更なる周知、啓発と、
登録施設の増加を図っていく必要があ
る。

引き続き市内施設に登録を働き
かけるとともに、制度の周知を
図っていく。

公共施設に閉鎖に伴い、1か所減となったが、赤ちゃん
の駅の登録への周知、啓発を行い、家電量販店が一
か所の新規登録があり、乳幼児連れ親子の外出支援
を推進することができた。

赤ちゃんの駅への更なる周知、啓発と、
登録施設の増加を図っていく必要があ
る。

引き続き市内施設に登録を働き
かけるとともに、制度の周知を
図っていく。

赤ちゃんの駅登録施設数
（公共施設、民間施設合
計）

42 43 43 46 46 46

208
市内公園整備
事業

公園を利用
する市民

公園みどり課

平成25年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づ
き、引き続き遊具の更新を行った。

駒ヶ谷運動公園他において劣化、腐食の
進んだ木製遊具等を鋼製遊具に更新す
ることで遊具の安全性を向上させると共
に施設の長寿命化を図った。

定期点検等の実施により劣化
等の進行度合いを適切に把握
する。

平成30年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づ
き、遊具の更新を行った。

三田谷公園他において劣化、腐食の進
んだ木製遊具等を鋼製遊具に更新するこ
とで遊具の安全性を向上させると共に施
設の長寿命化を図った。

定期点検等の実施により劣化
等の進行度合いを適切に把握
する。

209
市営住宅への
多子世帯等の
優先入居

母子・父子、
障害者、多子
等の世帯

都市計画課

平成30年度においては、市営住宅の募集は2回（4戸・6
戸）実施した。

募集した10戸のうち、6戸に子育て世帯が
入居し、子育て世帯の住居確保に一定の
支援を行うことができた。

一般世帯の募集とのバランスを
図りながら、子育て世帯・多子
世帯などを対象とした優先募集
の実施に取り組んでいく。

令和元年度においては、市営住宅の募集は2回（10戸・
13戸）実施した。

募集した23戸のうち、7戸に子育て世帯
（母子3世帯、障害者4人)が入居し、子育
て世帯の住居確保に一定の支援を行うこ
とができた。

一般世帯の募集とのバランスを
図りながら、子育て世帯・多子
世帯などを対象とした優先募集
の実施に取り組んでいく。

母子、多子世帯などを対象
とした優先募集を行った住
戸数

6 0 0 0 0 6

３　結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進をめざします

（１）　結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

211
再掲

チャッピーサ
ポートセンター
(子育て世代包
括支援セン
ター)

妊産婦・乳幼
児とその家族

すくすく子育
て課

・妊娠期から子育て期（就学まで）の保健師による総合
相談を実施した。
　また、市内の公共施設等での出張相談を拡充した
（H29：6回⇒H30：11回）。
・妊娠届け出時に妊婦面談を実施して、必要な助言を
行った（妊婦面談率94.6％）
・庁内や関係機関と連携をとりながら、地区担当保健
師によるフォローを行い、早期に必要な支援につなげる
よう努めた。

計画的に実施できた。
妊娠期から親子カルテを作成し、支援に
活用している。

安心して子育てできるように情
報提供など相談機能の強化や
よりよい支援のために庁内外の
連携体制を今後も推進してい
く。

・妊娠期から子育て期（就学まで）の保健師による総合
相談を実施した。
　また、市内の公共施設等での出張相談を実施。
（R1:19回）
・妊娠届け出時に妊婦面談を実施し「mamaと赤ちゃん
のハッピープラン」を活用し情報提供や助言を行った。
（妊婦面談率92.4％）
・庁内や関係機関と連携をとりながら、地区担当保健
師によるフォローを行い、早期に必要な支援につなげる
よう努めた。

出張相談の機会や母子保健事業、子育
て拠点等で相談窓口の周知に努めた。主
に電話で相談を受けることが多かった。
妊娠期からの実態把握に努め未面談の
方へは、電話等で状況把握を行った。又
面談時「mamaと赤ちゃんのハッピープラ
ン」を活用しアドバイスを行った。要フォ
ロー妊婦へは、妊婦電話や訪問等地区
保健師と連携しながら支援を行った。

安心して子育てできるように情
報提供や寄り添った支援など相
談機能強化に努め、よりよい支
援のために庁内外の連携体制
を今後も推進していく。

妊婦面談件数
電話・窓口相談合計件数

442件
186件

744件
140件

755件
197件

677件
463件

担当課
平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み

200

対  象
事業実績等

番号 項   目 対  象 担当課
平成30年度の取り組み 令和元年度の取り組み 事業実績等

番号 項   目

緊急通報装置
システムの設置

幼稚園
認定こども園
保育所
市立小中学
校
放課後児童
クラブ

23



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

167
再掲

マタニティ教室 妊婦
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

妊婦が妊娠中の不安や悩みを軽減して過ごせるよう
に、医師・助産師・栄養士・保健師による教室を実施。
赤ちゃん人形を使ったデモ等行い、妊婦参加型の教室
を実施。

妊婦参加型の教室にすることで、妊婦の
ニーズに沿った内容を実施できた。妊婦
同士も意見交換を実施し、不安や悩みの
共有ができた。

特になし 妊婦が妊娠中の不安や悩みを軽減して過ごせるよう
に、医師・助産師・栄養士・保健師による教室を実施。
赤ちゃん人形を使ったデモ等行い、妊婦参加型の教室
を実施。

妊婦参加型の教室にすることで、妊婦の
ニーズに沿った内容を実施できた。妊婦
同士も意見交換を実施し、不安や悩みの
共有ができた。

近年、産科医療機関での同内
容の教室が充実してきている背
景より、市としては市民の状況
やニーズを分析して、教室の対
象者や内容を検討する。

マタニティ教室
参加者数(延べ)

20回
122人

18回
108人

18回
99人

18回
78人

6回
53人

6回
50人

168
再掲

プレパパママ教
室

妊婦とその配
偶者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

これから親となる夫婦が子育てについて考え、妊娠中
の生活や出産後の育児を安心して取り組んでいけるよ
うに援助することを目的に実施。
平日３回及び土曜日３回の年６回実施。

参加者の満足度は高い。 土日の参加希望が多かったた
め、日曜開催を検討。

これから親となる夫婦が子育てについて考え、妊娠中
の生活や出産後の育児を安心して取り組んでいけるよ
うに援助することを目的に実施。
平日３回及び土曜日３回と日曜日2回の年8回実施予
定であったが、新型コロナウイルス感染症流行のた
め、土曜日が2回となり計7回の実施となる。。

参加者の満足度は高い。 日曜日を増設したが、想定して
いたより参加者がおらず、来年
度は平日3回と土曜日3回にして
実施継続。

プレ・パパママ教室
参加者数

6回
158人

6回
150人

6回
130人

6回
128人

6回
124人

7回
120人

169
再掲

母子健康手帳
交付

妊婦
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

チャッピーサポートセンターをはじめとする相談窓口及
び制度内容の周知するとともに、状況に応じて、地区担
当保健師等が相談支援をしている。

手帳交付による妊娠、出産、子育ての知
識普及は実施できている。交付の際の妊
婦面談の実施により、知識普及に加え、
リスクが予想される妊婦の把握につなが
り、実際に妊娠期からの支援につなげる
ことができた。

今後も引き続き、11箇所での交
付を行っていく。

チャッピーサポートセンターをはじめとする相談窓口及
び制度内容の周知するとともに、状況に応じて、地区担
当保健師等が相談支援をしている。

手帳交付による妊娠、出産、子育ての知
識普及は実施できている。交付の際の妊
婦面談の実施により、知識普及に加え、
リスクが予想される妊婦の把握につなが
り、実際に妊娠期からの支援につなげる
ことができた。

今後も引き続き、11箇所での交
付を行っていく。また現在保健
センターでのみで妊婦面談を実
施しているが、本庁など面談実
施場所の拡張など検討していく
とともに、新型コロナウイルス感
染予防に対応した方法を検討し

妊娠届出者数 802人 774人 828人 748人 747人 679人

170
再掲

妊婦電話・訪問
相談

妊婦
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

妊婦健康診査費助成券交付時に妊婦面談を実施し、
継続して相談支援が必要な妊婦に対し調整、電話相談
及び訪問相談を実施した。

未面談の場合はアンケート送付し電話で
の状況把握に努めた。要支援の妊婦フォ
ローなど地区担当保健師との連携で継続
支援につながった。

今後もより良い支援を行えるよ
う、関係機関の連携を図る。

妊婦健康診査費助成券交付時に妊婦面談を実施し、
継続して相談支援が必要な妊婦に対し調整、電話相談
及び訪問相談を実施した。

未面談の場合はアンケート送付し電話で
の状況把握に努めた。要支援の妊婦フォ
ローなど地区担当保健師との連携で継続
支援につながった。

今後もより良い支援を行えるよ
う、関係機関の連携を図る。

妊婦電話相談件数 38人 72人 133人 140人 19７人 288人

171
再掲

マタニティサロ
ン

妊婦
すくすく子育
て課（多世代
交流館）

平成30年度は6回実施。
専門職の助産師が講師として参加し、専門知識が聞け
るほか、妊婦さん同士が気軽に話をしたり、情報交換
ができる場となっている。
また、育児に対しての気持ちの準備が、次第に高まる
ようにプログラムを充実している。

妊娠期から交流・相談できる機会を設け
ることで、出産・育児への不安や疑問を解
消し、正しい知識とマタニティ同士の仲間
づくりによる安心感を提供した。

継続して実施する。 実施回数 12回 12回 8回 6回 ６回

172
再掲

４か月児健康
診査

４か月児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも連携体制を確立
できた。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも連携体制を確立
できた。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 実施回数
受診者数
受診率

24回
773人
95.9％

24回
796人
98.9％

24回
769人
97.5％

24回
793人
99.2％

24回
743人
100.4％

22回
637人
97.4％

173
再掲

９か月児健康
診査

９か月児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも関連課とも連携
体制を確立できた。。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の乳児に対し、保健師による問診、身体計測、内
科診察、栄養相談、育児相談を実施。
未受診訪問の実施方法を関連課とも関連課とも連携
体制を確立できた。。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 実施回数
受診者数
受診率

24回
839人
97.2.%

24回
842人
96.5％

24回
774人
96.9％

24回
797人
98.4％

23回（台風
で１回中止）
797人
99.0％

22回
687人
97.6％

174
再掲

１歳６か月児健
康診査

１歳６か月児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、遊びのひろばを集団で実施している。
未受診訪問の実施方法を関連課とも再協議し、見直し
をした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、遊びのひろばを集団で実施している。
未受診訪問の実施方法を関連課とも再協議し、見直し
をした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 実施回数
受診者数
受診率

24回
859人
94.8％

24回
844人
95.9％

22回
832人
96.1％

24回
824人
99.5％

24回
829人
97.9％

22回
749人
96.0％

175
再掲

３歳児健康診
査

３歳２か月児
すくすく子育
て課

対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、を集団で実施。未受診児対策を継続実施してい
る。
未受診児訪問の実施方法を関係課とも再協議し、見直
しをした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 対象の児に対し、保健師による問診、身体計測、内科
診察、歯科診察、歯科保健指導、育児相談、栄養相
談、を集団で実施。未受診児対策を継続実施してい
る。
未受診児訪問の実施方法を関係課とも再協議し、見直
しをした。

前年度に引き続き未受診児対策の強化
と、関係機関と連携した未受診児の把握
に努めることができた。今後も、未受診児
対策を行い全ての児童を把握する必要
がある。

未受診児対策の継続 3歳児健康診査
受診者数・受診率

24回
925人
97.9％

24回
913人
96.6％

24回
950人
97.6％

24回
941人
98.0％

24回
931人
99.7％

22回
785人
98.7％

176
再掲

３歳児視聴覚
健康診査

３歳児健康診
査受診後必
要及び希望
のある児

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

３歳児健診後、必要な児または希望の児に対して、集
団で耳鼻科健診及び眼科健診を実施している。視聴覚
に関する二次健診の機会を提供し、必要時医療機関
への紹介を行った。

3歳児健診の問診における視聴覚健診ア
ンケート確認時、必要のある対象者への
視聴覚健診案内と病院受診案内を徹底
して行うことができた。今後も、必要な児
がスムーズに受診できるように、啓発を行
う必要がある。

引き続き、3歳児健診時の啓発
を徹底する。

３歳児健診後、必要な児または希望の児に対して、集
団で耳鼻科健診及び眼科健診を実施している。視聴覚
に関する二次健診の機会を提供し、必要時医療機関
への紹介を行った。

3歳児健診の問診における視聴覚健診ア
ンケート確認時、必要のある対象者への
視聴覚健診案内と病院受診案内を徹底
して行うことができた。今後も、必要な児
がスムーズに受診できるように、啓発を行
う必要がある。

引き続き、3歳児健診時の啓発
を徹底する。

3歳児視聴覚健康診査
受診者数

4回
４０人

4回
27人

4回
6人

4回
10人

4回
16人

4回
18人

177
再掲

５歳児発達相
談事業

年度中に５歳
になる子ども
とその保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

3歳児健診時点において衝動性・多動性・対人関係性
などは把握が困難なことがある。保育所・幼稚園等の
集団生活を経験していく5歳時点で、子どもの発達確認
や個性を理解する機会を設けることで、保護者の育児
不安軽減や就学に向けて子どもの発達に応じた支援を
継続することにつなげる。
実施方法としては、すべての対象者に相談の案内を郵
送し、児の発達が気になる保護者からの予約制で専門
家（医師・心理士・保健師）による来所相談を実施。

時期設定について、タイムリーに就学相
談会につなげられるよう配慮できた。個別
通知については、保護者の気づきを強化
するため、県ガイドラインのチェック項目を
全て掲載した。使用する相談表について
も、保護者が記入しやすいチェック式にし
ている。今後も、保護者の育児不安軽減
や就学に向けて子どもの発達に応じた支
援を継続する必要がある。

園所を通じての発達相談票の
配布回収、保育者のチェックリ
スト記入について、園所と相談
し、協力をお願いする等、実施
方法を検討する

3歳児健診時点において衝動性・多動性・対人関係性
などは把握が困難なことがある。保育所・幼稚園等の
集団生活を経験していく5歳時点で、子どもの発達確認
や個性を理解する機会を設けることで、保護者の育児
不安軽減や就学に向けて子どもの発達に応じた支援を
継続することにつなげる。
令和元年度より実施方法を変更し、すべての対象者
に、所属園所を通して、もしくは郵送にて「５歳児子育て
相談票」の配布・回収を行った。相談票の内容等を総
合的に判断して対象者を抽出し、専門家（医師・心理
士・保健師）による来所相談を案内した。また相談来所
者については、保護者の同意のうえ、所属園所による
集団用の子育て相談票の記入を実施した。

時期設定について、タイムリーに就学相
談会につなげられるよう配慮できた。また
対象者全員に子育て相談票（県ガイドラ
インのチェック項目を全て掲載）を配布
し、91％回収できた。市内の幼稚園、保
育所に在籍する児については、所属園所
を通して配布・回収を行うことや、相談予
約者については、園所による集団用の相
談票記入を実施することで、集団の様子
が把握しやすくなり、園所との連携支援
の強化ができた。相談希望者が多く。相
談希望者が多く、回数は１７回に増設し
た。
今後も、保護者の育児不安軽減や就学
に向けて子どもの発達に応じた支援を継
続する必要がある。

今後も所属園所と連携支援の
強化ができるよう、継続して実施
していく。

5歳児発達相談
実施回数
参加者数

6回
15人

11回
25人

13回
28人

8回
19人

12回
31人

17回
44人

178
再掲

ブックスタート
事業

９か月児健診
の対象となる
乳児とその保
護者

すくすく子育
て課

9か月健診時に、絵本のプレゼントやボランティアによ
る絵本の読み聞かせを行うとともに、市子育て支援
サービスの情報提供を行った。健診参加者全てに絵本
を配布し、読み聞かせを体感してもらうことができた。

提供している絵本を既に所持している方
がいるため、絵本の選定方法に工夫が必
要である。健診に来ない方がいるため、
配布について周知が必要である。

絵本の選択幅を増やすととも
に、
広報紙等で広く情報提供を行っ
ていく。

実施回数
参加者数

24回
824人

24回
845人

24回
775人

24回
801人

23回
652人

179
再掲

各種健康教室

就学前の子
どもの保護
者、家族、地
域住民

すくすく子育
て課

保健師、栄養士による地域団体等への講義等を、開催
希望に応じて実施する。平成30年度は希望なく実施し
なかった。

地域の団体のニーズに対応した内容とな
るため、準備に時間がかかり、出務できる
保健師、栄養士の数が限られるため、現
状としては積極的な取り組みをしていな
い。

地域からの希望に応じて、可能
な範囲で実施する。

実施回数
参加者数

　0回 ３回
６７人

　0回 1回　　8人 ０回 ０回

24



★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

180
再掲

予防接種事業 乳幼児
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

・各健診での予防接種歴の確認を行い、予防接種開始
(2か月児)・MR2期(年長)に個別通知。MR2期に関して
は、学校教育課（市内小学校）と連携し、11月の就学前
健診で予防接種勧奨のチラシを配布した。
また1月に未接種者に対し接種勧奨の通知を行った。

市内医療機関に対し、安定した予防接種
事業を実施するためにワクチン契約先と
情報共有を行った。

乳幼児健診の問診で予防接種
歴の確認を徹底する。未接種者
に対し接種勧奨の個別通知を
継続する。

・各健診での予防接種歴の確認を行い、予防接種開始
(2か月児)・MR2期(年長)に個別通知。MR2期に関して
は、学校教育課（市内小学校）と連携し、11月の就学前
健診で予防接種勧奨のチラシを配布した。
また12月に未接種者に対し接種勧奨の通知を行った。

市内医療機関に対し、安定した予防接種
事業を実施するためにワクチン契約先と
情報共有を行った。

乳幼児健診の問診で予防接種
歴の確認を徹底する。未接種者
に対し接種勧奨の個別通知を
継続する。

各予防接種接種と接種率 名称･人数
BCG806人
不活化ポリオ
468人
４種混合　3267
人　三種混合
182人
MR1期862人
MR2期：947人
日本脳炎2736
人
Hib3322人
肺炎球菌3307
人

名称･人数
BCG806人
不活化ポリオ
123人
４種混合
3,381人　三種
混合6人
MR1期823人
MR2期：957人
日本脳炎1期
2,510人
Hib3,250人
肺炎球菌3,253
人

名称･人数
BCG756人
不活化ポリ
オ 65人
４種混合
3,219人
MR1期811
人
MR2期：972
人
日本脳炎1
期2,835人
Hib3,143人
肺炎球菌
3,147人
水痘1,613
人
B型肝炎
1,249人

名称･人数
BCG817人
不活化ポリ
オ 33人
４種混合
3,115人
MR1期794
人
MR2期：981
人
日本脳炎1
期2,759人
Hib3,194人
肺炎球菌
3,190人
水痘1,542
人
B型肝炎
2,421人

名称･人数
BCG755人
不活化ポリ
オ 15人
４種混合
2,980人
MR1期829
人
MR2期：959
人
日本脳炎1
期2,766人
Hib3,054人
肺炎球菌
3,069人
水痘1,643
人
B型肝炎
2,233人

名称･人数
BCG733人
不活化ポリ
オ3人
４種混合
2,938人
MR1期744
人
MR2期：975
人
日本脳炎1
期2,630人
Hib2,863人
肺炎球菌
2,904人
水痘1,482
人
B型肝炎
2,113人

181
再掲

定期健康診断
市立保育所
の児童

保育振興課

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23
年厚生省令第63号）第12条第1項及び第2項の規定に
基づき学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規定
する健康診断に準じて嘱託医及び嘱託歯科医による
内科健診、歯科健診を年2回実施

計画どおり実施済 特になし 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23
年厚生省令第63号）第12条第1項及び第2項の規定に
基づき学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規定
する健康診断に準じて嘱託医及び嘱託歯科医による
内科健診、歯科健診を年2回実施

計画どおり実施済 特になし

182
再掲

新生児・乳児・
産婦訪問

生後４か月ま
での新生児・
乳児と産婦を
含む保護者

すくすく子育
て課

妊娠期からの切れ目ない支援の一環として、新生児・
乳児訪問指導及びこんにちは赤ちゃん事業を実施し乳
児家庭全戸訪問の99.5％の訪問率を目指した。耳未利
用者への再勧奨通知と助産師等による電話訪問勧奨
などを実施した。

全戸訪問率は87.3%(平成30年度）であっ
た。未利用者への手紙や電話勧奨に努
めた。

妊娠期からの啓発など新生児
訪問へつないでくことや未利用
者へ対策を検討しながら全戸訪
問を推進する。

妊娠期からの切れ目ない支援の一環として、新生児・
乳児訪問指導及びこんにちは赤ちゃん事業を実施し乳
児家庭全戸訪問の99.5％の訪問率を目指した。訪問率
が低下したことより、未利用者への再勧奨通知を見直
し、実施した。

実施方法を検討し、変更実施することで、
訪問率が93.6％と前年度比6.3％上昇で
きた。

妊娠期からの啓発など新生児
訪問へつないでくことや未利用
者へ対策を検討しながら全戸訪
問を推進する。
また新型コロナウイルス感染症
流行等の社会情勢に応じた対
策を検討する。

新生児訪問件数（H25～全
戸訪問健康増進課対応件
数）

405件 ３４８件 468件 560件 430件 544件

183
再掲

乳幼児訪問
乳幼児とその
保護者

すくすく子育
て課

必要なケースについては、庁内外関係機関と同行訪問
やケースカンファレンスを実施した。

支援が必要なケースにワンストップでタイ
ムリーに対応できるチャッピーサポートセ
ンターと連携した体制の強化。

顔の見える関係づくりと連携会
議やケース会議の実施をしてい
く。

必要なケースについては、庁内外関係機関と同行訪問
やケースカンファレンスを実施した。

支援が必要なケースにワンストップでタイ
ムリーに対応できるチャッピーサポートセ
ンターと連携した体制の強化。

顔の見える関係づくりと連携会
議やケース会議の実施をしてい
く。

乳幼児訪問件数 70件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（49＋361）
-405＋65＝
70

58件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（47＋323）
-348＋36＝
58

89件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（78＋415）
-449＋45＝
89

138件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（112＋
518）-560＋
68＝138

58件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（56＋420）
-430＋30＝
58

293件
＊（新生児
訪問＋乳児
訪問）-全戸
訪問＋幼児
訪問
：（93＋519）
-378＋59＝
293

185
再掲

未熟児訪問指
導事業

低体重児（出
生時体重が
2,500グラム
未満の乳児）
等の乳児とそ
の保護者

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

出生時体重が2500ｇ未満の低出生体重児について、
出生連絡票で把握し訪問等で支援を行っている。ま
た、出生病院等から支援依頼の連絡がある養育支援
ネットとの連携をはかり支援している。

未熟児については、身体面でも養育面で
もリスクが高く、密な支援が必要になるこ
とが多い。医療機関などの関係機関との
連携を図りながら、実施することができ
た。

顔の見える関係づくりと連携会
議やケース会議の実施をしてい
く。

出生時体重が2500ｇ未満の低出生体重児について、
出生連絡票で把握し訪問等で支援を行っている。ま
た、出生病院等から支援依頼の連絡がある養育支援
ネットとの連携をはかり支援している。

未熟児については、身体面でも養育面で
もリスクが高く、密な支援が必要になるこ
とが多い。今年度より、済生会病院との
定例的な連携会議に参加しこれまで以上
に顔の見える関係を構築することができ
た。

今後も顔の見える関係づくりと
連携会議やケース会議の実施
をしていく。

未熟児訪問件数 45件 ４２件 50件 42件 50件 60件

186
再掲

離乳食教室（も
ぐもぐ教室、か
みかみ教室）

もぐもぐ教室
（６～７か月
児と保護
者）、かみか
み教室（11～
12か月児と
保護者）

すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

各教室を隔月で実施。離乳食の進め方の講話、作り
方、試食を実施。試食時は栄養士の個別相談を実施し
ている。かみかみ教室では歯科衛生士の講話があり、
う蝕や正しい口腔ケアについての啓発も行っている。ま
た、もぐもぐ教室でははじめに自己紹介をしてもらい、
保護者同士の交流の場としても機能している。

予約制ではないため、開催月によって参
加者数の差がある。保護者への関心度
は非常に高く、個別相談や保護者同士の
情報交換により、子育てへの不安の解消
につながっている。教室時間を終えた後
も、相談が続くこともあり、参加者の満足
度は高いと考えられる。また、保護者の
交流の場としても機能している。
講話だけでなく、保護者に離乳食を試食
していただくことで、離乳食を進める際に
不安要素として大きい固さや味付けにつ
いて、実際に保護者の口で確かめられ、
また保護者間の交流ができる、良い機会
となっている。

今後も継続して実施していく。
受講できるよう周知を図り、H３１
年度から予約制とし教室運営体
制を変更する。

各教室を隔月で実施。離乳食の進め方の講話、作り
方、試食を実施。試食時は栄養士の個別相談を実施し
ている。かみかみ教室では歯科衛生士の講話があり、
う蝕や正しい口腔ケアについての啓発も行っている。ま
た、もぐもぐ教室でははじめに自己紹介をしてもらい、
保護者同士の交流の場としても機能している。

令和元年度より予約制とした。また、総合
福祉保健センターの改修工事のため、4
か月間多世代交流館ふらっとで開催し
た。また、新型コロナウイルス感染症の影
響で、３月のかみかみ教室は中止となっ
た。９月より参加者アンケートを実施した
ところ、もぐもぐ教室では１００％の方が、
かみかみ教室では９５％の方が満足もし
くはおおむね満足と回答した。満足度の
理由としては試食ができたことと、ゆっくり
相談ができたことを挙げる方が多かった。
要望として、もぐもぐ教室でも歯のケアに
ついて知りたい、総合福祉保健センター
はアクセスが悪い、午後はお昼寝の時間
と重なるといったご意見があった。講話、

今後も継続して実施していく。参
加者のニーズを踏まえ、実施体
制や内容について検討する。

参加親子数 もぐもぐ
127組
かみかみ
88組

もぐもぐ
111組
かみかみ
68組

もぐもぐ
100組
かみかみ
89組

もぐもぐ
73組
かみかみ
52組

もぐもぐ
91組
かみかみ
62組

もぐもぐ
101組
かみかみ
52組

保育振興課

保育所給食部会において、各施設の調理師・栄養士に
対して、統一献立を作成するなどし、栄養の給与量の
確保、栄養指導及び食育の啓発指導等を実施してい
る。

統一献立を作成し、提供することにより各
施設において給食の献立に活かすことが
できている。更に、食育の大切さ及び各
施設での取り組みに貢献している。

給食・食育指導、近年増加傾向
にあるアレルギー児への対応等
を綿密に行う体制づくりが必要
である。

保育所給食部会において、各施設の調理師・栄養士に
対して、統一献立を作成するなどし、栄養の給与量の
確保、栄養指導及び食育の啓発指導等を実施してい
る。

統一献立を作成し、提供することにより各
施設において給食の献立に活かすことが
できている。更に、食育の大切さ及び各
施設での取り組みに貢献している。

給食・食育指導、近年増加傾向
にあるアレルギー児への対応等
を綿密に行う体制づくりが必要
である。

幼児教育振
興課

各園で、野菜の栽培・収穫体験や調理活動を行い、食
べる喜びや楽しさを味わう取組の充実を図る。
地域人材の活用により、より豊かな栽培活動を実施す
る。

体験活動を通して食への興味関心を高
めることができた。子どもたちの活動の様
子を家庭や地域に伝え、ともに食育に取
り組む工夫がされるようになってきた。
また、地域人材の活用により、地域の関
心も深まりつつある。

各園の特性を生かし、食を通じ
た健やかや体の育成に向けた
取り組みを推進する。

各園で、野菜の栽培・収穫体験や調理活動を行い、食
べる喜びや楽しさを味わう取組の充実を図る。
地域人材の活用により、より豊かな栽培活動を実施す
る。

野菜を育てることによって親しみを持った
り、普段食べているものが多くの人の手
によってつくられていることに気づき、感
謝の気持ちを持つことにつながっている。

継続
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

学校給食課

8月を除く毎月の学校給食予定献立表を発行して各家
庭へ配布し、学校へは給食時間の指導資料を配布し
た。(『ひとくちおしゃべりタイム』として活用)
また、学校からの要望に沿って給食を教材とした食育
指導を行った。行事としては、子どもや、その保護者等
を対象とした、体験教室「給食センター探検隊」、全世
代を対象とした食育フェスティバル、学校給食展を実施
した。
絵手紙コンクールをテーマ「自然豊かな三田の食材を
味わう喜びや楽しさを『絵』と『言葉』で伝えるメッセー
ジ」として実施した。
（応募点数　3,181点　　幼稚園　238点、小学校 1,384
点、中学校1,559点)
給食センターの親子での探検、調理場の見学、調理体
験を実施した。（ゆりのき台給食センター38人参加、清
水山給食センター32人参加）また、就学前親子対象に
給食試食親子体験を実施(有馬富士共生センター33人
参加)
学校給食への三田米の使用を継続するとともに、三田
の特産品（黒豆の枝豆、太ねぎ、うど等）を活用し、さら
に地場野菜の使用を進めた。

家庭、学校への配布資料は、学校給食、
食育に関する情報を掲載することができ
た。また、食に関する指導では学校給食
を教材として生かしながら、食習慣や食
べ物について子どもたちに学んでもらうこ
とができた。
また各行事を通じて、幅広い世代に食
育、学校給食について関心を持ってもらう
とともに、体験的な学びを通して食の大切
さを考える機会となった。なお、地場野菜
や三田の特産物(黒豆の枝豆、太ねぎ、う
どなど)を学校給食で食べることにより、子
どもたちのふるさと意識を醸成することが
できた。
地場野菜の使用品目が減ったため使用
率は減少。(31.4％)
学校園と連携した食の指導は一定の成
果を上げてきているが、中学校のカリキュ
ラムの中に食育を組み込むのは難しい面
がある。
特産品のうち、三田牛の価格高騰のた
め、給食の三田牛の使用がなくなった。

今後も学校園と協力し、引き続
き食育を実践していくことが必
要である。

また、地場野菜使用率の向上を
目指して、引き続き当課とＪＡ兵
庫六甲とが詳細に納入時期を
調整する必要がある。

・8月を除く毎月の学校給食予定献立表を発行し、各家
庭へ配布。学校へは給食時間の指導資料を配布。(『ひ
とくちおしゃべりタイム』として活用)
・学校からの要望に沿って給食を教材とした食育指導
を実施。
・食育の推進を目的とした行事として、体験教室「給食
センター探検隊」、学校給食展、絵手紙コンクール、調
理体験、令和元年度からの新たな取り組みとして給食
やさい収穫体験を実施。
・学校給食への三田米の使用を継続するとともに、三
田の特産品（黒豆の枝豆、太ねぎ、うど等）を活用し、さ
らに地場野菜の使用を推進。

・各取り組みを通じて、幅広い世代に食
育・学校給食について関心を持ってもらう
ことができ、食の大切さを考える機会と
なった。また、地場野菜の活用等により、
子どもたちのふるさと意識の醸成にもつ
なげることができた。
・学校園と連携した食の指導は一定の成
果を上げてきているが、中学校のカリキュ
ラムの中に食育を組み込むのは難しい面
がある。

今後も学校園と協力し、引き続
き食育を実践していくことが必
要である。

また、地場野菜使用率の向上を
目指して、引き続き当課とＪＡ兵
庫六甲とが詳細に納入時期を
調整する必要がある。

・総合、家庭、社会等で指
導

・試食会

・夏休み子ども料理教室
　（～Ｈ27年度）
・食育ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（R1から食
育フェア）

・料理コンテスト（～H28年
度）
・絵手紙コンクール

・給食ｾﾝﾀｰ探検隊（H29～
ミニ探検・試食H30給食試
食親子体験も実施）

・地場使用率

幼・小・中合
計
102クラス
　(2906人)

59回(1310
人)
　
107人参加

約1000人

37組40作品

1645作品の
応募

25.48％

幼・小・中合
計
3735人
　

50回(1137
人)

79人参加

約1500人

75組77作品

2177作品の
応募

30人

28.57％

幼・小・中合
計
  3749人

35回　(895
人)

―

約1000人

23組23作品

2945作品の
応募

19組46人

31.3％

幼・小・中合
計
  4398人

62回(1314
人)

―

約1200人

―

2882作品の
応募

14組32人
ミニ探検・試

食14組37人

34.6％

幼・小・中合
計
　4914人

63回(1177
人)

―

約1000人
親子料理教
室14組35人

―

3181作品の
応募

13組32人
ミニ探検・試
食14組38人・
親子体験9組
33人

31.4％

幼・小・中合
計
　5696人

64回(1,131
人)

―

約1000人

―
 
3113作品の
応募

15組32人
ミニ探検・試
食14組35人・
親子体験11
組36人

31.4％
各保育所、
認定こども
園、幼稚園

188
再掲

調理講座や食
育に関する講
演会の開催

子育て中の
保護者、就学
前の子ども

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

「離乳食講座」を年に３回、３歳～就学前の幼児が対象
となる「親子クッキング」を年に５回実施した。
これらの講座は、食に対する知識や食材の上手な選び
方、また、食生活の重要性などを楽しく学べる取組みと
して進めている。
食材については、パスカルさんだとの共催・協賛によ
り、地産地消に積極的に取り組んでいる。

調理講座の実施にあたっては、保護者に
も興味をもってもらえること、子どもに無
理なく作れること、季節の地元産の食材
を活用することなど、を考慮してメニュー
を立案しており、一過性のイベントとして
だけでなく、その後の食育成果につなが
るよう工夫をこらしている。

継続して実施する。 「離乳食講座」を年に３回、３歳～就学前の幼児が対象
となる「親子クッキング」を年に５回実施した。
これらの講座は、食に対する知識や食材の上手な選び
方、また、食生活の重要性などを楽しく学べる取組みと
して進めている。
食材については、パスカルさんだとの共催・協賛によ
り、地産地消に積極的に取り組んでいる。

調理講座の実施にあたっては、保護者に
も興味をもってもらえること、子どもに無
理なく作れること、季節の地元産の食材
を活用することなど、を考慮してメニュー
を立案しており、一過性のイベントとして
だけでなく、その後の食育成果につなが
るよう工夫をこらしている。

継続して実施する。 実施回数 10回 9回 9回 8回 ５回 ６回

189
再掲

母子保健研修
会

三田市内の
産婦人科医・
小児科医・保
健師・助産
師・看護師・
心理士等

すくすく子育
て課

乳幼児健診の場で活用する知識の向上を目指し、「精
神疾患のある妊産婦及び乳幼児の母親への具体的支
援」というテーマで医師に講話を依頼した。

予定通り、実施できた。引き続き母子保
健事業従事者間の連携強化と知識向上
のために、タイムリーなトピックスでの研
修会テーマを選定していく。

継続実施 乳幼児健診の場で活用する知識の向上を目指し、「乳
幼児健診や相談会での着目点と支援のポイント～１歳
６か月児健診から５歳児発達相談までの発達～」という
テーマで医師に講話を依頼した。

新型コロナ感染症流行のため、中止。引
き続き母子保健事業従事者間の連携強
化と知識向上のために、タイムリーなト
ピックスでの研修会テーマを選定してい
く。

継続実施 1回実施（平
成２６年12
月１日）「５
歳児の発達
について」

1回実施（平
成28年3月
18日）「発達
障がいのあ
る子ども達
～行動の見
立てと支援
の方法～」

1回実施（平
成29年2月3
日）「妊産婦
のこころの
ケア～切れ
目ない支援
のために
～」

1回実施（平
成29年12月
14日）「聴覚
言語障害の
診断と治
療」

1回実施（平
成30年11月
2日）「精神
疾患のある
妊産婦及び
乳幼児の母
親への具体
的支援」

中止（令和2
年3月5日）
「乳幼児健
診や相談会
での着目点
と支援のポ
イント～１歳
６か月児健
診から５歳
児発達相談
までの発達
～」

190
再掲

休日応急診療
センター運営事
業

全市民 健康増進課

日曜、祝日、年末年始の一次応急診療を提供した。 三田市医師会の協力により医師を確保で
きたことで、概ね安定した運営を行えた。

ニ次医療機関との連携強化 日曜、祝日、年末年始の一次応急診療を提供した。 三田市医師会の協力により医師を確保で
きたことで、概ね安定した運営を行えた。

ニ次医療機関との連携強化 利用者数
内小児数(15歳まで）

6,938人
3,822人

6,193人
3,631人

6,237人
3,559人

6,978人
4,023人

6,514人
3,638人

6，208人
3,322人

191
再掲

小児救急輪番
制事業

小児 健康増進課

小児救急の医療需要に対応するため、三田市医師会
の協力のもと、神戸市北区医療機関と連携し、小児救
急三田・神戸北病院輪番制による診療体制の確保に
努めた。

全国的な小児科医不足を背景に、医療機
関の受入体制が縮小されている中で、前
年度と同数の実施日が確保できた。

現行事業の継続 小児救急の医療需要に対応するため、三田市医師会
の協力のもと、神戸市北区医療機関と連携し、小児救
急三田・神戸北病院輪番制による診療体制の確保に
努めた。

全国的な小児科医不足を背景に、医療機
関の受入体制が縮小されている中で、前
年度以上の実施日が確保できた。

現行事業の継続 年間実施日数 197.5日 115日 97日 101日 101日 122日

192
再掲

適切な医療受
診の仕方、急
病・事故発生時
の家族での対
処方法の普及
啓発

子育て家庭 健康増進課

・「さんだ健康医療相談ダイヤル24」を設置し、24時間
365日、医師・看護師等専門職が症状に応じた医療機
関の案内や応急処置等のアドバイスを行う体制を確
保。また毎月のびゆく三田広報紙に掲載し、普及啓発
に努めた。　　　　　　　　　　・兵庫県が実施している「小
児救急医療電話相談♯8000」の周知啓発を行った。

・12歳以下の相談は、全相談の46.8%を占
める。また、21時から6時までの電話受付
も約25%あり、市民にとっていつでも相談
ができる安心感を提供できた。

・活用を促進することにより、適
正な医療受診を促し、救急医療
体制の円滑化を図る。
・様々な機会を活用し、「さんだ
健康医療相談ダイヤル24」や
「小児救急医療電話相談♯
8000」の普及啓発を行う。

・「さんだ健康医療相談ダイヤル24」を設置し、24時間
365日、医師・看護師等専門職が症状に応じた医療機
関の案内や応急処置等のアドバイスを行う体制を確
保。また毎月のびゆく三田広報紙に掲載し、普及啓発
に努めた。　　　　　　　　　　・兵庫県が実施している「小
児救急医療電話相談♯8000」の周知啓発を行った。

・12歳以下の相談は、全相談の44.1%を占
める。また、21時から6時までの電話受付
も約25%あり、市民にとっていつでも相談
ができる安心感を提供できた。

・活用を促進することにより、適
正な医療受診を促し、救急医療
体制の円滑化を図る。
・様々な機会を活用し、「さんだ
健康医療相談ダイヤル24」や
「小児救急医療電話相談♯
8000」の普及啓発を行う。

・「さんだ健康医療相談ダイ
ヤル24」相談件数（12歳以
下）

1,718件 2,318件 2,954件 5,152件
※一入電あ
たりの複数
相談の計数
方法の変更
による。

4,500件

子育て情報冊
子の発行（「さ
んだ子育てハン
ドブック」の発
行）

主に市内の
小学校低学
年までの子ど
もの保護者

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

市民ボランティアによる子育てハンドブック編集委員会
との協働により、6月に平成30年度版子育てハンドブッ
クを発行した。
平成30年度～3年間の公民共同発行事業者をプロ
ポーザル方式により選定した。おでかけマップや仲間
づくり情報、保育施設や相談先情報など、子育て中の
保護者に有益な情報をまとめた。公民協働事業によ
り、発行と配布の経費を事業者が集める広告収入で賄
うことができた。

今後も子育て家庭に必要な情報を充実さ
せるとともに、携帯端末等での公開などよ
り便利な情報提供を図る必要がある。

冊子以外にもインターネット環境
を利用した利便性の高い情報
提供について研究していく。

市民ボランティアによる子育てハンドブック編集委員会
との協働により、6月に令和元年度版子育てハンドブッ
クを発行した。
おでかけマップや仲間づくり情報、保育施設や相談先
情報など、子育て中の保護者に有益な情報をまとめ
た。公民協働事業により、発行と配布の経費を事業者
が集める広告収入で賄うことができた。

今後も子育て家庭に必要な情報を充実さ
せるとともに、携帯端末等での公開などよ
り便利な情報提供を図る必要がある。

令和２年度よりハンドブックが子
育て中の保護者に有益な情報
となるよう公民共同発行事業者
をプロポーザル方式により選定
する。また冊子、以外にもイン
ターネット環境を利用した利便
性の高い情報提供について研
究していく。

さんだ子育てﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
8,000部印刷
子育て情報ガイド
7,000部印刷

発行なし
さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

さんだ子育
てハンドブッ
ク（情報ガイ
ドと合冊）
10,000部発
行

子育て情報冊
子の発行（「社
協だより」・「ドレ
ミふぁみりー」等
子育てに関する
情報発信）

全市民
社会福祉協
議会

活動助成を行っているサロン・グループや地域で活動
しているサロンも併せて紹介した。

こんにちは赤ちゃん訪問等で転入された
家庭に地域の情報を伝えることができて
いる。

ホームページ上で随時更新でき
る体制づくりに取り組んでいきた
い。

情報誌の発行：活動助成を行っているサロン・グループ
や地域で活動しているサロンも併せて紹介した。
チラシの設置：活動しているグループ・サロンのチラシ
を保健センター情報ボードに掲示した。

こんにちは赤ちゃん訪問等で転入された
家庭に地域の情報を伝えていくことを継
続して行った。

冊子では活動内容の変更時、
対応が難しいため変更に対応
できるよう、ホームページにカ
ラー版を掲載した。

情報誌の発行部数 2,000部 2,200部 2,300部 2,100部 冊子
2,300部
チラシ
200部

冊子
1,200部
チラシ
1,000部

子育て情報冊
子の発行（さん
だ子育てハンド
ブック（小児救
急編）配布」

子育て家庭
すくすく子育
て課（保健セ
ンター）

作成部数 1,200部 1200部 1200部 1200部 事業廃止

71
再掲

「さんだっこ
CLUB」の発行

就学前から
中学生まで
の子どもとそ
の保護者及
び妊婦とパー
トナー

文化スポー
ツ課

発行回数
・
発行部数

年２回
・
各号
12,600号

年２回
・
各号
12,600号

廃止により
無し

平成29年度をもって事業廃止

平成27年度をもって事業廃止

幼稚園、認定
こども園、保
育所の児童
及び保護者

70
再掲

187
再掲

食に関する指
導、啓発事業
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★第4章　事業別評価シート(令和元年度）　
番号 項   目 対  象 担当課 事業実績等

取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 取り組み内容 取り組みの評価と課題 今後の展開方向 内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和元年度の取り組み平成30年度の取り組み

72
再掲

子育て応援メー
ル「SUNだっこ
メール」配信事
業

妊婦、就学前
の子どもの保
護者

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

妊娠中の人や就学前の子育て家庭を対象に、子育て
支援情報やイベント情報をEメールで配信して情報提供
を行った。

妊娠期に役立つ情報や子どもの成長に
応じた子育て情報は本当に必要な時期に
ピンポイントで発信することができた。ま
た、子育てイベント情報についても定期的
に配信することができた。今後、読者が本
当に知りたいと考えている子どもの月齢
や年齢に応じた子育て関連情報を適時に
配信する必要がある。

スマホアプリ、SNSなどインター
ネット環境を活用した情報提
供、双方向の情報提供について
研究する。

妊娠中の人や就学前の子育て家庭を対象に、子育て
支援情報やイベント情報や配信、予防接種スケジュー
ルなど管理できるスマホアプリ（SUNだっこアプリ）を令
和元年11月に開始し情報提供を行った。

アプリの導入により妊娠期に役立つ情報
や子どもの成長に応じた子育て情報を本
当に必要な時期にピンポイントで発信す
ることができた。また、子育てイベント情
報についても定期的に配信することがで
きた。今後、本当に知りたいと考えている
子どもの月齢や年齢に応じた子育て関連
情報を適時に配信する必要がある。

インターネット環境を活用した情
報提供、双方向の情報提供に
ついて研究する。

登録件数 963件 1,141件 1,349件 1,543件 1,734件 852件

73
再掲

多世代交流館
での情報提供

就学前の子
どもとその家
庭、中学生、
子育て支援と
その支援に
関心をもつ市
民

すくすく子育
て課（多世代
交流館）

市内子育て支援拠点の中心施設として、子育てに関す
る情報を網羅的に収集及び発信した。
特に情報ひろばを子育て情報の発信拠点として位置づ
け、市ホームページのイベントカレンダーでの案内等の
きめ細かな情報提供を行い、また施設には持ち帰り用
のチラシや掲示物を多数揃えて掲示した。認定こども
園や保育園、幼稚園についての情報（園情報）を求め
る人へ向け、全園の案内と写真を掲示し、また各園で
実施する地域子育てステーション事業のチラシも設置
することで有効な情報提供を行い、子育て家庭のニー
ズに応えた。

子育て中の世帯が必要とする各種情報を
さらに幅広く、迅速に提供できるように努
める。

スマホアプリ、SNSなどの情報
通信を活用した新たな情報発信
なども研究する。

市内子育て支援拠点の中心施設として、子育てに関す
る情報を網羅的に収集及び発信した。
特に情報ひろばを子育て情報の発信拠点として位置づ
け、市ホームページのイベントカレンダーでの案内等の
きめ細かな情報提供を行い、また施設には持ち帰り用
のチラシや掲示物を多数揃えて掲示した。認定こども
園や保育園、幼稚園についての情報（園情報）を求め
る人へ向け、全園の案内と写真を掲示し、また各園で
実施する地域子育てステーション事業のチラシも設置
することで有効な情報提供を行い、子育て家庭のニー
ズに応えた。

子育て中の世帯が必要とする各種情報を
さらに幅広く、迅速に提供できるように努
める。

スマホアプリ、SNSなどの情報
通信を活用した新たな情報発信
なども研究する。

74
再掲

子ども関連の
ホームページ
作成、情報提
供

妊婦・出産期
から小学校
入学のころの
子どものある
家族

すくすく子育
て課

子育て世代の方が必要とする情報をタイムリーに発信
できるよう、子育て関連ページを随時更新した。

関係部署や子育て機関との連携を図り、
情報を正確に分かりやすく提供する必要
がある。

新たな制度の周知など、関連部
署との連携を図りながら、分かり
やすい子育て情報の迅速な提
供に努める。

子育て世代の方が必要とする情報をタイムリーに発信
できるよう、子育て関連ページを随時更新した。

関係部署や子育て機関との連携を図り、
情報を正確に分かりやすく提供する必要
がある。

新たな制度の周知など、関連部
署との連携を図りながら、分かり
やすい子育て情報の迅速な提
供に努める。
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★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(市立幼稚園記載用)

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち 幼稚園名 市立幼稚園　集約分

１　生きる力を育む教育・保育をめざします
（１）　就学前教育・保育の充実

01三田幼稚園 三田市立幼稚園の研究推進に則り、設定した自園の研究テー
マに沿った研究の推進。
外部講師を招聘し、園内研究会の実施。市内各種関係機関、市
立幼稚園長会主催研修会等に参加。

園の研究テーマに沿った研修では、実践事例研修を
行い子どもの姿の読み取りと共に、保育環境の工夫
や教師の援助について職員間で話し合いを深めた。
また、園内研究会では、講師の指導助言により子ども
の育ちや教師の役割について学びを深めることがで
きた。

園内の保育の振り返りや研修時間の確保、研
修の充実に向けた取り組みの工夫。
各研修会への参加の日程や時間の確保。

日常的な職員間でのカンファレンスの実践。
時間の確保と研修内容等の工夫。

02三輪幼稚園 三田市立幼稚園の研究に即し、自園の実態から設定した園の
研究テーマを設定し、取り組んだ。
学期ごとの事例研修、外部講師を招聘しての園内研究会、さら
に日々の保育の振り返りを通して、取り組みの深化をめざした。
園長会をはじめ、関係機関が開催する研修会に参加し、資質向
上をめざした。

子どもと教師の思いのズレに着目し、子ども主体とは
いかなることかを探りつつ、活動の工夫を行った。
子どもが創り出す遊びを丁寧に支え、多様な体験の
中での子どもの育ちを見取ることを繰り返す中で、少
しずつ、子ども主体の観点での教師の立ち位置や援
助の内容が明らかになった。

教師間の情報交換や検討の時間を作る工夫が
大切であるとともに、非常に難しい課題でもあ
る。
教師自身が試行錯誤を繰り返しながら、自らの
学びを高めていける時間の確保が課題である。

日常の業務の第1義を情報交換や検討に充てること。
業務の優先順位を考え、短期、長期の取り組みを工夫
しながら見通しを持って、業務を進めることで、必要な
時間を捻出する努力をする。
各々の職員の立ち位置から見える子どもの姿をいつで
も語り合える職場風土づくりを行う。

03志手原幼稚園 ・三田市立幼稚園の研究テーマに即し設定した自園の研究テー
マに基づき、年間３回、講師を招聘して園内研究を行った。１０
月には三田市立幼稚園教育研究会を実施し、公開保育、研究
発表を行った。

・園内研で保育を振り返りながら、また他園の保育を
見せてもらって良いところを取り入れながら、目標を
もって保育を進めていくことができた。

・職員数が少ない中で、連携、分担をしながら
進めたが、園庭の環境整備に時間を取られるこ
とが多い。

・日常的に継続して職員間でカンファレンスを実践して
いく。そのために見通しをもって仕事へ取り組み、研究
の時間を確保していけるようにする。

04小野幼稚園 ・保育園所・認定こども園・幼稚園合同研修会に参加。
・市立幼稚園研究会、各園が実施する園内研究会に参加。
・各種関係機関、市立幼稚園長会主催研修会参加。
・講師を招聘し、園内研究会を実施。

・研修に参加し、保育園所、認定こども園、幼稚園間
で
 交流や学びを深めることができた。教員の資質向上
に
つながり、大変有意義であった。

・行事と研修が重なることがどうしてもあり、参
加したい研修に出席できないことがあった。

・研修内容の工夫　・研修時間の確保
・職員間で連携を取りながら研修の機会を保障する。ま
た　　は、後日報告会を設けるなど、職員全体の資質
向上につなげていく。

05母子幼稚園 ・三田市立幼稚園の研究テーマに即して自園の研究テーマを設
定しそれに沿った日々の保育の進め方を探った。
・市立幼稚園研究会・各園が実施する園内研究会・各種関係機
関・市立幼稚園長会主催研修会に参加。
・市内指導主事を招聘し、園内研究会を実施。

研修に参加することで、職員の学びやスキルアップ、
課題意識を持つことにつながった。また他園所の職員
と交流することで、情報交換したり、共通理解をするこ
とができた。

特になし。 特になし。

06広野幼稚園 園研究テーマの深化充実を図るため、現在の教育課題を見据
えた取り組み内容を工夫した。
外部講師による指導を受け、職員の共通理解のもと、さらに保
育内容の創意工夫を行った。

幼児が心動かし、意欲的に活動するための環境構成
や教師の援助について、職員間で学び合うことができ
た。
各研修や研究会に参加した中での学びを、日々の取
り組みに活かし、活動の充実を図った。

研修時間の確保や、研修内容の充実にむけて
工夫していく。

日々の保育の振り返りを行い、保育内容や幼児理解に
ついて、職員間で情報を共有し、資質向上につなげて
いく。

07本庄幼稚園 30年度の成果や課題に基づき、今年度も新しい職員体制の中、
本園の研究テーマや市立幼稚園で取り組んでいる“学びに向か
う力を育む”をテーマに、講師を招き、園内研修会を行い、研究
を深めた。

日々、保育終了後、時間を作り、一人一人の幼児の
姿を見て複数の教師で見ていき、職員で話す機会を
つくり、共通理解へとつなげた。

少人数の職場であるため、特に2学期は研修や
出張、園の環境整備等のため、保育について、
職員と連携し合う時間を取るのに困難が生じ
た。

それぞれに園内の業務内容を確認、見直しながら研修
に参加し、時に参加できないときは他の園の職員から
情報を収集する等、工夫を心がける。

08藍幼稚園 ・園の研究主題に基づいた教師間の協議や園内研修会の実
施。
・保育園所、認定こども園、幼稚園連携推進に係る合同研修会
に参加。
・市立幼稚園園長会や他の関係機関が主催する研修会に参
加。
・市立幼稚園教育研究大会に参加。

・講師先生に指導を仰ぎながら、職員間で共通理解
のもと研究を深めていくことができた。
・保幼合同研修で情報交換をしたり、就学前教育にお
ける幼児理解について協議したりすることができた。
・研究会や研修会に参加することで、職員の資質向上
につながった。

・園内で研究について話をする時間の確保。
・研修会や研究会に職員が参加できるような日
程調整や体制。

・職員間で丁寧なカンファレンスを行う。
・園内で研修をする時間を確保したり、研修会に参加で
きるような工夫をしたりする。

09松が丘幼稚園 三田市立幼稚園研究推進部を中心に、基本方針のもと研究を
推進し、自園の研究テーマに向かって、園内研究会、事例研修
等の取り組みを進めた。
各種関係機関、市立幼稚園園長会主催研修等に参加し、資質
向上を目指した。

本園の研究テーマに基づき、幼児の育ちや教師の援
助等を学び、理解を深めることができた。
各種研修を通して、保育技術の向上や幼児教育の充
実など、資質向上につながった。

研修時間を確保することが難しい。
外部講師との日程調整が難しい。

研修会に参加しやすい体制づくり。
幼児の姿や育ちについて、日々の情報交流の時間を
大切にする。

10高平幼稚園 ・園の研究テーマに沿った研究の推進。　外部講師を招聘し、園
内研究会の実施。　関係機関が開催する各研修会に参加。

・園内研究会では、外部講師に指導助言をいただき、
研究テーマに迫っていくことができた。学期ごとに事例
研修を行い、幼児の内面をより深く理解し、環境構成
や援助の工夫に努め、保育の向上に努めることがで
きた。各研修会に参加し、学びを職員間で共有しなが
ら取り組みを進めていくことができた。

・研修に参加する時間の確保、保育を振り返
り、対話しながら援助や環境構成のあり方を検
討する事例研修、カンファレンスの時間の確
保。

・研修に参加しやすい日程や研修方法の工夫。

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名

7 各種研修事業 幼稚園、認定
こども園、保
育所

課題に応じた保育技術の向
上や幼児教育の充実等を図
るため、保幼の合同研修、
市立幼稚園が実施する研
修・研究会、国や県主催の
研修について情報提供等を
行う。

番号 項   目 対  象 取組内容



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(市立幼稚園記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 幼稚園名 市立幼稚園　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

01三田幼稚園 0歳～3歳児対象の園庭開放を６回、２,３歳児対象の園児との交
流を５回実施。
その他、PTA主催の夏祭りの公開、コンサートや人形劇の公開
など、月に１～数回、様々な内容で親と子の交流の場を設けた。

入園前児対象を3歳から2，3歳に変更したことから、2
歳児が参加できたことは良かった。
保護者のお話サークルと参画し、絵本の読み聞かせ
や、イベントでの楽しい出し物など、みんなで楽しむこ
とができた。

地域内で家庭にいる未就園児の数が大きく減
少していること、子育て支援の場がたくさんある
ことなどから、参加者数が減少傾向にある。

情報発信の工夫と内容の充実。
園の保育内容との兼ね合いの工夫。

02三輪幼稚園 園庭開放・・・年間を通じて４回実施。
参加人数は、のべ１６３人。
未就園の親子の参加も多く、参加者の半数を占めていた。

１回の事業に平均約４０名の参加人数の参加があり、
前年を大きく上回った。
職員による絵本の読み聞かせに続き、園庭に様々な
遊具を準備して、年齢に応じた遊びを楽しめるように
した。

雨天時の活動場所が限られ、遊戯室と預かり
保育ルームを活用して実施した。
ほぼ同じメンバーの参加となり、回を重ねること
で保護者同士も顔見知りになり、交流を深める
ことができていた。

駐車場が確保できれば、広域からの参加も可能になる
が、それは困難なため、参加者数の増加は困難である
と考える。
家庭にいる子どもたちの利用の掘り起こし方法の検討
が必要であると考える。

03志手原幼稚園 ・降園後の園庭開放「わんぱくひろば」を実施。園の道具(低年齢
にあったもの)を中心に、芝生での活動を行った。また「いっしょに
あそぼ」(保育時間中の園児と未就園児の交流)は年間６回実
施。
・図書ボランティアによる絵本の読み聞かせも毎週実施。絵本の
貸し出しも行った。

・様々な人とのかかわりがもてるよい機会であった。
低年齢の友だちと接する中でのかかわり、思いやりの
気持ちなどを学ぶことができる場となった。

・回数を増やしたり、「いっしょにあそぼ」の内容
を工夫したりしていきたい。

・本園の子育て支援の活動が数多くの子育てをしてい
る保護者にとって有意義な時間になればと考える。
・情報発信の方法の工夫と内容の充実を図りたい。

04小野幼稚園 ・年間4回（5月、6月、10月、3月）園庭開放を実施
　内容：園庭での遊び
・年間4回（７月、１１月、１２月、２月）未就園児との交流
　内容：砂場、水遊びなどの園庭での遊び、楽器遊び、簡単な製
作活動
　　　　　体験入園、人形劇の鑑賞

・園庭開放では、在園児、小学生も参加し、未就園児
と在園
　児、小学生がふれあう機会となった。保護者同士の
かかわ
　りをもつ機会ともなり、子ども、保護者共に交流を深
める
　きっかけとなっている。

・地域の未就園児の数が減少していく中、参加
してみ
　たいと感じるような交流のあり方や、その情報
発信を
　どのように工夫していくか。

・在宅の子育て家庭に情報が行き渡るよう、年度当初
の案内
　配布だけでなく、幼稚園たよりなどを通じて交流日や
内容を
　知らせる。
　在園児や小学生の保護者に近隣の未就園児への声
掛け等

母子幼稚園 年間1回実施。保育室を開放し、設定時間内の好きな時間に集
い好きな遊びができるようにした。

未就園児・小学生も参加していた。児童がリードし乳
児と幼児が一緒に楽しく遊びを進めていた。また保護
者も集い子育てのことについてなど交流する場となっ
た。

特になし。 特になし。

06広野幼稚園 園庭開放を６回、未就園児と園児との交流会を４回実施した。
その他、図書ボランティアによる読み聞かせや貸し出しも行い、
地域の方と触れ合う機会を設けた。

近隣のニュータウンからの参加者も多く、幅広く子育
て支援事業を活用いただいていると感じる。

対象年齢に応じた活動の工夫が必要と感じる。
近年、３歳以下の乳幼児の参加も多く、幼児が
活動する幼稚園内での乳幼児の活動内容や環
境の工夫が求められる。

就学前施設に通っていない年齢（０～２歳児）の子ども
達に即した活動や内容の工夫が必要であると考える。
そのためには、人的環境だけではなく、物的環境を整
えることができる支援も必要ではないかと思う。

07本庄幼稚園 園庭開放を2回実施。主に戸外遊びを行った。未就園児との交
流においては、ふれあい遊びや、季節に関連したさまざまな材
料を使っての製作、特に夏の水遊びでは、恒例の活動となる企
画で地域の方の協力のもと、保護者と共に活動を進めることが
できた。

園庭開放には、在園児も降園後、参加し、子ども達の
かかわりも深まっていくと同時に、保護者同士も会話
し、子育てについて等、話し合う場面も見られた。

園児数の減少が著しい地域であり、時代の流
れ(コミュニケーション不足)が激しい中、一番大
切にしなければならない「人とのかかわり」が温
かく、受け継がれてきている地域であることを継
続していく必要がある。

参加してくださった親子が更につながりの大切さを実感
していただき、周囲へ発信してくださるような環境を整え
たい。

08藍幼稚園 ・園庭開放の実施回数（年６回）
　内容：絵本の読み聞かせ、園庭での遊び、室内あそび等
・園児と未就園児の交流（年３回）
　内容：水遊び、園庭での遊び、人形劇観賞、絵本の読み聞か
せ等

・回を重ねることに、子ども同士や保護者同士が安心
して関わる姿が見られていた。
・水遊びや人形劇鑑賞等の活動の中で未就園児が楽
しんで参加する姿が見られた。

・地域に住む未就園児の人数が少なくなり、参
加人数が減少している。

・情報提供の仕方や活動の内容を工夫をしていく。

09松が丘幼稚園 ふれあいひろば（園庭開放）を月1回程度実施
未就園児との交流（年間4回）
2・3歳児対象、保育体験「すくすく」の実施（年間3回）

ふれあいひろばでは、絵本の読み聞かせボランティア
の方にお世話になり、わらべうたや、様々な絵本に触
れることができた。保護者の方も、絵本やわらべうた
に関心をもてる場となっている。
保護者同士のつながりや、職員とのつながりができ
た。

地域の未就園児数の減少、また、就労家庭が
多いため、参加者が固定されている。他地域か
らの参加はほとんどない。

在宅の子育て家庭の把握、情報発信の方法の工夫と、
内容の充実。

10高平幼稚園 ・園庭開放、未就園児との交流・３歳児対象の交流を実施。運動
会、音楽会、人形劇など未就園児との交流や園体験の機会を設
けた。

・園庭開放日には、バス通園児も参加し、未就園児や
小学生も交えて遊ぶ姿が見られた。保護者同士の交
流の場にもなった。3歳児交流では、子ども同士、保護
者同士が親しくなり、入園を楽しみに待つ様子が見ら
れた。

・参加者が減少傾向にある。情報提供の方法
等工夫が必要である。芝生園庭でのびのびと
遊ぶことができるように、実施時期を検討する。

・情報提供の工夫や多くの方に参加いただけるような
内容の工夫。

実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容

66 園庭・園内開放 就学前の子
どもとその保
護者

在宅の子育て家庭に安全な
遊び場や交流の機会を提供
する。
●実施場所
  保育所・市立幼稚園・認定
こども園・私立幼稚園

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(市立幼稚園記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 幼稚園名 市立幼稚園　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

01三田幼稚園 地域子育て推進事業“げんき”を実施した。実施内容「親子であ・
そ・ぼ　リズム遊び」

親子で音やリズムに触れ、体を動かしたり音を楽しん
だりして楽しむことができた。

車での来園ができないため、遠方からの参加
希望に応えることが難しい。
さらに、悪天候時は、乳児を連れての徒歩や自
転車での来園が困難なため、キャンセルが生じ
るなど、参加機会を阻む状況がある。

内容の充実と情報発信の工夫を行い、できるだけたくさ
んの親子に利用してもらえるように努める。
駐車場の確保は現状では困難。

02三輪幼稚園 未就園児と園児との交流活動・・・年間６回実施。
７回予定していたが、コロナウイルス感染防止対策のため、最終
回が中止になった。
参加者は、のべ１３６人。平均２０人強の参加あり。

講師を招聘し、園児と一緒に楽しむ活動の他、園児が
未就園児を楽しませてあげたいという思いをもって企
画し、運営する機会を設けた。
園での日常の遊びをベースに、５歳児、４歳児がそれ
ぞれに担当して準備したこともあり、未就園児にとって
は、園生活を体験できる機会となった。

駐車場の確保。
実施回数を増やしてほしいという要望もある
が、保育との関係で、実施回数を増やすことは
現時点では困難であると考える。

園児の日常の遊びを体験してもらえる活動は、入園後
のことを考えても、大変有効であったと考える。
今後も、実施内容を工夫し、子育て支援事業が特別な
ものではなく、日常的なものとして取り組める素地を創
ることが必要である。

03志手原幼稚園 ・園庭開放「わんぱくひろば」や未就園児交流「いっしょにあそ
ぼ」を通して、保護者同士がつながり合うきっかけになるよう、場
作りや会話の橋渡しに努めた。

・入園前の幼児や保護者が園へ親しむきっかけづくり
になった。保護者同士がつながり合う場作りができ
た。職員と保護者が日頃の子育てについて話すこと
ができた。

・それぞれの活動に参加された保護者に他の
活動の知らせをしていくことを心がける。

・集える回数を増やせるように努めたい。

04小野幼稚園 ・小野幼稚園子育て支援事業「親子運動遊び」
　内容：「運動あそび」

・入園前から、幼稚園の様子に親しむ機会となった。
小さなお子さんや小学生、保護者が多数参加くださ
り、楽しく充実した場となった。
・保護者同士で子育てについての情報交換をする機
会にもなった。

・参加した子どもや保護者がつながりを深める
こと
　ができるような場や内容の工夫。教師にも子
育て
　の相談を気軽にできるような雰囲気をつくる。

・年度当初の地域へのお知らせだけではなく、在園児
の近隣
　の未就園児への声掛けを保護者に依頼すると共
に、、園だ
　より等でも参加を促す。参加してみたいと感じるような
内容
　や場の工夫をする。

母子幼稚園 未就園児との交流を月2回。
好きな遊びを中心としながら、季節ならではの製作をしたり、ま
たクリスマスや豆まきなど行事ならではの活動を一緒に楽しんだ
りしながら実施した。

未就園児との交流については、回数を重ねることで園
児にとっても未就園児にとっても安定したものとなって
おり、互いによい関係を築くことができていた。

特になし。 特になし。

06広野幼稚園 ３歳児対象の体験保育を５回実施した。 ３歳児の体験保育では、次年度からの入園を楽しみ
に参加する親子の姿が多くみられた。

３歳児対象の体験保育は、３歳ですでに就学前
施設に通園している子どもが増え、参加者が減
少している現実がある。

様々な子ども達や保護者の方が集えるように内容や時
期を工夫したり、情報を提供したりする。

07本庄幼稚園 今年度も他園との合同企画ではなく、園独自で「親子ふれあい
遊び」を実施した。また、未就園児との交流も重視し、地域の方
を含めた活動内容にした。

年間行事として定着してきている企画である。園を開
放することで、保護者の方が目の前の子育てについ
て話ができる雰囲気作りができている。

市の広報誌やホームページ等、の情報から参
加される方がいた。

地域においても、チラシを配布するとともに、本園の環
境が子育て支援の貴重な場であることをアピールして
いきたい。

08藍幼稚園 　・講師を招聘し、保育時間内に“ベビーマッサージ”を開催し
た。親子、親同士、子ども同士の触れ合いの場となった。

げんき事業として、地域以外からも参加があり、保護
者同士がつながる機会となった。

・地域に住む未就園児の人数が少なくなってい
ることもあり、参加人数が減少している。

・子育て支援事業での活動の情報を幅広く提供できる
ように工夫する。
・参加したいと思えるような活動の内容を検討し、工夫
する。

09松が丘幼稚園 地域子育て推進事業‘げんき’を開催
「親子で遊ぼうリトミック」を実施した
腹話術サークルの方による「腹話術やマジック」「ポン菓子の実
演」
2・3歳児対象、プレ幼稚園（保育体験）を年間3回実施

プレ幼稚園では、保護者の方が、同年齢の集まりの
中での子どもの様子を知ることができ、安心したり、心
配なことを相談したりすることができた。
親子が触れ合いながら楽しめる内容であった。

0歳～3歳までの発達に合わせた時間配分が難
しかった。

子どもがどのような姿であっても、保護者の方が不安に
ならず、安心して参加できるような雰囲気づくりに努め
る。
保護者同士のつながりを橋渡ししたり、職員に相談しや
すい関係をつくる。

10高平幼稚園 ・地域子育て支援事業“げんき”実施内容「親子でふれあい運動
遊び」を実施した。

・“げんき”には広域より、１８組の参加を得た。ふれあ
い運動遊びを楽しみながら、子ども同士、保護者同士
の交流の場になった。

・地域で子ども集団が減少しており、参加者も
減少傾向にある。

・毎月のたより等で、交流日や内容を知らせ、在園児保
護者に近隣の未就園児への声掛けを依頼する等、情
報提供の工夫。未就園児から小学校就学前まで、安心
して子育てができるよう、地域の幼稚園としてサポート
できる内容や時間の工夫が必要である。

改善すべき点と改善策

未就園児の体験保育活動、子
育て情報の提供や相談、保護
者同士の憩いの場の提供と交
流支援を行う。
●実施場所　　市立幼稚園

園名 令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題番号 項   目 対  象 取組内容

67 市立幼稚園地
域子育て支援
推進事業

市立幼稚園



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(市立幼稚園記載用)

基本目標Ⅳ　子どもを生み育てることに安心感をもてるまち 幼稚園名 市立幼稚園　集約分

１　乳幼児期までの親と子の心と身体の健康づくりを応援します
（２）　乳幼児期の子どもと保護者の健康づくりの推進

01三田幼稚園 季節の野菜を栽培し収穫する喜びを味わったり、クッキング体験
をしたりして、食への関心を高める活動の工夫を行った。
保護者に対して栽培活動や食すること等、子どもが主体的に取
り組んでいる保育内容を伝え、親子で食に関して話をしたり興味
関心をもってもらったりできるようなきっかけとした。
地域の方に協力を得て、交流をしながら栽培活動に取り組ん
だ。

植え付けた様々な野菜の収穫や調理、友達みんなで
分けて食するといった活動を子どもが主体的に取り組
むことを通して、食べること、生きることへの意識を持
つきっかけづくりができた。
新鮮な野菜の収穫は、味覚だけではなく、五感を通し
て自然の恵みを実感する機会となった。

多様な学びにつながるような子ども主体の保育
内容の工夫。
栽培活動を通して、地域の方とのかかわりの工
夫。

ただ栽培して食するのではなく、様々な食材（主に栽培
する野菜）との出会い方や子どもが心を動かす豊かな
体験の工夫に取り組む。
地域の方への働きかけをする。

02三輪幼稚園 園内での栽培活動・・・夏野菜、さつまいも、いちご、たまねぎ、
じゃがいも
親子給食の実施。
栄養教諭による食指導の実施。

野菜の栽培活動を通して、自分たちで育てる、収穫する、
調理にも参画する経験ができたことで、命の不思議、食す
る喜び、食への興味関心を深められるようにした。
保護者と一緒に給食を食べることで、保護者には給食を
知ってもらう、園児には一緒に食べる喜びを味わいつつ、
食への関心を深められるようにした。

栽培活動やクッキング活動等に、お世話になっ
ている地域の方々を招待して、一緒に味わっ
た。今後さらに、地域と連携し、食を通して交流
の機会が持てるようにする。

食についての様々な取り組みが、子どもたち主体となっ
ているかを点検し、子どもたちが参画できる活動内容
の工夫を行う。

03志手原幼稚園 ・園内での栽培活動を行い、幼児が自ら世話や収穫を楽しみ、
調理を体験することで、食に対しての関心が高まるように努め
た。また、給食指導を通して、様々な食材にふれるように心がけ
た。栄養教諭の指導と地域ボランティアティーチャーのサポート
のもと、親子クッキングをして、食を通したふれあいの時間をもっ
た。

・自分達で栽培、収穫した野菜を食すことで、食への
関心も高まった。特に、十数年本園で継続している親
子クッキングは、親子でふれあいながら食への意識も
高めることができ、たいへん好評であった。 特になし

・継続してきた親子クッキングは十数年前から市民セン
ターに場所を移して行っているが、園児数の減少から、
園内で行うことも可能と捉える。場所を変えて行うこと
について良い点と課題点について今後多面的に考慮し
ていきたい。

04小野幼稚園 ・“食べチャオさんだ！”食育推進事業計画より、給食時のひとく
ちおしゃべりタイムの活用、絵手紙コンクール、食育フェスティバ
ルへの
　参加
・地域、保護者の協力を得て、栽培活動、収穫、クッキングを実
施。

・給食を生きた教材として活用し、食について興味関
心をも　つきっかけとなった。
・自分たちで栽培し、食する体験を通して収穫の喜び
や感謝の気持ちを育むことができた。
・保護者の協力を得て、　収穫したさつまいもを調理
し、味わうことができた。

・栽培活動や食への指導を通して、地域や保護
者に、その大切さをどのように発信していくか。

・幼稚園での活動を家庭、地域に発信し、理解や協力
を得られるようにする。
・地域の方や保護者の協力も得ながら、さらに豊かな
体験が重ねられるよう、教師が家庭、地域とのつながり
を紡いでいく。

05母子幼稚園 地域の方からお借りしている農園、園の花壇やプランター等で
季節の野菜を栽培しながら様々な調理を工夫し食育活動を進め
た。また地域の方の茶畑のお茶でお茶作りをしたり、園で収穫し
たタマネギを地域の夏祭りのカレーに活用してもらった。また低
学年とふれあい農園で作ったさつまいもで焼き芋大会を実施し
た。

栽培活動では、日々世話をしながら生長を喜び、野菜
に親しみを持ち、また収穫した野菜で幼児が調理する
ことで食に興味をもつことができた。お茶摘み、焼き芋
大会、夏祭りのカレーなどでは地域の様々な人と食を
通してつながることができていた。

特になし。 特になし。

06広野幼稚園 園で園児が栽培した野菜を使って、クッキングを楽しんだ。自分
たちが育てた野菜を調理し、食する喜びから、様々な食材や味
を知り、食することへの興味関心を深められるようにした。

園児が栽培する野菜に加え、園内で収穫できる果実
（ウメ、サクランボ、カキ等）もクッキングの好材料と
なっている。
年長児が収穫、調理し、年少児とともに味わう経験を
通して、縦のつながりをより豊かにできる経験のひと
つとなっている。

子どもの成長の姿や活動の意図を情報発信
し、保護者の関心が高まりつつある。今後も情
報発信し、家庭での“食”において実践につな
がるように願う。

食育についての関心を教師自身がもち、計画的に進
め、食の大切さを保護者に情報提供し啓発に努める。

07本庄幼稚園 例年ではあるが、野菜を育て、世話をし、収穫まで取り組み、み
んなで料理をして「食」に欲が持てるようにした。夏野菜、冬野菜
それぞれにどんな野菜を育てようか、年長児が中心となり家庭
へ持ち帰り、話を聞く等…、自分達で野菜作りができる環境を考
えた。

自分達で世話をし、育てた野菜だからこそ、大切に
し、苦手な食材にも挑戦しようとする姿が見られた。友
だちから食べれるようになったことを認めてもらい、自
信につながっていく姿があった。

日々の生活の中で「食」に対して“欲”がもてる
ようになる環境を、家庭での環境も重要視しな
がら食べたいと思える環境づくりが必要と感じ
ている。

一度、賞味した味は心に残るので、食べ物それぞれの
美味しさを知る経験の機会を多く、保育の中に取り入れ
ていく。

08藍幼稚園 ・給食参観や試食会を通して、バランスのとれた給食メニューに
関心をもってもらったり、食事の様子を知ってもらったりする機会
を作った。
・園庭の畑や地域の方のにお借りした田畑で栽培活動を実施
し、地域の方と一緒に収穫を喜んだり、収穫した食物を使って
クッキングを行ったりした。

・給食参観を通して保護者に様子を見てもらい、食への
関心が高まった。
・栽培、収穫、調理、食体験と、様々な活動を通して生
命の尊さを感じ、感性を磨く機会をもつことができた。
・地域の方の温かな愛情を感じながら、感謝の気持ち
をもつことができた。

・保護者に給食や栽培活動など園での様子に
関心をもってもらい、食事への意識を高めて、
家庭での食生活にもつないでいく。

・食の大切さを保護者に情報提供し、啓発に努める。
・丁寧な栽培活動を行い、生長の喜びや食の喜びをよ
り感じることができるようにする。また、その様子を保護
者にも伝える。

09松が丘幼稚園 野菜の栽培を通して、生長の様子に気づいたり、世話の仕方を
調べたりなど、興味・関心を広げ、収穫や食する喜びを味わう。
給食参観、試食会の実施。
‘食べチャオさんだ’食育推進事業計画より、給食時のひとくちお
しゃべりタイムの活用、絵手紙コンクール、食育フェスティバルへ
の参加

自分達で大切に世話をして収穫できた野菜を食する
ことで、感謝の気持ちを育むことができた。また、栽培
への興味・関心が高まり、よく見たり調べたり聞いたり
する姿につながっていった。

幼稚園では食べているが、家では食べないとい
う家庭が多い。

園での栽培活動の様子や、クッキングの様子、苦手な
ものを食べる姿などを、効果的に伝えていく。

10高平幼稚園 ・園の畑、地域のふれあい農園で、栽培活動に取り組んだ。収
穫できた野菜を調理し、食する体験を重ねた。保護者、地域ボラ
ンティアの方々の協力を得て、梅干し作りや釜戸炊きご飯体験
に取り組んだ。幼児が自ら考えたり、工夫したりすることを大切
に活動を進めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・給食参観、
試食会を実施し、食に関しての興味、関心を深められるようにし
た。

・異年齢、保護者、地域ボランティアの方々、小学生と
共に活動を進めることで、様々な体験を重ね、心と体
を育て合うことができた。

・栽培活動、食の文化を継承する活動が、生活
感の中に組み込まれ、継続して取り組みを進め
られるような活動の工夫。

・日常の生活に食の体験を組み込み、季節を感じなが
ら、幼児が主体的に活動を進めていくための工夫。

187 食に関する指
導、啓発事業

幼稚園、認定
こども園、保
育所の児童
及び保護者

望ましい食習慣の形成を図
り、子どもたちの「生きる力」
を育むため、食に関する指
導の実施や食に関する情報
の提供等を行う。また、地元
の新鮮で安心な農作物の利
用を進める。
保育所においては、自園調
理による完全給食を実施
し、離乳食や食物アレル
ギーやアトピーにも対応した
給食づくりを実践する。保育
所給食部会において、各園
の調理師に対して、統一献
立を作成する等、栄養指
導、食育の啓発指導等を実
施する。

実施上の課題 改善すべき点と改善策番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容園名 取り組み・評価



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち 保育所名 保育所　集約分

１　生きる力を育む教育・保育をめざします
（１）　就学前教育・保育の充実

4 保育所地域活
動事業

保育所入所
児童

地域に開かれた社会資源と
して、保育所の有する専門
的機能を地域住民のために
活用し、地域事情に応じた
幅広い活動を推進する。
●実施場所　　保育所

01三田保育所 ・近隣施設や近隣の方との交流
(三田警察署・消防署・小規模多機能居宅型介護事業所三田等)
・三田小学校区内保幼小中交流
・トライやるウィーク　八景中学校
・子育て支援事業　ホッとステーション
・随時見学会開催

・交流等を通じて、様々な方に保育内容や取り組み等
を理解していただくよい機会となった。
・子どもたちにとっても刺激になり、人とかかわる楽し
さを感じ、自信をもって行動しようとするきっかけに
なったと考えられる。

・様々な人や関係機関とのつながりをもつよい
機会にはなっているが、内容が決まってきてい
る。
・楽しい機会にはなっているが、子どもたちが自
分たちで考えて動く内容が少ない。

・近隣の交流する施設の幅を広げ、地域との連携をより
図っていく。
・子どもが自ら考え、かかわりをもとうとする機会となるよ
う、内容を検討する。

02こばと保育
園

・こどもの日、花の日の地域訪問を実施
・近隣探検による、地域との交流
・トライやる受入（八景、狭間、北神戸中学）
・園庭開放、保育園行事に子育て家族の受け入れ
・保幼小連携交流の実施等
・有馬高校との育児体験交流会の実施

・地域の中にある保育園として、同年齢だけでなく、幅
広い年齢層の方々と触れ合うことができた。。

・特に無し。 ・今後も地域にある保育園として、今の取り組みをベース
にしていきたい。

03ゆうかり保
育園

・七夕会、夏まつり、クリスマス会など高齢者、地域の方との交流
・トライやるで地域の中学生、みらいの類型の実習で北摂三田高校を
受け入れ、子どもたちと交流したり、保育教諭の仕事を学んでもらっ
た。
・子育て支援事業 すくすく、ステーション、KO事業
・広報活動
・保幼小連携交流の実施等
・園庭開放等の地域子育て支援事業

・園の行事に参加してもらうことで、園の雰囲気や子ど
もたちの様子を知ってもらえた。
・園外の友だちと関わりを持つ事でき、良い体験となっ
た。
・中･高校生が小さい子どもと接する機会が持てた。

・ポスターなど地域にもう少し掲示し、知らせていきたい。

04光の子保育
園

トライやるウイークで地域の中学２年生を受け入れた。・みらい
類型で三田西陵高校１年生を受け入れ、幼児の子どもたちと活
動する。・卒園児を園に招き、在園児と交流した。小学校の話し
を聴き、興味を持った。・園庭開放や地域子育てステーション事
業活動の中で子育ての質問や疑問に答えた。あかしあ台小学
校の2年生の町探険で保育園来てもらい、質問に答え、園内を
案内した。

・地域の中・高生に保育園や保育の仕事に興味を
持ってくれた。・継続して受け入れることで、中学校、
高校と連携が取りやすくなった。・継続して参加する家
庭が増えて交流が深まった。・あかしあ台小学校に年
長児が行事の見学にも行かせてもらい交流が出来
た。

コロナ感染防止拡大のため、小学校との交流や
園庭開放、地域子育てステーション事業が中止
になった。・来年度も感染予防を考えながら出来
ることを続けていく。

・感染予防対策を考える。（検温、マスク着用、手指の消毒
等）

05あいの保育
園

・同一法人施設の方との交流
・地域の秋まつりに　　　　　　　　　　・なかよしひろばの開催
・トライやる中学生ととの交流
・インターンシップ高校生との交流
・藍幼稚園・つつじが丘幼稚園との交流
・本庄幼・広野幼との交流

・同一法人の行事に参加し、交流を深めることができ
た。
・本園の保育をしってもらう機会になった。
・地域行事に参加させてもらうことで、顔見知りになる
ことができた。
・地域の子育て中の方対象の親対象のワークを年4回
開催したところ評判が良かった。

・年度の後半は、感染症が流行し交流が中止に
なることが多くなってしまう。
・今後も現在の取り組みを継続していきたい。
・お子様をお預かりする際の保育士の人員が厳
しかった。

・感染症の時期は中止になることが多いので、それを踏ま
えて計画を立てていきたいと思う。
・親ワークを継続していきたいが、保育士の確保を考えた
い

06若草幼稚舎 ・子育て支援事業「ぶどうの木」を実施した。 ・講師の先生をお招きし保護者様に参加していただき
その時間は託児を行った。また、親子で園行事に参加
していただいたり、季節や発達にあった保育や離乳食
を提供したりした。毎回子育て相談や園見学、入所相
談にも応じた。毎月、定員を上回る申し込みがある。

07あさひ若草
ナースリー

・若草幼稚舎、三田あさひ幼稚園との交流
・トライやるウイーク　ゆりのき台中学校
・子育て支援事業　子育てステーション
・随時園内見学実施

・若草幼稚舎、あさひ幼稚園との交流で異年齢の関わりり
をもてた。また、交通ルールや遊びのルールを知り社会性
の芽生えを育むことができた。
・中学生の優しさを感じながら過ごし、お互いに良い刺激を
もらいながら交流できた。
・子育てステーションでは、子育て中の食に関する相談を
受け、支援を行った。
・見学を行い、入園希望の支援を行った。

今後も現在の取り組みを大切にしていきたい。

08キッズポート
保育園

・附属短大、高校、中学校、同校区小学校との連携による異年
齢交流。
・地域のボランティアグループ、よみきかせの会「わらべ」によ
る、よみきかせの実施。
・野菜作りやクッキングを通して市内のご年配の方に指導いただ
き、交流を持つことができた。

・附属短大、篠山鳳鳴高校、三田西陵高校、けやき台
中、ゆりのき台中、北神戸中、すずかけ台小との異年
齢交流を行えた。
・よみきかせの会を定期的に行う事ができた。(３月は
中止）

・よみきかせボランティア「わらべ」の方々がご高
齢であり、感染症が流行する時期は、中止にな
る可能性も高く、定期的な開催が難しくなること
も予想される。

・、開催回数を減らすと共に、お越しいただく方には感染症
対策としてマスク着用や消毒等をお願いする。また、体調
不良時はキャンセルをしていただくようお伝えしておく。

09よこやま保
育園

トライやるウィーク、高校生のボランティアの交流
わくわく保育事業・・・年４８回
　　　　　　保育体験、異年齢児との交流、子育て相談など
子育て相談日ー月４・５回実施
高齢者施設（スイッチオンライフ三田）とのクリスマス交流会
神戸電鉄の七夕電車の掲示
　

・子育て相談日の掲示の工夫。
・高齢者施設への訪問は、とても喜んでいただけた.今
後とも継続していきたい。
・七夕列車が走行することを保護者や子どもたちが喜
んでいた。機会があればまた参加していく。

・高齢者とのかかわりが更に深まっていけるよう
な連携が必要。

・地域の未就園児や保護者が参加しやすい環境とお知ら
せが必要。

10さんだのもり
保育園

・園庭開放、七夕まつり、クリスマス会等地域の方との交流
・子育て支援事業
・保幼小連携交流の実施
・駅前地区保育園交流の実施
・近隣施設との交流(三田消防署(広報)活動・三田警察署(防犯)・
JR西日本旅客鉄道(乗車や交通ルール))

・地域の方々との交流を通し、交流の場を持つことが
出来たり、保育園を知ってもらえる良い機会となった。
・保幼小の交流を持つことで連携を深め、子ども達に
とっても交流の場が増え良い経験となった。

・今後も続けていきたい。 特になし。

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち 保育所名 保育所　集約分

１　生きる力を育む教育・保育をめざします
（１）　就学前教育・保育の充実

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容

4 保育所地域活
動事業

保育所入所
児童

地域に開かれた社会資源と
して、保育所の有する専門
的機能を地域住民のために
活用し、地域事情に応じた
幅広い活動を推進する。
●実施場所
　保育所

11三田虹の子
保育園

・併設の特養並びに地域の高齢者施設との交流
・近隣住民のボランティア受け入れ
・校区内保幼小との交流
・子育て支援事業
・園内見学
・市内在住・在学の保育養成校学生ボランティアの受け入れ
・三輪地区保育園連携会開催

・地域のデイサービスでは、高齢者やスタッフの方と
一緒に遊んだり、畑仕事や干し柿作りをしたり、継続
的に多世代との関わりを深めることで園児の社会性
を育むことができ、他方、様々な世代の方の活力と
なった。
・保幼小間では更なる連携の強化を進めることがで
き、子ども同士の交流や職員同士の話し合いの機会
も増えた。
・子育て支援事業では、未就園児への遊び場の提供
と共に、孤立しやすい未就園児の子育てを応援し、親
としての意識を高められるよう、ミニ講座等での支援
を行った。同世代の親同士で意見交換が出来たり、保
育者からアドバイスを頂けてよかったとの声を頂戴し
た。
・校区内の４保育園で連携会議を開催し、地域の子ど
も達のより健やかな成長をどの様に捉えていくかを議
論し、今後の連携の在り方を模索している最中であ

・それぞれ、前年度より一歩踏み込んだ連携に
繋がったが、やはり日程や時間の調整が難し
く、引き続き課題となる。
・保幼小の連携では、担当者によって事が進ん
だり停滞したりと年度によって差がみられ、より
良い連携に向けて足並みを揃える必要性が感じ
られる。

・児童と乳児とのふれあいの機会や職員の見学や意見交
換会などを積極的に勧める。

12こぐまプリス
クール三田園

・行事等で年2回程度近隣施設と交流
（美容院、ホテル、フォトショップ、キッピーモール）
・近隣公園にて近隣保育施設との交流
・同法人保育施設と提携スイミングスクールで合同レッスン　　・
消防署見学
・駅前エリアの保育施設との定期的な交流

・行事等で近隣施設と交流させてもらうことで、温かく
見守って頂いている安心感があり、互いの人となりを
知ることで安心と理解に繋がっている。
・近隣保育施設の園庭を利用させてもらい、子どもた
ちが生き生き伸び伸びと楽しんでいた。また家族も喜
んでくれていた。

地域との交流を深めていく

13やよいキッ
ズ

同一法人認定こども園やよい幼稚園との交流
・同一法人認定こども園やよい幼稚園２歳児クラスとの交流（ふ
れあい遊び、プール遊び、給食会）
・幼稚園行事参加（七夕まつり、運動会、園まつり作品展、移動
動物園おもちつき大会、観劇）
・近隣保育施設との情報交換の機会を持ち、施設訪問や保育交
流を行った。

・認定こども園やよい幼稚園の2歳児クラスとの交流
で、より多くの体験や集団遊びを経験することが出来
た。
・ふれあい動物園や観劇では、幼稚園児と共に日頃
体験できない活動に参加することが出来た。
・七夕まつり、運動会、園まつり作品展、おもちつき大
会等、幼稚園行事に親子で参加し交流の場が広がっ
た。
・三田駅前連携会議に参加し、近隣の保育施設と安
全面に関わる情報交換や、保育交流の機会を頂き親
交を深めることが出来た。

・施設の広さが限られているため、自園で一般
の親子や他園の園児との交流が難しい。

・年齢に見合った地域との交流活動を広げていきたい。

14ミルクたん
ぽぽ園

・連携園園児交流
・近隣の高齢者施設との連携（散歩、いも掘り、クリスマス会等）
・大学生ボランティア・インターンシップ受入
・大学の地域連携会議に参加
・職業インタビュー（三田西陵高校）

・連携園との交流により卒園後の子どもの様子もわかる。また園児
の豊かな子どもの成長と保護者の安心感につながった。
・高齢者と一緒にいも掘りやクリスマス会を楽しみ、可愛い子どもた
ちの姿に喜んでいただき、子どもたちの良い経験となった。
・大学と連携し若い次世代の学生の経験、学びの場の提供ができ
た。・大学と連携し、保育、子育て支援を考察する　・高校生の職業
インタビューに対応し、職業理解、将来的子育て支援となった。

・地域の親子への支援を考えたい。
・感染症防止に努め、より、安全を考量した上で保育園と
して何ができるのか考える。

15湊川短期大
学附属ぽると
こども園

・連携園との交流（いもほりバス遠足）
・湊川短期大学学生との交流
・近隣園との交流

連携園へは毎日どのクラスかは遊びに行くということ
が多く、卒園した子の様子もみることができて保護者
の安心感へもつながっている。
元年度は近隣園との交流で遊びに行かせてもらう機
会などもあり、より親しみをもって挨拶を交わす等地
域を含めた連携ができた。

園の構造上地域の方々との交流は安全面から
見ても難しい。

地域の方々との交流は難しいが閉鎖的にならないように
し、積極的に挨拶をしたり声をかかて頂いた方との交流を
図っていく。

16けやきキッ
ズガーデン

連携施設との交流
・三田けやき台幼稚園の運動会の未就園児部門で参加
・三田けやき台幼稚園のホールを借りて、運動会・生活発表会
の行事を行う。
・地域の学生（教育実習生）の受け入れを行う。

・連携施設に行く体験を増やす事でスムーズに進級
が出来る（幼稚園の施設に慣れる・幼稚園の職員との
関わり）。
・学生に保育の仕事を知ってもらったり、実際に子ども
達と関わる事で保育士の仕事により興味を持ってもら
えた。

・地域のイベントに参加する事は難しいが、公園
へ散歩に行った際に、地域の方々と触れ合う機
会が持てている。

・0～2歳児の低年齢児ではあるが、地域の方々にも周知
してもらえるように何か地域のイベントなどにも参加出来る
ように考えていきたい。

17コスモチャイ
ルド保育園三
田園

連携施設との交流
・光の子保育園の運動会2歳児親子競技部門に参加



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち 保育所名 保育所　集約分

１　生きる力を育む教育・保育をめざします
（１）　就学前教育・保育の充実

7 各種研修事業 幼稚園・認定
こども園・保
育所

課題に応じた保育技術の向
上や幼児教育の充実等を図
るため、保幼の合同研修、
市立幼稚園が実施する研
修・研究会、国や県主催の
研修について情報提供等を
行う。

01三田保育所 ・所内保育研修会実施
・公立保幼職員交流研修参加
・認可保育園との情報交換
・各種研修会、研究会参加(人権　メンタルヘルス　虐待　安全対
策　食育　アレルギー障害児保育　カリキュラム　保育内容　育
児担当制等)

・所内で行うことにより、多くの職員が学べ、共通理解
ができた。
・様々な研修会や研究会に参加し、学びを保育に活
かし、資質向上にも繋がっている。
・講師招聘所内保育研修会では、他園の職員を招き、
意見交換や情報共有ができた。

・外部、内部研修を問わず、保育時間中には参
加できる人数が限られる。
・研修報告を行う時間も限られる為、研修レポー
トなどを活用し、情報共有を図っているが、伝え
きれない面もある。

・学んできたことを伝え合える場を設け、研修が保育所
全体の学びにつながるようにする必要がある。
・保育に支障をきたさないようにするには、参加人数や
回数に限度がある。

02こばと保育
園

・園内研修を毎月実施
・幼児、乳児別に研修会を毎月実施
・外部研修に全職員が年1回以上参加
・三人考就学前部会に参加
・キリスト教保育園関連の研修に参加
・キリスト教保育園関連の全国大会に参加

・外部研修に積極的に参加し学んだその内容を。他の
職員と共有する（為の時間をもつ）ことが出来ない。

・スキルアップ研修を積極的に受講。

・同左 ・通常の保育を行いながらの園内研修の為、時間の取
り方や内容をより考えていきたい。

03ゆうかり保
育園

・保幼小中連絡会に参加し、育ちのつながりを学んだり、校区の
情報を共有した。
・園内研修
　アレルギー、AED対応、救命救急他
・新任研修
・主幹教諭、中堅職員研修他
・園外研修
保育リーダーゼミ、キャリアアップ研修

・校区の先生方と顔見知りになることで、子どもの引き
継ぎがしやすくなり、理解が深まった。
・保育士としての心構え、保護者への対応を学べた。
・園内研修を行うことにより、人材と組織が共に育つ。
・研修後のレポート提出により、職員の共通理解に努
められた。
・保育教諭は実践し、経験し、振返り、研究して保育の
質が高まる。

・職場内研修向上の問題･課題の抽出と整理。 ・職員の共通理解を強めるために、研修報告会の時間
を作るように考えていきたい。
・研修で学んだことを様々な保育現場で生かしていきた
い。

04光の子保育
園

・園内に外部講師を招いて保育の観察点にそって分析して学ん
だ。・姉妹園と乳児、幼児が交流し、互いのクラスを課題に添っ
て観察し、話し合った。・保育サポートや巡回相談を利用して、保
育のアドバイスをたくさんもらった。保護者と一緒に教育相談に
参加したり、療育の見学をさせてもらった。・学校園所の連絡会
に参加したり、保育振興課主催の研修に参加した。

・園の中での研修は共通認識出来るので、良い学び
になった。・保育サポートや巡回相談では、個別の
ケースについてより詳しく学ぶことができ、アドバイス
を試すことができた。・学校園所連絡会では学びの連
続性、つながりが見えた。

・園外の研修等は保育時間があるので職員の
参加が限られてしまう。

・できるだけ職員を学びに出せる体制をつくる努力をす
る。・日中は保育があるので、参加しやすい時間帯を考
えてほしい。

05あいの保育
園

・キャリアアップ研修に参加
・法人人権学習（年2回）
・三田市教育委員会主催の研修会
・保育協会主催の研修会
・園内研修

・研修後のレポートを職員が共通理解として回覧した
・園内研修の内容をリーダーを中心に話し合い決定す
ることで学ぶ意欲が高まった。

・職員が学びたい内容を園内研修に取り入れて
いく
・外部研修に出るための職員体制

・研修で学んだことを保育の中で実践できているかの
振り替りを行う。

06若草幼稚舎 ①職員が自ら学びたい研修に参加する。
②園長が必要な研修と判断した場合、対象職員へ参加を命ず
る。
③園内研修の充実を図る。

・キャリアアップ研修を希望する場合も研修費と交通
費を園負担した。また、希望日に研修が受けられるよ
うにシフトも希望通りにできた。
・学んできた内容を園内研修において発表してもら
い、職員の資質向上に繋ぐことができた。

07あさひ若草
ナースリー

・職員が学びたい研修へ参加
・園長が必要と判断した場合は対象職員へ参加を命ずる
・キャリアアップへ研修への参加
・園内研修の充実
・パソコン研修
・研修報告会

様々な研修に参加することにより、職員の質が更に向
上している。報告会にて全職員と個々の子ども達への
関わり方を考える良い機会をもった。
また、今年度は、障害児保育の研修を多く取り入れ保
育の質の向上に繋げることができた。
園内研修では、講師の先生を招き、質の高い研修を
行うことができた。

保育の質を向上させるため、職員が学びたいと
思える環境作りを行っていきたい。

多方面に目を向けながら園内研修を充実させていく。

08キッズポー
ト保育園

・附属園研修
・新任研修「県保育協会）
・三人考（就学前教育部会研修）
・睦保会研修（三田市内認可保育園所８園合同）
・給食施設協議会研修
・特別支援教育研修講座
・・処遇改善キャリアアップ研修（幼児保育・乳児保育・障害児保
育受講）
・三田市内認可保育園所との保育士部会（学年別）
・園内研修（乳児保育と環境）

キャリアアップ他、研修に参加した職員が内部研修で
発表し、園内での情報共有することにより、ひとり一人
の保育に対する意欲向上に繋がってきている。

・勤務体制や参加できる人数により、希望する
研修に行けないことがある。
・非常勤職員が研修に出にくい現状がある。

・年度初めに聞き取りを行い、出来るだけ本人の希望
する内容やその時の担任している園児に関係した研修
に参加できるように考慮しているが、シフトによりなかな
か希望した内容の研修にいけていない職員もいる。
新型コロナウィルス感染症により、外部の研修に参加し
にくい現状がある。

09よこやま保
育園

園内研修、年４回。・子どもの発達についての研修
・キャリアップ研修・運動遊び・製作研修
・食育研修・特別支援研修・音楽研修
・新任研修・主任研修
・アレルギー対応研修・睦保会への研修
・保護者対応について・救急対応について

園内研修では、全職員で共通理解しながら保育の質
を高めることができた。若手保育士の育成に、中堅保
育士がわかりやすく研修内容を進め事例に基づいた
グループワークができた。キャリアアップ研修は必要
な研修を受けることができた
個々での専門性を高めたい内容は、積極的に受ける
ことができた。職員会議の前に園内研修をすることで
職員の参加率が９割以上であり、チームワークを高め
られたように感じた。

・研修内容を深めていくと、時間が足りないこと
がある。・時間外での園内研修が多い。

・園内研修だけでは時間が足りないため、クラスミー
ティングやリーダー会議等を使って園外での研修を持
ち帰り、保育の質を高められる場にしたい。

改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 実施上の課題取組内容 令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち 保育所名 保育所　集約分

１　生きる力を育む教育・保育をめざします
（１）　就学前教育・保育の充実

改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 実施上の課題取組内容 令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価

10さんだのもり
保育園

・キャリアアップ研修
・主任、リーダー、中堅研修
・新人研修
・保育協会主催の研修
・幼稚園の研修会への参加
・園内研修(AED・救命救急・様々な事故の事例をもとに話し合う)

・市内、市外の多方面の研修に積極的に参加出来
た。　　　・様々な研修や園内研修に参加することで、
保育士の質の向上に繋げられた。

・外部研修は保育士の勤務体制により、参加が
難しい時がある。

・キャリア別の研修の強化
・個々のスキルアップの為、可能な限り計画や参加をし
ていきたい。

7 各種研修事業 幼稚園・認定
こども園・保
育所

課題に応じた保育技術の向
上や幼児教育の充実等を図
るため、保幼の合同研修、
市立幼稚園が実施する研
修・研究会、国や県主催の
研修について情報提供等を
行う。

11三田虹の子
保育園

＊園内研修
・ビデオ保育検討会　　　・クラス別保育検討会　　　・特別支援
研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・人権研修
・虐待研修　　　　　　　　　　・わらべうた研修　　・ドキュメンテー
ションの振り返り
＊園外研修
・新任研修　　　　　　　　　　      　　　　・主任研修
・キャリアアップ研修　　　　　　　　　　 ・特別支援研修
・人権研修　　               　　　　　　　　・危機管理研修
・その他、兵庫県・三田市主催の各種研修

・前年度同様、様々な研修を職員にアナウンスすると
共に、積極的に参加できる体制をめざした。
・園内研修をより充実させ保育の質の向上を図る。
・積極的に研修へ参加する職員が増えた。

・研修参加者への公休対応や通常保育時間内
研修時のシフト作成、代替保育士確保の難しさ
が課題である。

・よりよい保育や職員の質の向上につながるよう、研修
参加者の成果を発表する機会等を設けていきたいが、
時間的制約等で実現できなかった。。

12こぐまプリス
クール三田園

園外研修
・新任職員研修会　・アレルギー対応　・保護者支援　・心のバリ
アフリー　・虐待研修　・栄養士調理師研修会　・不審者訓練
園内研修（講師委託含む）
・小児救命ＡＥＤ講習　・人権と虐待　・自己啓発研修　・安全対
策研修（散歩、アレルギー、熱中症）　・やってみようとする保育
を考える

・保育者の知識と意識の向上を図り、また普段の保育
で感じる質疑に応える研修を行い、迷いが減少した
り、今一度自身の保育を見つめ直す機会を設けた。
・虐待研修では、知識だけでなく、虐待のサインに気
付く力と、記録のとり方、保護者支援などを強化した

・キャリアアップ研修以外の外部研修の情報提
供の強化

・研修報告の時間があまり設けられなかった。また、受
けた職員が研修内容を休憩時間などで話す姿があっ
た。全体の研修報告時にも、話す側も聞く側も双方が、
あまり緊張感を持たずにアットホームに受け答え出来る
雰囲気づくりを強化したい

13やよいキッ
ズ

◎園外研修
・合同研修会
・危機管理にかかわる研修
・キャリアアップ研修
・アレルギー研修
・保育サポート研修
・防火講習、消火訓練研修、（ビルの合同消防訓練、年２回）
・防犯研修　（三田市小規模保育施設合同研修参加）
◎園内研修（安全管理、食育）

・研修報告の時間を取り、学んだことを職員間で共通
理解することで日常保育に取り入れたり見直しを図
り、保育の資質向上を心掛けた。
・園外研修にも可能な限り積極的に参加した。

・外部研修の日程が保育時間中の事が多く、参
加しにくい。

・毎月定期的に行う職員会議の時間を利用し、更に職
員の資質向上につながる園内研修を積極的に計画し
ていく。

14ミルクたん
ぽぽ園 ・自己研修計画、経験年数等を考慮し園の年間計画を作成、実

施　　　　〇園内研修
・救急法・わらべうた、音楽あそび・音楽指導・防犯研修・ウォル
ドルフ人形講座
〇園外研修・年齢別発達と保育セミナー・保育実技研修・音楽指
導研修・食育研修・アレルギー対応研修・虐待対応研修・保育園
経営セミナー・スキルアップ研修・保育カウンセリングセミナー等

・研修会の情報提供ができた。
・全職員が研修に積極的に参加できた。
・研修会参加後の復命書、研修報告会をとおして、全
職員の共通理解に繋げることができた。

・勤務体制上、全職員の希望通りに参加するの
は難しい

・研修時の職員配置については、法人と連携し、保育
に支障をきたさない様にすることが必要
・自己スキルアップ計画にそった研修に可能な限り参
加できるよう努めたい。

15湊川短期大
学附属ぽると
こども園

園外研修
・キャリアアップ研修　　　　　　　　・保育課題サポート研修
・防犯研修（小規模保育施設合同研修）
園内研修　(講師依頼）
・子どもの主体としての心を育てる保育に向けて
・小規模保育園における自然とのかかわり

園内研修では園庭のない小規模園の園児の自然と
のかかわりについて考え学びを深めた。
園外研修でもそれぞれがキャリアアップ研修等を通し
て全職員が学ぶことができた。

園内研修は保育時間内に行わなければ各職員
の勤務体制によって参加できない職員が出てく
る為全員参加が難しい時がある。研修の開催
日・時間については検討が必要。

定期的に職員会議が開けない状況があったので、短い
時間でも集まり意思疎通を図り研修内容等の学びを深
める時間をとる。
時間の確保・調整を行う。

16けやきキッ
ズガーデン

園内研修
・新任研修、マナー研修、AED講習
園外研修
・保育士等キャリアアップ研修
・子育て支援者スキルアップ研修
・保育課題サポート研修

・ほぼ全員の職員が研修を受ける事が出来た。
・研修会後、研修内容を全職員に伝える時間（フィード
バック）を設け、そこから学ぶ事が出来た。

・研修会の時間によっては参加が難しい事もあ
る。
・参加費用が無料だと参加しやすい。

・職員が受けたいと思う研修をなるべく受ける事が出来
るように職員配置を考えていきたい。

17コスモチャイ
ルド保育園三
田園

〇園外研修
・キャリアアップ研修（乳児保育、マネジメント、食育・アレル
ギー、保護者支援・子育て支援）
・三田市小規模北施設合同研修（ミルクたんぽぽ園にて防犯研
修）
・三田市主催（学校保健研修会、アレルギーについて。危機管
理に係る研修
・初任保育所長等研修
〇園内研修
・ヒヤリハット検証　　・アレルギー対応、食育　　　・不審者対応

・園外研修に積極的に参加し、研修後は研修報告会
を行い職員間で
共有することができた

・研修の日程により職員の勤務体制が厳しい日
もあった
・毎月行う職員会議に短時間勤務のパート職員
も参加できるようにしたいが、時間的に厳しくレ
ジメを見るだけになる

・外部研修に参加できるよう、引き続き保育士の継続勤
務ができるよう
努める
・毎月行う給食、職員会議の時間を利用し、職員の資
質向上につながる
園内研修を計画していく
・共通理解を基に園内研修を行う際にも、パート職員も
研修の内容を
理解できるようにしていく



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 保育所名 保育所　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

65 地域子育てス
テーション事業

就学前の子
どもとその保
護者

子育てに対する豊富なノウ
ハウ・経験をもつ地域資源
である保育所・幼稚園・認定
こども園が子育て支援事業
を実施する。●実施場所
保育所・認定こども園・私立
幼稚園

01三田保育所 年間６回実施
交通安全教室・人形劇・コンサート・紙芝居の読み聞かせ・水遊
び・音楽遊び等を行う。

・当日の写真や手形つきカードをプレゼントすると、と
ても喜ばれた。
・保護者同士の交流や個別の相談に応じる時間がも
てた。
・保育所を知っていただくよい機会となっている。

・内容によって、参加者数のばらつきがあった。
・人形劇やコンサートの場合、限られた空間の
中にたくさんの参加者が座ると、みんなが見え
やすい席の配置を作るのが困難である。

・魅力ある遊びや場所の提供、内容や回数の充実等検
討が必要である。

02こばと保育
園

・各月１～2回実施。
・内容的には、園庭開放、園行事（夏まつり・人形劇鑑賞・こども
どうぶつえん・焼いもパーティーなど）への参加、夏期のプール
開放、また、季節を感じられる制作物の時間を、来園する親子
（こども）に対して提供する。

・全体的に参加者は減っている。
・育児相談に関しては、電話での利用はほぼない。子
育てｽﾃｰｼｮﾝでの来園時、雑談形式で、いろいろな相
談をうけることはある。

・参加申し込みのあった時点で、季節の制作物
の準備をするので年齢に開きがある場合、手間
取ることがある。それでも、楽しんで取り組んでく
れると嬉しく思う。

・当日になって、連絡なく不参加の方もいることがある。
参加申し込みの時点で、不参加になる時には連絡を、
と丁寧に伝えていく必要もある。

03ゆうかり保
育園

・実施内容
　水遊び、夏の制作、ハロウィン制作
　スイートポテト、クリスマスケーキ作りなど
・広報活動
　フラット、子育て情報広場等にのせて市民のニーズへ対応して
いる。

・年間の予定表を見て、事前申し込みをする形にした
ので、人数把握がしやすくなった。
・実施内容を通して、様々な体験を親子で持ってもら
えた。

・計画していても、当日利用者がいないときがあ
る。
・参加者が固定している部分がある。

・「参加したい！」と思ってもらえるような内容を参加者
に聞き、ニーズ対応をする。
・今後、育児に関する講演会や職員による子育て講座
等を取り入れていきたい。

04光の子保育
園

年間１２回、延べ１１９人（昨年は２０３人）参加した。・最終回が
コロナのため中止になった。・園内でしているわらべうたを紹介し
た。・保育士が歌いながら見本を見せて真似してもらった。・園の
遊具も準備して、親子でまたは友だちと一緒に使ってあそんだり
した。・茶とお菓子を用意して休憩時間をもうけた。

・延べ人数は減ったが、新しい参加者が多かった。・
園見学でご案内し、参加された方もいた。・わらべうた
を親子で楽しむ姿がたくさん見られた。触れることをた
くさん楽しんだ。

・月1回なので前に歌った曲を忘れてしまう。 ・少しずつ繰り返しながら新しい曲を入れていった。

05あいの保育
園

・月8回開催 ・リピーターが増えた
・園内見学も増え、利用に繋がっていた。

・参加者が多く予定していた保育室では狭さを
感じた。

・予約の方法を多くの方に利用してもらえる形にかえる

06若草幼稚舎 ・実施なし

07あさひ若草
ナースリー

・園内見学と離乳食の試食会
　年１２回実施
　申し込み期間：月初めから５日～１０日間程度
　申し込み時間：１０：００～１６：００
　３組まで

・保育園に入りたい方の申し込みがほとんどでありご夫婦
での来園も多く、園内見学で園のことを知る良い機会に
なったと高評価を受けた。
・園の温かな雰囲気を喜ばれ、楽しまれる様子が伺えた
・お子様は初めての場での食事であったが完食する子も多
く、保護者様も自然調味料での優しい味を大変喜ばれた。
・離乳食の相談や育児相談に応じることができた
・近隣の方の来園も多く、公園等で出会うナースリーの子
ども達を温かく見ていただいていたことを知る機会にもなり
地域とのつながりを感じた。

年度末は、希望者が減る傾向が見られた。
申込は、月初めが多く、申し込み期間前半には、締
め切ることが多かった。

今後も続けて行きたい。

08キッズポート
保育園

・実施回数１１回（３月は中止）
・実施内容
　こいのぼり製作、園外散歩、しゃぼん玉あそび
　七夕製作、水あそび、園外散歩
　ミニ運動会、クリスマス製作、お楽しみ会参加
　手形あそび、節分会、おひなまつり会
・参加募集数　各５組
・広報活動、園舎前掲示板に案内掲示、子育て情報広場等で案
内

・保育経験豊富なベテラン保育士が担当しており、
様々な子育て相談に応じることができる。
・保護者同士が子育てでの悩みを共用できる場とし
て、リピーターも多い。少人数なので保護者同士も仲
良くなりやすい。
・保育園への入園を希望されている方には、実際に保
育園舎に入り、直接、雰囲気や様子を知る良い機会と
なっている。
・定期的に行っていることで参加者の利用認知が高
い。

・開催する部屋がなく、ホールで行っているた
め、場所に限りがあり５組が限界である。
参加希望が多い月（特に製作は人気）はキャン
セル待ちをされる方が多い。
・３月は新型コロナウイルス感染症により、中止
にした。今後も拡大状況により中止になることも
予想される。
・同敷地に同附属の幼稚園が隣接しているた
め、駐車場に限りがある。

・場所や駐車場については、現状では改善は難しい。
戸外での活動内容時等、募集定員を増やす等の対応
はしているものの、雨天時のことを考えると１～２組が
限界といった状況である。
・通常はホールでの開催であるが、幼児クラスの遠足
の日に開催日を合わせ、保育室を利用する等も考えて
いきたい。
・参加者へ申し込み時に保護者のマスク着用、入口で
の消毒、発熱時は参加しない等を案内していく。

09よこやま保
育園

子育てステーションー実施回数、月１回年１２回。
内容・・・園庭で遊ぼう、園内コンサート、
　　　　　　保育園のおもちゃで遊ぼう、
　　　　　　親子でかたつむりを作ろう
　　　　　　親子で新聞紙あそび、マジックとパネルシアター
　　　　　　体を動かして遊びを楽しもう、観劇、
　　　　　　手作り楽器遊び、親子でふれあい遊びなど
募集人数約１０組

保護者同士のコミュケーションの場となったりゆったり
した雰囲気の中で遊びを楽しめた。年齢が低い子が
多く、親子で繰り返し参加してもらい、楽しく過ごせて
いた。
親子の触れ合いを大切にして取り組んでいきたい。

・感染症対策のため実施する日が難しいことが
あった。年齢を問わず参加してもらえる内容を考
えていく。

内容を工夫することで、親子で喜んでもらえるよう準備
する。

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 保育所名 保育所　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容

10さんだのもり
保育園

・スマイル広場(子育てステーション)の開催：月１回
・子育て相談：週１
・園内見学

・子育てステーションで、季節によって催し物を工夫
し、親子で楽しく参加したり、相談の場となるよう努め
た。　　　　　　　・保護者の口コミ等で広めていただい
たこともあり、毎回キャンセル待ちが出る等、多くの方
に参加していただけた。

・参加される方が固定されている。
・毎回キャンセル待ちで待っていただいている方
への対応。

・時期を見てベビーマッサージを取り入れ、参加年齢の
幅を広げていく。

65 地域子育てス
テーション事業

就学前の子
どもとその保
護者

子育てに対する豊富なノウ
ハウ・経験をもつ地域資源
である保育所・幼稚園・認定
こども園が子育て支援事業
を実施する。●実施場所
保育所・認定こども園・私立
幼稚園

11三田虹の子
保育園

・にこにこひろば（０～１歳児親子対象）実施回数７回
内容…わらべうた、絵本の読み聞かせ、水遊び等
・わくわくひろば（２～５歳児親子対象）実施回数１１回
　内容…交通安全教室、水遊び、運動遊び、お楽しみ、親子ふ
れあい遊び、園庭開放等

・建物の構造上、様々な制約がある中、子育ての悩み
を聴いたり、保護者同士の交流の場を提供できた。ま
た年齢に見合った安心・安全な遊具や場所の提供な
ども保護者には好評だった。
・前年度に引き続き、あまり行事に組み込まずにいた
ため、遊ばせながら保護者同士が交流でき、また保育
者へのちょっとした相談などが気軽にできていた。
・近隣住民への周知策として、事前に玄関ドアに案内
予告を掲示したことでアナウンス効果が上がった。

・未就園児における本園の子育て支援の役割を
より明確にし、保護者のニーズにこたえながら、
乳幼児の発達過程など丁寧に伝えていかなけ
ればならない。
・園内で感染症等が出たため、やむなく中止に
することが幾度かあった。

・保護者自身が主体的に学んでいけるような支援の取
り組みが未だ不十分である。

12こぐまプリス
クール三田園

・一時保育 ・一時保育受け入れ体制がとれなかったので、保育者
数にゆとりを持たせる

・英語あそびの時間など、保育者やスペースにゆとりが
持てそうなので、在園の子どもが慣れてきた頃に予約
制にして月に1度呼びかける等検討する。

13やよいキッ
ズ

同一法人連携園での園庭開放等。 ・自園での開催は設備的に難しいため、連携園
での園庭開放等の情報提供をする。

14ミルクたん
ぽぽ園

・子育て相談を随時実施（方法：電話、メール、面談）
・相談実施の実施は、ホームページ、駅前子育て交流
ひろば等で広報した。

・随時相談に応じられる環境づくり

15湊川短期大
学附属ぽると
こども園

・子育て相談（随時） ・施設見学時等にも入所状況等を含め子育て相
談のようになることも多いが別室があるわけで
はないので見学も在園児が戸外へ行っている間
等と限定される。

・現段階では改善は難しい

16けやきキッ
ズガーデン

・未就園児活動として、年３回、６月に製作、１０月に「身体を動
かそう」を行った。
２月に「お買い物ごっこ」を予定していたが、新型コロナウイルス
の
影響で中止した。

・施設の関係で、親子５組の募集だったが、周知不足
か、ほとんど申し込みがなく、こちらからお声掛けする
こととなった。

・施設的に部屋に区切りが無いので、活動を
行っている間は、在園児が音の出る設定保育
（体操、楽器遊びなど）が出来ず、保育が
制限された。
・活動に、保育士二名を配置するので、在園児
は戸外遊びなどが出来ず、限られた設定と
なってしまった。

・活動に参加する親子は、園の様子も見学したいと
いう思いもあるので、在園児が全員戸外遊びに
出てしまうというのも、どうかと思う。
・在園児と、未就園児親子が一緒に活動できれば
なお良いのではないかと考えるが、今年度以降は
３密にならないよう、配慮したい。中止も検討。

17コスモチャイ
ルド保育園三
田園

・実施なし



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 保育所名 保育所　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

66 園庭・園内開放 就学前の子
どもとその保
護者

在宅の子育て家庭に安全な
遊び場や交流の機会を提供
する。
●実施場所
保育所・市立幼稚園・認定こ
ども園・私立幼稚園

01三田保育所 ・ホッとステーション事業の参加者に、所庭を開放する。 ・安心、安全な環境の中で、ゆったりと所庭遊びを楽し
んでもらうことができた。
・保護者同士の交流の場にもなった。

・晴天時は所児と一緒に遊ぶので、活動場所が
充分に確保できない。雨天の場合は、室内の確
保が難しく、中止にしている。

・ホッとステーション事業以外に、所庭開放を行えるか
検討していきたい。

02こばと保育
園

・毎週月・水曜日　13：00-16：00
・内容：園庭を開放し、自由に好きな遊びを提供する。
・地域子育てステーションと合わせて案内はしている。

・参加者は年間通して数組と多くはない。 特にありません。 特にありません。

03ゆうかり保
育園

・月2回（第2･4土曜日）又、連絡あった方、突然の場合も受け入
れている。
・内容…園庭、園内を開放し、自由に好きな遊びを提供したり、
子育ての悩み等を聞いたりする。
・子育ての場などに広報を貼り、宣伝する。

・園庭解放、園内開放することで、園の雰囲気、様子
をみてもらうことが出来た。
・保護者同士、話しできる機会となった。

・園の行事が重なると一緒に参加してもらうよう
にしたい。

04光の子保育
園

園庭開放は延べ１５０人参加した。室内遊びは延べ９４人参加し
た。室内活動は、シール貼り、七夕制作、みの虫を作ろう、クリス
マス制作、ひな人形制作等を考え行った。

・申し込みはあったが、体調を崩したりして欠席するこ
とがあったので、予定より少なかった。・園庭を利用す
るマナーを守って上手に遊ばせていた。・園庭の方が
開放的なので保護者も相談しやすい環境だった。・夏
の暑い時期は水に触れる遊びを用意した。

・0歳児の親子にはなかなか園庭開放には参加
しにくい。

・木陰にシート等を敷いて、親子でくつろげるようにす
る。そして、他の親子とも交流できるようにする。

05あいの保育
園

・月～金　10：00～12：00を開放しているので、気軽に遊びに来ら
れる方が多い

・園庭開放から一時預かりの利用につながるケースも
ある

・申込制ではないので、室内での行事の時は、
在園児が遊んでいないので、室内での行事の参
加にお誘いをした。事前に伝える方法を考えた
い

・土曜日の園庭開放は職員体制的に現状では厳しかっ
た

06若草幼稚舎 ・実施なし

07あさひ若草
ナースリー

・実施無し

08キッズポート
保育園

開催回数　３２回（３月は中止）

・広報活動
　園舎前掲示板に案内掲示
　子育て情報広場等で案内

・定期的に開催することができた。

・参加時、保育園見学を希望された場合にも、臨機応
変に対応し見ていただくことができた。

・開催日は出勤している職員数が少ない為、配
置できる職員が不足しており、親子で自由に遊
んでいただくだけになっている。

・参加いただく保護者についてはマスク着用をお
願いしていく。

・園庭で遊んでいるクラスの担任が、利用者にできるだ
け声をかけたり、園児とのあそびに誘ったりを心がけ
る。

・園のホームページにも感染症対策を呼びかけるととも
に、子育て情報広場でもマスク着用等、参加する時の
注意を掲示案内をお願いしたい。

09よこやま保
育園

・子育てステーション事業・わくわく保育事業で園庭開放「園庭で
遊ぼう」園内開放では「保育園のおもちゃで遊ぼう」を計画し、実
施する。

・子ども同士や保護者同士と交流できた。
・園内、園庭の解放の後、希望者には園内の見学を
してもらうことで園の生活の流れをよく理解してもらえ
る場となった。

園庭が狭いため、園児との遊び方に保育士の
仲立ちをしっかりと行う。保育活動を工夫する。

・園児との交流を更に深めたいり、経験できる場にして
行きたい。

10さんだのもり
保育園

園庭開放：月４回(毎週水曜日) ・保護者同士で話し合う交流の場となった。
・園児との交流を経験したり、園を知っていただく良い
機会となった。

・開催日に必ず職員が配置できるとは限らない
為、保護者との関わりが難しい時がある。

・特になし

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 保育所名 保育所　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容

66 園庭・園内開放 就学前の子
どもとその保
護者

在宅の子育て家庭に安全な
遊び場や交流の機会を提供
する。
●実施場所
保育所・市立幼稚園・認定こ
ども園・私立幼稚園

11三田虹の子
保育園

子育て支援事業の中で、園内・園庭での遊びを提供してきた。
建物の構造上、出来ることが限られてくるが、園内外
での自由遊びを堪能し、さらに保護者同士の交流や
相談する機会を提供することができた。

施設の構造上、自由に園庭開放することが難し
い。

建物の構造上の制約があり、今以上の提供方法は難
しい。

12こぐまプリス
クール三田園

園庭はなく、園内の広さも開放できる規模ではな
い為、実施は厳しい

13やよいキッ
ズ

同一法人連携園での園庭開放等。 ・連携園の園庭開放利用の推進 ・園庭開放を利用して頂けるよう積極的に情報
提供する。

14ミルクたん
ぽぽ園

実施せず

15湊川短期大
学附属ぽると
こども園

・実施なし

16けやきキッ
ズガーデン

ビル内の保育園ですので園庭はありません。園
内の広さを考えると園内開放は難しいです。

17コスモチャイ
ルド保育園三
田園

・実施なし ・園庭はなく、園内で開放できるスペースがない
為、
実施は厳しい



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅳ　子どもを生み育てることに安心感をもてるまち 保育所名 保育所　集約分

１　乳幼児期までの親と子の心と身体の健康づくりを応援します
（２）　乳幼児期の子どもと保護者の健康づくりの推進

187 食に関する指
導、啓発事業

幼稚園、認定
こども園、保
育所の児童
及び保護者

01三田保育所 ・夏野菜を栽培し、育てた野菜を使ってクッキング
・外部講師による夏野菜栽培指導や味噌つくり
・アレルギー食、乳児食など個々に合わせた調理の提供
・食育だより、給食、おやつのレシピ配布　試食会
・５歳児と調理師で食品栄養分類表(食育ボード）に分類提示
・兵庫県認証食品保育園ＰＲ事業参加

・栽培の指導等を受け、興味や関心を持って育てることが
できた。５歳児が４歳児へ野菜の育て方なども伝え、お互
いが学び合うよい機会となった。
・食育だよりを通して、子どもの活動や取り組みの様子を
伝えたり、保護者に食育の推進を図ったりできた。

・調理師と子どもたちの交流が、時間的にもちにく
い。

・給食のできるまでや栄養について、調理師と実
際にかかわる中で学び、感謝の気持ちを抱いた
り、食により興味や関心をもったりできるように
努める。

02こばと保育
園

・食育計画に基づき、正しい食事のあり方や望ましい食習慣の啓発、
市内の農作物や食文化への関心を高め、食を通じて豊かな心の育成
を図るとともに、保育園における食育教育の推進を図る。自園におい
て、多種類の野菜を栽培する。園庭には、ブドウ棚がある。

・野菜栽培については、子どもたちも興味を持ち、知識も
豊かになることなどから保護者にも好評。自らの手で育て
ることにより、苦手な野菜が食べられるようになったり、食
に対する意欲が増す傾向が見られる。
・クッキング保育を通して作ることの楽しさ、いつも作って
くれる人への感謝が見られる。

・畑の水やりは毎朝幼児組の子どもが行ったが、
草引きまでは暑い中なのでなかなか子どもと一緒
にはできず、大変だった。

・多くできすぎて収穫しきれないことがあったの
で、栽培する数を見直す必要がある。

03ゆうかり保
育園

・様々な野菜を育て、生長過程を観察する。
・水耕栽培を保育室で行い、生長過程を観察する。
・育てた野菜を使って、クッキングを実施した。
・アレルギー食、離乳食など個々に合わせた調理の提供

・成長過程を観察することによって、食の大切さを知り、
食に対して興味を持つことができた。
・実った野菜をお泊り保育で活用し、子どもたちで食材を
調理し、おいしく食べることができた。

・職員と子どもたちとが一緒に草抜きをしたり、水
やりをしたりと、共に生長を見て食に対する興味を
更に持てるようにしていきたい。

・戸外遊びの時に期待を持って観察や水やりが
行えるような、絵本や食事を通して声かけをして
いく。
・クッキングの回数も増えてきたが、内容も検討
し、更に充実させていく。
・アレルギー除去食を実施するにあたり、管理指
導表を作成し、医師印の上、提供する。

04光の子保育
園

・献立表に旬の食材を載せたり、絵に描いて展示した。・検食棚に食
事を展示した。（６月～９月はお休み）・・夏野菜など子どもたちが作っ
た野菜を給食に入れる。・給食講習会で給食が出来るまでを映像で見
たり、給食の試食をした。・アレルギーの指示書を２月に渡し、学年が
変わるときに更新してもらった。・

・幼児クラスにおにぎりを握りに行くことで子どもたちとの
距離が縮まっていった。・子どもたちが育てた野菜を給食
に入れることで、苦手な野菜を食べたり、食べようとする
姿が見られた。

・アレルギー反応のガイドラインが変わり、それに
対する対応がまだ出来ていない。

・アレルギーの献立の考え方を整理して見直
す。・給食室の扉を外から見られるように取り替
える。

05あいの保育
園

・食育ボードの活用
・クッキング（幼児）
・給食室職員との交流
・夏野菜等の栽培

・調理員と園児の距離が縮まり、子どもからも積極的に関
わりを求めていた。
・

・調理スタッフの欠員等、クッキングの機会が予定
よりも減ってしまった。

・地産地消を意識していきたい。

06若草幼稚舎 ①食事の大切さやマナー　②明るく楽しい食事の雰囲気
③ランチョンマットの制作　④子ども達による配膳
⑤行事にちなんだ献立内容　⑥夏野菜やさつま芋の栽培
⑦収穫した野菜を使ったクッキングや焼き芋パーティ
⑧流しそうめん（米粉パスタ使用）　⑨ハロウィンクッキー作り
⑩カレークッキング（給食献立）　⑪もちつき大会
⑫一人ひとりに合った離乳食や除去食対応の個別献立
⑬子ども達のお買い物やクッキング活動

・幼児クラスではランチョンマットを制作（野菜スタンプや
絞り染め）、また職員が個人マークや名前を刺繡した。特
別な日にはランチョンマットを使いあたたかな家庭的な雰
囲気を作っている。
・各クラスが１年を通して、お手伝いやお買い物、クッキン
グを行うことができた。また行事食を通し「食」に興味、関
心、経験を深めることができた。

07あさひ若草
ナースリー

・正しい食事（マナー）
・楽しい食事の雰囲気を作る
・クッキングを通して食に対する興味・関心を深める
・夏野菜の栽培と収穫、プランターでのさつま芋栽培と収穫
・スイカ割り
・行事を通しての食体験
・給食で使用する食材を五感で味わう体験
・一人ひとりに合った離乳食とアレルゲンをもったお子様への対応

・給食室と連携をもちながら食に対する喜びを味わえる食育へ
の取り組み方を工夫した。保護者の方へ写真などで食育への
取り組みを伝え、食の喜びを共感できた。
・子ども達と楽しみながら食体験ができた。
・除去食提供は、園長、副園長、担任、調理師、栄養士が連携
を取り、園全体で誤配誤食がないよう努めた。
・離乳食は、一人ひとりの発達に合わせながら、安全に提供で
きるよう保護者との連携を大切にした。
・除去食提供では、代替え食メニューの提供を心がけた。
・毎月の給食連絡会にて、クラスの様子や個々の発達を伝え
ながら食べる意欲がが育まれるよう職員・給食室連携を大切
にした、また調理師、栄養士のアドバイスを保育に取り入れ
た。

・食育、アレルギー研修に参加しさらなる向上を目指
し、学ぶ機会を増やす。
・子ども達が「楽しい」と感じられる食体験を企画してい
く
・保護者へ噛む大切さを伝え、家庭と連携をもちながら
食べる意欲を育てていく
・除去食、離乳食の提供は、これからも園長、副園長、
担任、調理師、栄養士と連携を取り、園全体で取り組み
を続け安全なる提供を徹底する。
・食を通して、育まれるコミュニケーションを大切にして
いく。

園名 取り組み・評価

望ましい食習慣の形成を図
り、子どもたちの「生きる力」
を育むため、食に関する指
導の実施や食に関する情報
の提供等を行う。また、地元
の新鮮で安心な農作物の利
用を進める。
保育所においては、自園調
理による完全給食を実施
し、離乳食や食物アレル
ギーやアトピーにも対応した
給食づくりを実践する。保育
所給食部会において、各園
の調理師に対して、統一献
立を作成する等、栄養指
導、食育の啓発指導等を実
施する。

実施上の課題 改善すべき点と改善策番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅳ　子どもを生み育てることに安心感をもてるまち 保育所名 保育所　集約分

１　乳幼児期までの親と子の心と身体の健康づくりを応援します
（２）　乳幼児期の子どもと保護者の健康づくりの推進

園名 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容

08キッズポート
保育園

・アレルギー児に対し、代替え食の提供を行う。
・体調不良の園児に対し、消化の良いメニューに変更する等の対応を
行った。
・色々な季節の野菜を育て、旬を知る。（３～５歳児）
　給食の食材の下ごしらえを手伝ったり、自分たちで育てた野菜を収
穫し、調理して食することで、食への関心や興味を深め意識を高め
る。
・食事の正しいマナーを知らせていく。
・朝ご飯の重要さを伝え、早寝早起き朝ご飯の習慣をつけていく。
・日々の給食で使われている食材（赤・黄・緑の食品群）を食すること
で、体の成長や発達にどんな働きがあるかを知る。

・アレルギー児に除去食願いを必ず提出してもらい、職員
全員で情報を共有し、取り組むことにより適切な代替え食
の提供ができた。
・その日の給食に使う食材（野菜）の下ごしらえ（皮むき、
切る等）を手伝うことで、より食べる事への意欲付けと
なった。
・野菜を育てることで、作り手への感謝の気持ちや、苦手
なものも食べてみようとする意欲に繋がっている。
・自分たちが作ったものを他クラスや先生に食べてもら
い、作り手への感謝の気持ちを育てる。
・こどもたちの活動の様子を園のホームページのブログ
やドキュメンテーション等で保護者にも伝え、親子で興味
をもって食育に取り組む事が出来た。

・アレルギーについては保護者との連携を密にとり
ながら進めているが、様々なアレルギーが増えて
きて、除去内容が個別で多種多様になってきてい
る。

・調理、担任だけでなく職員全体でアレルギー児
の把握を行うほか、調理～提供までにチェックを
何重にも行うようにし、より安全に提供できるよう
にしていく。
・楽しく食べながら、マナーを守れるよう伝えてい
く。

09よこやま保
育園

・食物ガイドラインにもとづいて、アレルギー対応とする医師の診断
書、保護者との連携を行い、個別で対応・配慮する。
・５歳児は給食当番を通して「食」「衛生面」への関心を高める。
・離乳食は個々の発達に合わせて個別献立を作成、家庭とともに成
長発達を援助する。
・離乳食、アレルギー食対応については園長、主任、栄養士、調理
師、担任、保護者と連携し提供する。
・献立表配布する。
・４、５歳児のクッキングを行う。担任、栄養士、園長、主任が連携し、
安全衛生面を配慮する。
・食育たよりを年８回発行する。
・3歳児の簡単なクッキングの経験ができた。

・保護者へ、離乳食の進め方や食材の進め方などの理解
と連携
・年齢に応じたクッキングの内容を給食会議で話し合い3
歳児のクッキングを実施することができた。
・5歳児で自分のお弁当つくりを計画し、子どもたちの話し
合いの中でおかずやおにぎりの具材を決め、実施するこ
とができ楽しむことができた。

・限られた場所での栽培を工夫し、ベランダでのプ
ランター栽培でし野菜の種類を増やす。
・職員の野菜を栽培する知識、経験

・簡単なクッキングを2歳児3歳児も行えるように
年間計画を見直す。
・園児と調理師の交流を深める。

10さんだのもり
保育園

・アレルギー児には除去食、もしくは代替え食の提供(生活管理指導
表の提出)
・旬の野菜を取り入れたり、行事食の提供　・田植え、稲刈りの実施(５
歳児)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・法人内での給食会議を年４
回開催　　　　　・いもほり(２歳児～５歳児)
・毎日の給食を写真提示し、保護者に知らせる　・育てた野菜を使って
クッキングを行う　・様々な食材に触れ、食材を知る

・前年度同様、誤食をすることなく安全に給食提供が出来
た　　・旬の食材に触れたり、行事食を提供することで食
への関心が深まり、楽しみながら食べ進める姿があっ
た。　　　　　　　　　　　・野菜を育て、その食材を使って調
理をすることで、苦手なものでも進んで食べ進める姿が見
られた。

・食材の管理の徹底。
・食中毒などへの留意を高める。

・特になし

187 食に関する指
導、啓発事業

幼稚園、認定
こども園、保
育所の児童
及び保護者

11三田虹の子
保育園 ・献立表の配布と共に、日々の献立食を展示し、給食だよりを通して

旬の食べ物や調理方法、伝統的な行事食などを保護者に知らせる。
・食物アレルギーに関しては生活管理指導表を提出願うと共に、完全
除去食とする。　　・離乳食は個々のペースを考慮しながら進める。
・甘酒や手作りおやつを中心に、より安心安全な食の提供を行う。
・野菜や稲を栽培し、自ら調理し食することで、より身近な食べ物に関
心をもち、命を頂く大切さに気付く機会をもつ。
・給食の米をはじめ、栽培する野菜苗など地産物の利用を推進する。
・季節を感じたり、伝統文化を知るようなお菓子作りを体験し、皆で味
わう。

・献立表や展示食を介して、親子で食に関する事柄に関
心を寄せる姿が見受けられる。
・自分達で栽培したり、調理することで、苦手な食材も食
べてみようとしり、作物の生育にも関心がもてた。
・地産地消によって、地元の農業の活性化に多少なりとも
貢献できた。　　　・園庭が2階でウッドデッキの為、プラン
ター栽培しかできないが、四季を通して沢山の種類の野
菜を栽培することができた。さらに、地域のデイサービス
との交流を通じて、畑仕事を体験させて頂き、様々な作物
を育て収穫している。高齢者の方も子ども達の来園を喜
んで下さり、お互いに良い関係となる。

・建物の構造上、プランターでの栽培に限られる
が、引き続きできる範囲で色んな作物を栽培して
いきたい。

・特にないが、厨房機能が委託会社のため、常
に連携をとり、食の安全・安心を提供していきた
い。

12こぐまプリス
クール三田園

・なかよし献立　・クッキング活動　・食育あそび　・ミニトマトの栽培と
収穫　・給食参観（試食会）の実施　・保護者との連携による食の共有
・管理栄養士によるアレルギー児童と離乳食児童の定期的な聞き取
り　・姉妹園との給食会議　・スプーン、フォークの見直し　・行事食の
見直し　・「食の提供・質の向上のためのチェックリスト」　評価　・給食
風景、人気メニューのブログ配信　・食育だよりでの情報提供

・2歳児の食育あそびでは、五感を刺激しゲーム化するこ
とで野菜への興味関心に繋がった。
・ミニトマトの栽培では園でのみならず、親子で成長を見
守ったり、色が変わる様子などを楽しんでいた。
・ブログでの人気メニューのレシピ配信は思いのほか、家
庭でのより良い食に繋がった。
・スプーン、フォークを調理者と保育者で吟味し買い替え
た。

・戸外のスペースが限られている為、夏場は栽培
している野菜とビニールプールが隣接し、プール
の水が入ってしまうことがあったため、収穫にとど
まった。工夫し、収穫したものを調理できるように
する。

・雰囲気を変えての食事を増やしていきたい

13やよいキッ
ズ

・食育計画を基に、家庭と協力し、規則正しい食事習慣の定着の推進
（早寝・早起き・朝ごはん、正しい食事マナー）
・園だより（給食室からの情報提供）、献立表、食育だよりの配布と掲
示
・家庭と連絡を密にとりながら個々の成長に合わせた離乳食の提供
・定期的に給食面談を行い、個々の状況を配慮したアレルギー対応
食の提供
・給食担当職員による食育指導（視覚教材を通して）
・サツマイモやミニトマトの栽培と収穫体験

・各家庭と連絡を密にとることで、個々の状況にあった離
乳食、アレルギー除去食を提供することが出来た。
・給食担当職員が常時子どもたちの食事の様子を知り調
理を工夫し提供することが出来た。
・給食献立や食育だよりで食事に関する情報を提供し、
規則正しい生活サイクルや朝食の大切さを伝え、安定し
た生活が送れるよう家庭と協力した。
・調理担当職員による食育指導を行い、食材に興味を持
ち感謝の気持ちを持って食事をすることが出来た。
・サツマイモやミニトマトなどの野菜の成長に興味を持っ
て触れることが出来た。

・離乳食やアレルギー食については、個々の成長
段階に合わせた保護者との連携と誤食防止
・給食室との綿密な連絡・報告。
・給食担当職員と子どもたちや保護者との交流
・野菜の栽培についての職員の知識を深める。

・偏った食事習慣で改善が難しいケースもあった
が、継続的に朝食の大切さを伝えた。

望ましい食習慣の形成を図
り、子どもたちの「生きる力」
を育むため、食に関する指
導の実施や食に関する情報
の提供等を行う。また、地元
の新鮮で安心な農作物の利
用を進める。
保育所においては、自園調
理による完全給食を実施
し、離乳食や食物アレル
ギーやアトピーにも対応した
給食づくりを実践する。保育
所給食部会において、各園
の調理師に対して、統一献
立を作成する等、栄養指
導、食育の啓発指導等を実
施する。



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(保育所記載用)

基本目標Ⅳ　子どもを生み育てることに安心感をもてるまち 保育所名 保育所　集約分

１　乳幼児期までの親と子の心と身体の健康づくりを応援します
（２）　乳幼児期の子どもと保護者の健康づくりの推進

園名 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容

14ミルクたん
ぽぽ園

・食育計画を基に、望ましい食習慣の形成づくりに努める・アレルギー児に
対しては、食物アレルギーガイドラインにそって対応、保護者、医師、保育
士、調理師等連携を密に取り組む。
・離乳食対応マニュアルを作成、実施。また個々の成長発達に合わせ、保護
者、保育士、調理師と連携し進める。
・季節、伝統食、行事食等を取り入れた献立および実施・国産、地場野菜中
心とした食材使用・給食に実物展示・保護者に対して給食試食会の実施（年
2回）・食材キャラクターを掲示し食材に興味、関心の促しと偏食対応
・野菜の栽培、収穫　・簡単なクッキング　・毎月食育だより発行

・個々の成長発達に応じた対応により、無理なく偏食もなくなっ
てきた。
・食物キャラクターを展示することで、食材の名前を覚えたり、
効用を知り、偏食減少に繋がった。　　　　　　　　　　　　　・給食
試食会では子どもたちの様子や成長を知ってもらえただけで
はなく、望ましい食習慣への機会となった
。・野菜を子どもと一緒に栽培、収穫しクッキングを実施、食へ
の興味関心につながった。

・咀嚼、嚥下への対応
・離乳食を進める上での保護者、保育士、調理師
との連携
・朝食の重要性理解
・低年齢児のクッキング

・離乳食を進める上での離乳食対応マニュアル
の推進
・食育だよりを通した、保護者との連携

15湊川短期大
学附属ぽると
こども園

・個々の生活リズムを整え空腹感を感じ、楽しい雰囲気の中で食事を
おいしく食べることができるようにする。
・家庭と連携をとりながら、個々の成長に合わせた離乳食の提供。
・食物アレルギーの個々への対応を細やかに行う。
・保育参加で給食の試食を行った。

・実際に旬の野菜を手に取り見たり臭いを感じる時間を
持つようにし、食材への興味を持つことができた。
・保育参加を通して給食の試食を行い、家庭の様子を聞
き取ったり園での様子を見てもらうう機会をもち連携を深
めることができた。

・給食を連携園から搬入しているのでどうしても給
食の時間にばらつきが生まれる。また、実際に
作っているところを見たり栄養士・調理員らが子ど
もの食べている様子を見るということができない。
・園庭がないので野菜の栽培等をしたいが難しい。

・引き続き連携園の委託業者や栄養士との連携
を深め、より良い給食・離乳食の提供を進める。
・限られたスペースではあるが実際に野菜の生
長を見る機会がもてるような努力をしていく。

16けやきキッ
ズガーデン

・食育計画に基づき、望ましい食習慣の形成に力を入れる。
・グループ統一の栄養管理士による献立作り。
・季節の食材を取り入れる。
・アレルギーに対応した給食を提供する。
・季節に応じた食育を行った。寒天遊び、さんまに触れよう、サツマイ
モ掘り、お米・ご飯の違いは？など。

・食べる事や食材に興味を持ってもらえるように毎日、献
立紹介の際に色々な食材の話をするようにしているの
で、ままごと遊びの際に子ども達が食材の話をしている
姿が見られる。
・寒天遊びでは食紅で色を付けパフェ作りを行う。さんま
は実際のさんまを触ったり、においを嗅いだり秋を感じ
た。プランターのサツマイモで芋ほり体験を行った。

・連携施設からの給食搬入なので、実際に調理員
が作っている所を見たり、調理員が、子ども達の食
べている様子を見る事が出来ない。

・園バスを利用し、出来るだけ連携施設の調理
室の見学などを行っていきたい。

17コスモチャイ
ルド保育園三
田園

・食育計画を基に、望ましい食習慣の形成に努める
・食物アレルギーに関しては、年度毎に一度検査を受けてもらい、医
師の指示書を基に見直しをし完全除去食とする　・アレルギーに対応
した食事だが、アレルギーの無い子どもにも全員が同じ物をの提供し
誤食に努める
・自園調理で給食の提供を行い、園長、保育士、管理栄養士、保護者
と連絡を密に取り合いながら個々の食事を進めていく
・園便り、献立表の配布と掲示
・園庭、ベランダ等がない為、室内で栽培できるプランターでミニトマト
を栽培し収穫

・食材や様々なメニューに興味を持ってもらえるよう、調理
師、管理栄養士も一緒に食育に取り組んだ
・アレルギー児が多く、またアレルギーの種類も多いこと
で、完全除去食の
献立を立てるのに苦労した
・保護者と連絡を密に取ることで、その子どもに合った食
事の提供ができた
・ミニトマトを収穫する際は、交代で水やり当番を設け楽し
みながら育てることができた

・子どものアレルギーについて理解してない職員が
居る
・朝食の重要性理解
・ベランダ等がない為、作物の栽培が厳しい（育て
られる作物が
限られてくる）

・全職員がアレルギーについて共通理解した上
で、食事の介助
に付くようにし、食事前には必ずアレルギー表を
確認する
・朝食を食べてから登園できるよう、生活習慣の
見直しもしてもらい園で機嫌よく過ごせるように、
朝食の大切さを知らせていく
（朝食を食べてない日の園での様子も知らせて
いく）



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　生きる力を育む教育・保育をめざします
（１）　就学前教育・保育の充実

7 各種研修事業 幼稚園、認定
こども園、保
育所

課題に応じた保育技術の向
上や幼児教育の充実等を図
るため、保幼の合同研修、
市立幼稚園が実施する研
修・研究会、、国や県主催の
研修について情報提供等を
行う。

01認定こども
園湊川短期大
学附属北摂第
一幼稚園

〇附属園、短大との連携研修(実践事例発表)
〇兵庫県
　・新任研修・私立幼稚園教員子育て・教員研修大会
〇三田市
　・三田市人権を考える会(就学前)・特別支援研修
　・保幼小中連携研修
　・キャリアアップ研修
　・救命講習会
〇私立幼稚園協会
　・研究部会
〇その他
　・運動遊び研修会

・今年度は附属園の合同研修では、２名の園児の実
践発表を担任が行った。グループワークと短大の講
師から助言指導をもらい、多くの学びの場となった。

・研修で学んだことを職員間で報告、共有し合う
ことが難しい。
・様々な研修に参加したいが、保育時間に抜け
ることが難しかったり、土曜日も開園しており、
日程調整が難しい時がある。

・研修報告書の様式を変更し、内容報告と共に資料を
添付して回覧することで、参加者以外も研修内容の理
解に繋げていきたい。
・園内研修の充実を図りたい。

02認定こども
園湊川短期大
学附属北摂中
央幼稚園

○附属園、短大連携研究会
○兵庫県
　・新任研修・私立幼稚園教員子育て・教員研修大会
・認定こども園主幹保育教諭研修
〇三田市
・三田市人権を考える会（就学前）・特別支援研修
・保幼小中連携研修・健康教育研修会
・三田市立幼稚園研究会・給食施設協議会
〇私立幼稚園協会
・研究部会
○キンダーカウンセラーとのカンファレンス

・様々な研修に参加できた。
・教諭、栄養士、養護教諭など職種に応じて専門の研
修を受けることで、より知識を高め資質向上に活かす
ことができた。
・コロナウイルス感染防止により新任研修と私立幼稚
園
　教員子育て・教員研修大会が中止になった。（3月）

・全職員がバランスよく研修を受けられるように
配慮してきたが、偏りがあった。
・研修時間や開催場所によっては、職員配置な
どが難しく関心があっても参加が難しいことも
あった。（キャリアアップ研修）
・研修参加後の報告を研修報告書の回覧で行
い、全職員が共通理解できるように工夫した。
・園内研修として取り組んだが、保育中なので、
全クラスを対象として取り組むに至らなかった。

・全職員の研修参加状況を把握し、バランスよく参加で
きるようにしたい。
・研修報告の回覧だけでなく実際に話を聞く時間を設け
ていきたい。
・キンダーカウンセラーや巡回相談、課題サポートの相
談は、保育者にとって効果的な研修になっている。

03ふじ幼稚園 ・三田市教育委員会主催の研修
・三田市立幼稚園実施の研修
・兵庫県私立幼稚園主催の研修を含む 実技や講義
・三田市特別支援教育講座
・三田市私立幼稚園連合会主催の研究部会
・三田市人権を考える会（就学前部会）
・保幼小中連携研修
・新任研修
・園内研修
・キャリアアップ研修

・様々な分野の研修に参加し学ぶことで、保育技術を
高め資質の向上に繋がっている。
・園内研修の実施を行うことで、互いの保育からの気
づきも多く、良い方向に改善できる機会となっている。
・三田市キャリアアップ研修では、他園の先生との交
流を行うことができ情報交換の貴重な場となってい
る。

・研修受講後は職員会議を開き、研修内容を共
有できるよう取り組んでいるが、勤務形態により
会議に参加できない職員がいる。
・研修に参加できる職員が限られてしまう。
・休日に研修を受けた場合の休日振替

・研修で学んだことをまとめたレポートを職員間で共有
するなど、さらに有効な活用方法を検討する。
・会議以外の場でも、情報交換の場を持ち、より多くの
保育知識を得ることができるよう取り組み、職員の資質
向上に努める。

04認定こども
園三田あさひ
幼稚園

・夏季休暇や週末等に各教員が自ら興味のある分野の研修に
積極的に参加し、資質向上に努めることができた。
・園内研修も積極的に実施し、主任・副主任を協議に入れること
により園の保育の考え方を浸透させた。
・私立幼稚園連合会主催の研究部会を始め、三田市人権を考え
る会の就学前部会に参加するなど、幼保・公私の幅広い考えを
学ぶことが出来た。
・三田市主催のキャリアアップ研修にも参加でき、非常に学び多
い1年となった。
・全日本私立幼稚園教育研究機構のECEQ「公開保育を活用し
た幼児教育の質向上システム」を実施し、園全体の質向上につ
ながる研修となった。

・資質向上につながった。 ・実務の忙しさ、夕方まで園で保育していること
を鑑みても、市内および県内の研修会に平日参
加は難しい。

・研修の時間の確保、日程の調整が必要である。
・研修に参加したものが、参加していない職員に研修内
容を報告する機会を多くすることが必要である。
・研修は資質向上のために必要であるが、勤務時間内
と勘案した際、他の職員を出勤させて預かり保育等を
保育することとなる。休日の研修に参加する際は有休
消化で参加させるか、休日出勤手当の支払いが必要
になるかと思案中である。

05認定こども
園三田さち幼
稚園

・研修（マーチング・パラバルーン・ダンス・楽器等）
・保幼小中連携にて行われる研修（相互理解・交流・幼稚園から
小学校へスムーズに進学する研修）
・三田市私立幼小中連携にて行われる研修
・就学前部会における研修
・キャリアアップ研修（三田市、大学実施に参加）
・園内研修（救命救急・キンダーカウンセラーの先生による研修）
・中学校区の連絡会
・特別支援教育の研修　・新人研修　・子育て支援研修参加
・食物アレルギーの児童に関する研修

・各教諭が学びたい研修等に行き、学んだことを園で
情報交換できるようにした。
・園内研修では、キンダーカウンセラーの先生に日頃
から質問したい事項について、様々なことを聞けて、
今後の保育に役立てることができている。
・幼小連携において、多くの小学校の先生とお話をす
る機会が増え、連携を深めることができた。　　　　　・
食育やアレルギーに関する講習会にも参加、知識を
深める。

保育後の午後7時以降の研修は、保育時間の
関係上、出席したくても出られないことがある。
夏期期間中などに研修に参加することが多く、
日々の保育実施の中では時間の調整が大変で
ある。

時間調整・日程調整により、なるべく多くの研修に参加
できるようにする。
園内研修の機会を増やす。
各教諭同士での研修内容の情報交換がもっとできるよ
うにし、様々な面で保育に生かせるようにしたい。

番号 項   目 対  象 これまでの取り組み 令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅰ　次代を担う子どもがたくましく育つまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　生きる力を育む教育・保育をめざします
（１）　就学前教育・保育の充実

番号 項   目 対  象 これまでの取り組み 令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名

06三田つつじ
が丘認定こど
も園

・私立幼稚園連合会の研修に参加。
・三田市主催の研修に参加。
・学園内で実施する研修に参加。

・定期的に研修に参加できたのは良かった。
・研修を通じて、他の園に努めておられる方の話を聞
いたり、会場となる園の見学が出来て良かった

・各機関から案内いただける研修を職員に周知
できた。

・周知は出来たが、保育や担当する仕事がありいけな
い職員もいたので、研修に参加しやすい人員配置や環
境を作らなければいけない

7 各種研修事業 幼稚園、認定
こども園、保
育所

07三田けやき
台認定こども
園

○新規採用教員研修
○マナー研修
○三田市教育委員会主催の各種研修会に参加
特別支援教育研修や保・幼・小連携や三同教等の研修に参加し
保育の技術だけではなく知識を得る事で自分の力とする。

様々な研修に参加出来るように努め、職員の質の向
上、自分の幅を広げると共に自園の保育力UPにつな
げている。

日々、慌ただしい日常が続く中、自ら時間を作
り、自己向上心を持ち、様々な研修に参加して
いく。

園内で偏った研修に参加しがちなので、知識、技術習
得の為、より沢山の研修に参加する

08認定こども
園やよい幼稚
園

○新規採用教員研修
○三田市教育委員会主催の各種研修会に参加
・キャリアアップ研修　　　　　　　　・保育課題サポート事業研修
・保幼小中連携推進研修会        ・各中学校区の連絡会
・保幼連携合同研修会に参加      ・特別支援教育研修会
・就学前部会　　　　　　　　　　　　　 ・三田幸せプロジェクト
○兵庫県私立幼稚園協会主催の研修会に参加
・子育て支援研修　・キンダーカウンセラーによる訪問研修
・教員研修大会　 　・人権研修会
○三田市私立幼稚園連合会主催の研修会に参加
・研究部会・安全対策研修会
○夏休みを利用して実技研修に参加
・劇あそび・運動あそび
・鍵盤ハーモニカ・楽器あそび・絵本・カウンセリング等
○近畿地区私立幼稚園教員研修
○認定こども園主幹教諭研修
○園内研修
・特別支援研修・絵画研修
・救命救急ＡＥＤ)講習　・消火訓練

・各分野で教員の資質向上にむけ、積極的に各種研
修会に参加することができた。
・キンダーカウンセラー（子育て支援カウンセラー）訪
問で園児観察後職員研修と保護者がカウンセリング
を受けられることで保護者支援にも繋がった
・園内研修のやり方を工夫して（付箋を利用）で全員
が意見を出せる等、充実を図ることができた。

・一日の研修については、平日参加は無理なの
で長期休暇を利用して研修に参加 するようにし
ている
・研修会参加後に、研修報告を回覧し、共有す
るようにしているが、園内研修会で学びを共有
する時間の工夫が必要

・園内研修の時間的な工夫
・キンダーカウンセリング事業で同じ臨床心理士さんに
継続してもらうことで、教員の取り組み、子どもの成長
を継続してみてもらうことができ、研修の充実が図れ
る。

09認定こども
園湊川短期大
学附属北摂学
園幼稚園

〇私立幼稚園子育て支援研修
〇キンダーカウンセラーによる研修
〇三田市キャリアアップ研修
〇学校園所連携推進研修
〇就学前研修
〇運動遊び講習会
〇阪神同教事例発表
〇附属園短大連携研修
〇研究部会

・配慮のいる子どもについての意見交換や、情報共有
等をする時間を多くもつようにした。阪神同教の事例
発表の際にも園での取り組みをしっかりと伝える事が
できた。　　　　　・昨年同様、カウンセラーの先生に継
続して園児をみてもらうことで、サポート方法をアドバ
イスしてもらえた。　　　　　　　・運動遊びの研修は希
望者が参加できた。

・キャリアアップ研修等必修のものが多く、職員
の希望する分野の研修にまで、日程の事もあり
参加できなかった
・園内研修の計画、実施を深める。

・園内研修の内容を検討し、定期的に行えるよう計画す
る。・新型コロナウィルス感染拡大防止の為の衛生面に
ついて等あらたな取り組みをはじめているが、今後も徹
底が必要。

10親和幼稚園 〇以下の研修会に参加し、資質向上に役立てた。
①三田市主催の研修会(保幼小中連携・就学前研修・三同協就
学前部会・人権研修)
②兵庫県私立幼稚園協会主催の研修会(子育て支援研修・新任
教員研修・特別支援アドバイザーによる訪問研修)
③全国幼稚園研究大会・近畿研修大会・市外幼稚園の研究会
に参加
④学園内研修会(系列保育園幼稚園大学の合同研修会・キン
ダーカウンセラーによる訪問研修)
⑤園内研修会(研究保育)

・市内や園内、学園内にとどまらず、他市の幼稚園の
研究保育研究会に全職員参加し、その後園全体で情
報共有をし、職員間の共通理解や資質向上を図るこ
とができた。
・特別支援アドバイザーやキンダーカウンセラーの研
修を通し、より子どもの理解に努め、適切な支援につ
ながった。また、保護者への対応によいアドバイスを
いただき、フォローがよりしやすくなった。

・職員のローテーションをうまくし、全員が市内外
の研究保育に参加できたことは成果だ。

・他の幼稚園の取り組みを自分の園ではどうしたいの
か、学んできたことをどのように生かしていくのか具体
的な取り組みまでに繋がっていることが少ない。

課題に応じた保育技術の向
上や幼児教育の充実等を図
るため、保幼の合同研修、
市立幼稚園が実施する研
修・研究会、、国や県主催の
研修について情報提供等を
行う。



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

65 地域子育てス
テーション事業

就学前の子
どもとその保
護者

01認定こども
園湊川短期大
学附属北摂第
一幼稚園

・すこやか広場の開設
・毎月１回の園庭開放と室内での活動。室内では季節に因んだ
お話や体操や造形活動を実施。

・事業として定着しており、毎回参加される方が増えて
きた。
また、保護者同士の情報交換の場となっている。
・園児の兄弟関係の参加も多く目立つ。
・園に来ることに慣れ、入園後にスムーズに園生活を
送れるようになる。

・駐車場の空きスペースに限りがある。
・予約制ではないため、参加人数お予測が不可
能。月や天候によってかなりの差が生じている。
準備物や職員配置に課題あり。
・育児相談を受け付けているが、利用者は少な
い。

・育児相談ではなくても、保護者同士または保育教諭と
いっしょに子育てについてや世間話等、気兼ねなく交流
ができるような工夫をしていきたい。

02認定こども
園湊川短期大
学附属北摂中
央幼稚園

○あいあいルーム
・年26回程度、午前10時から13時まで実施した。
　4月～8月は親子、9月～3月は子ども対象とした。
　
○すこやか広場
・毎月１回、１５：００～１６：００の時間帯で、親子で参加し季節の
遊びや製作、運動遊びなどを行った。
○園庭開放
・毎月１回、１５：００～１６：００の時間帯で、親子で参加し園庭で
自由に遊んだ。

・参加人数は増加傾向である。
・何度か参加されることで子供同士、保護者同士のつ
ながりができているように思われた。

・あいあいルームは毎年好評の子育て支援事業
であるが、人数が多くなると細かな対応ができな
かった。
　そのため、今年から人数を減らし、子どもには
細かな対応、保護者には親身な相談を行うこと
ができた。
・すこやか広場では、年齢差にばらつきがあり、
内容によっては参加しににくいものもあった。特
に製作では低年齢児は参加できず、保護者が
製作にあたる姿が見られた。
・予約制でないため、人数の把握ができず職員
の配置が急に変更になったり、や準備物に不足
があった。
・園庭開放では、天候によっては開催できない日
があった。

・広報や園のおたよりで日程を知らせる際に、対象年齢
を設けることで年齢にあった遊びを楽しめるようにして
　参加者が参加方法が分かりやすくなった。
・参加人数把握のために、前日までの予約制にする。
（すこやか広場のみ）
・園庭開放日複数日設けることで都合の良い日に参加
しやすいようにする。
・土曜日の園庭開放に訪れる人が多くなったので、遊具
や安全点検を事前に行っておく必要があった。

03ふじ幼稚園 ・２歳児未就園児クラス
（週2日実施）
・２・３歳児未就園児親子クラス
（木曜日実施　年間２４回）

・各クラスともに、園行事への参加の機会を設けてい
るため、保護者に園の様子や取り組みを知っていただ
くことができる。
・保護者同士の情報交換や友達作りの場にもなって
いる。
・年々希望者が増加しているため、３歳児入園希望者
の受け入れ枠が狭くなっている。
・未就園児クラスに通うことにより、3歳児クラス入園後
スムーズに生活することができている。

・遠方から参加される方が増えているため、駐車
場の確保の問題が生じている。
・保育室の確保が困難

・開催の日程調節。
・近隣有料駐車場を利用するなど検討を行う。

04認定こども
園三田あさひ
幼稚園

・週２回、親子登園日を設け、子どもにとって楽しい保育、保護
者にとっては子育てを語る時間、また園職員との子育て相談を
実施した。
・保護者にとっても園の雰囲気や保育方針を見て感じることが出
来、入園につながる事業となりつつある。

・参加人数は増加傾向である。
・参加された保護者からは高い評価を得ることができ
た。

・専用の保育室の必要性がある。
・子育て経験のある職員を配置しなければいけ
ない。
・限られた幼稚園の施設を利用するので、園の
保育との調整が困難である。
・働く保護者の増加により、母子関係の希薄さを
感じる。

・親子登園のクラスを設けているが、それ以外にも地域
に対しての子育て支援事業（子育て相談）を行っている
が、参加者が少ない。

05認定こども
園三田さち幼
稚園

２・３歳の未就園児の親子対象のプログラム
・「親子であそびましょう」を月１回第２水曜１３時半から実施
（母の日プレゼントやクリスマスリース作り等の制作・リズム遊
び・運動遊び・絵本の読み聞かせ・お正月遊び・エプロンシア
ター等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
「さくらんぼクラス」月１回第３水曜10時より実施（製作・親子パン
作り・運動遊び・お店屋さんごっこ・保護者同士の交流等）
※製作では親子でおひなさまや水遊びのおもちゃも作り、ご家庭
でも楽しんでいるようである

「親子であそびましょう」は、午後に行っているため在
園されている兄姉も参加することがあり、幅広い年齢
で楽しめるような内容にしている。
また、２歳以下のお子様の参加も増えてきているの
で、小さいお子様でも楽しめる絵本やエプロンシア
ターも取り入れるようにしている。
また、赤ちゃん連れの方には下の子を預かったり、布
団を用意するなどして楽しんでいただいています。さく
らんぼクラスでは、親子でおやつタイムを設け、保護
者同士のコミュニケーションが取れるような機会を設
けているため、毎回参加する方も増えてきた。

「親子であそびましょう」・「さくらんぼクラス」で
は、どちらも参加される方も多く、絵本や製作や
エプロンシアターなど同じものや似たようなもの
にならないようにする必要がある。換気をこまめ
に行いウィルスなどの感染予防に努める。

ホールで実施することが多いので、親子やさくらんぼク
ラス用の絵本棚やおもちゃを用意する。
「親子であそびましょう」・「さくらんぼクラス」用のクレヨ
ンやのり、ハサミを用意し、自由に製作を楽しんでもら
う。

06三田つつじ
が丘認定こど
も園

・ＳＵＮＳＵＮキッズ（未就園児）の実施。
・園庭開放時に相談会の実施。
・子育て支援日の設定。

・ＳＵＮＳＵＮキッズは途中入会者も多く、様々な方に
知ってもらえる機会の一つとなった。
・定期的にお出会いするので、その都度子育てなどの
相談を受けることが出来た

・実施日によっては、未就園児さんと関われる職
員が限られてしまった
・保護者の方と信頼関係を築き、相談してもらい
やすい雰囲気を作ることが出来た。

・様々な遊びの内容を考える
・全身を使った色々な体験が出来る機会にする

取り組み・評価 実施上の課題

子育てに対する豊富なノウ
ハウ・経験をもつ地域資源
である保育所・幼稚園・認定
こども園が子育て支援事業
を実施する。
●実施場所
保育所・私立幼稚園・認定こ
ども園

改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 これまでの取り組み 令和元年度の取り組み内容



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 これまでの取り組み 令和元年度の取り組み内容

65 地域子育てス
テーション事業

就学前の子
どもとその保
護者

07三田けやき
台認定こども
園

○親子登園クラス　 （2月中旬に申込みした方）
・１歳児親子登園　年間２４回（木曜日）
・２歳児親子登園　年間２４回（木曜日）
・募集は、１月に在園児通して発信。2月中旬受付、5月開講）
・保育経験豊富な職員、子育て経験豊富な職員が担当し、親子
の触れ　合い、子どもの触れ合い、子育て相談、情報交換の場
を提供。

・入園前に、親子又は、こどものみで幼稚園に来るこ
とで、親子共々、慣れる事が出来るので喜ばれる
・家庭では出来ない色々な遊びを体験できる（パラバ
ルーン・絵の具遊びなど）ので、喜ばれる

・幼稚園の行事との兼ね合いの場所の確保 ・家庭では出来ない遊びの提供が出来るように様々な
物的環境を整える必要がある

08認定こども
園やよい幼稚
園

○親子登園クラスの実施　 （登録制で登録料のみ）
・１歳児親子登園　月２回（火曜日）
・２歳児親子登園　月２回（木曜日）　　募集については説明会を
開催し、ホームページでも案内
保育経験・子育て経験豊富な職員と新任教諭が担当
親子のふれあい、こども同士のふれあい、親同士のふれあいの
場、子育て相談、情報交換の場の提供
地域のボランティアによる、絵本の読み聞かせと保護者に絵本
の選び方等の話

・入園前に、親子で幼稚園に遊びに来て、スムーズに
入園につながると喜ばれる
・家庭では出来ない色々な遊びを体験できること、広
い園庭で遊べることを喜ばれる
・親子ふれあい遊びは、家庭でのあそびのヒントにな
ると喜ばれる

・限られた幼稚園の施設を利用するので、園の
保育との兼ね合い
・駐車場確保

・幼稚園の施設内での場所の確保が困難な時は、継続
して近隣のホール（フローラホール）を借りるなどの工
夫が必要

09認定こども
園湊川短期大
学附属北摂学
園幼稚園

〇すこやか広場　毎月1回15：00～16：00　職員と未就園児親子
で歌や、ダンス、製作、読み聞かせを楽しむ。
〇園庭開放　毎月1回15：00～16：00　園庭で自由に遊ぶ。

・参加人数は徐々に増えた。
・保護者同士の交流の場になった。
・子育て相談に来られる人もあり、良い機会となった。

・低年齢児参加が増え、参加された未就園児の
年齢や、様子によって内容を急遽変更しないと
いけないことが多々あった。

・遊びのコーナー作り等、年齢にあわせてできるよう
に、準備をする。

10親和幼稚園 〇週に１回「わくわく幼稚園」の開催時に園内・園庭開放を実施
している。
・在園時の降園後、預かり保育の子ども達と異年齢の関わりを
楽しむ機会を提供している。また、同年齢の子ども達とも一緒に
遊んだり季節に応じた遊びを楽しめるように心がけている。
・集団の中で遊びを楽しめるような雰囲気づくりに留意しつつ、
園庭では特に安全面に配慮して、複数の教員で見守っている。

・年間を通して、定期的に開催することで、園での生
活に慣れたり、友達と一緒に遊ぶことを喜んだりする
様子が見られた。
・集団生活の中で友達の刺激を受け、排泄などの基
本的生活習慣も身についてきた。
・在園児と関わりを持つことで、在園児も関わりを楽し
みにする様子が見られたり、お世話をしたりする様子
も見られた。

・利用者が少なく、地域の方がもっと気軽に利用
できるよう方法を工夫し周知していきたい。

・長期休暇時では、教員が代わってしまうため、定期的
に利用している子ども達が安心できないこともあったの
で、出来るだけ同じ教員が関われるようにしていきた
い。

子育てに対する豊富なノウ
ハウ・経験をもつ地域資源
である保育所・幼稚園・認定
こども園が子育て支援事業
を実施する。
●実施場所
保育所・私立幼稚園・認定こ
ども園



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

66 園庭・園内開放 就学前の子ど
もとその保護
者

在宅の子育て家庭に安全な
遊び場や交流の機会を提供
する。
●実施場所
保育所、市立幼稚園、認定こ
ども園、私立幼稚園

01認定こども
園湊川短期大
学附属北摂第
一幼稚園

・毎月２回のすこやか広場の開催
　１回…園庭解放
　１回…室内あそび(季節の遊び)

・定期的に開催することができ、参加者の利用認知が
高くなった。
・保護者の方同士が育児の悩みや入園に関する相談
をし合う交流の場となっている。

・駐車場の空きスペースに限りがある。
・園庭開放時は遊具使用時の安全面、友だ
ち同士のトラブル時の対応、怪我の処置等
課題あり。

・保育センター利用児も大勢いる中で危険が伴うこともあ
る。保育センター児の戸外遊びの時間を調整することで
改善できた。

02認定こども
園湊川短期大
学附属北摂中
央幼稚園

○すこやか広場
・毎月１回、１５：００～１６：００の時間帯で、親子で参加し季節の遊
びや製作、運動遊びなどを行う。
○園庭開放
・毎月１回、１５：００～１６：００の時間帯で、親子で参加し園庭で自
由に遊ぶ。

・参加人数は増加傾向である。
・何度か参加されることで子供同士、保護者同士のつな
がりができているように思われる。

・すこやか広場では、年齢差にばらつきがあ
り、内容によっては参加しににくいものも
あった。特に製作では低年齢児は参加でき
ず、保護者が製作にあたる姿が見られた。
・予約制でないため、人数の把握ができず
職員の配置が急に変更になったり、や準備
物に不足がでたりした。
・園庭開放では、天候によっては開催できな
い日があった。

・広報や園のおたよりで日程を知らせる際に、対象年齢
を設けることで年齢にあった遊びを楽しめるようにする。
・参加人数把握のために、前日までの予約制にする。
（すこやか広場のみ）
・園庭開放日複数日設けることで都合の良い日に参加し
やすいようにする。

03ふじ幼稚園 ・月１回のすこやか広場、また未就園児クラス終了後、参加
登録者に対して、園庭開放を行っている。

・安心できる場で、子どもたちは存分に遊びを楽し
んでいる。また保護者同士の親睦や情報交換の
場となっている。

・駐車場の確保
・保護者が子どもから目を離している間
にけがをしてしまう事例も起きている。
・在園児の園庭利用時間との調整

・保護者の方へ利用時のルールの伝達をしっかり
と行い協力をいただく。
・環境構成に留意

04認定こども
園三田あさひ
幼稚園

・在園児のきょうだい関係やその友達が来園し、思い思いに園庭
で交流している。

・保護者同士が仲良くなることで情報交換や育児につ
いての話などがしやすい。
・保護者間で話が弾み、子どもを見ていない為に子ども
のトラブルやケガが増えている。

・在園児の保育活動を最優先すべきなの
で、時間の調整が必要。
・園庭にはそれぞれの遊具や玩具の使用
上の約束や注意点があり、一般の保護者
への伝達の難しさ。

・園庭解放時の怪我が例年増加傾向にあり、保護者によ
り子どもの安全を意識づけていくことが必要である。

05認定こども
園三田さち幼
稚園

月１回第２土曜日の園庭開放（イベントとして、すいか割りやシャ
ボン玉遊び・水遊び等も実施）
親子遊び教室の実施

すいか割り・シャボン玉遊び・水遊び等では、広い園庭
を活用し家庭ではなかなかできないような楽しみ方を心
がけている。
また、初めて来園された親子の方が入りやすいような
雰囲気づくりを心がけている。
園庭開放に来られた方に未就園児向けの「親子であそ
びましょう」・「さくらんぼクラス」の案内をして、参加を促
している。

「お子さんから目を離さないでください」と注
意喚起していますが、実際に保護者同士で
話に夢中になってしまうと危険な状態に気
づかないことがある。その場合はこちらから
気に掛けて声かけが必要である。
保護者に声をかけ、育児の悩みなど話を聞
く。

園庭開放をしていることを多くの方により知ってもらうた
めにいろいろなところ（WEBも含め）案内を増やす必要で
ある。密集をさけるための配慮も行う。消毒液の設置。お
もちゃの消毒など実施。

改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭への支援が充実したまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　必要なときに必要な子育て支援が受けられるようにします

（１）　子育て中の親子の出会いのきっかけづくりの推進

改善すべき点と改善策園名番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容 取り組み・評価 実施上の課題

06三田つつじ
が丘認定こど
も園

・５月頃～２月頃まで、順次園見学や園庭開放を企画。
・オープンスクールや給食試食会のようなイベントの実施。

・園を知ってもらえる機会となり良い。
　・周辺地域の子どもと触れ合えるので良い。

・つつじが丘の方はもちろん、他地域にも
　イベントや相談会の周知をする。
・来てみたい！と思える遊びを提供する。

・ホームページｗｐ活用し周知した。園独自のホームペー
ジ以外にも関連機関にアップしより多くの方に知って頂
けるようにしたい。
・アンケートを実施し、保護者の方のニーズにこたえられ
るようにした。
・担当職員だけでなく、園全体で未就園児さん親子をお
迎えするという環境を作ることができた。

66 園庭・園内開放 就学前の子ど
もとその保護
者

在宅の子育て家庭に安全な
遊び場や交流の機会を提供
する。
●実施場所
保育所、市立幼稚園、認定こ
ども園、私立幼稚園

07三田けやき
台認定こども
園

広報としてプリントや看板、HPを利用し、1回目はオープンクラスと
し３歳児、５歳児の保育の発表、親子体操を企画し、２回目は園庭
開放とし、コーナー遊び、親子体操など、家庭では出来ない遊び
を提供した。　３回目はSUNSUNキッズ運動会とし、未就園児
SUNSUNキッズ（園独自の活動年間２４回）の運動会に一般の方
も参加を募り、幼稚園での生活を味い、観覧して頂く機会を提供し
た。　実施：幼稚園

コーナー遊びでは家庭では出来ない遊びを提供した
り、沢山の保育士と関わり、喜んで頂けた。子育て中の
親子の出会いをきっかけ作りとなり、喜ばれた。

駐車場の確保が難しい

08認定こども
園やよい幼稚
園

○『やよいっ子広場』  毎週土曜日の午前中、園庭開放を実施
　・地域の未就園児親子、在園児、小学生に遊び場の提供
・ボランティアとして、大学生のサークル、地域の方（絵本の読み
聞かせ・折り紙教室・木工教室棟）で参加してくださっている
  ・イベントとして、街頭紙芝居・・陶芸教室・英語であそぼう・お父
さん集合・運動あそび・大学生とゲーム大会・書初め体験・寄せ植
え教室等実施
・多世代・異年齢交流の場の提供
 ・未就園児保護者に子育てや幼稚園に関する相談も実施
○印刷物、ホームページ、ようちえんネットで広報している

・在園児は勿論のこと、未就園児親子の利用が多い
・異年齢交流、多世代交流の場になって若いお母さん
が、経験豊富な年配者に話しを聞き交流の場になって
いる
・小学生も含め、陶芸教室の体験、幼稚園の窯で焼き
完成した作品を喜ばれる

・駐車場の確保 ・子どもがより安全に遊べるように門の施錠の確認を徹
底

09認定こども
園湊川短期大
学附属北摂学
園幼稚園

〇すこやか広場　毎月1回15：00～16：00　職員と未就園児親子で
歌や、ダンス、製作、読み聞かせを楽しむ。
〇園庭開放　毎月1回15：00～16：00　園庭で自由に遊ぶ。

・参加人数は徐々に増えた。
・保護者同士の交流の場になった。
・子育て相談に来られる人もあり、良い機会となった。

・低年齢児参加が増え、参加された未就園
児の年齢や、様子によって内容を急遽変更
しないといけないことが多々あった。

・遊びのコーナー作り等、年齢にあわせてできるように、
準備をする。

10親和幼稚園 〇年10回「なかよしクラブ」を実施。1回20～25組限定
・地域の親子にとっての「出会いの場」、「安全な遊びの場」を目指
している。
・園の教員と一緒に、ふれあい遊びや製作遊び、季節の遊びを楽
しんでいる。
・兵庫県女子体育連盟による親子体操や運動会にも参加してい
る。
・参加者の子育ての悩みにも耳を傾け、相談に随時応じている。

・参加者を申し込みをいただき、参加組数を限定したこ
とで、丁寧に親子との交流や対応もでき、安全面も配慮
できた。
・毎回歌やふれあい遊びのルーティンを決める事で何
回か来られている方には見通しを持って安心して参加
してもらえるようになった。

・園内の駐車場を広げたことで、遠方の方に
は車できていただけることができたが、妊婦
さんや乳児のいる保護者にも利用していた
だけるようにしていきたい。

・保護者の子育て相談や悩みを共有し合える時間が設
けられるようにしていきたい。



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅳ　子どもを生み育てることに安心感をもてるまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　乳幼児期までの親と子の心と身体の健康づくりを応援します
（２）　乳幼児期の子どもと保護者の健康づくりの推進

187 食に関する指
導、啓発事業

幼稚園、認定
こども園、保
育所の児童
及び保護者

01認定こども
園湊川短期大
学附属北摂第
一幼稚園

・引き続きアレルギー対応を個別に行い代替(場合によっては除
去)で対応をしている。
・園児のかかりつけの医師よりアレルギーによる診断書を提出し
てもらい連携をはかっている。
・夏野菜を中心に栽培から収穫、調理を行う。
・５歳児はクッキングを月に一回行い、包丁の使い方や野菜の
栄養について学ぶ機会を設けている。
・季節の行事に応じたクッキングや給食メニューを取り入れる。
（例～お月見団子作り、おもちつき、節分、旬の食べ物を使った
メニュー）
・給食だよりや献立表にて、旬の食べ物を伝えたり、食と健康に
ついての話題・メニューの由来、また栄養についてお知らせをす
る。

・アレルギー対応については給食業者と密に打ち合
わせをする。個別のトレーと容器で配膳をわかりやす
くしたり、保護者との連絡を密にとり安全面に十分配
慮した。
・自分たちで育てた野菜ということで苦手であっても少
し食べることができるようになった。
・野菜を作ることの大変さを知ることができた。
・自分たちで調理をすることで感謝の気持ちを持った
り、家庭でも手伝ってみようとする気持ちがうまれた。
・昔からの行事や習わしなどに興味をもつことができ
た。
・栄養士作成の献立表のもと、バランスの良い食事の
提供ができた。園児や給食参観にこられた保護者の
方にも好評であった。

・アレルギー疾患児が年々増えてきている。メ
ニューについても工夫が必要になってきた。
・栽培については夏野菜限定になってしまうこ
とが多い。また、栽培についての知識が担任に
よってばらつきがある。
・クッキングでは包丁を使うため、安全面につ
いて十分な配慮が必要である。

・調理業者との連携を十分にとっていく。また、保護者と
の話も定期的に行うのが望ましい。
・養護教諭、担任、調理員はアレルギー対応を十分把
握しているが、預かりや延長保育を利用する園児につ
いては全職員への確認が必要になってくる。
・栽培についての年間計画の作成。

02認定こども
園湊川短期大
学附属北摂中
央幼稚園

・自園調理の給食により、温かいうちに配膳、喫食ができる。
・栄養士による園独自の給食メニューを作成し、旬の食材を使ったり、
誕生会などでは特別メニューを提供した。
・アレルギー児に対しては、給食委託業者、園、保護者間で連携をと
る。また、医師の指示のもと、代替え食の提供を行った。
・アレルギー疾患生活管理指導表を作成し、医師による診断書として
統一した。
・夏野菜の栽培を行い、自分たちで育てたり、実際に収穫し食べたりし
た。
・年長児を対象にクッキングを行い、包丁の使い方を知ったり、食材の
栄養について学んだりした。
・例年通りの計画が実施できた。

・栄養士作成の献立表のもと、栄養の偏りや食材の偏り、
配膳の工夫に気をつけることができた。
・職員全体での給食指導により、好き嫌いについても食べ
られるように励ましたり、一人ひとりに合った適切な量を配
膳するなどし、残食が少なくなってきた。
・給食参観を行うことで、保護者に給食の様子を見てもらう
ことができた。
・アレルギー児に対しては誤配防止策として、食器の変
更、トレーに記名、提供時の確認を徹底できた。
・自分たちで調理することで、食材に興味を持ったり、作っ
てもらうことへの感謝の気持ちが深まった。
・例年通りの計画が実施できた。

・委託業者が食材発注をしているため、地産地消が
思うようにいかない。（ここ数年の課題）
・年々、アレルギー対応児が増えていることで対応
におわれる。また、同じ食材でも調理方法や加熱具
合など様々なため、管理が大変である。
・おやつの提供時などではできるだけ全員が同じも
のを食べられるようにしていくと提供できるおやつ
が限られている。
・野菜の栽培においては、夏野菜中心に偏ってしま
い、年間通じての栽培ができていない。
・包丁を使うことにより、一人ひとりへの対応を丁寧
に行いたい。

・食事の味付けや調理方法に差がある為、食わず嫌いの場
合が多い。食が進まない園児に対しては家庭との連携を深
めていく。
・アレルギー対応児へのおやつの情報があればありがた
い。
・年間を通してどのような野菜が栽培できるか職員自信も調
べるとともに、年間計画をして保育に取り入れる。
・クッキングで数件ではあるが、殺傷する子どもたいた。
　できるだけ一人ひとりの見守りを強化したい。
・アレルギー児に誤って提供した（1件）投薬をして大事に
至らなかったが、預かり保育時の担当者との連絡を密に
することが大切である。

03ふじ幼稚園 ・アレルギー疾患のある園児への対応食の提供を行って
いる。　　　　　　　・食に関する教育活動（手遊び、絵本、
職員による劇等）を保育に取り入れ園児が食についての
知識を得る機会を設けている。　　・食育カードを作成し、
全園児に配布している。カードには保護者が体温、睡眠
時間、朝食摂取の有無や排便の有無を記入、毎日持参し
登園している。定期的に集計結果をグラフにして保護者に
配布。集計表や、献立表に食に関する記事や情報を掲載
している。
・夏野菜の栽培やぶどう狩り、芋ほりの体験も行ってい
る。　　　　・委託業者の方に園児に給食について話をいた
だく機会を設けた。

・給食委託業者とのメニューやアレルギー対応
などについての話し合いを多く設け、連携をより
深めることができた。
・食育カードを記入することにより、子どもの体調
の変化を把握しやすくなっている。
・給食を作ってくださっている方の話を聞くことに
より、給食に関する興味が深まった。

・好き嫌いや偏食の子どもが増えている。
保護者によっては子どもの負担になること
を避けたいと考えられている方もあり、指
導の難しさを感じている。
・子どもの姿と睡眠時間の関係が大きいこ
とが感じられるが、家庭環境などにより改
善が難しい子どももいる。

・今後もカードの記入とともに、情報の提供や交換
を行い、保護者の意識を変えていきたい。
・給食を食べる時間の設定（終了時間）
・量の調整

04認定こども
園三田あさひ
幼稚園

・自園調理の給食活動を行う上で、日常的に食育教育の推進を
図ることが出来た。
・園庭で子どもたちが栽培した野菜を用いてクッキングをしたり、
食育につながる活動を実施した。
・クラス委員等に給食試食会を実施し、保護者にも楽しんでいた
だいた。
・全職員でアナフィラキシーとエピペンの講習会を行った。

・給食だよりや、日々の指導の中で意識付けができ、
食習慣の啓発が出来た
・完全自園調理であり、代替メニューもそれぞれのア
レルギーに対応しているため、保護者からも非常に喜
ばれている。

・家庭と連携する中で、各家庭によって意識の
差が大きいこと（食事のマナー、お箸の使い
方、姿勢、座り方等はすべて家庭教育である
べき）

・食育や料理の講習会などを通じて、具体的な手法を
伝えていく
・エピペン持参児が例年よりも多く、間違いのない給食
提供を職員間で意識していく。

05認定こども
園三田さち幼
稚園

・月一回お誕生日会クッキング
子どもたちで野菜を切ったり、炒めたり、包んだりし、水餃子や三
色丼・ピーマンの肉詰めなどいろいろな料理を楽しんでいる　・親
子遠足いちご狩り（親子でいちご畑に行き、いちごをつんで味わ
う）
・野菜の栽培（ピーマン・トマト・なす・さつまいもなど）
・絵本・紙芝居・エプロンシアターによる食育に関するお話（好き
嫌いをしない・いろいろな食べ物の栄養の話など）
・おいもほり（土に触れ、作物の実りに感謝する）

毎月のクッキングでいろいろな食材や料理の作り方な
どに興味を持つことができ、嫌いだった野菜も実際料
理をして食べてみることで少しずつ好きになることがで
きた。
野菜の栽培では子どもたちで水やりをして成長を楽し
む中でどういう風に成長するのか何色の花が咲くのか
など体験のなかでわかることができた。
収穫した野菜を使って料理を作り、花をすりつぶして
色水遊びを楽しみ、その経験から家でも料理を作って
みたいという意欲がわき、家庭でも一緒に料理を楽し
むことができている。

食物アレルギーや宗教上の理由で食べられな
い食材があり、代替の物を使ったり、抜いた物
を作ったりする必要や、その食材が入っていな
いメニューを考える必要がある。ウィルス感染
に配慮しながら、行うことへの難しさを感じる。
小さい学年の園児も安全に調理を行えるよう、
調理器具の扱いに注意して行う。

より四季に応じた旬の食材などメニューを考えたい。季
節の行事にちなんだメニューも考えていきたい。
おいもほりに行かない低年齢のクラスやおいもほりに
参加できなかったお子様のために、園でおいもの畑を
作る。
出来る限り多くの野菜の種をまき、子ども達と一緒に成
長を楽しみたい。水やりのお当番を設け、クラスごとの
畑を設け、各クラスに責任感をもたせる。

番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容園名 取り組み・評価 実施上の課題

望ましい食習慣の形成を図
り、子どもたちの「生きる力」
を育むため、食に関する指
導の実施や食に関する情報
の提供等を行う。また、地元
の新鮮で安心な農作物の利
用を進める。
保育所においては、自園調
理による完全給食を実施
し、離乳食や食物アレル
ギーやアトピーにも対応した
給食づくりを実践する。保育
所給食部会において、各園
の調理師に対して、統一献
立を作成する等、栄養指
導、食育の啓発指導等を実
施する。

改善すべき点と改善策



★子ども・子育て支援事業計画　事業別評価シート　(私立幼稚園・認定こども園記載用)

基本目標Ⅳ　子どもを生み育てることに安心感をもてるまち 幼稚園・認定こども園名 私立幼稚園・認定こども園　集約分

１　乳幼児期までの親と子の心と身体の健康づくりを応援します
（２）　乳幼児期の子どもと保護者の健康づくりの推進

番号 項   目 対  象 取組内容 令和元年度の取り組み内容園名 取り組み・評価 実施上の課題 改善すべき点と改善策

06三田つつじ
が丘認定こど
も園

・自園調理の実施。
・畑で夏野菜の栽培、さつまいもの栽培。
・保育中の食育指導。
・アレルギー対応
・離乳食対応

・アレルギー対応や離乳食対応も出来ている。
・安全な食材を使用し、また薄味調理とし、化学調味
料は使用していない。
・畑で子ども達が栽培できたのは良かった。興味も
持っていた。
・クッキングパーティーの実施

・夏野菜の栽培時期をずらし、夏休み前に収穫
できるようにした
・離乳食は、家庭と連携し個別に進められた
・家庭では食べたことのないものも、給食前に
食べて頂くようにし、家庭でも様々な食材を食
べて頂けるような機会にした

・サツマイモの収穫が出来た。
・他にも具体的にナチ野菜以外に栽培しやすいものを
考えなければならない。

187 食に関する指
導、啓発事業

07三田けやき
台認定こども
園

自園調理にりよる完全給食を実施している。温かいものは、温
かいうちに、冷たいものは、冷たいうちに食事を提供している。
食物アレルギーに対応した給食作りを対応した給食をする事
で、乳幼児期の子どもの健康作りの推進を図った。
月一回の誕生会では、一緒に給食を召し上がって頂き、美味し
い給食を食べれて喜んでくださっている。

季節ならではの食材を使用。
給食の献立レシピが人気。喜ばれている。

農作物作りが場所の確保が難しく、出来る作
物が限られるので、関心が高まる様に努める。
職員の知識も深める事が大切。

ビニールハウスなどと農作物が育つ現在、スーパーで
も、季節ならではの食物が分かりにくいので、子ども達
に季節の野菜を伝えていきたい。

08認定こども
園やよい幼稚
園

○開園以来の自園調理による給食を実施、温かい食事
・食材については地場野菜を使用
・個別にアレルギー対応した給食づくり
○保護者に食に関する理解を図る
・給食参観の実施
・毎月の給食だよりで食に関する内容、献立のレシピ、人気おや
つのレシピを紹介する
・朝ごはんの大切さと協力依頼
○食育教室の実施
○園庭の畑で、野菜の栽培・収穫・クッキング
○小学校の畑を借りて、さつまいもを栽培・収穫・給食の食材に
○近隣の田んぼで田植え前に遊ばせてもらい、米（ごはん）に興
味を持つ、稲刈り体験や黒豆の収穫を体験
以上の体験により、食に興味・関心を持ち、感謝の心を育てる

○園児が朝ごはんを食べてくる
○給食の献立レシピ・おやつのレシピを喜ばれる
・給食メニューのレシピを聞かれる保護者もあり、食へ
の関　心にこちらも喜ばせてもらうことがある
○手作りおやつが子ども、保護者から人気である
○小学校の畑をお借りできたことで小学校に行く機会
も増えた
○栽培に関しては、職員研修を通し、土の作り方、野
菜の育て方の知識を得ることで、育て方が上手になっ
た　　　　　　○アレルギー児の誤配・誤食がないように
担任・保護者・給調理員等の連絡・連携を徹底するよ
う努めた

・、『早寝・早起き・朝ごはん』更に保護者への
啓発

・アレルギー児については、保護者と面談し、毎日確認
ノートを作成する等、双方徹底して意識していく

09認定こども
園湊川短期大
学附属北摂学
園幼稚園

・自園給食の実施、季節感のある献立や、あたたかいものは、あ
たたかくいただける美味しさを子どもたちも感じ、毎日給食を楽し
みにしている。アレルギー対応食、代替え食の実施。園児が野
菜、米を育て栽培し収穫し調理し食するまでの過程を体験する。
・年長組はクッキングをして包丁の使い方を体験したり、野菜の
皮むき、等食材に感謝の気持ちをもって、食べるまでの過程を知
る。

・調理の様子を近くで子どもも見ることができ、匂いを
感じたり、食材を知ったりできる。
・野菜の栽培にどのクラスも成功し繰り返し収穫を楽
しみ食することができた。
・アレルギー対応の情報共有

・給食の献立で季節感を意識してもらったりし
ているが、費用の事もあり地産地消が難しい。
・3学期に予定していたクッキングや立食パー
ティ等食に関する取り組みが新型コロナウィル
ス感染防止の為にできなくなった。

・2月ごろから、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、
食べるという事を園内ですることが、かなり制限され、
休園措置後も飛沫防止ガードをして給食を食べる等こ
れまでと違う観点で改善が必要。

10親和幼稚園
・植えた玉ねぎや大根を子ども達と収穫し、お味噌汁に入れ食
べた。
・イチゴ・ピーマン・ナス・きゅうり・オクラ・トウモロコシなどを畑で
栽培し、子ども達と一緒に水やりをしながら成長を観察した。
・クラスごとにトマトを育て、収穫し試食した。
・夏にはバケツで稲も植え毎日食べるお米が出来る様子を観察
した。実際に収穫したり、お米を用意し子ども達が実際におにぎ
りを握って試食した。
・事業所で調理した給食は卵、エビカニ抜きのアレルギー対応食
を作っている

・自分達で植えたり、水やりをして育てた野菜を収穫
することで子ども達も食物に興味、関心を持ち、試食
したときの喜びや満足感を味わうことができた。
・実際に自分でおにぎりを握ることで、試食したときの
満足感が味わえた。

・育てている野菜の育っていく過程などに教師
自ら関心を持ち、害虫や手入れの具合で野菜
や植物の育ち方に気付いたりできるように心が
けたい。子ども達にも野菜の育ちにもっと興味
をもっているような援助をしていきたい。

・前年度、畑が小さいため、充分に活動できなかったと
いう課題から、今年度３学期には、畑を広くし、いろいろ
な野菜を一緒に受けることが出来るようにした。

幼稚園、認定
こども園、保
育所の児童
及び保護者

望ましい食習慣の形成を図
り、子どもたちの「生きる力」
を育むため、食に関する指
導の実施や食に関する情報
の提供等を行う。また、地元
の新鮮で安心な農作物の利
用を進める。
保育所においては、自園調
理による完全給食を実施
し、離乳食や食物アレル
ギーやアトピーにも対応した
給食づくりを実践する。保育
所給食部会において、各園
の調理師に対して、統一献
立を作成する等、栄養指
導、食育の啓発指導等を実
施する。


